
通常事業                   平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 

省庁名 内閣府 
                                                                
連

番 事業名 
新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額 

(百万円) 

24 年度予算

額 

(百万円) 

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 
24 年度 NPO へ

の実績 
備考 

1 市 民 活 動

の 担 い 手

の 運 営 力

強化事業 

 

新規 自立して活動を継続できる

ＮＰＯ等の担い手の拡大に

向けて、寄附などの資金集め

やネットワークの構築等に

ついて、新たな中間支援の方

法を調査、企画し、実際の活

動における有効性等を実

証・検証するとともに、その

結果を「全国報告会」の開催

を通じて共有し、中間支援組

織及び自立的、持続的に活動

を継続するＮＰＯ等の担い

手の活動の強化・拡充を進展

させていく。 

 

31 - - 内閣府 全国を３ブロ

ックに分けて

公募 

内閣府Ｈ

Ｐに掲載 

内閣府政策

統括官（経

済社会シス

テム担当）

付参事官

(新しい公

共・市民活

動促進担

当)付

03-3581-08

62） 

-  

合計  

(内数事業を除く) 

― ―  

(増減額) 

31 

(増減率％) 

100 

 

 

 

 

― ― ― ― ― ― ― 

 



国

中
間
支
援
組
織

実践事例の
フィードバック

実践事例の
フィードバック

実践事例の
フィードバック

実践事例の
フィードバック

○調査受託者は、中間支援のノウハウを調査・企画し、自ら実施することにより効果を検証。

○その成果を他の中間支援組織に伝達し、支援の結果等も踏まえ、報告書を作成。

○ 「全国報告会」の開催等を通じて、蓄積したノウハウを中間支援組織・所轄庁間で広く共有し、

中間支援組織を強化。中間支援組織は、現場で活躍するNPOの自立的な活動をサポート。

市民活動の担い手の運営力強化事業

情
報
共
有

所
轄
庁

自立的・持続的な活動へ

ＮＰＯ

ＮＰＯ

ＮＰＯ

ＮＰＯ

ＮＰＯ

ＮＰＯ

平成２５年度予算案

３１百万円

調査委託

調査委託

中
間
支
援
組
織

中間支
援組織

中間支
援組織

中間支
援組織

中間支
援組織

中間支
援組織

中間支
援組織

中間支援のノウハウ伝達
・経営・資金調達のノウハウ
・専門家派遣（税務、会計、
労務）等

ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用

し
て
サ
ポ
ー
ト

１



復興（震災・原発事故）関連事業    平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 

省庁名 内閣府 
                                                                
連

番 事業名 
新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算

額 

(百万円) 

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 
24 年度 NPO

への実績 
備考 

1 

ＮＰＯ等

の運営力

強化を通

じた復興

支援事業 

新規

NPO 等が主体となった東日本

大震災からの復興や被災者支

援を推進するため、NPO 等の

運営力強化に向けた取組への

支援を行う。 

260 － 2/3 

①復興

支援の

担い手

の基礎

的能力

強化事

業：岩手

県、宮城

県、福島

県、 

 

②復興

支援の

担い手

の運営

力強化

実践事

業：NPO

法人、自

治会、社

会福祉

法人、協

議会等 

平成 25 年度

予算成立後、

岩手県、宮城

県、福島県に

おいて順次公

募を実施 

岩手県、宮

城県、福島

県の窓口

に対して

申請 

内閣府政策統

括官（経済社

会システム担

当）付参事官

（社会基盤担

当）付 

03-3581-0511

－ 

本事業の

支援対象

者は、岩手

県、宮城

県、福島県

において

復興支援

や被災者

支援を行

うNPO等及

び上記3県

以外で被

災者支援

を行う NPO

等。 

Ｐ１参照 



2 

新しい公

共支援事

業 

 

終了

「新しい公共」の担い手とな

る NPO 等の自立的活動を後押

しするため、NPO 等の活動基

盤整備や寄附募集等の支援を

行うとともに、NPO と地方公

共団体等が協働する先進的取

組（モデル事業）を実施。 

－ － 定額
都道府

県等 

都道府県毎に

公募 
－ 

内閣府政策統

括官（経済社

会システム担

当）付参事官

（社会基盤担

当）付 

03-3581-0511

執行済

額：約 88

億円（平

成 24 年 9

月末時

点） 

 

執行件

数：活動

基盤整備

等の支援

は、各都

道府県が

それぞれ

実施中。

新しい公

共の場づ

くりのた

めのモデ

ル事業採

択件数は

1,052 件

（平成 24

年 9 月末

時点） 

平成 24 年

度末まで

の時限的

な制度と

して、平成

22 年度補

正予算に

より全都

道府県に

計 87.5 億

円を交付

して基金

を設置し

て事業を

実施。平成

23 年度第

三次補正

予算によ

り震災対

応として

岩手県、宮

城県、福島

県に計 8.8

億円を追

加交付。 

Ｐ２参照 

3 

復興支援

型地域社

会雇用創

造事業 

 

終了

被災地における起業と雇用を

創造するため、社会的課題を

解決するための新規性のある

事業を行う「社会的企業」の

起業や「社会的企業」を担う

人材の育成を支援。 

－ － － 

一般財

団法人

ニュー

メディ

ア開発

協会 

２４年度末ま

での事業のた

め、今後の公

募予定なし 

－ 

内閣府政策統

括官（経済財

政運営担当）

付 

産業・雇用担

当 

－ 

２３年度

３次補正、

２４年度

末までの

基金事業 

Ｐ３参照 

合計  

(内数事業を除く) 

― ― (増減額) 

260 

(増減率％)

－ 

 

 

 

― ― ― ― ― ― ― 

 



ＮＰＯ等の運営力強化を通じた復興支援事業
平成25年度予算案：２．６億円（新規）【復興庁一括計上予算】

○ 東日本大震災の被災地等においては、ＮＰＯ等（自治会、社会福祉法人、協議会等を含む）が復興支援や被災者支援において大きな役
割を果たしてきており、今後、被災地の復興が本格化するに当たって更なる活躍が期待されるところであるが、経営基盤が脆弱であるな
どの課題を抱え、円滑な運営のためのノウハウの修得を必要とするＮＰＯ等が多い。

○ 被災地の復興には中長期にわたる支援が必要とされており、個人・民間企業等からの資金調達に対するインセンティブを高めるなど、
復興や被災者支援に自立的かつ継続的に取り組む担い手の育成が必要。

(1)復興支援の担い手の基礎的能力強化事業

中間支援組織等を通じた個別のＮＰＯ等の基礎的能力向上
を目的とした講習会や個別指導等

（取組内容）

① 資金獲得、ＮＰＯ会計基準、認定ＮＰＯ取得、ＩＣＴ活用に
よる情報発信等のノウハウ修得セミナー、講習会の実施

② 協働の取組の促進のための、ＮＰＯと民間企業、他団体等と
の交流 等

自立して活動できる担い手による、中・長期的な復興・被災者支援の継続

背 景

内閣府

交付金（補助率：2/3）

事業概要

設立間もないＮＰＯ等や経営基盤の脆弱なＮＰＯ等の基礎的
経営能力の向上 人材育成やネットワーク形成による復興・被災者支援を担う中核的ＮＰＯ等の育成

高い運営力を有するＮＰＯ等の育成

岩手県、宮城県、福島県に交付し、3県が実施

(2)復興支援の担い手の運営力強化実践事業

3県が実施する復興・被災者支援（３県から他県に避難されている方々への支
援を含む）や「子ども・被災者支援法」に基づく被災者支援等のうち、ＮＰＯ
等の運営力強化を図ることを内容とする以下に示すテーマ等に係る先駆的な取
組に限定して支援。

（支援テーマ例）
① 支援活動の実践を通じたＮＰＯ等の人材育成（例：避難者の就業支援や被災者
のカウンセリング、まちづくり等の専門家の養成）

② 支援活動を行うＮＰＯ等間のネットワークの形成（例：支援ニーズの共有・
マッチング、ノウハウの移転、復興拠点の構築、中間支援組織の強化・育成）

１



２

新しい公共支援事業
（平成22年度補正予算87.5億円、平成23年度3次補正予算8.8億円（事業期間は平成24年度末まで））

基本スキーム

特定非営利活動法人等を
後押しする事業を実施

交付金
国

地域の
特定非営利活動法人等

学識経験者、特定非営利活動法
人等、民間企業、金融機関、公認
会計士等で構成する、透明性の高
い官民協働の仕組み

運営委員会

連絡調整

事業のガイド
ライン作成、
事業の評価 等

新しい公共支援
事業運営会議

都道府県

基本方針・事業
計画の検討、個別
事業の選定 等

基金

事業実績等

＜主な支援内容＞
○ 特定非営利活動法人等の基盤整備等

（財務諸表の作成、認定取得、寄附募集の支援 等）
○ 新しい公共の場づくりのためのモデル事業等

（多様な担い手（特定非営利活動法人、自治会、社会福祉法
人、行政等）が協働し、地域の諸課題の解決を図る取組）

○ 本制度は、平成24年度までの時限的な制度として
創設。

○ また、平成24年度行政事業レビュー公開プロセス
において、廃止の判定を受けたところ。

 「新しい公共」の拡大と定着を図るため、各都道府県に交付金を配分して基金を設置し、特定非営利活動法人等
の活動基盤整備や寄附募集の支援等を行うとともに、特定非営利活動法人、地方公共団体、企業等が協働する
取組を支援することにより、「新しい公共」の担い手となる特定非営利活動法人等の自立的活動を後押し。

 東日本大震災の被災者支援や震災復興を行う特定非営利活動法人等を支援するため、平成23年度第3次補正
予算により、岩手県、宮城県及び福島県の基金を積み増した。

○ 平成22年度補正予算（87.5億円）及び平成23
年度3次補正予算（8.8億円）の合計額96.3億円
のうち、実施済額は約88億円（92％）※。

※ 各都道府県の運営委員会で採択決定済みのＨ24年度モデル事業に係る
金額を含む。括弧内は事業費ベースの進捗率。

○ モデル事業を全国で1,052件実施

（データはいずれもH24年9月末時点）



◆被災地における起業と雇用を創造するため、社会的課題を
解決するための新規性のある事業を行う「社会的企業」の起
業や「社会的企業」を担う人材の育成を支援します。

◆「地域社会雇用創造事業」（平成２１年度補正予算７０億円）
の実績を踏まえ、被災地での起業支援と復興に役立つ人材
の育成を重点的に支援します。

復興支援型地域社会雇用創造事業（内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付 産業・雇用担当）

平成２３年度三次補正予算額 ３２．０億円

５ 復興施策
（２）地域における暮らしの再生
④復興を支える人材の育成
（ⅰ）被災地における当面の復旧事業に係る人材のニー
ズや、震災後の産業構造を踏まえ、介護や環境・エネル
ギー、観光分野等の成長分野における職業訓練の実施や、
訓練定員の拡充、産業創出を担う人材の育成等を行う。

国
基金

事業イメージ・具体例復興基本方針

＜社会的企業支援基金＋延長＞

事業主体

②社会的企業人材創出イ
ンターンシップ
・研修とインターンシップに
よって、被災地の復興に役
立つ人材育成を実施しま
す。
・２０００人程度の人材育成

を目標とします。

・・・
・・・

事業主体

事業主体

事業主体

事業主体は、公募により選定します。被災地のＮＰＯ等又はこれ
と連携しているＮＰＯ等に限ります。

①社会起業インキュベー
ション
・復興に資する被災地での
起業を、コンペティションで
選定し、起業のスタート
アップを支援します。
・６００人程度の起業を目
標とします。

事業概要・目的

基
金
設
置
法
人

＜社会的企業の事業の例＞
○被災地の復興に資する６次産業化分野での取り組み
○被災者の生活を支援する取り組み など

３



復興（震災・原発事故）関連事業          平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 

省庁名 復興庁 

                                                                

連

番 
事業名 

新・継 

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額 

(百万円) 

24年度予算額 

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24 年度 NPO

への実績 
備考 

1 原災避難区

域等帰還・

再生加速事

業 

継続 東京電力福島第一原子力発電

所事故からの復興・再生を加速

するため、福島県の被災１２市

町村における避難解除区域の

住民の帰還を促進するための

取組や、直ちに帰還できない区

域への将来の帰還に向けた荒

廃保全対策を行う。 

4800 20800（補

正予算） 

100% 市町村 ― 原 子 力 被

災 12 市町

村 と の 相

談 

復 興 庁 

原子力災

害復興班 

―  

合計  

(内数事業を除く) 

― ―  

(増減額) 

 

(増減率％) 

 

 ― ― ― ― ― ― ― 

≪記載要領≫ 

[対象事案]   NPO に資する事業(NPO が手挙げ出来る事業及び NPO のための研修等の事業)とします。これに該当する事業は全て記載し、該当しない事業は記載しないで下さ

い。なお、24 年度で‘終了’し 25 年度はやらない事業でも、前年度対比するために、漏れなく記載して下さい。期の途中で新たに予算化された事業も記載し

て下さい。 

[新･継区分欄]  当該事業の区分(‘継続’、‘新規’、‘名称変更’、‘統廃合’、‘終了’のいずれか)を記載して下さい。 

[予算額欄]    25 年度予算額欄には直近の政府案、24 年度予算額には前年度の確定している政府案(昨年のヒアリング時と変わっていても可)を記載して下さい。 

         なお、NPO が手挙げ出来るも予算額全額に対してではなくその一部であり、額がどうしても区分できない場合は、(  )し(○○○の内数)と表記して下さい。 

[最後の合計欄] 25 年度予算額欄と 24 年度予算額欄の縦罫を合計した予算額合計を記載して下さい。ただし、内数事業(25・24 年度のいずれかが内数事業)の場合は、合計する

ときのみ 25・24 年度ともその額を除いて下さい。 

 



ボランティア・公益的民間連携ボランティア・公益的民間連携ボランティア・公益的民間連携ボランティア・公益的民間連携

１１１１．．．．体制体制体制体制
○ＮＰＯ等に精通した民間出身の非常勤職員の知見を活用するとともに、岩手・宮城・福島の各復興局に
「ボランティア担当」を配置

２２２２．．．．役割役割役割役割
○政府の取組に関し、ＮＰＯ等への情報提供
○復興に当たって行政・民間それぞれの多様な担い手の連携促進と、連携事例の収集・情報提供
○ボランティア活動全般の促進
○ＮＰＯ等の活動に係る制度・手続きに関し、関係府省との相談・調整

３．主な取組内容３．主な取組内容３．主な取組内容３．主な取組内容
○ＮＰＯ等が息の長い支援活動を行えるよう、活用可能な政府の財政支援策を取りまとめ、被災３県での
説明会や全国のＮＰＯ等が集まる会議等で周知。

○行政・民間それぞれの多様な担い手が連携して復興にあたるために参考となる「ロードマップ」を作成し、ＮＰ
Ｏ等やその中間支援組織に説明。また、当該担い手による連携事例の取りまとめ結果を公表・周知。

○全国の学生等が被災された方に寄り添う気持ちを持ち続け、被災地で更に活躍してもらうため、「この夏も、
ボランティアへ行こう！」キャンペーンを実施。チラシ・ポスターを大学等に掲示・周知。

○ＮＰＯ等のボランティア活動に対する被災地のニーズが多様化している中、ボランティア活動のニーズとその
果たしている役割は依然として大きい。

※被災３県において、社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセンターに登録し活動したボランティア総数は、計約１１８万人

（岩手県約４５万人、宮城県約５７万人、福島県約１６万人。 平成２３年３月１１日～平成２５年３月３日までの累計人数。）
その他、ＮＰＯ等の団体を通じ独自に活動しているボランティアも多数。
※発災当初は泥やガレキの撤去、避難所における炊き出し等が活動の中心だったが、その後は地元ＮＰＯ等を中心に、心のケアや
コミュニティづくり支援、さらには復興に向けたまちづくり支援など息の長い取組を展開。

○多様なニーズに柔軟に対応するため、行政・民間それぞれの多様な担い手が連携して取り組む必要がある。

〇このため、ＮＰＯ、ボランティア団体等が活動を円滑に進めるために必要な情報の提供や連絡調整、震災
ボランティアの啓発・普及等を行っている。



被災者の支援や被災地の復興支援に活躍いただいているＮＰＯ等の活動を支援する
ために、「ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援」について取りまとめました。

【目次】
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ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について
（平成２５年度予算案、平成２４年度補正予算案等によるもの）

平成２５年２月６日現在

（※）現時点における予算案の内容を取りまとめたものであり、今後の審議過程において、変更はあり得ます。



事業名 概要
平成２５年度

予算案
平成２４年度

以前の予算額
事業の

実施期間（※）

ＮＰＯ等による
相談先／申請先

本事業の
対象地域、
対象者等

該当頁

① 原災避難区域等
帰還・再生加速事業

【復興庁】

東京電力福島第一原子力発電所事故か
らの復興・再生を加速するため、福島県の
被災１２市町村における避難解除区域の
住民の帰還を促進するための取組や、直
ちに帰還できない区域への将来の帰還に
向けた荒廃保全対策を行う。

約48億円
平成24年度
補正予算案
約208億円

- 市町村

原子力被災
１２市町村
（田村市、南相
馬市、川俣町、
広野町、楢葉
町、富岡町、
川内村、大熊
町、双葉町、
浪江町、葛尾
村、飯館村）

P.12

② ＮＰＯ等の運営力
強化を通じた復興支
援事業

【復興庁（内閣府）】

ＮＰＯ等が主体となった東日本大震災の
被災地の復興や被災者支援を推進するた
め、ＮＰＯ等の運営力強化に向けた取組へ
の支援を行う。

約2.6億円
（新規）

－ -
岩手県、宮城
県、福島県

岩手県、宮城
県、福島県に
おいて復興支
援や被災者支
援を行うNPO
等及び上記3
県以外におい
て3県から避難
されている被
災者の支援を
行うNPO等

P.13

③ 復興支援員

【総務省】

被災自治体が、被災地内外の人材を被
災地のコミュニティの再構築のために設置
（委嘱）する「復興支援員」に対して特別交
付税措置（震災復興特別交付税（年2回交
付（9月、3月））。設置期間は概ね1年以上
最長5年以下を想定。

復興支援員は、被災地に居住して、被災
者の見守りやケア、地域おこし活動の支援
等の「復興に伴う地域協力活動」を実施。

震災復興特別
交付税により

措置

震災復興特別
交付税により
措置

特別交付税
措置につい
ては、特に
期限は設け
ていない。

東日本財特法
に定める「特

定被災地方公
共団体」又は、
「特定被災区
域」を区域とす
る地方公共団
体（9県・222市

町村）

全国
P.14 -
P.15

ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について （１）

1



事業名 概要
平成２５年度

予算案
平成２４年度

以前の予算額
事業の

実施期間（※）

ＮＰＯ等による
相談先／申請先

本事業の
対象地域、
対象者等

該当頁

④ 緊急スクールカ
ウンセラー等派遣事
業

【復興庁
（文部科学省）】

地方自治体・国立大学法人・民間団体等に
委託し、被災した幼児児童生徒・教職員等の
心のケアや、教職員・保護者等への助言・援
助等様々な課題に対応するため、スクールカ
ウンセラー等を派遣し、教育相談体制の整備
を図る。

約39億円
（継続）

平成23年度
第１次補正
約30億円

平成23年度
第２次補正
約3.5億円

平成24年度
約47億円

平成25年度末
まで

復興庁

被災地及び
被災した幼児
児童生徒が
避難している
地域

P.16

⑤ 復興教育支援事
業

【復興庁
（文部科学省）】

復興に向けた先進的な教育活動を展開す
る自治体や大学・NPO等が行う取組を支援す
るとともに、これらの取組成果を広報すること
により、被災地以外も含めた教育の参考に資
する。

約1億円
（継続）

平成23年度
第３次補正
約3億円

平成24年度
約0.6億円

平成25年度末
まで

復興庁
岩手県、宮城
県、福島県

P.17

⑥ 震災等緊急雇用
対応事業

【復興庁
（厚生労働省）】

都道府県又は市町村による直接雇用又は
企業、ＮＰＯ等への委託により、被災された
方々（被災求職者）の一時的な雇用の場の確
保、生活の安定を図る。（「震災等緊急雇用
対応事業」の基金の積み増し、実施期間の延
長）

-

平成24年度
補正予算案
約500億円
（継続）

平成23年度
第１次補正
約500億円

平成23年度
第３次補正
約2,000億円

平成26年度末
まで

※平成25年度中
の事業開始が

必要。

県又は市町村

実施可能地
域は、青森
県、岩手県、
宮城県、福
島県、茨城
県、長野県、
栃木県、新
潟県、千葉
県の災害救
助法適用地
域
※対象者：被災

求職者

P.18

ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について （２）
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事業名 概要
平成２５年度

予算案
平成２４年度

以前の予算額
事業の

実施期間（※）

ＮＰＯ等による
相談先／申請先

本事業の
対象地域、
対象者等

該当頁

⑦ 仮設住宅におけ
る介護等のサポート
拠点運営費等（介護
基盤緊急整備等臨
時特例基金（地域支
え合い体制づくり事
業））

【復興庁
（厚生労働省）】

応急仮設住宅などに入居する高齢者など
の日常生活を支えるため、総合相談支援や
地域交流などの機能を有する「サポート拠
点」の運営などに必要な経費について支援す
る。（「地域支え合い体制づくり事業」の基金
の積み増し、実施期間の延長）

約23億円
（継続）

平成23年度
第１次補正
約70億円

第３次補正
約90億円

平成25年度末
まで

県又は市町村
被災地
※対象者：被災し

た高齢者等の
うち、援護を要
する者

P.19

⑧ 地域福祉等推進
特別支援事業

【厚生労働省】

地域社会における今日的課題の解決をめ
ざす先駆的・試行的に取り組み、支援を必要
とする人々に対する福祉活動を活性化する
取り組み、生活不安定者（低所得者層）に対
する自立支援の取り組みなどにより地域福祉
の推進を図る。

約250億円
（セーフティネット支
援対策等事業費補
助金［メニュー補助
金］）の内数

（継続）

平成24年度
約237億円

（セーフティネット支
援対策等事業費補
助金［メニュー補助

金］）の内数

平成25年度末
まで

都道府県
又は市町村

全国 P.20

⑨ 社会的包摂・
「絆」再生事業（地域
コミュニティ復興支
援事業分）

【厚生労働省】

東日本大震災等の影響により弱体化した地
域のコミュニティを再構築し、地域で効率化す
る恐れがある者に対する生活相談や居場所
づくり等の支援を面的に行う。

各都道府県
に造成してい
る基金にお
いて実施
（継続）

約70億円

平成23年度
第３次補正

約145億円の
うちの

約40億円

平成25年度末
まで

都道府県
又は市町村

全国 P.21

ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について （３）
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事業名 概要
平成２５年度

予算案
平成２４年度

以前の予算額
事業の

実施期間（※）

ＮＰＯ等による
相談先／申請先

本事業の
対象地域、
対象者等

該当頁

⑩ 被災者営農継続
支援耕作放棄地活
用事業

【復興庁
（農林水産省）】

被災を免れた農地や避難先等において荒
廃した耕作放棄地を活用し営農活動を再開
する被災農家又は農業者等の組織する団体
等（ＮＰＯ法人を含む）の取組を支援。

約6.2億円
（継続）

平成23年度
第３次補正
約17.5億円

平成24年度
約4億円

平成25年度末
まで

地域耕作放棄
地対策協議会

被災農家又
は農業者等
の組織する
団体等

P.22 –
P.23

⑪ 農山漁村被災者
受入円滑化支援事
業

【復興庁
（農林水産省）】

東日本大震災の影響により、避難生活を余
儀なくされている被災農家等に対し、受入れ
可能な農山漁村地域における農地、雇用、住
まい等に関する情報を提供するとともに、移
転を希望する被災農家等と受入れ可能地域
とのきめ細やかなマッチング等の支援。

約0.2億円
（継続）

平成23年度
第３次補正
約2億円

平成24年度
約0.1億円

平成28年度末
まで

農林水産省 被災農家等
P.24 –
P.25

⑫ 海岸防災林再生
等復興支援事業

【復興庁
（農林水産省）】

東日本大震災で災害を受けた海岸防災林
の再生については、防災意識の向上や地域
の復興シンボル的な活動となるよう、地域住
民の参加の下で、ＮＰＯや企業等の協力を得
つつ、植栽や保育を進めることとしており、こ
うした仕組みづくりを支援。

約0.8億円
（新規）

-
平成29年度末

まで
林野庁 －

P.26 –
P.27

ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について （４）

4



事業名 概要
平成２５年度

予算案
平成２４年度

以前の予算額
事業の

実施期間（※）

ＮＰＯ等による
相談先／申請先

本事業の
対象地域、
対象者等

該当頁

⑬ 森林環境保全直
接支援事業

【復興庁
・農林水産省】

集約化を進め、利用間伐等やこれと一体と
なった森林作業道の整備を支援。

約257億円
（継続）

平成24年度
補正予算案
約205億円

平成24年度
約288億円

- 都道府県 - P.28

⑭ 農業用水保全の
森づくり事業

【農林水産省】

森林の整備及び保全に係る事業であって、
貯水池等への良質な農業用水の安定的な供
給等を図るため、農業用水の水源地域にお
いて行うものを支援する。

約1,128億円
の一部
（継続）

平成24年度
補正予算案
約1,650億円

の一部

平成24年度
約7,525億円

の一部

- 都道府県 - P.29

⑮ 漁場保全の森づ
くり事業

【農林水産省】

森林の整備及び保全に係る事業であって、
森林による栄養塩類等の供給や濁水の緩和
等の漁場環境の保全効果を高めるために行
うものを支援する。

約1,128億円
の一部
（継続）

平成24年度
補正予算案
約1,650億円

の一部

平成24年度
約7,525億円

の一部

- 都道府県 - P.29

ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について （５）
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事業名 概要
平成２５年度

予算案
平成２４年度

以前の予算額
事業の

実施期間（※）

ＮＰＯ等による
相談先／申請先

本事業の
対象地域、
対象者等

該当頁

⑯ 環境林整備事業

【農林水産省】

森林所有者の自助努力によっては適切な
整備が期待できない森林について、事業主体
が森林所有者との協定に基づいて行う、広葉
樹林化や針広混交林化に向けた施業、気象
害等による被害森林における人工造林等を
支援する。

約45億円
（継続）

平成24年度
補正予算案
約50億円

平成24年度
約4億円

- 都道府県 都道府県 P.30

⑰ 森林・山村資源
利用交付金

【農林水産省】

森林の有する多面的機能を発揮させるため、
森林所有者、地域住民、NPO法人、関係団体
など地域で合意した民間協働組織（活動組
織）が実施する森林の保全管理や山村地域
の活性化に資する取組に対し、一定の費用を
国が支援。

約30億円
（新規）

－
平成29年度末

まで

都道府県に設
置される地域
協議会

地域で合意
した活動組
織

P.31 –
P.32

⑱ 絆の森整備事業

【農林水産省】

市民グループ（特定非営利活動法人等）等
が森林所有者から受託して森林経営計画等
を作成し、又は、特定非営利活動法人等が森
林所有者等と施業実施協定を締結し、自ら森
林の管理・整備を実施する事業を支援する。

約1,128億円
の一部
（継続）

平成24年度
補正予算案
約1,650億円

の一部

平成24年度
約96億円
の一部

- 都道府県 -
P.33 –
P.35

ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について （６）
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事業名 概要
平成２５年度

予算案
平成２４年度

以前の予算額
事業の

実施期間（※）

ＮＰＯ等による
相談先／申請先

本事業の
対象地域、
対象者等

該当頁

⑲ 日本の森林づく
り・木づかい国民運
動総合対策事業

【農林水産省】

民間団体等が実施する、森林づくりや木材
の利用促進等に対する国民の理解を醸成す
るための共同広報や森林づくりと木づかいへ
の理解醸成のための協働イベントの開催等、
様々な手法による総合的普及啓発、ＮＰＯ等
による森づくり活動、木育の実践活動等、国
民が森林・林業や木材の利用を身近に感じる
ための取組を支援。

約0.9億円（継
続）

H24年度
約1.1億円

平成28年度末
まで

林野庁 - P.36

⑳ 水産多面的機能
発揮対策

【農林水産省】

水産業・漁村の持つ多面的機能の効果的・
効率的な発揮により水産業の再生・漁村の活
性化を図るため、漁業者・住民・NPO等が行う
多面的機能の発揮に資する国民の生命・財産
の保全、地球環境保全、漁村文化の継承など
の活動に対して支援。

約35億円
の内数
（新規）

－
平成27年度末

まで

都道府県に設
置される地域
協議会

漁業者、住民、
NPO等で組
織する活動
組織

P.37 –
P.38

㉑ 東日本大震災復
興ソーシャルビジネ
ス創出促進事業

【復興庁
（経済産業省）】

東日本大震災の被災者の生活支援や被災
地における新規事業創出の手段として期待さ
れているソーシャルビジネス（ＳＢ）について、
先進的なＳＢ事業者のノウハウの移転等によ
り、被災地における新しい産業・雇用の創出
主体となりうるＳＢの創出や事業基盤の強化
を推進し、被災地の早期の復興及び地域経済
の活性化を図る。

約2億円
（継続）

平成24年度
約2億円

平成28年度末
まで

復興庁
東日本大震
災被災地

P.39

ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について （７）
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事業名 概要
平成２５年度
概算要求額

平成２４年度
以前の予算額

事業の
実施期間（※）

ＮＰＯ等による
相談先／申請先

本事業の
対象地域、
対象者等

該当頁

㉒ ｢新しい公共｣によ
る地域づくり活動に
係るコンテスト・助言
指導事業

【国土交通省】

地元企業、地縁組織、NPO等の「新しい公
共」の担い手による地域づくり活動のうち、「事
業型」活動を目指す担い手に対して、中間支
援組織を中心とした関係機関が組織的に連携
し、助言・指導を中心とした、継続的かつ高度
な支援を行う取組を全国から募集し、選定・実
施するとともに、支援体制・内容の改善を随時
行うことにより、「事業型」活動を目指す担い手
による地域づくり活動に対する支援のあり方に
ついて、実証的に検討する。

約1億円
の一部
（継続）

平成24年度
約0.5億円

平成25年度末
まで

国土交通省
全国の中間支
援組織等

P.40

㉓ 地域生物多様性
保全活動支援事業

【環境省】

生物多様性保全の取組を公募により選定し、
地方公共団体、民間団体等、生物多様性に関
連する法律に位置付けられた法定計画等の
策定主体や、その実施主体に委託し、計画策
定やその実証事業を実施する。また、地域に
おける多様な主体の連携・協働を促進するた
め、地方公共団体が含まれる地域生物多様
性協議会による、地域の生物多様性保全・再
生活動の実施に係る費用の一部を支援する。

約1.9億円
（継続）

平成24年度
約2.1億円

平成26年度末
まで

環境省の
各地方環境

事務所

地方公共団体
NGO・NPO、
事業者、協議
会等

P.41

㉔ 地域活性化を担
う環境保全活動の協
働取組促進事業

【環境省】

平成23年6月に全会一致で改正された「環境
教育等促進法」が、平成25年4月から本格実
施されることを受け、協働取組の充実が必要
とされている。特に、環境課題の解決と地域活
性化を推進するためには、多様な主体が、環
境保全に関して担うべき役割及び行動の有す
る意義を理解し、それぞれの立場に応じた公
平な役割分担の下で、相互に協力・連携した
協働取組を行うことが重要である。

このため、環境NPO、地域住民、行政機関等
の協働による環境保全活動の実証に係る費
用の一部を支援する。

約1億円
（新規）

－ － －

自治体、企業、
地域住民等
と協働取組を
行うNGO・
NPO等

P.42

ＮＰＯ等が活用可能な政府の財政支援について （８）
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事業名
府省名

（予算執行府省）
部署名

（予算執行府省）
連絡先

（予算執行府省）

① 原災避難区域等帰還・再生加速事業 復興庁 原子力災害復興班 03-5545-7334

復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（内閣府）
（政策統括官（経済社会システム担当）付参事
官（社会基盤担当））

（03-5253-2111（内線45351））

③ 復興支援員 総務省
自治行政局 地域自立応援課人材力活性化・
連携交流室

03-5253-5394

復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（文部科学省） （初等中等教育局児童生徒課） （03-6734－2389）

復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（文部科学省） （初等中等教育局教育課程課） （03-6734-2425）

復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（厚生労働省） （職業安定局地域雇用対策室） （03-3593-2580）

復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（厚生労働省） （老健局振興課） （03-5253-1111(内3985))

NPO等が活用可能な政府の財政支援に係る問い合わせ先

④ 緊急スクールカウンセラー等派遣事業

ご質問等がある場合は、復興庁の下記までご連絡願います。
・ボランテイア・公益的民間連携班（03－5545－7480）
・予算会計班（03-5545-7370）

② ＮＰＯ等の運営力強化を通じた復興支援事
業

⑤ 復興教育支援事業

⑦ 仮設住宅における介護等のサポート拠点運
営費等（介護基盤緊急整備等臨時特例基金
（地域支え合い体制づくり事業））

⑥ 震災等緊急雇用対応事業
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⑧ 地域福祉等推進特別支援事業 厚生労働省 社会・援護局地域福祉課 03-5253-1111（内2857）

⑨ 社会的包摂・「絆」再生事業（地域コミュニ
ティ復興支援事業分）

厚生労働省 社会・援護局地域福祉課 03-5253-1111(内線2857)

復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（農林水産省）
（農村振興局農村計画課耕作放棄地活用推
進室）

（03-6744-2442）

復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（農林水産省） （農村振興局中山間地域振興課） （03-6744-2498）

復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（農林水産省） （林野庁　研究・保全課） （03-3502－8243）

⑬ 森林環境保全直接支援事業 農林水産省 林野庁整備課 03-3591-5893

⑭ 農業用水保全の森づくり事業 農林水産省 林野庁整備課 03-3591-5893

⑮ 漁場保全の森づくり事業 農林水産省 林野庁整備課 03-3591-5893

⑯ 環境林整備事業 農林水産省 林野庁整備課 03-3591-5893

⑰ 森林・山村資源利用交付金 農林水産省 林野庁計画課 03-3502-0048

⑱ 絆の森整備事業 農林水産省 林野庁整備課 03-3591-5893

⑲ 日本の森林づくり・木づかい国民運動総合
対策事業

農林水産省 林野庁研究・保全課 03-3502－8243

⑳ 水産多面的機能発揮対策 農林水産省 水産庁計画課 03-3501-3082

⑫ 海岸防災林再生等復興支援事業

⑩ 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業

⑪ 農山漁村被災者受入円滑化支援事業
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復興庁 予算会計班 03-5545-7370

（経済産業省） （地域経済産業グループ立地環境整備課） （03-3501-0645）

㉒ 「新しい公共」による地域づくり活動に係るコ
ンテスト・助言指導事業

国土交通省 国土政策局地方振興課 03-5253-8404

㉓ 地域生物多様性保全活動支援事業 環境省
自然環境局自然環境計画課生物多様性施策
推進室

03-5521-8150

㉔ 地域活性化を担う環境保全活動の協働取
組促進事業

環境省 総合環境政策局環境経済課環境教育推進室 03-5521-8231

㉑ 東日本大震災復興ソーシャルビジネス創出
促進事業
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復
興
庁

民間事業者 等

（１）対象区域
・原子力被災１２市町村

田村市、南相馬市、川俣町、
広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、
浪江町、葛尾村、飯館村

（２）実施事業の例

① 避難解除区域への帰還加速のための取組
★ 喪失した生活基盤施設の代替、補完

区域内外の医療施設、高齢者福祉施設等の再開支援、
交通支援、訪問サービス

★ 住民の安全安心の対策
放射線リスクなどに関する対話集会等への支援

★ 地域コミュニティ機能の維持、確保
住民への情報提供、自治会活動への支援 等

② 直ちに帰還できない区域の荒廃抑制・保全
★ 荒廃抑制、保全対策

火災防止のための除草、廃家屋の解体撤去、公共施設
等の点検・メンテナンス

★ 住民の一時帰宅支援
バスの運行、仮設トイレの設置 等

○ 東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興・再
生を加速するため、福島県の被災１２市町村における
避難解除区域の住民の帰還を促進するための取組や、
直ちに帰還できない区域への将来の帰還に向けた荒廃
抑制・保全対策を復興庁が前面に立って行います。

（参考）「福島復興再生基本方針」(抄)
第２部 避難解除等区域等の復興及び再生

（２）① 国は、その推進してきた原子力政策の下、甚大な原子力
災害の被害を受けることとなったこの区域全体が、再び人々が
安全で安心して住むことができるようになり、帰還を望む者が
皆帰還し、地域の将来を担う若い世代が帰還する意欲を持てる
よう、責任を持って対応する。

原災避難区域等帰還・再生加速事業（復興庁原子力災害復興班）

（福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業費）
平成2５年度政府予算案 ４８億円【復興】（平成２４年度補正予算：２０８億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○原子力災害に遭った市町村への帰還の支援や直ちに帰
還できない区域の荒廃抑制・保全対策を行うことによ
り、住民の帰還実現を後押しします。

期待される効果

市
町
村

全額費用
負担

（委託費）
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ＮＰＯ等の運営力強化を通じた復興支援事業
平成25年度予算案：２．６億円（新規）【復興庁一括計上予算】

○ 東日本大震災の被災地等においては、ＮＰＯ等（自治会、社会福祉法人、協議会等を含む）が復興支援や被災者支援において大きな役
割を果たしてきており、今後、被災地の復興が本格化するに当たって更なる活躍が期待されるところであるが、経営基盤が脆弱であるな
どの課題を抱え、円滑な運営のためのノウハウの修得を必要とするＮＰＯ等が多い。

○ 被災地の復興には中長期にわたる支援が必要とされており、個人・民間企業等からの資金調達に対するインセンティブを高めるなど、
復興や被災者支援に自立的かつ継続的に取り組む担い手の育成が必要。

(1)復興支援の担い手の基礎的能力強化事業

中間支援組織等を通じた個別のＮＰＯ等の基礎的能力向上
を目的とした講習会や個別指導等

（取組内容）

① 資金獲得、ＮＰＯ会計基準、認定ＮＰＯ取得、ＩＣＴ活用に
よる情報発信等のノウハウ修得セミナー、講習会の実施

② 協働の取組の促進のための、ＮＰＯと民間企業、他団体等と
の交流 等

自立して活動できる担い手による、中・長期的な復興・被災者支援の継続

背 景

内閣府

交付金（補助率：2/3）

事業概要

設立間もないＮＰＯ等や経営基盤の脆弱なＮＰＯ等の基礎的
経営能力の向上 人材育成やネットワーク形成による復興・被災者支援を担う中核的ＮＰＯ等の育成

高い運営力を有するＮＰＯ等の育成

岩手県、宮城県、福島県に交付し、3県が実施

(2)復興支援の担い手の運営力強化実践事業

3県が実施する復興・被災者支援（３県から他県に避難されている方々への支
援を含む）や「子ども・被災者支援法」に基づく被災者支援等のうち、ＮＰＯ
等の運営力強化を図ることを内容とする以下に示すテーマ等に係る先駆的な取
組に限定して支援。

（支援テーマ例）
① 支援活動の実践を通じたＮＰＯ等の人材育成（例：避難者の就業支援や被災者
のカウンセリング、まちづくり等の専門家の養成）

② 支援活動を行うＮＰＯ等間のネットワークの形成（例：支援ニーズの共有・
マッチング、ノウハウの移転、復興拠点の構築、中間支援組織の強化・育成）
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集落の再生
地域づくり

被 災 地 域 内 外 の 人 材 を 募 集 、 受 入 れ

｢復興支援員｣が
復興に伴う地域
協力活動を実施

○目 的：被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の「復興に伴う地域協力活動」を通じ、コミュニティ再構築を図る

○実 施 主 体：被災地方公共団体 ※ 東日本財特法に定める「特定被災地方公共団体」又は、「特定被災区域」を区域とする市町村（9県・222市町村）

○設置根拠等：被災地方公共団体が定める復興計画やそれに基づく要綱等を根拠とし、被災地域内外の人材を委嘱

○期 間：概ね１年以上最長５年

○総務省の支援

①復興支援員を設置する地方公共団体に対し震災復興特別交付税による財政措置（2011年度～）

⇒ 支援員１人につき、報酬等（地域の実情に応じて地方公共団体が定める額）※＋活動費（必要額）を措置

※参考：地域おこし協力隊の報酬等 2,000千円を上限に特別交付税措置

②その他、地域おこし協力隊等のノウハウを活かし、

募集や研修、マネージメント、情報提供の面で地方公共団体をサポート

○支 援 員 数：６７名（2013年1月２１日現在） ６団体（2県・4市町）

①復興計画等にお
いて「コミュニティの
再構築に向けた」目
的とする施策として
位置づけ
②「復興支援員」と
して委嘱

「復興支援員」制度について

○被災者の生活支援、見守り・ケア等
・話し合いの場づくり
・仮設住宅等に居住する住民の巡回、話し相手等
・複数の仮設住宅等に分かれて居住する被災

コミュニテイの連絡調整
○地域おこし活動の支援

・イベント等の企画・運営支援
・ネットワークづくりの支援
・地域行事、伝統芸能コミュニティの活動再開及び活動
の応援等

・都市との交流事業実施応援等
・地域ブランドづくりやプロモーションの支援、
地場産品の販売等

○集落のビジョン策定
※具体の内容については、各被災地方公共団体が委嘱において

地域の実情に応じ定める

復興に伴う地域協力活動の例

（参考）総務省通知（2012年1月6日付け）

制 度 の 概 要

被災地方公共団体

支 援

※東日本大震災財特
法に定める「特例被災
地方公共団体」又は、
「特定被災区域」を区
域とする市町村
（９県・２２２市町村） 総 務 省

支援員の募集・選考、事前説
明、給与の支払い、活動後の
サポート等の事務をNPO団体
等に委託することが可能です。
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復興支援員 ～活動までの基本的な流れ～

①予算措置

②実施要綱等の作成

③募集

④選考・決定

⑤事前説明・準備

⑥委嘱手続き

活 動 開 始！

・支援員への事業の詳細の説明
・現地説明会の実施（住民との顔合わせ）
・地域での役割・心構えなどを学ぶ研修の実施
・支援員の年間活動計画の策定 等

・設置自治体における議会の議決
※ 特別交付税対象経費に留意

・地域のニーズの把握
・実施要綱・設置要綱の作成
・募集原稿の作成
・募集要綱（業務概要、待遇等を記載）の作成 等

・自治体のHP、広報誌等で公募
・都市部での説明会の実施

※ 公募によるか、よらないかは
自治体の判断

・復興支援員の決定

○ サポート体制の構築
・ 支援員活動の現状把握
・ 支援員からの相談体制の整備 等

○ 支援員の活動状況をホームページ、広報誌等でＰＲ
○ 支援員同士・関係者の交流の機会の確保
○ 各種研修の実施
○ 総務省へ特別交付税の基礎数値報告 等

■活動開始後の主な取組例

復興支援員

自治体 地域

「復興支援員」「地域」「自治体」
の三者の連携・結束がポイント！

地域、自治体の将来ビジョン、
復興支援員に対するミッションを

明確にすることが重要！

支援員の募集・選考、事前説
明、給与の支払い、活動後の
サポート等の事務をNPO団体
等に委託することが可能です。

■お問合せ先■
総務省 地域力想像グループ 人材力活性化・連携交流室
電話：03-5253-5394
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東日本大震災により被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護者等への助言・援助、学校教
育活動の復旧支援、福祉関係機関との連携調整等様々な課題に対応するため、平成２３年度予算及び平成２４年度
予算において、スクールカウンセラー等を緊急派遣する経費を措置したところ。

これらの支援について、被災地の自治体からは平成２５年度以降についても引き続き支援を要望されていること
から、被災した幼児児童生徒・教職員等に対する切れ目ない心のケアや必要な支援を行うための経費を計上する。

緊急スクールカウンセラー等派遣事業
平成２４年度予算額 ： ４，７０２百万円 【復興特別会計措置額】
平成２５年度査定額（案） ： ３，９１３百万円 【復興特別会計計上額】

・スクールカウンセラーの派遣
臨床心理士、精神科医 等

・スクールカウンセラーに準ずる者の派遣
相談業務経験者、教育・福祉分野の専門的知識を有する者 等

・電話相談体制の整備
・心のケアに資するためのソーシャルワーク、学習支援

心のケアの対応 進路指導・就職支援

障害のある子どもへの支援

・緊急進路指導員の派遣
若年者の就職支援の経験を有する者、地域産業界の事情に精通する

者 等
このほか、被災した高校生が首都圏で就職活動を行うための支援を実

施

・外部専門家の派遣
作業療法士（OT）・理学療法士（PT）・言語聴覚士（ST）・児童精神科医 等

生徒指導体制の強化

・生徒指導の経験豊富な者の配置
生徒指導体制を強化するため、生徒指導に関する知識・経験豊富

なアドバイザー等の配置 等

関 係 機 関 地 域
被災地域等

教 職 員 児 童 生 徒 等 保 護 者

心のケア・助言・
援助等及び

新たな課題への対応
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平成２４年度予算額 ５５百万円
うち復興特別会計計上分 ５５百万円

平成２５年度予算額（案） ９５百万円
うち復興特別会計計上分 ９５百万円

被災地では、自治体のみならず、大学・ＮＰＯ等様々な主体が積極的に関わり、被災
地の復興はもとより、今後の我が国の学校教育の新しいモデルとなるような先進的な
取組が進められつつある。このような取組は、新学習指導要領が重視している「思考
力･判断力･表現力」や「学ぶ意欲」の向上にも大きな役割を果たすことが期待されるも
のである。
このことを踏まえ、被災地の復興を支え、今後の学校教育の新しいモデルともなる先
進的な教育活動を展開する団体の取組を支援するとともに、その成果を全国に普及
する。

復興教育支援事業

東日本大震災の教訓を踏まえ、被災地の復興とともに、我が国全体が
希望 を持って、未来に向かって前進していけるようにするための教育

【具体の取組例】
①社会を生き抜く力の養成
○震災体験や科学的知見を踏まえた防災教育の推進
○避難所生活等を踏まえた思いやり、助け合いなど心の教育の推進

②絆づくりとコミュニティーの再構築
○地域の様々なコミュニティー（公共機関、農林水産団体等）の復興への動きと連動した
地域学習の推進

③未来への飛躍
○地域の復興に貢献し自らの生き方を考えるキャリア教育、市民教育の推進

④学びのセーフティネット
○震災の影響により学習が遅れがちとなった児童生徒への個に応じた授業の推進や体験
活動の実施

○子どもの安心安全などについて保護者等への相談・カウンセリングの推進

東日本大震災の教訓を踏まえ、被災地の復興とともに、我が国全体が
希望 を持って、未来に向かって前進していけるようにするための教育

【具体の取組例】
①社会を生き抜く力の養成
○震災体験や科学的知見を踏まえた防災教育の推進
○避難所生活等を踏まえた思いやり、助け合いなど心の教育の推進

②絆づくりとコミュニティーの再構築
○地域の様々なコミュニティー（公共機関、農林水産団体等）の復興への動きと連動した
地域学習の推進

③未来への飛躍
○地域の復興に貢献し自らの生き方を考えるキャリア教育、市民教育の推進

④学びのセーフティネット
○震災の影響により学習が遅れがちとなった児童生徒への個に応じた授業の推進や体験
活動の実施

○子どもの安心安全などについて保護者等への相談・カウンセリングの推進

復 興 教 育

文 部 科 学 省

自治体 ・ 大学 ・ ＮＰＯ等

③成果の普及

（ＷＥＢ化）①委 託
（指導助言） ②成果報告

全国の学校・

教育委員会等

【事業内容】
復興に向けた先進的な教育活動を展開する自治体や大学・ＮＰＯ等が行う取組を支援するとともに、これらの取組成
果を広報することにより、被災地以外も含めた教育の参考に資する。
・団体委託費（16件）
・協力者会議開催経費

連 携

教育支援
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◆拡充の概要
○ 要求額 500億円
○ 事業実施期間の延長 平成24年度末まで → 平成25年度末まで

（注）ただし、平成25年度に開始した事業については、平成26年度末までとする

◆事業概要

○ 都道府県又は市町村による直接雇用又は企業、ＮＰＯ等への委託
による雇用

○ 雇用期間中に、安定的な雇用につなげるため、知識・技術を身に
つけるための研修等を行うことが可能

◆実施地域及び対象者

○ 被災地域（青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉
県の災害救助法適用地域）において被災求職者を対象に実施

◆実施要件
○事業費に占める新規に雇用された失業者の人件費割合は1/2以上
○雇用期間は１年以内（複数回更新可）

○東日本大震災に伴い、住居や仕事を失った被災者が各地に避難してい
ることから、平成２３年度より震災等緊急雇用対応事業を実施していると
ころであるが、沿岸部の雇用者数が震災前の水準まで回復していないな
ど、雇用の復興には引き続き時間を要すると考えられる。

○このため、震災等緊急雇用対応事業の基金を積み増すとともに、実施
期間を延長し、被災された方々の一時的な雇用の場の確保、生活の安
定を図るための事業を実施する。

震災等緊急雇用対応事業の積み増し（基金の1年延長）

事業概要

趣 旨

【対象期間】
平成２５年度末まで

（平成25年度に開始した事業については、平成26年度末まで）

【事業の規模】
３，０００億円

23年度１次補正 ５００億円
23年度３次補正 ２，０００億円
24年度補正要求額 ５００億円

雇用機会の創出

求人・求職の
マッチング

ハロー
ワーク

厚生労働省

都道府県 基金

市町村

民間企業等

事業計画 交付金の交付

補助

事業を民間委託

事業を民間委託

事業を直接実施

求職者

雇用 雇用 雇用

平成24年度補正要求額：500億円

事業を直接実施
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平成２５年度予算額（案） ２３億円

平成23年度1次補正予算額 70億円

平成23年度3次補正予算額 90億円

東日本大震災の被災者の生活支援や被災地の復興支援のため、２３年度１次及び３次補正で計上した、仮
設住宅に併設される「サポート拠点」（総合相談、生活支援等）の運営費用等について財政支援するため、介護
基盤緊急整備等臨時特例基金（地域支え合い体制づくり事業分）の期間の延長及び積み増しを行う。

○ 積増先 ： 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 （地域支え合い体制づくり事業 ）

○ 積増地域 ： 宮城県、福島県（岩手県は基金残分で対応）

⇒ 現行、24年度限りの基金を２５年度まで延長（※被災地以外の基金についても延長）

○ 事業内容 ＜参考＞ 事業実施までの流れ

厚生労働省

県 介護基盤緊急整備等臨時特例基金
（地域支え合い体制づくり事業）

市町村

事業者・関係団体等

・効果的な事業の組み
合わせ・市町村は自ら実
施又は補助・委託等

交付

資金の
交付

助
成
・
補
助
等

仮設住宅における高齢者等の安心した日常生活を支えるため、総合相談支
援、居宅サー ビス、生活支援サービス、地域交流等の機能を有する拠点とし
て、「介護等のサポート拠点」の運営等を推進する。

① 仮設住宅における介護等のサポート拠点の運営等

一般の仮設住宅のほか、特に民間賃貸仮設住宅の入居者の孤立防止、
介護予防等を支援するサポート拠点等の取組に対して、支援する。

（活動例）
・ 仮設住宅高齢者世帯（民間賃貸分含む）等への訪問相談援助活動（全世
帯等ローラー作戦等）
・ 高齢者の健康・生きがいづくりや社会参加につながる活動
・ 復興のまちにおける地域支え合い体制づくりやポート拠点機能の維持

② 孤立防止、介護予防等を支援する取組（活動例の追加）
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地域福祉等推進特別支援事業

（項）地域福祉推進費
（目）セーフティネット支援対策等事業費補助金 ２５６億円の内数

○ 本事業は、地域社会における今日的課題の解決をめざす先駆的・試行的に取り
組み、支援を必要とする人々に対する福祉活動を活性化する取り組み、生活不安定
者（低所得者層）に対する自立支援の取り組みなどにより地域福祉の推進を図る。

① 地域福祉等推進（ボランティア分野も含む。）のための先駆的・試行的取り組みに
対する補助

ア 実施主体
・都道府県、指定都市、市区町村（委託可）
・都道府県、指定都市、市区町村が適当と認める団体

（社会福祉法人、特定非営利活動法人等）

イ 補 助 率
・国１／２、都道府県（指定都市、市区町村）１／２

（参考）

＜イメージ例＞
・災害時の要援護者支援に向けた取り組み
・学童の通学安全確保のための地域の取り組み
・企業、大学、研究機関等と連携した地域再生の取り組み
・孤立死、徘徊等の予防に向けた取り組み
・団塊の世代など退職者の地域福祉活動促進に向けた取り組み

② 地域において支援を必要とする人々に対する福祉活動を活性化するため、地域福祉活
動を調整する者の設置や拠点づくり・見守り活動等へ補助
生活不安定者（低所得者層）に対する自立支援の取り組みに対する補助

ア 実施主体 市区町村（委託可）

イ 補 助 率 国１／２、都道府県１／４、市区町村１／４

③ 地域人材活用支援事業
定年退職者等が持っている資格やノウハウなどの潜在的な社会資源を発掘し、地域の

活躍の場に結びつけるコーディネーターを養成・配置に対する補助

ア 実施主体 都道府県、指定都市、市区町村（委託可）

イ 補 助 率 国１／２、都道府県（指定都市、市区町村）１／２
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地域コミュニティ復興支援事業
（社会的包摂・「絆」再生事業の一部）

③ 関係者間の総合調整
↓

要支援者の個々の状況を踏まえた継続的な支援を実施

市町村
【実施主体】

社会福祉
協議会 ＮＰＯ等

自治会

応急仮設住宅間の
連携づくり

他の自治体や
関係機関と連携

地域

高齢者、障害者や離職を余儀なくされた若年層などが地域とのつながりを持ち続けることができるよう、次の取り組みを柱として
一体的に実施し、地域内の面的支援を行い、地域コミュニティの復興支援を図る。

①住民のニーズ把握、総合相談及び交流場所などのサービス提供 ②見守り等の支援体制の構築 ③関係者間の総合調整

② 見守り等の支援体制の構築

見守り体制構築チーム

新聞配達員等 民生委員

ボランティア
センター

人材育成

見守り

居場所・
出番づくり

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

孤立の防止

活動

① ニーズ把握、総合相談及び
交流場所などのサービス提供

総合相談

住民交流の場の提供

登
録

調
整

情
報
発
信

【ボランティア】

巡回相談

【一体的実施】

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

ニーズ把握
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９ 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業
【復興特会計上分６２３（４０１）百万円】

対策のポイント
荒廃した耕作放棄地を再生し被災農家等が営農活動を再開するまでの一連

の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災により甚大な被害を受けた被災農家等の生活再建に向けて、避難先等に

おいて営農活動を再開できるよう、その基盤となる農地を確保することが必要となっ

ています。

・一方、荒廃した耕作放棄地の再生利用を図ることは、避難先等の地域においても喫緊

の課題となっています。

・このため、このような耕作放棄地を活用して被災農家等の営農活動の再開を支援する

きめ細かな措置が求められています。

政策目標

耕作放棄地を活用し営農活動の再開に取組む被災農家等への支

援を継続

＜主な内容＞

被災農家等が自ら農業経営を営む場合のほか、受入れ地域の「耕作放棄地対策協議会」

が運営する実証ほ場で雇用形態により営農活動を行う場合も対象とします。

１．耕作放棄地を再生利用する活動への支援

荒廃した耕作放棄地の再生作業（雑草・雑木等の除去、深耕、整地等）、土づくり、

再生農地への作物の導入、試験販売等の取組を定額（雑草・雑木等の除去５万円/

10a等）で支援します。

２．施設等の整備への支援

耕作放棄地の再生利用に必要な基盤整備（用排水施設の整備等）や農業用機械・

施設、貯蔵施設、農業体験施設等の整備を支援します（補助率1/2以内等）。

３．附帯事業への支援

引き受け手と受け入れ地域のマッチング、農地利用調整等を定額で支援します。

補助率：定額（雑草、雑木等の除去５万円/10a等）、１／２以内等

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

［お問い合わせ先：農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２４４２（直））］

「平成25年度予算概算要求の概要」
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被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業

○東日本大震災により、甚大な被害を受けた被災農家等の生活再建に向けて、その基盤となる農地の確保を行うことが緊要。

○一方、避難先等の地域においても荒廃した耕作放棄地の再生利用は喫緊の課題。

○このため、耕作放棄地を活用し、被災農家等の営農活動の再開を支援。

補助対象

耕作放棄地対策協議会

補助率

Ｈ25概算要求額 6.2億円
（うち国費6.2億円）

事業費・国費

対象地域
避難元が被災地域

交付の流れ

定額（雑草、雑木等の除去5万円／10a等）
１／２以内等

国 → 都道府県耕作放棄地対策協議会
→ 地域耕作放棄地対策協議会
→ 取組主体（被災農家等）

被災農家等

土づくり再生作業
（雑草、雑木等の除去）

○被災農家等の営農再開に向けて行う、耕作放棄
地の再生作業や基盤整備等を支援します。

【主な支援内容】
・再生作業（雑草、雑木等の除去） 5万円/10a 

※抜根等を伴う場合は10万円/10a
・整地等 5万円/10a
・土づくり 5万円/10a
・施設等補完整備（小規模基盤整備） 5万円/10a

○移転先で耕作
放棄地を活用
して農業経営
を再開したい
が、支援がな
いだろうか。

耕作放棄地対策協議会

※その他の基盤整備、農業用施設、農業用機械の導入等は
補助率1/2以内等

被災農家等が自ら農業経営を営む場合

実証ほ場で雇用形態により営農活動を行う場合

被災農家等

○協議会が運営する実証ほ場で雇用形態により営
農活動を行うことができます。

【主な支援内容】
協議会が、被災農家等を雇用し、
・耕作放棄地の再生作業
・再生した農地で営農を実証するための農作業
を実施（被災農家等に対し賃金を支給）

○新しい土地で
すぐに農業経
営するのは不
安。営農再開
に向けて支援
を受けながら
少しずつ地域
に慣れて行け
ないだろうか。

耕作放棄地対策協議会
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10 農山漁村被災者受入円滑化支援事業
【復興特会計上分１８百万円】

対策のポイント
被災地からやむを得ず移転を行わざるを得ない被災農家等に対し、受入れ

情報を提供し、受入れ地域とのマッチング等の支援を引き続き実施します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災の被災地では、津波被害や原発事故等の影響により避難生活を余儀なく

されている被災農家等においては、未だに当該地域で営農を再開することが困難な状

況が継続しています。

・こうした状況を踏まえ、やむを得ず移転を希望する被災農家等に対し、避難先など他

地域での営農再開による生活再建のための受入可能な農産漁村地域の情報提供等、き

め細かな支援が必要となっています。

政策目標

本事業を活用して被災地域から移転した農家の離農率が全国平

均以下であること

＜主な内容＞

○被災農家等に対する農山漁村地域の受入れ情報の提供等

東日本大震災の影響により、避難生活を余儀なくされている被災農家等に対し、

都道府県、市町村、農業関係団体等と連携しつつ、受入れ可能な農山漁村地域にお

ける農地、雇用、住まい等に関する情報を提供するとともに、やむを得ず移転を希

望する被災農家等と受入れ地域とのマッチング等のきめ細やかな支援を引き続き実

施します。

農山漁村被災者受入円滑化支援事業 １８（１０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局中山間地域振興課(０３－６７４４－２４９８(直))］

[平成25年度予算概算要求の概要]
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農山漁村被災者受入円滑化支援事業

○被災地からやむを得ず他の地域へ移転せざるを得ない被災農家等に対し、農地、雇用、住まい等に関す
る「農山漁村被災者受入れ情報」を提供し、受入れ可能な地域とのマッチング等のきめ細かな支援を実施。

農山漁村被災者受入れ情報

情報提供

○農地・耕作
放棄地の活用
に関する情報

○農林水産関
係の雇用等の
情報

○空き家等の
住まいの情報

受入れ市町村等

◇農地、雇用、住まい
等に関する情報の
収集

◇農地の所有者や雇
用主等の関係者と
の調整 等

被 災 農 家 等

○帰還できるまで仮住まい

○避難先周辺で営農再開

○他地域での生活再建

○グループ単位での移転 等

世話人の設置
被災3県に各1名、
福島県内各区域に11名

・被災農家等と受
入地域とのマッ
チング 等

・受入れ情報等の
提供・説明

民間団体等（公募）

情報活用

・被災農家等の意
向確認

連
絡
・
調
整

情報活用

・マッチング結果
の連絡

情報提供

問合せ
・相談

ステップ３
受入れ市町村へ

（ 営農等を再開 ）

ステップ２
マッチング同意

情報提供

連絡調整

連絡

被
災
市
町
村
等

農地、雇用、住まい等の希望

受入地域の紹介等

ステップ１ 意志表示
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【復興庁計上分】

海岸防災林再生等復興支援事業（新規）

【 （０）千円】平成25年度概算決定額（復旧・復興対策）８３，０７７

事業のポイント
海岸防災林を再生する取組において、地元住民やＮＰＯ、企業等が参画する

仕組みづくりを支援します。

＜背景＞

東日本大震災により甚大な被害を受けた海岸防災林の再生については、大規模災害に

対する防災意識の向上や地域の復興のシンボル的な活動となるよう、地域住民の参加の

下で、ＮＰＯや企業等の協力を得つつ、植栽や保育を進めることとしています。

政策目標

被災海岸防災林１４０kmの復旧・再生

＜内容＞

・地元住民やＮＰＯ・企業への意向調査、これらの者と地元自治体との協議会の開催、海

岸防災林の機能に関する調査等、地元住民、ＮＰＯ、企業等が海岸防災林再生に参画し

ていくための仕組みづくりを支援します。

・地域住民やＮＰＯ等が行う植樹活動が円滑に進むよう、植樹会場の設営、安全対策、

参加者の移動等に対して支援します。

＜補助率＞

定 額

＜事業実施主体＞

民間団体

＜事業実施期間＞

平成２５年度～２９年度

［担当課：林野庁研究・保全課］
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海岸防災林再生等復興支援事業【復興枠】

海岸防災林
（治山事業で整備）

海岸防災林内の区画
「住民の森」

として整備

「NPOの森」

参画を希望する
NPO、企業地元市民

地元自治体
（県・市町村）

地元とNPO・企業が一体となった
海岸防災林再生の仕組みづくり

「企業の森」

海岸防災林と併せて整備「復興のシンボル」となる森林

植樹活動に要する経費を助成

・植樹会場の設営
・防護マスク、線量計などの安全対策
・公共交通機関が不通の場合のバスチャーター

例

NPO、企業等の民間参画の仕組みづくりを支援

・地元市民、NPO、企業等への意向調査
・海岸防災林の機能に関する調査

例
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森林管理・環境保全直接支払制度
【２３，１９３（２８，８４６）百万円】

対策のポイント
間伐等の森林整備と、集約化施業に必要な活動に対する支援を実施します。

＜背景／課題＞

・我が国の森林は、資源が量的に充実しているものの、林業の低い採算性等から森林所

有者の林業への関心が低下して、森林の適正な整備に支障を来し、森林の有する多面

的機能が十分に発揮されなくなることが危惧されています。

・また、森林・林業を再生し、持続的な森林経営を確立するとともに、森林吸収源対策

の算入上限値3.5％（平成25年から平成32年の平均）の確保等を図る必要があります。

・このため、面的なまとまりをもった集約化や路網整備等を行う者を対象に、利用間伐

等やこれと一体となった森林作業道の整備等に対する支援を行います。

政策目標

森林吸収目標の達成に向けた間伐の実施（平成25年度から平成

32年度までの８年間の年平均：52万ヘクタール）

＜主な内容＞

森林環境保全直接支援事業 ２３，１９３（２８，８４６）百万円
集約化を進め、利用間伐等やこれと一体となった森林作業道の整備を支援します。

補助率：３／１０等

事業実施主体：地方公共団体、林業事業体等

※ 集約化施業の取組に必要となる森林情報の収集、森林の状況調査、境界確認、施業

提案書の作成・森林所有者の合意形成等の活動については、「森林整備地域活動支援

交付金」により造成された既存基金を活用して支援します。

〔お問い合わせ先：林野庁整備課（０３－３５０２－８０６５（直））〕
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農業用水保全の森づくり事業

森林は、水源かん養機能や土砂流出防止機能等を有しており、農業用水の安定的な供給等に重

要な役割を果たしていること、及び京都議定書目標達成計画に定められた森林吸収目標1,300万炭

素トンの達成に向けて森林整備等の強力な推進が不可欠な状況にあることにかんがみ、森林の整

備及び保全に係る事業であって、ダム、ため池、頭首工、揚水機等の農業用水の供給を目的に設

置された農業用水を貯留又は取水する施設（以下「貯水池等」という。）への良質な農業用水の安

定的な供給等を図るため、農業用水の水源地域（以下「水源地域」という。）において行うもの、

及び貯水池等への良質な農業用水の安定的な供給等を図るため、水源地域の森林の周辺農地に介

在する耕作放棄地において行う植林等について、都道府県及び市町村に対し、国が助成を行う制

度を定めるものである。

○対象地域

次に掲げるア及びイを満たす水源地域。

（ア）当該水源地域における貯水池等において、流況の悪化、土砂流入の増加等がみられること又は

懸念されること。

（イ）当該水源地域の森林の整備・保全を促進することにより、水源かん養機能等の発揮を通じ、良

質な農業用水の安定的な供給等が期待できること。

○事業内容等

森林整備事業の環境林整備事業 及び

農山漁村地域整備交付金の育成林整備事業に準ずる。

漁場保全の森づくり事業

沿岸域の開発により減少した藻場や干潟の保全、土砂流出等により悪化した漁場環境の改善の

ためには、漁場と密接に関係している森づくりを積極的に推進していくことが必要であることに

かんがみ、森林の整備及び保全に係る事業であって、森林による栄養塩類等の供給や濁水の緩和

等の漁場環境の保全効果を高めるために行うもの（以下「森林の整備事業等」という。）について、

都道府県に対し、国が助成を行うものとする。

○対象となる箇所等

以下の漁場及び実施箇所を対象として実施する森林の整備事業等をいう。

（ア）対象となる漁場

次に掲げるイ及びロを満たすこと。

イ 磯焼け又は土砂の流出等による漁場環境の悪化がみられること

ロ 栄養塩類等の供給又は濁水の緩和等の効果が期待できること

（イ）次に掲げるイ又はロのいずれかを満たす実施個所であること。

イ 栄養塩類等の供給を目的とする場合にあっては、対象漁場が閉鎖的な湾又は入り江等であっ

て、それらの後背地における森林又は対象漁場へ流入する河川流域における森林

ロ 濁水の緩和等を目的とする場合にあっては、濁水又は土砂等が対象漁場に流入するおそれがあ

る河川流域における森林

○事業内容等

森林整備事業の環境林整備事業及び

農山漁村地域整備交付金の育成林整備事業に準ずる。
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環境林整備事業
【４，５００(４４７）百万円】

対策のポイント
森林の多面的機能の発揮の観点から整備が必要な森林において、地方公共

団体と森林所有者等との協定に基づいて行う広葉樹林化などを支援します。

＜背景／課題＞

・森林・林業を再生し、持続的な森林経営を確立するとともに、森林吸収源対策の算入

上限値3.5％（平成25年から平成32年の平均）の確保等を図る必要があります。

・また、所有者の自助努力等によっては適正な整備が期待できない条件不利地等におい

て、森林の多面的機能を発揮させる観点から施業が必要な森林については、公的主体

による広葉樹林化などセーフティーネット対策が必要です。

政策目標

森林吸収目標の達成に向けた間伐の実施（平成25年度から平

成32年度までの８年間の年平均：52万ヘクタール）

＜主な内容＞

１．公的森林整備への支援

面的にまとまって計画的な間伐等を実施することが困難な森林など、自助努力等

によっては適正な整備が期待できない森林について、地方公共団体と森林所有者に

よる協定等に基づいて行う広葉樹林化や針広混交林化等の施業を支援します。

２．被害森林の復旧造林等への支援

気象害等による被害森林における復旧造林や松くい虫被害を防止するための周辺

松林の樹種転換について支援します。

環境林整備事業 ４，５００（４４７）百万円

補助率：３／１０、５／１０ 等

事業実施主体：地方公共団体、ＮＰＯ等

〔お問い合わせ先：林野庁整備課（０３－３５０２－８０６５（直））〕
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森林・山村多面的機能発揮対策[新規]
【３，０００（－）百万円】

対策のポイント
森林の有する多面的機能を発揮させるため、地域の活動組織が実施する里

山林など森林の保全管理や山村活性化の取組に支援します。

＜背景／課題＞
・森林・林業を支える山村において、過疎化等の進行に伴い、地域住民と森林との関わ

りが希薄化し、森林の手入れが行われなくなったことで、竹の侵入等による里山の荒
廃が進行しているため、森林の有する多面的機能の発揮が難しくなっています。

・森林の多面的機能を持続的に維持発揮させていくためには、山村地域の住民が協力し
て里山林等の保全管理や森林資源の利活用を実施していく体制を整えることが不可欠
です。

政策目標
○全国1,200地域で地域の特性に応じて里山林の保全管理や山村活
性化の取組を推進（平成25～27年度）

＜主な内容＞

１．森林・山村多面的機能発揮対策交付金 ２，９８５（－）百万円
地域住民が森林所有者、林業者、ＮＰＯ、民間団体等との合意により設置する民

間協働組織（活動組織）による里山林等の森林の保全管理や、広葉樹未利用材の利
活用活動、森林環境教育等山村の活性化に資する以下の取組に対し、一定の費用を
国が支援します。

ア．地域環境保全タイプ
・ 集落周辺の里山林と維持するための景観保全・整備活動、集落周辺での鳥獣

被害の防止活動、風倒木や枯損木の除去、集積、処理
・ 侵入竹の伐採・除去活動や利用に向けた取組

イ．森林資源利用タイプ
・ 里山林の広葉樹等未利用資源を収集し、木質バイオマス、炭焼き、しいたけ

原木等として利用する活動や伝統工芸品の原料として活用
ウ．森林空間利用タイプ

・ 地域の森林における森林環境教育や森林レクリエーション活動の実践等
エ．機材及び資材の整備

・ 上記ア及びイの実施のために必要な機材及び資材の整備

補助率：定額（１/２相当）
（１組織当たり５００万円を上限）

事業実施主体：地域協議会

２．森林・山村多面的機能発揮対策評価検証事業 １５（－）百万円
森林・山村多面的機能発揮対策による活動成果について、評価及び検証を実施し

ます。

補助率：委託
事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先： 林野庁計画課 （０３－３５０２－００４８（直））］

[平成25年度予算概算決定の概要］
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地域環境保全タイプ 森林資源利用タイプ

森林環境教育の実践広葉樹を薪として利用集落周辺の広葉樹の
伐採・搬出

里山林景観を維持
するための活動

侵入竹の伐採・除去活動

国

構成 ：都道府県、市町村、学識経験者、関係団体等
役割 ：交付金の管理、活動組織の持続的な体制への支援

地域協議会

地域住民
NPO法人

活動組織

支援対象となる活動組織の活動内容

【交付金】

【交付金】
地域住民が森林所
有者やNPO法人等

と合意により設置す
る民間共同組織

活動組織

森林空間利用タイプ

地域住民
森林組合

活動組織
地域住民
大学

NPO法人

活動組織

地域住民
森林所有者

活動組織

地域住民
NPO法人
都市住民

活動組織

森林・林業を支える山村において、過疎化・高齢化の進行に伴い、地域住民と森林との関わりが希薄化しつつあり、水源の涵養、
山地災害の防止、生活環境の保全、生物多様性の保全等森林の有する多面的機能の発揮が困難となっている。

〔事業の仕組み〕

地域住民が森林所有者、NPO法人、関係団体等と地域で合意した民間協働組織（活動組織）が実施する森林の保全管理や森林

資源の利活用等、森林の多面的機能の維持増進および山村の活性化に資する取組に対し、平成２５年度～２７年度の３年間、一定
の費用を国が支援。

森林・山村多面的機能発揮対策（新規）

背
景

事
業

【３，０００（－）百万円】

・補助率 : 定額 ・１活動組織当たりの交付上限額 : ５００万円
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農山漁村地域整備交付金

農山漁村地域において、農業農村、森林、水産、海岸の各分野でそれぞれが実施してきた既存の事

業を見直し、農山漁村地域のニーズに即して作成された計画に基づき、農林水産省の各公共事業を

自由に選択できるとともに、自治体の創意工夫によって、より事業効果を高める事業も実施が可能

な、使い勝手のよい新たな交付金を創設し、農山漁村地域の総合的な整備を推進する。

森林整備事業

共生環境整備事業
森林と人とのふれあい空間の整備や多様な主体による森林づくりを目的として行う次の事業

とする。

○絆の森整備事業
身近な森林に対する市民の関心の高まりや、森林をフィールドとした市民活動の広がりに

対応するため、市民の参加による森林整備や野生動物との共存のための森林整備を行う。

○事業区分及び事業内容等

１）市民参加型森林整備

集落周辺の里山林や都市近郊林において、森づくりへの市民参加を推進

事 業 区 分 事 業 内 容

ア 全体計画調査 全体計画の策定に必要な調査を行う事業

イ 共生環境整備 市民参加による森林の造成を推進することを目的として行う下草刈りや希少植物の
保全、廃棄物の除去等林床整備、広葉樹等の郷土樹種の植栽、客土、捨石、播種、施
肥、雑草木・不用木の除去、枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積、野生生物の生息
場所（ビオトープ）に適した水辺環境整備並びに森林作業道の開設及び改良等

ウ 付帯施設整備 標識類の整備、苗木置場、その他森林の整備に必要な作業施設等林内作業場の整備
及び駐車場の整備並びに防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除
去、客土、整地、植付け、播種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、
不良木の淘汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに機能保持上必
要な施設、給排水施設、防護柵の設置及び簡易な休憩施設の整備等

エ 林内歩道等整備 共生環境整備、管理及び利用者の利便性の確保を目的として行う林内歩道及び長期
間継続して使用される作業道（絆の森作業道）の開設及び改良

オ 用地等取得 有効かつ計画的な土地の利用促進を図るために行う土地及び立木竹の取得

カ 森林管理道整備 森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道の
（開設） 開設

①行政支援タイプ

森林所有者、市民グループ及び市町村が締結する市民の森林利用に関する協定に基づき、

市民グループが林業体験活動等を行う場所において、市町村等が森林整備を実施

②市民主導タイプ

市民グループ（特定非営利活動法人等）等が森林所有者から受託して森林施業計画を作成

し、又は、特定非営利活動法人等が森林所有者と森林法第10条の11の９第２項に規定する施業

実施協定を締結し、自ら森林の管理・整備を実施

③市民開放タイプ

森林施業計画の地域住民への開示や市町村、市民グループとの協定に基づき所有森林を市
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民へ開放する森林所有者等が森林整備を実施

２）野生生物共生林整備

野生生物との共生を図るため、野生生物の生息環境保全に資する森林整備を実施

事 業 区 分 事 業 内 容

ア 共生環境整備 野生生物の生息・生育環境の保全、移動経路の確保を図るための森林の造成、野生
生物の生息場所（ビオトープ）に適した水辺環境整備、原植生の回復整備等を目的と
して行う広葉樹・花木・餌木等の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木・不用木の
除去、枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積並びに森林作業道の開設及び改良等

イ 付帯施設整備 標識類の整備、苗木置場、その他森林の整備に必要な作業施設等林内作業場の整備
及び駐車場の整備並びに防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除
去、客土、整地、植付け、播種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、
不良木の淘汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに渓流路整備と
して行う岩組等林地保全施設の整備並びに防護柵の設置等

ウ 林内歩道等整備 共生環境整備、管理及び利用者の利便性の確保を目的として行う林内歩道及び長期
間継続して使用される作業道（絆の森作業道）の開設及び改良

エ 用地等取得 有効かつ計画的な土地の利用促進を図るために行う土地及び立木竹の取得

オ 森林管理道整備 森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道の
（開設） 開設

○事業主体

・造林関係

ア 市民参加型整備

①行政支援タイプ

都道府県、市町村

②市民主導タイプ

森林施業計画の認定を受けた者（森林所有者及び森林組合その他の林業事業体を除

く。）及び特定非営利活動法人等

③市民開放タイプ

森林所有者等のうち森林施業計画の認定を受けた者又は市町村との森林整備に関す

る協定を締結した森林所有者

イ 野生生物共生林整備

都道府県、市町村、森林所有者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、森林整

備法人、特定非営利活動法人等、森林所有者の団体及び森林施業計画の認定を受けた

者

・林道関係

都道府県、市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会

　　（補助対象は、次のとおり細分する。）
区　分 行政支援タイプ 市民主導タイプ 市民開放タイプ

全体計画調査 ○
共生林整備 ○ ○ ○
付帯施設整備 ○ ○ ○
林内歩道等整備 ○ ○ ○
用地等取得 ○
森林管理道整備（開設） ○ ○ ○
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○事業要件等

・造林関係

１施行地の面積が0.1ha以上かつ５ha以上のまとまりのある森林

・林道関係

【森林管理道開設】

次の要件全てに該当するもの

① 地域森林計画に記載された林道

② 林道規程に規定する自動車道

③ 開設効果指数が0.9以上（ただし、防火林道を除く）、峰越連絡林道の幹線にあっては

1.2以上

④ 利用区域内森林面積が50ha以上

⑤ 全体計画延長が１km以上

ただし、次のいずれかに該当する林道を除く。

a 次のいずれかに該当するものは、利用区域内森林面積が30ha以上、かつ、全体計画延

長が0.8km以上

（ａ） 過疎、特定市町村、準特定市町村等

（ｂ） 水特、複層林、特保

ｂ 長期育成循環型路網の幹線にあっては、利用区域内森林面積が500ha以上、かつ、

全体計画延長が1km以上

c 峰越連絡林道にあっては、幹線は直接利用区域500ha以上、その他は100ha以上

⑥ 着工後10年以内に、利用区域内森林面積に対し延べ面積で10％以上に相当する森林整

備(地方単独事業等によるもの及び主伐を含む。)が見込まれること

⑦ 峰越連絡林道については、開設に要する総事業費が２億４千万円以上

○補助率

・造林関係 森林整備等 １／２

用地等取得 １／３

・林道関係 森林管理道開設 ４５／１００
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日本の森林づくり・木づかい国民運動総合対策事業（継続）
も り

【平成25年度概算決定額 ８７，８５４（１０８，０００）千円】

事業のポイント

国民参加の森林づくりの推進や、木を使うことが森林の整備や林業の振興に

結びつくことへの理解の醸成を一層効果的かつ効率的に行い、森林整備の推進

や地域材等の森林資源の利用を拡大するための国民運動を展開します。

＜背景／課題＞

我が国の成熟した森林資源を活かしつつ、森林・林業・木材産業の振興を図るために

は、これまで以上に幅広い国民各層に森林づくり活動や木づかい運動への理解と参加を

促していくことが重要です。

政策目標
・企業による森林（もり）づくり活動実施箇所数が前年より増加

・森林（もり）づくり活動支援組織（森づくりコミッション）数が前年より増

加

・ 木づかい運動」への参加団体数を、277団体（平成22年度末）から平成27年「

度末までに400団体に増加

＜内容＞

１．森林づくり活動や木づかい運動等による総合的普及啓発

森林づくりや木材の利用促進等に対する国民の理解を醸成するための共同広報、

森林づくりと木づかいへの理解醸成のための協働イベントの開催等、様々な手法に

よる総合的普及啓発を行います。

２．国民の参加・体験・学びの促進

ＮＰＯ等による森づくり活動、木育の実践活動等、国民が森林・林業や木材の利用

を身近に感じるための取組を促進します。

＜補助率＞

定額

＜事業実施主体＞

民間団体

＜事業実施期間＞

平成２４年度～２８年度（５年間）

［担当課：林野庁研究・保全課、木材利用課］

36



水産多面的機能発揮対策（新規）

１ 趣 旨
水産業・漁村は、古くから、国民に安全で新鮮な水産物を安定的に提供する役割に

加え、国境監視・海難救助による国民の生命・財産の保全、保健休養・交流・教育の
場の提供など国民に対して種々の多面的機能を提供する役割を担ってきた。

しかしながら、漁業者の高齢化、漁村人口の減少等により水産業・漁村が関わる問題が
深刻化するに従い、これらの多面的機能の発揮に支障が生じている。
そのため、多面的機能の効果的・効率的な発揮に資する地域の取組を支援することによ

り、水産業の再生・漁村の活性化を図るものである。

２ 事業内容
（１）水産多面的機能発揮対策事業

ア 事業の仕組み
都道府県、市町村、漁協等による地域協議会を設置し、国は地域協議会に交付

金を交付する。
地域協議会は、地域活動指針の作成、交付金交付事務等を行い、国からの交付

金を受けて活動組織に交付金を交付する。
地域協議会、都道府県及び市町村が交付事務を行うために必要な経費について、

運営交付金を交付する。
イ 対象とする活動項目

漁業者等が行う水産の多面的機能を図るための、以下の項目について支援。
① 国民の生命・財産の保全： 国境監視、海難救助等
② 地球環境保全： 藻場・干潟等の維持・保全、海洋汚染対策、漂流漂着物処理、

漁場環境保全のための植樹等
③ 漁村文化の継承： 教育と啓発の場の提供、漁村の伝統文化、食文化等の伝承

機会の提供

（２）水産多面的機能発揮対策支援事業
水産業・漁村の多面的機能に資する活動を全国的に推進するため、技術的事項

についての講習会、技術サポート等を行う。

３ 事業実施主体
〔水産多面的機能発揮対策事業〕 地域協議会、都道府県、市町村
〔水産多面的機能発揮対策支援事業〕 民間団体

４ 事業実施期間
平成２５年度～平成２７年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額） 3,500,000千円( 0千円)
〔水産多面的機能発揮対策事業〕 3,360,000千円( 0千円)
〔水産多面的機能発揮対策支援事業〕 140,000千円( 0千円)

６ 補助率等
定額

７ 担当課
水産庁計画課 ０３－３５０１－３０８２（直）
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【事業の仕組】

漁業者の高齢化、漁村人口の減少等により、水産業・漁村の多面的機能の発揮に支障
が生じており、多面的機能の効果的・効率的な発揮に資する地域の取組を支援することにより、水産業
の再生・漁村の活性化を図ることが必要。

背 景

【主な活動項目】

漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する活動に対し、一定の費用を国が支援。

事業内容

食文化等の伝
承機会の提供

海難救助

地球環境保全 漁村文化の継承

国民の生命 ・ 財産の保全

国境監視

藻場の保全漂流漂着物処理 教育と啓発
の場の提供

水産多面的機能発揮対策【新規】

活動組織

○漁業者、住民、
学校、ＮＰＯ等
で構成

○活動を推進

国

地域協議会

○都道府県、市町
村、学識経験者、
漁業者等で構成

○活動組織の指導
監督、交付金の管
理

【
交
付
金
】

【
交
付
金
】

全国的に漁村の多面的機能が効果的に発揮され、広く国民が享受

水産業・漁村が活性化され、その再生が促進
相乗効果

平成２５年度概算決定額
３，５００（－）百万円
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(3) ＳＢ新事業
創出

被災地発の新
たなＳＢの創出

(4)復興フォーラムによる普及啓発

・関係者の巻き込み、
地域の支援体制強化

○東日本大震災の被災地の復興のためには、既存の産業
の再生・復興に加え、新たな地域産業の構築や雇用の
創出が求められています。

○また、被災地の住民の方々は未だに多くの社会的課題
を抱えています。復興が長期化するにつれて、ボラン
ティアを中心とする支援活動に加え、被災地の自立化
を後押しする、持続的な復興支援も重要です。

○被災地における様々な社会的課題をビジネスの手法で
解決するソーシャルビジネス（SB）を振興するため、
被災地におけるSBのノウハウ移転や新規事業創出支援、
普及啓発等を補助します。

東日本大震災復興ソーシャルビジネス創出促進事業【復興】

２．０億円（２．０億円）

国

補助
（10/10、2/3）

民間団体等

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

地域経済産業グループ 立地環境整備課
03-3501-0645

経済産業省経済産業省

(2)ノウハウ移転・
支援

(1) ＳＢと企業等

のコーディネート
機能強化

先進的な
ＳＢの創出

企業等のリソー
スを活用した

ＳＢの基盤強化

ＳＢによる新しい雇用・産業の創出ＳＢによる新しい雇用・産業の創出
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地元企業、地縁組織、NPO等の「新しい公共」の担い手による地域づくり活動のうち、
「事業型」活動を目指す担い手に対して、中間支援組織を中心とした関係機関が組
織的に連携して、助言・指導を中心とした、継続的かつ高度な支援を行う取組を募
集・選定・実施するとともに、支援体制・内容の改善を随時行うことにより、「事業型」
活動を目指す担い手による地域づくり活動に対する支援のあり方について、実証的
に検討する。

人々の支え合いと活気のある社会をつくることに向けた様々な当事者の自発的な「協働の場」、すなわち「新しい公共」を
実現するため、地元企業、地縁組織、ＮＰＯ等の多様な主体による地域経営や地域課題解決のシステムに向けた活動環
境の整備として、これら「新しい公共」の担い手による地域づくりを促す制度を構築する。

（２）地域内資金循環を支える仕組みに
関する基本的枠組みの検討調査

【継続、調査費】

（１）「新しい公共」活動環境整備等検討調査 【継続、調査費】

○全国での個別地域金融機関と
活動主体の情報交換の場の設定

○各地方整備局等による現地調査、
ヒアリング等の実施

活動の担い手の視点
から活動環境整備のた
めの課題を抽出

活動環境整備に向けた
国の施策のあり方等に
ついて検討

活動主体に対する資金的支援や非資金
的支援のあり方に関する検討

制度検討のための関係府省及び関係主体（地
域金融機関、広域中間支援組織など）による連
携体制の構築

連携体制の構築と地域内資金循環を支
える仕組みにおける各主体の連携のあり
方に関する検討

H23

基本的枠組みの構築に向けた調査の実施と、
関係府省とも連携した基本的枠組みの提案・
検討

H24

H25

（３）｢新しい公共｣による地域づくり活動に係るコンテスト・助言指導事業【継続、調査費】

地域内資金循環を支える仕組みに関する
基本的枠組みの検討

「新しい公共」の担い手による地域づくり推進経費

助
言
・指
導
を
中

心
と
し
た
継
続
的

か
つ
高
度
な
支
援

「事業型」活
動を目指す
担い手

「新しい公共」の担い手による自律的・持続的な地域づくり活動の推進

地域金融
機関等

中間支援組織

民間企業
等

●財務面 等
●人事面
●マーケティング面 等
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地域の多様な主体による生物多様性の保全活動の推進

生物多様性保全計画策定事業
（委託費 ）

国土レベルの生物多様性の課題

地域生物多様性保全活動支援事業

希少野生動植物種の保存 野生鳥獣の保護管理 外来生物対策 重要地域の保全・再生

地域生物多様性保全実証事業
（委託費 ）

地域生物多様性保全補助事業
（交付金 ： 国費1／2以内）

生物多様性保全に関する法律に基
づく法定計画等の策定

地方公共団体、NGO・NPO、事業

者、協議会など、法定計画等の策
定主体

地域の多様な主体の連携・協働に
よる地域の生物多様性保全・再生
活動

地域住民、NPO・NGO、事業者、地

方公共団体などにより構成される
地域生物多様性協議会

生物多様性保全に関する法律に基
づく法定計画等に位置づけられた
活動

地方公共団体、NGO・NPO、事業

者、協議会など、法定計画等に位
置づけられた実施主体
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①環境NPO、地域住民、行政機関等の協働による
環境保全活動を先導的に実施

②ブロック単位で採択事業の指導・助言を実施

地域活性化を担う環境保全活動の協働取組推進事業

○平成23年6月に全会一致で改正された「環境教育等促進法」が、平成25年4月から本格実施されることを受け、

協働取組の充実が必要とされている。

○地域の活性化を図るためには、NPO、企業、行政等の協働による取組を活発化させることが必要である。

地域を活性化させるためには、
多様な主体が公平な役割分担の下で、相互に協力・連携した

協働取組等が必要不可欠

背景

事業の概要

・抽象的で共通イメージを描きにくい環境保全に
係る協働取組について、具体的なモデル事業を
実施することにより、ノウハウが共有され周辺地
域に波及

・ブロック単位で支援体制を強化することにより、
取組の活発化

期待される成果

平成25年度予算（案）額100百万円【新規】
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復興（震災・原発事故）関連事業         平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 
省庁名 総務省 

                                                                
連

番 
事業名 

新・継 

区分 
施策・事業概要 

25 年度

予算額 

(百万

円) 

24 年度予

算額 

(百万円) 

補助率 

実

地

主

体 

公募ス

ケジュ

ール 

申請方法 照会窓口 
24 年度 NPO

への実績 
備考 

1 復 興 支 援
員 
 

継 被災者の見守りやケア、
地域おこし活動の支援等
の「復興に伴う地域協力
活動」を通じ、コミュニ
ティ再構築を図る復興支
援員を設置する自治体に
対して、設置に係る費用
を震災復興特別交付税に
より財政措置を行うも
の。 

- - ※設置に係
る費用を震
災復興特別
交付税によ
り所要の額
を措置。 

地
方
公
共
団
体 

- 地方公共団体が設置した
場合において、総務省から
震災復興特別交付税措置
（９月及び３月）。 
※事業を実施後に、総務省
に設置に要した額を報告。 

総務省地域自立
応援課  
人材力活性化・
連携交流室 
03-5253-5394 

24 年度の
震災復興
特別交付
税につい
ては、現
在 集 計
中。 

「 復 興 支
援員」を設
置 す る 地
方 公 共 団
体 に 対 し
て、特別交
付税措置 
 

合計  
(内数事業を除く) 

― ―  
(増減
額) 
 
(増減
率％) 
 

 ― ― ― ― ― ― ― 

≪記載要領≫ 
[対象事案]   NPO に資する事業(NPO が手挙げ出来る事業及び NPO のための研修等の事業)とします。これに該当する事業は全て記載し、該当しない事業は記載しないで下さ

い。なお、24 年度で‘終了’し 25 年度はやらない事業でも、前年度対比するために、漏れなく記載して下さい。期の途中で新たに予算化された事業も記載し
て下さい。 

[新･継区分欄]  当該事業の区分(‘継続’、‘新規’、‘名称変更’、‘統廃合’、‘終了’のいずれか)を記載して下さい。 
[予算額欄]    25 年度予算額欄には直近の政府案、24 年度予算額には前年度の確定している政府案(昨年のヒアリング時と変わっていても可)を記載して下さい。 
         なお、NPO が手挙げ出来るも予算額全額に対してではなくその一部であり、額がどうしても区分できない場合は、(  )し(○○○の内数)と表記して下さい。 
[最後の合計欄] 25 年度予算額欄と 24 年度予算額欄の縦罫を合計した予算額合計を記載して下さい。ただし、内数事業(24・23 年度のいずれかが内数事業)の場合は、合計する

ときのみ 25・24 年度ともその額を除いて下さい。 
 



（（（（復興支援員復興支援員復興支援員復興支援員））））    

 

施策の概要 

被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の「復

興に伴う地域協力活動」を通じ、コミュニティ再構築を

図る復興支援員を設置する自治体に対して、設置に係る

費用を震災復興特別交付税により財政措置を行うもの。 

平成２５年度予定額  － 

① 補助率 
※設置に係る費用を震災復興特別交付税により所要の

額を措置。 

② 実施主体 地方公共団体 

③ 公募スケジュール － 

④ 申請方法 

地方公共団体が設置した場合において、総務省から震災復興特別

交付税措置（９月及び３月）。 

※事業を実施後に、総務省に設置に要した額を報告。 

⑤ 照会窓口 
総務省 地域自立応援課 人材力活性化・連携交流室 

03-5253-5394 

⑥ 前年度の実績 

24 年度の震災復興特別交付税については、現在集計中。 

※ 6 団体（2 県・4 市町） において計 67 名が活動中 

（2013 年 1 月 21 日現在） 

⑦ 前年度予算の執行

状況 
 － 

 

 



通常事業                   平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 
省庁名 外務省 

                                                                
連

番 
事業名 

新・継 

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算

額 

(百万円) 

24 年度予算

額 

(百万円) 

補助率 実地主体 
公募スケジ

ュール 
申請方法 照会窓口 

24年度 NPO

への実績 

(H25.1 月

末迄) 

備

考 

1 日 本 NGO
連携無償資
金協力 
 

継続 日本の NGO が開発途上国・
地域で実施する経済・社会開
発事業及び緊急人道支援事
業に外務省が資金協力する
もの。 

 
６０００ 
 

 
５５００ 
 

上 限 ５ 千
万円 
（重点課題
案 件 は 上
限１億円） 

NPO を
含 む
NGO 

随時 当該途上国・地域の在外公館，又
は民間援助連携室に申請書を提
出(郵送可)。詳細は HP 参照。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko
/oda/shimin/oda_ngo/shien/j_ngo_
musho.html 

外務省 
国際協力局 
民間援助連
携室 

５７件 
（うち NPO
４５件） 

 

2 NGO 事業補
助金 
 

継続 日本の NGO が海外で実施す
る経済開発プロジェクトに関
連し，プロジェクトの形成，プ
ロジェクト後の評価，及び国
内外における研修会や講習
会等に要する経費に対し補
助金を交付するもの。 

 
２２ 

 
２０ 

総 事 業 費
の２分の１
以下（上限
２００万円） 

NPO を
含 む
NGO 

年度毎， 
４月～１月
末 ま で 随
時 

民間援助連携室に申請書提出。
詳細は HP 参照。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko
/oda/shimin/oda_ngo/shien/hojyo
kin.html 

外務省 
国際協力局 
民間援助連
携室 

１９件 
（うち NPO
１４件） 

 

3 NGO 活動環
境整備事業 
 

継続 日本の NGO の組織体制・事
業実施能力の強化や専門性
の向上を目的として，研究
会・セミナー，研修等を行うも
の。 

 
１４７ 

 
１５６ 

全額 NPO を
含 む
NGO 

外務省 HP
で公表 

民間援助連携室に申請書提出。
詳細は HP 参照。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko
/oda/shimin/oda_ngo.html 

外務省 
国際協力局 
民間援助連
携室 

５５件 
（うち NPO
５１件） 

 

4 JICA草の根
技術協力事
業 
 

継続 日本の NGO 等が提案する現
地住民の生活改善・生計向
上に直接裨益することを目
的とした技術協力事業を実
施するもの。 

 
２１２７ 

 

 
２０６３ 
 

上限額ま
で（1億円
( ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾅ ｰ
型 ),2500
万円(支援
型)等） 

NPO を
含 む
NGO 等 

ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾅ ｰ
型：年 2回 
支援型：随
時 
地域提案
型：年 1回 

JICA 国内機関に申請書を提出。
詳細は HP 参照。 
http://www.jica.go.jp/partner
/kusanone/form.html 

JICA 
国内事業部 
市民参加推
進課 

192 件（う
ち NPO70
件） 

 

合計  

(内数事業を除

く) 

― ― ８２９６ 

５５７ 

(増減額) 

７ ． ２ ％ 増

(増減率％) 

７７３９ ― ― ― ― ― ― ― 

日本 NGO 連携無償資金協力予算については，平成 22 年度に 29 億円から 50 億円に大幅に増額した経緯がある。 
 
≪記載要領≫ 
[対象事案]   NPO に資する事業(NPO が手挙げ出来る事業及び NPO のための研修等の事業)とします。これに該当する事業は全て記載し，該当しない事業は記載しないで下さ

い。なお，24 年度で‘終了’し 25 年度はやらない事業でも，前年度対比するために，漏れなく記載して下さい。期の途中で新たに予算化された事業も記載し
て下さい。 

[新･継区分欄]  当該事業の区分(‘継続’，‘新規’，‘名称変更’，‘統廃合’，‘終了’のいずれか)を記載して下さい。 
[予算額欄]    25 年度予算額欄には直近の政府案，25 年度予算額には前年度の確定している政府案(昨年のヒアリング時と変わっていても可)を記載して下さい。 
         なお，NPO が手挙げ出来るも予算額全額に対してではなくその一部であり，額がどうしても区分できない場合は，(  )し(○○○の内数)と表記して下さい。 
[最後の合計欄] 25 年度予算額欄と 24 年度予算額欄の縦罫を合計した予算額合計を記載して下さい。ただし，内数事業(25・24 年度のいずれかが内数事業)の場合は，合計する

ときのみ 25・24 年度ともその額を除いて下さい。 



 
 
 
 

 

平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 

〔通常事業〕 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文部科学省 



目 次 
 

 

◆ 生涯学習分野・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

◆ 初等中等教育分野・・・・・・・・・・・ １ 

 

◆ スポーツ・青少年分野・・・・・・・・・ ２ 

 

◆ 科学技術・学術分野・・・・・・・・・・ ３ 

 

◆ 文化分野・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 



通常事業 平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表

省庁名 文部科学省

○生涯学習分野

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
25年度予算額
（百万円）

24年度予算額
（百万円）

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 24年度NPOへの実績 備考

1

学校・家庭・
地域の連携協
力推進事業
（学校・家
庭・地域の連
携による教育
支援活動促進
事業）

継続

地域住民等の参画により、学校の
支援や放課後等の子どもたちへの
様々な活動機会の提供等の教育支
援活動を行う地方公共団体の取組
を補助。

（4,924の内
数）

（4,692の内
数）

3分の1（地方公共団体
向け補助）

地方公共団
体

－
都道府県・指
定都市・中核
市から申請

社会教育課地
域・学校支援推

進室
03-5253-

4111(内3260）

166（地方公共
団体から一部業
務を委託された
団体数）

実施主体である
市町村が一部業
務をNPO法人等に
委託可

○初等中等教育分野

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
25年度予算額
（百万円）

24年度予算額
（百万円）

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 24年度NPOへの実績 備考

2

民間組織・支
援技術を活用
した特別支援
教育研究事業

継続

特別支援教育に関し、発達障害・
就労支援など特に課題とされてい
る分野等について先導的な取組を
行っているNPO等民間団体に対
し、実践研究を委託する。

（25の内数） （25の内数）
委託事業であり、申請
金額の査定あり

NPO法人、民
間団体、大
学等

平成25年
3～4月募集
（予定）

指定の様式に
より申請

初等中等教育局
特別支援教育課
庶務係・発達障
害企画係

03-5253-4111
(内2430・3192)

委託件数：5団
体

（うちNPO法人
は2団体）

- 1 -



○スポーツ・青少年分野

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
25年度予算額
（百万円）

24年度予算額
（百万円）

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 24年度NPOへの実績 備考

3
スポーツ振興
くじ助成

継続

スポーツ振興くじ（toto）の収益
により、NPO法人を含むスポーツ
団体及び地方公共団体が行う主に
地域のスポーツ振興を目的とする
事業に対して助成を実施。

未定 16,916

①地域スポーツ施設整
備助成：3分の2～5分の
4
②総合型地域スポーツ
クラブ助成：10分の9
③将来性を有する競技
者の発掘及び育成活動
助成：5分の4
④スポーツ団体スポー
ツ活動助成：3分の2～
10分の9
⑤2020オリンピック競
技大会・パラリンピッ
ク競技大会招致活動支
援助成：5分の4

NPO法人を含
むスポーツ
団体及び地
方公共団体

①平成24年
10月18日～
平成25年1月
31日

②平成24年
10月18日～
12月28日

③④⑤平成
24年10月18
日～

平成25年1月
15日

独立行政法人
日本スポーツ
振興センター
へ申請

独立行政法人日
本スポーツ振興
センター振興事
業部助成課
03-5410-9180

配分総額：2,822
件、約16,916百万

円
（うちNPOへの配
分額：570件、約
1,881百万円）

4
スポーツ振興
基金による助
成

継続

政府出資金と民間からの寄附金を
原資とし、その運用益により、
NPO法人を含むスポーツ団体が行
う主に競技力向上を目的とした強
化活動、大会開催等のスポーツ活
動に対して助成を実施。

未定 700 3分の2
NPO法人を含
むスポーツ
団体

平成24年10
月31日～平
成25年1月31

日

独立行政法人
日本スポーツ
振興センター
へ申請

独立行政法人日
本スポーツ振興
センター振興事
業部助成課
03-5410-9180

配分総額：162
件、700百万円
（うちNPOへの配
分額：17件、約41
百万円）

5
子どもゆめ基
金による助成

継続

未来を担う、夢を持った子どもの
健全育成の推進を図るため、民間
団体等が実施する様々な体験活動
や読書活動等への支援を行う。

2,300 2,300
予算の範囲内で審査委

員会が決定

NPO法人、民
法法人等の
青少年教育
に関する事
業を行う民
間の団体

１次募集
（終了）
平成24年9月
14日～平成
24年12月5日
2次募集（予
定）

平成25年5月
1日～6月28

日
※2次募集の
対象は、平
成25年10月1
日～平成26
年3月31日ま
でに行われ
る活動で、
経費が30万
円以下のも
の。

団体から直接
申請又は都道
府県政令指定
都市の設置す
る窓口を通し
て申請

(独)国立青少年
教育振興機構子
どもゆめ基金部
助成課0120-
579-081

採択件数3,433件
（NPO法人は577

件）
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○科学技術・学術分野

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
25年度予算額
（百万円）

24年度予算額
（百万円）

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 24年度NPOへの実績 備考

6

多様な科学技
術コミュニ
ケーション活
動の推進

継続

科学コミュニケーターの養成や展
示手法・連携活動の実践等を行う
とともに、成果を全国に普及展開
する。
　また、科学館等を中核とした
ネットワークを構築する。
　この中で、NPOが応募できる事
業として、参加者にとって身近な
場で実施される体験型・対話型の
科学コミュニケーション活動を支
援する「活動実施支援」がある。

741
(運営費交付
金中の推計
額)

921
(運営費交付
金中の推計
額)

委託事業であり、申請
金額の査定あり

大学、科学
館、地方自
治体、NPO法
人等

（活動実施
支援）

平成25年2月
4日～3月11

日

指定の様式に
より申請

基盤政策課理
解増進企画係
03-6734-4191
独立行政法人
科学技術振興

機構
科学コミュニ
ケーションセン

ター
03-5214-7493

(機関活動支援)
採択件数：46件
（うちNPO法人は

6件）

7
サイエンス・
チャレンジ・
サポート

名称変
更

主に中高生を対象に、科学の甲子
園や国際科学オリンピックなどの
「研鑽・活躍の場の構築」と、科
学部活動の支援など「人材育成活
動の実践」への支援を通じて、将
来の科学技術を担う人材を育成す
るための基盤を整備する。
この中でNPOが応募できるものと
しては、サイエンス・パートナー
シップ・プログラム（平成２４年
度までは講座型学習活動支援
（SPP））、サイエンスキャンプ
などがある。

1,340
（運営費交付
金中の推計
額）

998
（運営費交付
金額中の推計

額）

委託事業であり、申請
金額の査定あり

学校、大
学、科学
館、NPO法人

等

（サイエン
ス・パート
ナーシッ
プ・プログ
ラム）

平成25年1月
11日～2月14

日

（サイエン
スキャン
プ）平成25
年1月16日～
2月12日

指定の様式に
より申請

基盤政策課理解
増進推進係
03-6734-4191
独立行政法人科
学技術振興機構
理数学習支援セ

ンター
03-5214-7638

（サイエンス・
パートナーシッ
プ・プログラム）
採択件数：540件
（うちNPO法人は

3件）

（サイエンスキャ
ンプ）

採択件数：86件
（うちNPO法人は

2件）

平成24年度まで
サイエンス・
パートナーシッ
プ・プラット
フォーム
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○文化分野

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
25年度予算額
（百万円）

24年度予算額
（百万円）

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 24年度NPOへの実績 備考

8
芸術文化振興
基金による助
成

継続

広く国民が芸術文化に親しみ、自
らの手で新しい文化を創造してい
ける環境の醸成と基盤の強化を図
るため、芸術家・芸術団体が行う
芸術の創造普及を図るための活
動、地域の文化振興を目的として
行う活動、文化に関する団体が行
う文化の振興普及を図るための活
動等に対して支援する。

未定 1,334

募集案内に定める助成
対象経費の2分の1以
内、かつ自己負担金の

範囲内

募集案内に
定める要件
を満たす任
意団体等
（応募区分
ごとに異な
る。）

平成24年11
月募集

平成25年3月
下旬決定
（予定）

平成25年9月
下旬決定
（予定）

独立行政法人
日本芸術文化
振興会が配布
する募集案内
に基づき申請

独立行政法人日
本芸術文化振興
会基金部

03-3265-7411
（代表）

採択件数：774件
（うちNPO法人は

20件）

9
トップレベル
の舞台芸術創
造事業

継続

我が国の芸術水準向上の直接的な
牽引力となっているトップレベル
の芸術創造活動を支援することに
より、我が国の芸術水準の飛躍的
向上を図り、その成果を広く国民
が享受できる環境を醸成する。

3,152 3,153
公演等の制作にかかる
経費の一部（申請金額
の査定あり）

我が国の芸
術団体（応
募要領に申
請要件有）

平成24年11
月上旬～11
月中旬募集

平成25年３
月内定（予
定）

独立行政法人
日本芸術文化
振興会基金部
へ指定の様式
により申請

文化庁文化部
芸術文化課支援
推進室育成係
03-5253-4111
（内
2081,2082）
文化庁文化財部
伝統文化課総務
係
03-5253-4111
(内2863）

実施件数：342
件

（うちNPO法人
は12件）

10
芸術による国
際交流活動へ
の支援

継続
海外で開催される有名なフェス
ティバル等への参加を支援する。

862 866
公演等の制作にかかる
経費の一部（申請金額

の査定あり）

我が国の芸
術団体（応
募要領に申
請要件有）

平成24年9月
～10月下旬
募集

平成25年３
月内定（予
定）

指定の様式に
より申請

文化庁文化部
芸術文化課支援
推進室育成係
03-5253-4111
（内
2081,2082）
文化庁文化財部
伝統文化課総務
係
03-5253-4111
(内2863）

実施件数：62件
（うちNPO法人
は7件）

11

次代の文化を
創造する新進
芸術家育成事
業

継続

新進芸術家等が基礎や技術を磨い
ていくために必要な舞台などの実
践の機会や、広い視野、広い見
聞、広い分野に関する知識を身に
つける場を提供するとともにその
基盤整備を図り、次代を担い、世
界に通用する創造性豊かな新進芸
術家の育成等に資する。

1,181 844
委託事業であり、金額

の査定あり

我が国の芸
術団体等
（申請要件
有）

平成24年9月
～10月下旬
募集

平成25年３
月内定（予
定）

株式会社ＪＴ
Ｂコミュニ
ケーションズ
へ指定の様式
により申請

文化庁文化部
芸術文化課支援
推進室育成係
03-5253-4111
（内
2081,2082）
文化庁文化財部
伝統文化課総務
係
03-5253-4111
(内2863）

実施件数：56件
（うちNPO法人
は3件）
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○文化分野（つづき）

12
次代を担う子
どもの文化芸
術体験事業

継続
芸術団体・芸術家による優れた文
化芸術体験に触れる機会を子ども
たちに提供する。

4,784 4,503
委託事業であり、申請
金額の査定あり

文化芸術の
振興を図る
ことを目的
として活動
する団体
（応募要領
に申請要件
あり）

平成25年
3月募集
（予定）

平成25年
3～4月内定
（予定）

指定の様式に
より申請

文化庁文化部
芸術文化課文
化活動振興室
事業支援係
03-5253-4111
（内2835）

採択団体：17団
体

（うちNPO法人は
7団体）

13
劇場・音楽堂
等活性化事業

新規

劇場・音楽堂等が行う、実演芸術
の創造発信や専門的人材の養成、
普及啓発活動等を総合的に支援す
ることにより、文化拠点としての
活性化等を図り、地域コミュニ
ティの創造と再生を推進し、心豊
かな国民生活及び活力ある地域社
会の実現に寄与する。

3,003 －

自己負担金の範囲内、か
つ募集案内に定める補助
対象経費の2分の1以内
又は事業実施に係る経
費の一部（申請金額の査
定あり）

地方公共団
体、法人格を
有する者等

平成25年2月
募集（特別
支援事業、
共同制作支
援事業、活
動別支援事
業）

その他は未
定

指定の様式に
より申請

文化庁文化部芸
術文化課文化活
動振興室劇場音
楽堂担当

03-5253-4111
（内3163）

－

14

「生活者とし
ての外国人」
のための日本
語教育事業

継続

文化庁で取りまとめた標準的カリ
キュラム案等を活用し、日本語教
室の実施、日本語指導者養成、教
材作成を一体的に行う実践を支援
するとともに、地域日本語コー
ディネーター研修などを実施す
る。

164 195
委託事業であり、申請
金額の査定あり

大学、地方
公共団体、
公益法人、
NPO法人等

平成24年
11～12月募

集

平成25年
2月内定

指定の様式に
より申請

文化庁文化部国
語課

日本語教育指
導・普及係
03-5253-4111
(内2839)

委託件数：85件
（NPO法人は28

件）
【内訳】

地域日本語教育
実践プログラム

（Ａ）
：64件(NPO法人
は22件)

地域日本語教育
実践プログラム

（B）
：21件(NPO法人

は6件)

15

NPO等による
文化財建造物
の管理活用事
業

継続

文化財建造物の所有者等に代わり
管理活用を担う人材及び団体等を
育成するため、NPO等が実施す
る、中長期的な文化財建造物管理
活用の取組を支援し、優れたノウ
ハウを蓄積するとともに、その結
果を広く公開する。

14 14
委託事業であり、申請
金額の査定あり

NPO法人、募
集案内に定
める要件を
満たす社団
法人、財団
法人、任意
団体等

平成25年
3～4月募集
（予定）
4～5月決定
（予定）

指定の様式に
より申請

文化庁文化財部
参事官（建造物
担当）付
整備活用部門
03-5253-4111
（内2798）

委託件数：6団体
（うちNPO法人は

3団体）
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○平成２４年度限りの事業

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
25年度予算額
（百万円）

24年度予算額
（百万円）

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 24年度NPOへの実績 備考

16

社会教育によ
る地域の教育
力強化プロ
ジェクト

終了

　地域の抱える課題に対する効果的
な取組事例の収集・提供や社会教育
の振興方策の相談体制を整備すると
ともに、社会における重要なテーマに
ついて、行政だけではなく市民やＮＰ
Ｏなどの民間が主体となって課題に
取り組むことが期待されるテーマを
具体的に指定して、地域の課題解決
に役立つ仕組みづくりのための実証
的共同研究を行い、地域が課題を解
決する力の強化を図る。

－ 82
委託事業であり、申請金

額の査定あり
実行委員会

等
－ －

生涯学習政策局
社会教育課

地域学習活動企
画係

03-5253-4111
（内3284）

委託件数：23団
体

（うちNPO法人は
10団体）

17
生徒指導・進
路指導総合推
進事業

終了

生徒指導・進路指導上の諸課題へ
の対応策等について調査研究を行
い、その有効性を検証し、全国に
成果の普及を図るなどの取組を実
施する。対応策等の実践にあたっ
ては、各自治体及びＮＰＯ法人、
民間団体等に委託する。

－ （227の内数）
委託事業であり、申請
金額の査定あり

自治体及び
ＮＰＯ法
人、民間団
体等

－ －

初等中等教育局
児童生徒課生徒
指導第一係
03-5253-4111
（内3299）

委託件数：82団
体

（うちNPO法人
は25団体）

18

学校・家庭・
地域の連携協
力推進事業
（帰国・外国
人児童生徒受
入促進事業）

終了

地域のNPO等との連携により、外国
語が使える支援員等を活用し、地域
や学校における外国人児童生徒の
受入体制の整備を行う。

－ (8,516の内数）
3分の1

（地方公共団体向け補
助）

地方公共団
体

－ －

初等中等教育局
国際教育課
日本語指導係
03-5253-4111
（内2035）

補助件数：25件
（6府県、19指定
都市・中核市）
（NPO法人は該
当なし）

本事業は、NPO法
人が直接事業を
実施することは
できないが、地
方公共団体が実
施する取組の中
で、NPO法人等の
関わりが期待で
きるもの。

19

優れた劇場・
音楽堂からの
創造発信事業

終了

トップレベルの劇場・音楽堂や地域
の中核となる劇場・音楽堂からの創
造発信事業を支援することにより、我
が国の舞台芸術水準の飛躍的向上
を図り、その成果を広く国民が享受
できる環境を醸成し、「文化芸術立
国」の推進に資する。

－ 1,474
自己負担金の範囲内、か
つ募集案内に定める補助
対象経費の2分の1以内

地方公共団
体法人格を有
する者等

－ －

文化庁文化部芸
術文化課文化活
動振興室劇場音
楽堂担当

03-5253-4111
（内3163）

採択団体数：71
団体（うちNPO法
人5団体）

17,541 34,300
（未定分＋内数事
業を除く）

（増減額：

△16,759

（増減率：

△49％）

（内数事業を除
く）

－ －－－－合計 － － －－
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〈都道府県〉 推進委員会の設置

学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業

〈市 町村〉 運営委員会の設置

○コーディネーターの配置
○活動内容、運営方法の検討
○支援活動の実施

○域内の他事業との連携や総合的な教育支援活動の在り方の検討
○コーディネーター・教育活動支援員等の研修の実施
○子どもの健康等に関する指導助言 等

安全管理員、教育活動支援員、
学習アドバイザー、スクールガード・リーダー等

・これまでの経験や知識を活かし、学習の支援や専門性のある活動等の
支援、子どもの安全確保のための見守りや遊び、交流活動等を行う

国 1/3

都道府県 1/3

市町村 1/3

【補助率】

地域住民等の参画による「学校支援地域本部」「放課後子ども教室」「家庭教育支援」「地域ぐるみの学校安全体制の整備」「スクールヘルスリーダー派
遣」の教育支援活動を引き続き支援するとともに、各地域の実情に応じたそれぞれの取組を有機的に組み合わせることを可能とし、より充実した教育支援
活動を支援する。

・各活動の企画運営の中心となって、学校や地域、地域の
団体等との総合的な調整等を行う

地域住民等

コーディネーター

地域社会全体で様々な教育支援活動を実施し、地域の教育力の向上を図る

参画・協力・支援

２５年度要求額 ４，９２４百万円の内数 （前年度予算額 ４，６９２百万円の内数）

実施箇所 11,500箇所

【学校の支援活動】
・授業等の学習補助
・教職員の業務補助
・部活動指導補助
・学校行事支援
・学校環境整備
・登下校の見守り など

【放課後等の支援活動】
・活動拠点(居場所)の確保
・放課後等の学習指導
・自然体験活動支援
・文化活動支援 など

【家庭の支援活動】
・家庭教育支援チーム
による相談や支援
・親への学習機会の提供
・親子参加行事支援 など

都道府県・市町村の委員会の一本化や合同研修の実施など、各地域の実情に応じた教育支援活動を有機的に組み合わせて実施が可能

研
修
の
実
施

活
動
の
実
施放課後等の支援活動（放課後子ども教室）については、

「放課後児童クラブ」と「放課後子どもプラン」として
引き続き連携して実施
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■発達障害等の障害特性に応じた教材・支援技術等の
実証研究
大学等を対象に、発達障害等の子どもの障害特性に応じた教科用

特定図書等の普及・運用の在り方についての実証的研究を行い、発達
障害等のある児童生徒の困難の改善を図る。これまでの研究で得られ
た教科用特定図書等や教材、支援技術の効果的な機能についての基
礎的なノウハウを踏まえ、今後の教科用特定図書等に関する全国への
普及・運用の在り方について調査研究を実施する。
【研究内容】

・ 発達障害等の障害特性に応じた教科用特定図書等や教材の
普及可能性

・ 教科用特定図書等や教材の運用に際しての配慮
・ 教科用特定図書等や教材を使用した効率的な指導方法 等

民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業

発達障害等のある児童生徒の障害特性などに応じた教科用特定図書等や教材を提供するため、その支援技術
等に関する研究や普及推進を実施する。また、特に課題とされている分野等について先導的な取組を行っているＮ
ＰＯ等民間団体に対し、実践研究を委託する。

■特別支援教育に関するＮＰＯ等の活動・連携に
関する実践研究
障害のある児童生徒への教育支援活動を行うNP

O等民間団体を対象に、発達障害児への学習支援等
特に課題とされている分野等に関する研究を委託し、
その研究成果を普及する。

＜期待される効果＞

● 障害のある児童生
徒の教科学習等におけ
る困難の改善、学習意
欲や学力の向上、自立
と社会参加の促進

● 民間団体と連携した
特別支援教育の推進

平成25年度予算額(案) ： 24,888千円（25,213千円）

■障害のある児童生徒のため
の教材普及推進事業
障害特性に応じた教材を作成

する中核となる団体の育成、活動
の支援を図る。マニュアルを作成
し、他の団体とネットワークを形成
してノウハウを普及し、適切な教
材を児童生徒等に対して提供で
きる環境整備を図る。

児童生徒に対しても教材の取扱
説明書等を作成して活用を促進
するとともに、使用後の改善すべ
き点等を収集することによって
ユーザー側のニーズを把握する。

学校関係者等に対しても教材の
知識の普及推進を図る。

委託

児童生徒

他のボランティア団体

学校関係者等

教
材

改
善
点

作
成
ノ
ウ
ハ
ウ

教
材
に
つ
い
て
の
疑
問
等

知
識
の
普
及

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
画

実施
報告

成果
報告

委託
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設立経緯

助成財源の
概要

くじの売上金

主な
助成内容

当せん払戻金
５０％

経費

助成財源
国庫
納付

1/32/3

収益

○平成10年、スポーツ振興財源の確保手段の一つとして、超
党派の議員立法により「スポーツ振興投票の実施等に関する
法律」が成立
○平成13年にくじの全国販売、平成14年に助成を開始

○Jリーグの試合の結果に関するくじを発売し、その収益の一
部を助成に充てる。
○平成24年度は、約１８０億円を助成に充てている。

■スポーツ振興くじ・スポーツ振興基金の助成金の概要

スポーツ振興くじ助成金 スポーツ振興基金助成金

○平成2年、スポーツ団体や経済界から、政府と民間で資金を
拠出し、競技水準向上等のための安定的・継続的な財源とし
て基金設置の要請がなされ、国会審議を経て創設

スポーツ振興基金
・政府出資金
２５０億円

・民間出えん金
４４億円

•スポーツ団体の選手強化活動を助成

•スポーツ団体の大会開催を助成 等

•地域スポーツ施設の整備を助成
•総合型地域スポーツクラブの活動を助成
•スポーツ団体のスポーツ活動を助成
•将来性を有する競技者の発掘育成活動を助成
•国際競技大会の開催を助成 等

○スポーツ振興くじ（toto）の収益を財源に、スポーツ団体等が行う主に地域スポーツの振興のための事業に助成する。
○また、スポーツ振興基金の運用益等を財源に、スポーツ団体等が行う主に競技水準向上のための事業に助成する。

●趣旨

○約２９４億円の基金の運用益等を助成に充てる。
○平成24年度は、約７億円を助成に充てている。

運用益を充当
助成財源

寄附金収入
充当
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「子どもゆめ基金」事業

（前年度予算額 ２３億円）

25年度予算額（案） ２３億円

１．事業要旨

未来を担う夢を持った子どもの健全育成を進めるため、民間団体が実施する様々な

体験活動や読書活動等への支援を行う。

２．実施主体
独立行政法人国立青少年教育振興機構

３．事業内容

（１）助成事業

青少年団体等の行う以下の活動に対して助成金を交付
① 子どもの体験活動の振興を図る活動に対する助成
ア 子どもを対象とする体験活動

・ 自然観察、キャンプなどの自然体験活動
・ 清掃活動、高齢者介護体験などの社会奉仕体験活動 など

イ 子どもの体験活動の支援する活動
・ 子どもの体験活動の指導者養成 など

② 子どもの読書活動の振興を図る活動に対する助成

ア 子どもを対象とする読書活動

・ 読書会活動、読み聞かせ会 など

イ 子どもの読書活動の支援する活動

・ 子どもの読書活動の振興を図るフォーラムの開催 など

③ 子ども向けソフト教材を開発・普及する活動に対する助成

・ 子どもの体験活動や読書活動を支援する・補完する、インターネット等で

利用可能なデジタル教材を開発し、普及する活動

（２）普及啓発事業
子どもの体験活動や読書活動の振興を図るための普及啓発事業等の実施

４．助成対象団体
民法法人、ＮＰＯ法人など青少年教育に関する事業を行う民間団体

５．行政刷新会議の事業仕分け（平成21年11月）等への対応
平成21年11月の行政刷新会議における事業仕分け及び「独立行政法人の事務・事業

の見直しの基本方針」（平成22年12月閣議決定）を踏まえ、基金は、民間出えん金

（82百万円）を残し、政府出資金約100億円全額を国庫返納した（平成23年3月納付済

み）。ただし、ＮＰＯ法人等の民間団体が実施する草の根レベルの活動への継続的な

支援のため、事業費については、国立青少年教育振興機構運営費交付金の中で予算措

置をしている。

-
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1
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・科学技術イノベーション政策を国民の理解と信頼と支持の下に進めていくため、先端科学技術と社会をつなぐ人材の養成や展示手法開発・
連携活動の実践、科学技術のリスクを含む科学技術コミュニケーションに関する調査・研究、自治体や科学館・公的研究機関等を中核とした
主体的な科学技術コミュニケーションネットワークを構築する。

概要

目的

・先端科学技術と社会をつなぐ科学コミュニケーターを実践を通じて養成するとともに、先端科学技術に関する展示手法の開発や学校・科学館
等との連携活動を推進する。また、国民一人一人が情報を得て自ら判断することを目的とした科学技術のリスクを含む科学技術コミュニケー
ションの調査・研究を実施する。更に、自治体等が実施する科学技術コミュニケーションネットワーク構築活動を支援する。

科学技術イノベーション政策を国民の理解と信頼と支持の下に進めていくには、科学技術の現状と可能性やその潜在的リスク等について、国
民と政府、研究機関、研究者との間で認識を共有することが求められている。そのため、双方向のコミュニケーション活動等をより一層積極的
に推進することが重要となっている。

背景

機関活動推進
・研究開発成
果の活動主
体への普及
展開

・自治体や大学等を中核として、地
域の様々な活動主体が相互に連
携する地域ネットワーク構築活動
を支援。

ネットワーク形成 118百万円（173百万円）

・大学や科学館等が実施する近隣の地
域の児童生徒や住民に広く開かれ、
参加者にとって身近な場で実施される
体験型・対話型の活動を支援。

リスクに関する科学技術コミュニケーションのネットワーク形成支援
11百万円（23百万円）

・大学や科学館などの活動主体が連携しながら、リスクに関する
科学技術コミュニケーション活動を普及・展開、活動手法の開発・
共有を図る取り組みを支援。

リスクを含む科学技術コミュニケーション基礎調査・研究
10百万円（5百万円）

・リスクコミュニケーションを含む科学技術コミュニケーションを効果
的に推進していくため、大学、研究機関等と連携して、基礎的な調
査および研究を実施。

連携

運営費交付金中の推計額

リスクを含む科学技術コミュニケーションの推進

多様な科学技術コミュニケーション活動の推進
※運営費交付金中の推計額

平成２５年度予定額 ：741百万円
（平成２４年度予算額 ：921百万円）

機関活動支援 14百万円（49百万円）

連携

先端科学技術と社会をつ
なぐ人材として科学館、大
学、民間企業等に輩出。

科学技術コミュニケーション人材養成・手法開発

展示手法開発 188百万円（243百万円） 連携活動 8百万円（13百万円）

研究機関や学校、科学館と連携し、
出前講座等の連携活動を実施。

科学コミュニケーター人材養成 326百万円（342百万円）

現場における実践的な研修
を通して5年間で計画的に
養成。

・先端科学技術と社会の関わりや
可能性を共有する常設展示や企
画展（巡回展）の開発。
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サイエンス・チャレンジ・サポート

人材育成のための研鑽・活躍の場の構築

■科学技術コンテスト支援・開催
●教科系オリンピック支援（数学、物理、化学、生物学、情報、地理、地学）
国際大会への日本代表選手派遣（派遣・訓練等）、日本開催支援（地理）

国内大会の開催支援（コンテストの周知活動等）
●課題研究系コンテスト支援
●「科学の甲子園」の推進・中学生対象「科学の甲子園ジュニア」の創設
チーム制で理科・数学等の筆記・実技の総合力を競うことを通じて切磋琢磨
する場を構築・推進（全国的な大会の実施、代表選考の支援）

人材育成活動の実践

■次世代科学者育成プログラム

■中高生の科学部活動振興プログラム

■サイエンス・パートナーシップ・プログラム

■サイエンスキャンプ

■女子中高生の理系進路選択支援プログラム

意欲・能力ある児童生徒を対象にした大学等が実施する課題研究・体系的教育
プログラムを支援

科学部活動を活性化し、研究者等との連携により生徒の資質を発掘、伸長
する取組を支援（3年間）

大学、科学館等と学校現場との連携した体験的・問題解決的取組を支援

最先端の研究現場等における合宿型の学習活動を支援。25年度はアジアサイ
エンスキャンプを日本で開催。

科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者と女子中高生の交流等により
理系進路選択を支援

・「科学技術基本計画」（平成23年8月19日閣議決定）
国は、国際科学技術コンテストに参加する児童生徒を増やす取組や、このような児童生徒の才能を伸ばす取組を進めるとともに、「科
学の甲子園」の実施など、科学技術に対する関心を高める取組を強化する。
国及び教育委員会は、大学や産業界とも連携し、研究所や工場の見学、出前型の実験や授業など、実践的で分かりやすい学習機会
を充実する。 等

方

針

運営費交付金中の推計額

主に中高生を対象に、「研鑽・活躍の場の構築」と、「人材育成活動の実践」を通じて、チャレンジする意欲・能力のある児童生徒を支援

高度で発展
的な講義

研
鑽
・活
躍
の
場
の
構
築

人
材
育
成
活
動
の
実
践

観察・実験等を通じた
課題解決型学習

学校と大学等の連携を支援 大学等が行う人材育成を支援

国際的な場での
研鑽・活躍

・切磋琢磨の場
・より高い目標の設定

次世代科学者
育成プログラム

中高生の
科学部活動振興

サイエンス
パートナーシップ
プログラム

サイエンスキャンプ
女子中高生の

理系進路選択支援

概

要

科学技術コンテスト
（科学オリンピック・
科学の甲子園等）

等

平成２５年度予定額：1,340百万円
（平成２４年度予算額： 998百万円）

640百万円（323百万円）

700百万円（675百万円）
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トップレベルの舞台芸術創造事業
（24年度予算額 ３,１５３百万円）
2５年度予定額 ３,１５２百万円

目的：我が国の芸術水準向上の直接的な牽引力となっているトップレベルの芸術創造活動を支援することにより、
我が国の舞台芸術水準の飛躍的向上を図り、その成果を広く国民が享受できる環境を醸成し、「文化芸術立国」の
推進に資する。

【対象団体】
舞台芸術の水準を向上させる牽引力となっている我が国の
トップレベルの芸術団体

【対象活動】
（１）年間事業支援型

年間の舞台芸術創造活動（７７団体）
（２）事業単位支援型

舞台芸術創造活動（５６事業）

【支援方法】（平成２３年度より）
・１事業単位又は一定期間を見越して事業が実施できるよう、年間の優れた活動を継続的に支援。
・収支差補助を見直し、創造活動に係る経費を支援。

【効果】
○我が国の舞台芸術水準の更なる向上
○国民の優れた舞台芸術公演の鑑賞機会の充実
○関連産業の発展、雇用の創出
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海外フェスティバル等
への参加 東アジア交流 国際共同制作 国際芸術公演

海外の優れた芸術団体との共同制作公演や海外で開催される国際芸術祭等への参加を支援することにより，国際芸術交
流を推進し，世界最高水準の芸術団体・芸術家の養成を図る。
海外の優れた芸術団体との共同制作公演や海外で開催される国際芸術祭等への参加を支援することにより，国際芸術交
流を推進し，世界最高水準の芸術団体・芸術家の養成を図る。

我が国と海外の優れた芸術団体が交流
し、新たな芸術・文化に触れることで、我
が国の芸術家・芸術団体の表現力を高
める。

海外で活躍できる資質をもつ芸術団体に
公演等の機会を与えることにより、我が
国の芸術家・芸術団体の海外団体との
ネットワークを拡げ、その国際発信力を
高める。

芸術団体の海外フェスティバ
ルへの参加や海外公演等を
支援

〔これまでの活動例〕
平成中村座ニューヨーク公演

我が国と東アジア地域各国と
の芸術交流を促進するため、
これに係る公演等を支援

我が国と外国の芸術団体の
共同制作を支援

〔これまでの活動例〕
ＳＰＡＣ公演『ドン・ファン』

我が国で行われる国際舞台
芸術のフェスティバルを支援

〔これまでの活動例〕

ラ・フォル・ジュルネ・ジャポン
「熱狂の日」音楽祭２００９

芸術による国際交流活動への支援
（２４年度予算額 ８６６百万円）
2５年度予定額 ８６２百万円
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①発表機会等の提供

発表の機会が乏しい新進芸術家

や将来優れた芸術家として活動

が期待される若手芸術家に公演

等の機会や実技を披露する機会

を提供し、活動する場、評価を

得て一定の指導を得る場を確保

●新進芸術家の公演は、採算が特に厳しいため、各芸術団体による実施は困難であり、発表の機会、実技を披露する機会
が不十分。

●個々の芸術団体においては、各団体の個性や芸術理念に適合した実演家を育成し、分野や団体の枠を越えた育成
公演・研修がなかなか実施されない。

●次代の芸術界を担い、海外への発信力ある創造性豊かな人材が必要。

現状と課題

事業内容

②研修機会の提供

芸術団体の個性や芸術理念にと

らわれない、様々な指導者によ

る若手芸術家のための講習会、

ワークショップ等を実施

国として積極的に強化すべきものに対しては、支援対象を明確にしつつ、戦略的に支援を行う必要がある。
「舞台芸術人材の育成及び活用について」（平成21年7月 文化審議会文化政策部会）

○世界で通用するトップレベルの芸術家の育成 ○波及効果により共演者等の芸術水準が向上
○新進芸術家を応援する観客層の拡大 ○将来、優れた指導者となり、若手を育成

効果

④分野の枠を越えた育成事

業の実施

分野の枠を越えた新進芸術家

の公演・研修などを実施 →

更なる表現力・可能性の拡大

等

「強い人材」の育成

③古典芸能に係る人材確保

体験入門研修、講習会、ワーク

ショップなどを実施し、次代の

古典芸能等に係る人材を確保

新進芸術家や将来優れた芸術家として活動することが期待される若手芸術家の発表・研修の機会や、実技を披露し評価を得る機会
を提供するとともに、分野や団体の枠を越えた育成を行う。〈実施対象：芸術系大学に拡充〉

次代の文化を創造する新進芸術家育成事業 （２４年度予算額８４４百万円）
2５年度予定額１，１８１百万円
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次代を担う子どもの文化芸術体験事業
（２４年度予算額 4,50３ 百万円）

2５年度予定額 4,784 百万円

● 我が国の将来を担う子どもたちの感性を芽生えさせ、豊かな情操を養うためには、義務教育期間中において、一流の文化芸術団体や芸術家による
質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験することが効果的。

※ 国民が文化振興のために国に力を入れて欲しい事項は、「子どもたちの文化芸術体験の充実」が最も多く49％ （内閣府調べ）
※ 児童・生徒に与える効果は、「豊かな心や感性・創造性をはぐくめた」93％ 、「舞台芸術への関心を高められた」97％ （文化庁調べ）

● しかしながら、文化庁の現状の事業規模で提供できる鑑賞・体験機会は、義務教育期間中に1.7回分のみ。地方財政の逼迫により、学校単独での
鑑賞体験事業についても、数年前から減少。（ （社）日本芸能実演家団体協議会調べ）

現状と課題

義務教育期間中の子どもたちに対し、最低２回（「現代舞台芸術」「伝統芸能」各１回）、質の高い文化芸術に触れる機会を
提供できるよう、３年程度での実現を目指し、一流の芸術団体や芸術家による巡回公演事業や派遣事業を実施。

● 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学校・中学校等にお
いて舞台芸術公演を実施。その際、事前に公演に関するワー
クショップを実施。

● 学校は教育活動の一環として位置づけ、児童・生徒だけで
なく、保護者等も参加可能。

【 1,477公演 】

巡回公演事業

●芸術家個人や小規模グループの芸術家が、学校に訪れ講話、
実技指導を実施。

● 国、教育委員会と地域のNPO法人等が、連携して、学校と
芸術家公人や小規模グループをコーディネート。

【 2,612カ所 】

派遣事業

効 果

● 優れた才能の芽を育てる。将来の芸術家や観客層を育成する。

● 児童・生徒の創造性やコミュニケーション能力を育む 。

● 東日本大震災の被災地において実施することにより、児童
・生徒の心のケアに役立てる 。
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現
状
と
課
題

現在の我が国では、如何に地域のコミュニティを再生し、地域の活性化を
確保していくのかが、大きな課題。

我が国の文化施設の多くは、多目的利用・貸館公演が中心で、劇場・音楽
堂等としての機能の発揮が不十分。

実演芸術団体の活動拠点が大都市に集中、相対的に地方で多彩な実演
芸術に触れる機会が少ない。

平成２４年６月、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が公布・施行。

同法において、劇場・音楽堂等は、文化芸術の継承・創造・発信の場、
人々が共に生きる絆を形成する地域の文化拠点として規定。

また、劇場・音楽堂等の事業等に対する支援を行うなど、国が取り組む
べき事項を明確にし、環境整備等を進めることが規定。

1 特別支援事業 2 共同制作支援事業 3 活動別支援事業 4
劇場・音楽堂等間
ネットワーク構築支援事業

我が国の実演芸術の水準を向上させる
牽引力のあるトップレベルの劇場・音楽
堂等が行う国際的水準の実演芸術の創
造発信や、専門的人材の養成事業、普
及啓発事業等を総合的に支援。

支援施設数： １５施設

支援内容： 事業実施に必要な経費の
２分の１を上限に支援

実演芸術の創造発信力を高めることを
目的として、複数の劇場・音楽堂等が複
数又は単一の芸術団体と共同して行う
実演芸術の新たな創造活動（新作、 新
演出、新振付、翻訳初演等）を支援。

支援件数：
• オペラ ２公演
• 舞 踊 ２公演
• 演 劇 ２公演

支援内容：事業実施に必要な経費の
２分の１を上限に支援

地域の実演芸術の振興を牽引する劇
場・音楽堂等が中心となり、地域住民や
芸術関係者等とともに取り組む実演芸術
の創造活動や人材養成事業、普及啓発
事業を活動単位で支援。

支援件数：
• 創造活動（公演事業） ７０件
• 人材養成事業 ４０件
• 普及啓発事業 ４０件

支援内容： 事業実施に必要な経費の
２分の１を上限に支援

劇場・音楽堂等相互の連携・協力を促
進し、国民がその居住する地域にかか
わらず等しく実演芸術を鑑賞できるよう、
劇場・音楽堂等又は芸術団体が企画制
作する実演芸術の巡回公演に対し支援。

支援件数： ５０件

支援内容：巡回公演実施に必要な経
費のうち、旅費及び運搬費を支援

5 劇場・音楽堂等基盤整備事業

劇場・音楽堂等において自主的・主体的な実演芸術活動が行われる環境を醸成す
るため、各種情報提供、調査研究及び研修会（アートマネジメント研修、技術職員研
修）を文化庁が実施。

我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う、音楽、舞踊、演劇等の実演芸術の創造発信や、実演芸術の専門
的人材の養成、実演芸術の普及啓発事業、劇場・音楽堂等間のネットワーク形成等に対し、総合的に支援

地域コミュニティの創造と再生全国的な劇場・音楽堂の活性化我が国の実演芸術の水準向上

劇場・音楽堂等活性化事業
（新規）

２５年度予定額 ３，００３百万円
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地域日本語教育
コーディネーター研修
（東西２箇所）

一定の経験を有し，日本語指
導者に対する指導的な立場を果
たすことが期待される者等に対
する研修を実施する。

審議会報告・成果物の提供
文化審議会国語分科会が取りまと
めた報告・成果物の提供を行う。

活用のための
ガイドブック

日本語能力
評価について

標準的な
カリキュラム案

文化庁

外
国
人
を
日
本
社
会
の
一
員
と
し
て
し
っ
か
り
と
受
け
入
れ
，
社
会
か

ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
（
＝
国
の
施
策
）
を
講
じ

て
い
く
必
要

背景・
課題

外
国
人
の
円
滑
な
社
会
生
活
の
促
進

日
本
で
の
生
活
に
必
要
な
日
本
語
を
習
得

地域

地域日本語教
育の総合的な
推進体制の構
築に関する実
践的調査研究

○地域資源の活用・連携による
総合的取組（8箇所）
地域の文化活動・市民活動等に

外国人の参加を促しつつ日本語教
育を実施する取組や，日本語教育
に関する地域における連携体制を
構築・強化する取組等を行う。

○「標準的なカリキュラム案」等
の活用による取組（39箇所）
「生活者としての外国人」に対す

る標準的なカリキュラム案等を活用
し，地域の実情・外国人の状況に応
じた以下の取組を行う。

〈日本語教室の実施〉
〈人材の育成〉
〈教材の作成〉

地域日本語教育実践プログラム（Ａ） 地域日本語教育実践プログラム（Ｂ）

（想定される取組例）
・子育てや防災の取組との連携

・自治体の部局，関係機関・団体，
企業等からなる協議会の設置 等

成果の
普及

事例の収集，カリ
キュラム案等の
検証・改善

調
査
研
究

教材例集

日本語指導力
評価について

本事業の範囲

民間シンクタンク等

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
平成25年度予定額164百万円

（平成24年度予算額195百万円）
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ＮＰＯ等による文化財建造物の管理活用の推進事業

文化財建造物の所有者等に代わり、管理活用を担う人材及び団体等を育成するため、

日常的に文化財建造物の管理活用を担っている、あるいは文化財建造物の活用を主目

的として活動するＮＰＯ等が実施する、中長期的な文化財建造物管理活用の取組へ事

業を委託して、優れたノウハウを蓄積するとともに、その結果を広く公開する。

文化財建造物の適切な維持管理と積極的な活用が図られる体制を構築

文化財建造物の適切な維持管理と活用を所有者等のみで行うには限界があり、
ＮＰＯや市民団体（以下、ＮＰＯ等とする）の協力が必要となっている

事業の募集

管理活用
事業の選定

事業の実施 実績報告会

委員会の
設置

文化財の管理活用に関する
技術的助言

文化庁ＨＰ等を通じて
普及を図る

事
業
運
営

文
化
庁

25年度予定額 14百万円（前年度予算額 14百万円）

管理活用
ノートの作成
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平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 

〔復興(震災･原発事故)関連事業〕 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文部科学省 



復興(震災・原発事故）関連事業 平成25年度：ＮＰＯ関連予算総括表

省庁名 文部科学省

○初等中等教育分野

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
25年度予算額
（百万円）

24年度予算額
（百万円）

補助率 実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 24年度NPOへの実績 備考

1 復興教育支援事業 継続

被災地における自治体や大
学・NPO等の多様な主体によ
る復興に向けた特色ある教
育支援の取組に対する支援
を行う。

95 55

委託事業
であり、
申請金額
の査定あ
り

自治体、大
学、NPO等

平成25年
2月下旬～
3月募集
（予定）

指定の様式に
より申請

初等中等教育
局教育課程課
庶務・助成係
03-5253-4111
（内2364）

委託件数：12団体
（うちNPO法人は4
団体）

2
緊急スクールカウン
セラー等派遣事業

継続

被災した幼児児童生徒・教
職員等の心のケア、教職
員・保護者等への助言・援
助等様々な課題に対応する
ため、スクールカウンセ
ラー等を学校等へ派遣し、
教育相談体制を整備する。
併せて、生徒指導アドバイ
ザーを活用するなどして被
災した児童生徒に対する生
徒指導の充実を図る。事業
の実施にあたっては各自治
体及び法人格を有する団体
に委託する。

（3,913の内
数）

（4,702の内
数）

委託事業
であり、
申請金額
の査定あ
り

自治体及び
法人格を有
する団体

平成25年
2月

平成25年
4～5月決定
（予定）

指定の様式に
より申請

初等中等教育
局児童生徒課
生徒指導第二

係
03-5253-4111
（内2905）

委託件数：91団
体

（うちNPO法人は
26団体（予
定））

○スポーツ・青少年分野

3

スポーツ振興くじ助
成
（東日本大震災復
旧・復興支援助成）

継続

スポーツ振興くじ（toto）
の収益により、NPO法人を含
むスポーツ団体が行う総合
型地域スポーツクラブの復
興等を目的とする事業に対
して助成を実施。

未定 982

被災地の
総合型地
域スポー
ツクラブ
支援事
業：10分
の10(定
額）

NPO法人を含
むスポーツ
団体

平成24年10月
18日～12月28

日

独立行政法人
日本スポーツ
振興センター
へ申請

独立行政法人
日本スポーツ
振興センター
振興事業部助

成課
03-5410-9180

配分総額：259
件、982百万円
（うちNPOへの配
分額：84件、約31
百万円）

合計 ― ―

95
（未定分＋内数
事業を除く）

（増減額：
△942

（増減率：
△91％）

1037
（内数事業を除

く）
― ― ― ― ― ― ―
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平成２４年度予算額 ５５百万円
うち復興特別会計計上分 ５５百万円

平成２５年度予算額（案） ９５百万円
うち復興特別会計計上分 ９５百万円

被災地では、自治体のみならず、大学・ＮＰＯ等様々な主体が積極的に関わり、被災
地の復興はもとより、今後の我が国の学校教育の新しいモデルとなるような先進的な
取組が進められつつある。このような取組は、新学習指導要領が重視している「思考
力･判断力･表現力」や「学ぶ意欲」の向上にも大きな役割を果たすことが期待されるも
のである。
このことを踏まえ、被災地の復興を支え、今後の学校教育の新しいモデルともなる先
進的な教育活動を展開する団体の取組を支援するとともに、その成果を全国に普及
する。

復興教育支援事業

東日本大震災の教訓を踏まえ、被災地の復興とともに、我が国全体が
希望 を持って、未来に向かって前進していけるようにするための教育

【具体の取組例】
①社会を生き抜く力の養成
○震災体験や科学的知見を踏まえた防災教育の推進
○避難所生活等を踏まえた思いやり、助け合いなど心の教育の推進

②絆づくりとコミュニティーの再構築
○地域の様々なコミュニティー（公共機関、農林水産団体等）の復興への動きと連動した
地域学習の推進

③未来への飛躍
○地域の復興に貢献し自らの生き方を考えるキャリア教育、市民教育の推進

④学びのセーフティネット
○震災の影響により学習が遅れがちとなった児童生徒への個に応じた授業の推進や体験
活動の実施

○子どもの安心安全などについて保護者等への相談・カウンセリングの推進

東日本大震災の教訓を踏まえ、被災地の復興とともに、我が国全体が
希望 を持って、未来に向かって前進していけるようにするための教育

【具体の取組例】
①社会を生き抜く力の養成
○震災体験や科学的知見を踏まえた防災教育の推進
○避難所生活等を踏まえた思いやり、助け合いなど心の教育の推進

②絆づくりとコミュニティーの再構築
○地域の様々なコミュニティー（公共機関、農林水産団体等）の復興への動きと連動した
地域学習の推進

③未来への飛躍
○地域の復興に貢献し自らの生き方を考えるキャリア教育、市民教育の推進

④学びのセーフティネット
○震災の影響により学習が遅れがちとなった児童生徒への個に応じた授業の推進や体験
活動の実施

○子どもの安心安全などについて保護者等への相談・カウンセリングの推進

復 興 教 育

文 部 科 学 省

自治体 ・ 大学 ・ ＮＰＯ等

③成果の普及

（ＷＥＢ化）①委 託
（指導助言） ②成果報告

全国の学校・

教育委員会等

【事業内容】
復興に向けた先進的な教育活動を展開する自治体や大学・ＮＰＯ等が行う取組を支援するとともに、これらの取組成
果を広報することにより、被災地以外も含めた教育の参考に資する。
・団体委託費（16件）
・協力者会議開催経費

連 携

教育支援

-
 3

 -



東日本大震災により被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護
者等への助言・援助、学校教育活動の復旧支援、福祉関係機関との連携調整等様々な
課題に対応するため、平成２３年度補正予算及び平成２４年度予算において、スクー
ルカウンセラー等を緊急派遣する経費を措置したところ。
これらの支援について、被災地の自治体からは平成２５年度以降についても引き続
き支援を要望されていることから、被災した幼児児童生徒・教職員等に対する切れ目
ない心のケアや必要な支援を行うための経費を計上する。

緊急スクールカウンセラー等派遣事業
平成２３年度第１次補正予算額 ： ３，０１５百万円
平成２３年度第３次補正予算額 ： ３５１百万円

平成２４年度予算額 ： ４，７０２百万円 【復興特別会計措置額】
平成２５年度予算額（案） ： ３，９１３百万円 【復興特別会計計上額】

・スクールカウンセラーの派遣
臨床心理士、精神科医 等

・スクールカウンセラーに準ずる者の派遣
相談業務経験者、教育・福祉分野の専門的知識
を有する者 等

・電話相談体制の整備
・心のケアに資するためのソーシャルワーク、
学習支援

心のケアの対応 進路指導・就職支援

障害のある子どもへの支援

・緊急進路指導員の派遣
若年者の就職支援の経験を有する者、
地域産業界の事情に精通する者 等

このほか、被災した高校生が首都圏で就職活動
を行うための支援を実施

・外部専門家の派遣
作業療法士（OT）・理学療法士（PT）・言語聴覚士
（ST）・児童精神科医 等

生徒指導体制の強化

・生徒指導の経験豊富な者の配置
生徒指導体制を強化するため、生徒指導に関
する知識・経験豊富なアドバイザー等の配置等

関 係 機 関 地 域

被災地域等

教 職 員
児 童 生 徒 等

保 護 者

心のケア・助言・
援助等及び

新たな課題への対応

-
 4

 -



通常事業                   平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 
省庁名 厚生労働省 

                                                                

連

番 事業名 

新・

継 

区分 

施策・事業概要 

25 年度予算

額 

(百万円) 

24 年度予

算額 

(百万円) 

補助率 実施主体 
公募スケジュー

ル 
申請方法 照会窓口 

24 年度

NPO へ

の実績 

備考 

1111    重点分野雇用創出

事業 

継続 都道府県に造成した基金を活

用し、介護、医療、農林、環境

等成長分野として期待される分

野における新たな雇用機会を

創出する。 

－ （21 年度

第 2 次補

正 予 算

（15,0000）

、22 年度

予 備 費

（10,0000）

、22 年度

補正予算

（10,0000）

、24 年度

予 備 費

80,000 の

内数） 

都 道 府 県

及 び 市 区

町 村 か ら

委 託 費 と

して支給 

委 託 主 体 ：

都道府県及

び市区町村 

 

委 託 先 ： 民

間 企 業 、 Ｎ

ＰＯ等 

各 都 道 府県 及

び市区町村よっ

て異なる。 

各都道府県及び

市区町村におい

て策定する個々

の事業計画ごとに

設定。 

都道府県

及び市区

町村担当

課 

年度終了

後に集計 

資料 1 頁 

 

2222    起業支援型地域雇

用創造事業 

新規 都道府県に造成した基金を活

用し、地域の産業・雇用振興施

策に沿った分野における新た

な雇用機会を創出する。 

－ （24 年度

補正予算

（ 100,000

の内数） 

都 道 府 県

及 び 市 区

町 村 か ら

委 託 費 と

して支給 

委 託 主 体 ：

都道府県及

び市区町村 

 

委 託 先 ： 民

間 企 業 、 Ｎ

ＰＯ等 

各 都 道 府県 及

び市区町村よっ

て異なる。 

各都道府県及び

市区町村におい

て策定する個々

の事業計画ごとに

設定。 

都道府県

及び市区

町村担当

課 

年度終了

後に集計 

資料 2 頁 

 

3333    雇用と福祉の連携

による地域に密着し

た就労支援の実施 

継続 障害者就業・生活支援センタ

ーが、障害者の職業生活にお

ける自立を図るため、雇用、保

険、福祉、教育等の地域の関

係機関と連携の下、障害者の

身近な地域において就業面及

び生活面における一体的な実

施を行う。 

○就業支援（委託費） 

１箇所当たり就業支援担当者 2

～6 名配置 

4,634 4,346 ○ 就 業 支

援 （ 委 託

費 ） ： １ 箇

所 当 た り

就 業 支 援

担 当 者 2

～ 6 名 配

置 

社会福祉法

人、特定非

営利活動法

人、一般社

団法人、一

般 財 団 法

人、医療法

人で、都度

府県知事が

指定した法

人 

平成 25 年 2 月

頃 

各都道府県知事

が実施法人を指

定し、各都道府県

が当該法人を厚

生労働省に推薦

する。 

厚生労働

省職業安

定 局 高

齢 ・ 障 害

者雇用対

策部障害

者雇用対

策課地域

就労支援

室 

TEL ：

03-5253

－ 1111

（ 内 線

5832） 

27 件 

302 百万

円 

資料 3 頁 

 

「24 年度 NPO へ

の実績」欄には、

平成 23 年度の

委 託 契 約 時 の

NPO法人への委

託件数及び委託

額を記載してい

る。 



 

4444    障害者就業・生活

支援センター事業 

（生活支援等事業） 

継続 就業に伴う日常生活面の支援

を必要とする障害者に対し、窓

口での相談や職場・家庭訪問

などによる生活面の支援などを

実施する。 

812  1,054  1/2 都 道 府 県

（ 都 道 府 県

知事が指定

した NPO 法

人等への委

託可） 

各都道府県によ

って異なる。 

各都道府県によっ

て異なる。 

各都道府

県担当課 

－ 資料 3 頁 

 

5555    社会福祉施設等施

設整備費補助金 

継続 「生活保護法」（昭和２５年法律

第１４４号）、「児童福祉法」（昭

和２２年法律第１６４号）、「障害

者自立支援法（平成１７年法律

第１２３号）」等の規定に基づ

き、社会福祉法人等が整備す

る施設整備に要する費用の一

部を補助する。 

6,100  5,200  1/2 都道府県、

指定都市、

中核市 

各 都 道 府県 及

び市区町村によ

って異なる。 

各都道府県及び

市区町村によって

異なる。 

各都道府

県及び市

区町村担

当課 

39 団体 

583 百万

円 

 

資料 4 頁 

 

6666    自殺防止対策事業 継続 自殺対策に取り組む民間ボラ

ンティア団体の活動に対し、財

政支援する。 

104 136 定額 厚生労働省 例年 12 月～1

月に公募 

各都道府県経由

で申請 

各都道府

県 （ 自 殺

対策担当

部署） 

9 団体 

32 百 万

円 

資料 5 頁 

 

7777    離職者等の再就職

に資する総合的な

職業能力開発プロ

グラムの推進 

継続 都道府県が行う公共職業訓練

（離職者に対する訓練）につい

て、公共職業能力開発施設で

行うほか、多様な人材ニーズに

機動的に対応するため、民間

教育訓練機関等への委託訓練

を実施する。 

(31，750 の

内数) 

 

(33,174 の

内数) 

委託費に

ついて

は、訓練コ

ース、期

間、受講

者数等に

よってそれ

ぞれ異な

る。 

※標準的

な委託単

価につい

ては、1 人

1 ヶ月当た

り約 6 万円 

委託先：専

修学校・各

種学校、大

学・大学院

事業主、

NPO 等 

実施主体：

都道府県 

各都道府県によ

って異なる。 

都道府県が実施

する委託先の募

集に応募する。 

都道府県

担当課 

― 資料 6 頁 



 

8888    障害者の態様に応

じた多様な委託訓

練の実施 

継続 民間教育訓練機関等多様な委

託 先 を 活 用 す るこ と に よ り 、

個々の障害者の態様に対応し

た委託訓練を実施する。 

（1,345 の内

数） 

(1,499 の

内数) 

委 託 費 に

つ い て

は、訓練コ

ー ス 、 期

間 、 受 講

者 数 等 に

よってそれ

ぞ れ 異 な

る。 

※ 標 準 的

な 委 託 単

価 に つ い

ては、1 人

1 ヶ月当た

り約 6 万円 

委 託 先 ： 企

業、社会福

祉法人、事

業 主 、 NPO

等 

実 施 主 体 ：

都道府県 

各都道府県によ

って異なる。 

都道府県が実施

する委託先の募

集に応募する。 

都道府県

担当課 

― 資料 7 頁 

9999    求職者支援制度 継続 民間教育訓練機関等を活用し

て、雇用保険を受給できない求

職者に対して、就職に必要な

技能と知識の向上を図る訓練

を実施する 

(68，024 の

内数) 

(147 ， 925

の内数) 

訓 練 の 受

講者 1 人

につき月５

万 ～ ７ 万

円 

実 施 機 関 ：

専 修 学 校 ・

各種学校、

大 学 ・ 大 学

院 、 事 業

主、NPO 等 

実 施 主 体 ：

都道府県労

働局、（独）

高齢・障害・

求職者雇用

支援機構 

原則として四半

期ごとに受け付

けている（時期

は都道府県によ

って異なる。）。 

（独）高齢・障害・

求職者雇用支援

機構都道府県セ

ン タ ー に 認 定 申

請書等を提出す

る。 

（ 独 ） 高

齢・障害・

求職者雇

用支援機

構都道府

県職業訓

練支援セ

ンター 

― 資料 8 頁 

10101010    地域若者サポートス

テーション事業 

継続 

（ 一

部新

規） 

ニート等の若者の職業的自立

を支援するため、地方自治体と

の協働により、各地域において

若者自立支援のための関係機

関のネットワークを構築の上、

キャリア・コンサルタント等による

専門相談、就職プログラム等の

総合的な支援を実施。 

また、学校との連携を構築し、

中退者、在学生支援を実施す

るとともに、新たに、合宿形式を

含む生活面のサポートと職場

実習を集中的に行う「若年無業

者等集中訓練プログラム事業」

を実施。 

（※１） 

 

1,956 （ 当

初予算） 

定額補助 民間団体 

 

平成 25 年 1 月

16 日～2 月 18

日 

地方公共団体の

推薦書を添付した

企画書を提出す

る。 

 

厚生労働

省職業能

力開発局

キ ャ リ ア

形成支援

室 

 

76 件 

1,312 百

万 円 （ ※

２） 

資料 9 頁 

 

（※１）平成 24 年

度補正予算で基

金に 60 億円積

み増し。 

 

(※２)実績は、委

託契約時の委託

件数、委託額。 



 

11111111    キャリア教育専門人

材養成事業 

継続 労働行政としてこれまで培って

きたキャリア・コンサルティング

の専門性を活かし、発達課題

に応じた実践的なキャリア教育

をサポート・推進する専門人材

を養成するための研修を実施 

25  14  委 託 費 の

上 限 額 内

で交付 

民間団体等 

 

平成 25 年2 月7

日～3 月 4 日 

企画書の提出 厚生労働

省職業能

力開発局

キ ャ リ ア

形成支援

室 

 

１件 

14 百 万

円（※） 

資料 10 頁 

 

(※)実績は委託

契約額 

 

12121212    乳児家庭全戸訪問

事業 

継続 生後４か月までの乳児のいるす

べての家庭を訪問し、子育て支

援に関する情報提供や養育環

境等の把握を行うなど、乳児の

いる家庭と地域社会をつなぐ最

初の機会とすることにより、乳児

家庭の孤立化を防ぐことを目的

とする。 

（安心こども

基 金 （ 平 成

24 年度一次

補正までの

積み立て額

684,200 ） の

内数） 

(30,700 の

内数) 

定額 

（ 1/2 相

当） 

市 区 町 村

（NPO 法人

等への委託

可） 

各市区町村によ

って異なる。 

各市区町村によっ

て異なる。 

各市区町

村担当課 

- 資料 11 頁 

 

NPO助成額につ

いては、自治体

に対し、他の事

業と一体的に交

付されることから

把握が困難であ

る。 

13131313    養育支援訪問事業 継続 養育支援が特に必要であると

判断される家庭に対して、保健

師・助産師・保育士等が居宅を

訪問し、養育に関する指導、助

言等を行う事業。 

（安心こども

基 金 （ 平 成

24 年度一次

補正までの

積み立て額

684,200 ） の

内数） 

(30,700 の

内数) 

定額 

（ 1/2 相

当） 

市 区 町 村

（NPO 法人

等への委託

可） 

各市区町村によ

って異なる。 

各市区町村によっ

て異なる。 

各市区町

村担当課 

- 資料 12 頁 

 

NPO助成額につ

いては、自治体

に対し、他の事

業と一体的に交

付されることから

把握が困難であ

る。 

14141414    地域子育て支援拠

点事業 

継続 地域において子育て支援拠点

を身近な場所に設置し、子育て

親子の交流促進や子育て等に

関する相談の実施等を行う。 

（安心こども

基 金 （ 平 成

24 年度一次

補正までの

積み立て額

684,200 ） の

内数） 

（ 30,700 ）

の内数 

1/2 市 区 町 村

（ＮＰＯ法人

等への委託

可） 

各市区町村によ

って異なる。 

各市区町村によっ

て異なる。 

各市区町

村担当課 

－ 資料 13 頁 

 

ＮＰＯ助成額に

ついては、自治

体に対し、他の

事業と一体的に

交付されることか

ら把握が困難で

ある。 

15151515    一時預かり事業(地

域密着型） 

継続 家庭において保育を受けること

が一時的に困難となった乳幼

児について、保育所その他の

場所において一時的に預かり、

必要な保護を行う。 

（安心こども

基 金 （ 平 成

24 年度一次

補正までの

積み立て額

684,200 ） の

内数） 

（30,700 の

内数） 

1/2 市 区 町 村

（ＮＰＯ法人

等への委託

可） 

各市区町村によ

って異なる。 

各市区町村によっ

て異なる。 

各市区町

村担当課 

－ 資料 14 頁 

 

ＮＰＯ助成額に

ついては、自治

体に対し、他の

事業と一体的に

交付されることか

ら把握が困難で

ある。 



16161616    地域保育・子育て

支援モデル事業 

継続 市町村内における地域的な需

給不均衡について、小規模か

つ多機能な保育事業を実施

し、地域の保育ニースにきめ細

かく対応する。 

（安心こども

基 金 （ 平 成

24 年度一次

補正までの

積み立て額

684,200 ） の

内数） 

（安心こど

も基金（平

成 23 年度

四次補正

ま で の 積

み 立 て 額

503,100 ）

の内数） 

 

定 額 （1/2

相当） 

市 区 町 村

（ＮＰＯ法人

等への委託

可） 

各市区町村によ

って異なる。 

各市区町村によっ

て異なる。 

各市区町

村担当課 

－ 資料 15 頁 

 

ＮＰＯ助成額に

ついては、自治

体に対し、他の

事業と一体的に

交付されることか

ら把握が困難で

ある。 

17171717    放課後児童健全育

成事業 

継続 児童館や学校の余裕教室、公

民館などに放課後児童クラブを

設置し、共働き家庭など留守家

庭のおおむね１０歳未満の児

童に対して、放課後に適切な

遊び、生活の場を与えて、その

健全育成を図る。 

（ 28,674 の

内数） 

（27,801 の

内数） 

1/3 市町村、社

会 福 祉 法

人、NPO 法

人等 

各市町村によっ

て異なる 

各市町村によって

異なる 

各市町村

担当者 

－ 資料 17 頁 

 

ＮＰＯ助成実績

については、自

治体に対し他の

事業と一体的に

交付されることか

ら把握が困難で

ある。 

18181818    子育て支援サービ

ス事業費等 

継続 民間企業や子育てＮＰＯ等が、

児童福祉法に規定する「放課

後児童健全育成事業」を実施

するための施設や、子育て親

子の交流・相談支援事業を行う

際に必要な整備費等を助成す

る。 

（ 225 の 内

数） 

（301 の内

数） 

定額 （ 財 ） こ ど も

未来財団 

各事業、開催時

期によって異な

る（（財）こども未

来財団の HP を

参照のこと） 

各 事 業、 開 催 時

期によって異なる

（（財）こども未来

財団の HP を参照

のこと） 

（財）こど

も未来財

団事業振

興 課

03-5510-

1832 

－ 資料 18 頁 

 

ＮＰＯ助成実績

に つ い て は 、

（財）こども未来

財団対し他の事

業と一体的に交

付されることから

把握が困難であ

る。 

19191919    ボランティア育成支

援等事業費 

継続 子育てサークルリーダーや子

育てＮＰＯ指導者等の育成と資

質の向上を図るための研修等

を開催し、地域における多様な

子育て支援活動の展開を図

る。 

（82 の内数） （130 の内

数） 

定額 （ 財 ） こ ど も

未来財団 

各事業、開催時

期によって異な

る（（財）こども未

来財団の HP を

参照のこと） 

各 事 業、 開 催 時

期によって異なる

（（財）こども未来

財団の HP を参照

のこと） 

（財）こど

も未来財

団研修調

査 課

03-5510-

1832 

－ 資料 19 頁 

 

ＮＰＯ助成実績

に つ い て は 、

（財）こども未来

財団対し他の事

業と一体的に交

付されることから

把握が困難であ

る。 



 

20202020    がん検診従事者研

修事業 

継続 見落としの少ない、精度の高い

乳がん検診を実施するため、

乳がん検診に必要なマンモグ

ラフィ機器の読影医師・撮影技

師に対する研修を実施。 

(31 の内数) (39 の 内

数) 

1/2 都道府県、

公益法人、

ＮＰＯ法人 

平成 24 年度末

～25 年度当初

に 都 道 府 県 を

通じて実施計画

書 の 提 出 を 依

頼 

実施計画書を平

成 25 年 6 月頃ま

でに国に提出 

厚生労働

省健康局

が ん 対

策 ・ 健 康

増進課 

03-5253-

1111 （ 内

線 4604） 

1 件 

2 百万円 

資料 20 頁 

 

24 年度ＮＰＯへ

の 実 績 の 欄 に

は、平成 24 年度

補助金交付決定

件数及び交付決

定額を記載して

いる。 

21212121    がん臨床試験基盤

整備事業 

継続 臨床研究コーディネーターや

データマネージャーを雇用し、

質の高い研究者主導臨床試験

の実施基盤の整備・強化を行

う。 

 

100 150 定額 

(10/10) 

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

等 

平成 25 年 3 月

以降公募予定 

公募により事業計

画書の提出を求

める 

厚生労働

省健康局

が ん 対

策 ・ 健 康

増進課 

03-5253-

1111 （ 内

線 4604） 

5 件 

150 百万

円 

資料 21 頁 

 

24 年度ＮＰＯへ

の 実 績 の 欄 に

は、平成 24 年度

補助金交付決定

件数及び交付決

定額を記載して

いる。 

22222222    HIV 感染者等のＮ

ＧＯ等への支援事

業 

継続 ＨＩＶ感染者等で構成されるＮＰ

Ｏ等による活動を支援し、効果

的で当事者性のあるＨＩＶ感染

予防の普及啓発や患者支援を

図る。 

（ 139 の 内

数） 

（153 の内

数） 

定額 

(10/10) 

公益法人、

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

等 

平成 25 年 3 月

12 日企画書提

出期限 

公募により企画書

の提出 

厚生労働

省健康局

疾病対策

課 

03-5253-

1111 （ 内

線 2358） 

4 件 資料 22 頁 

 

公益法人、NPO

法人等を対象に

企画競争を実施 

23232323    地域の健康増進活

動支援事業 

名称

変更 

地域において健康づくりに取り

組む公益法人・ＮＰＯ法人等の

活動を支援することにより、社

会全体が相互に支え合いなが

ら、国民の健康を守る環境を整

備する。 

（80 の内数） （ 90 の 内

数） 

定額 

(10/10) 

公益法人、

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

等 

平成 25 年 3 月

頃 

公募により事業計

画書の提出 

健康局が

ん 対 策 ・

健康増進

課 

03-5253-

1111 （ 内

線 2396） 

実績無し 資料 23 頁 

 

昨年度まで実施

してきた「実践的

な予防活動支援

事業」の名称を

今年度より変更 



 

24242424    地域介護・福祉空

間整備等施設整備

交付金 

継続 施設内保育施設の整備、市町

村における先進的な取り組み

等に対する支援を行う。 

（4,015 の内

数） 

（4,406 の

内数） 

定 額

（10/10） 

市区町村 25 年度（当初）

分について、25

年 3 月末までに

提出。（予定） 

管轄する都道府

県 を 経 由 し 、 国

（各地方厚生局）

に提出。 

各市区町

村担当課 

－ 資料 24 頁 

 

当該交付金は、

市区町村の策定

する市町村整備

計画に対して交

付するものであ

り、市区町村から

ＮＰＯへ助成を

行う場合がある。 

市区町村によっ

てＮＰＯへの委

託状況が異なる

ため、実績把握

は困難。 

25252525    地域介護・福祉空

間整備推進交付金 

継続 地域における介護サービス基

盤の実効的な整備を図るため

に必要な設備やシステムに要

する経費などに対し、助成を行

う。 

（1,110 の内

数） 

（1,310 の

内数） 

定 額

（10/10） 

市区町村 25 年度（当初）

分について、25

年 3 月末までに

提出。（予定） 

管轄する都道府

県 を 経 由 し 、 国

（各地方厚生局）

に提出。 

各市区町

村担当課 

－ 資料 25 頁 

 

当該交付金は、

市区町村の策定

する市町村整備

計画に対して交

付するものであ

り、市区町村から

ＮＰＯへ助成を

行う場合がある。 

市区町村によっ

てＮＰＯへの委

託状況が異なる

ため、実績把握

は困難。 

26262626    地域支援事業交付

金 

継続 要支援・要介護状態になる前

から介護予防サービスを提供

し、効果的な介護予防システム

を確立するとともに、地域の総

合相談、権利擁護事業等を行

う地域支援事業に対し交付金

を交付する。 

①介護予防事業又は介護予

防・日常生活支援総合事業 

②包括的支援事業・任意事業 

(62,335の内

数) 

(64,170 の

内数) 

① 国

25/100 

都道府県 

12.5/100 

市町村 

12.5/100 

② 

国

39.5/100 

都道府県 

19.75/100

、市町村 

19.75/100 

市区町村 各市町村によっ

て異なる。 

各市町村によって

異なる。 

各市町村

担当課 

－ 資料 26 頁 

 

実施主体は市町

村であるが、事

業 を ＮＰ Ｏに 委

託している場合

がある。 

市町村によって

ＮＰＯへの委託

状況が異なるた

め、実績把握は

困難。 



27272727    樺太等残留邦人集

団一時帰国事業 

継続 樺太等残留邦人に対する一時

帰国の援助を行うとともに、樺

太等残留邦人の永住帰国に関

する意向及び永住帰国時期の

調査等を行い、帰国希望者が

円滑に帰国できるよう支援する

もの。 

(39 の内数) (38 の 内

数) 

委 託 費 の

上 限 額 内

で交付 

民間団体等 平成 24 年 12 月

12 日公示 

公募により意思表

示を求める（公募

内容等の条件を

満たす参加者が

複数の場合は企

画競争を実施） 

厚生労働

省 社 会 ・

援護局援

護企画課

中国残留

邦人等支

援室 

03-5253-

1111 （ 内

線 3465） 

１件 

38 百 万

円 

資料 27 頁 

 

「24 年度 NPO へ

の実績」欄には、

平成 24 年度委

託契約時の委託

件数及び委託額

を記載している。 

28282828    中国残留邦人等地

域生活支援事業 

継続 地方自治体が実施主体となり、

中国残留邦人等が地域におい

て生き生きと暮らすことができる

よう、地域における多様な施設

や活動等をネットワーク化し、

身近な地域での日本語教育支

援事業等の地域支援を促進す

る事業。 

(25,000の内

数） 

(23,724 の

内数) 

10/10 都道府県及

び市区町村

（ 必 要 に 応

じて民間団

体等に委託

可） 

各都道府県、市

区町村によって

異なる。 

各 都 道 府県 、 市

区町村によって異

なる。 

厚生労働

省 社 会 ・

援護局援

護企画課

中国残留

邦人等支

援室 

03-5253-

1111 （ 内

線 3463） 

－ 資料 28 頁 

 

実施主体は都道

府県及び市区町

村であるが、一

部では、事業を

ＮＰＯ法人等へ

委託している。 

自治体によって

ＮＰＯ法人等へ

の委託状況が異

なる。 

29292929    地域生活支援推進

事業 

継続 全国７ヶ所に設置している中国

帰国者支援・交流センターで、

より一層、地域に定着した中国

残留邦人等への支援が行われ

るよう、地域で活動するＮＰＯ法

人等との連携を推進し、活動を

援助する。 

（8 の内数） （ 8 の 内

数） 

委 託 費 の

上 限 額 内

で交付 

民間団体等 各 中 国 帰国 者

支援・交流セン

ターによって異

なる。 

中国帰国者支援・

交流センターが実

施主体を選定 

厚生労働

省 社 会 ・

援護局援

護企画課

中国残留

邦人等支

援室 

03-5253-

1111 （ 内

線 3463） 

９件 

126 万円 

(平成 25

年１月時

点） 

資料 29 頁 

 

センターによって

ＮＰＯ法人等へ

の委託状況が異

なる。 

30303030    海外未送還遺骨情

報収集事業 

継続 海外に残存する日本人戦没者

の遺骨の情報について、日本

国内及び現地において情報を

収集し、遺骨情報に基づいた

調査を行う。 

(130の内数) (123 の内

数) 

委 託 費 の

上 限 額 内

で交付 

民間団体等 事 業 実 施地 域

に よ っ て 異 な

る。 

企画競争による企

画提案書の提出 

厚生労働

省 社 会 ・

援護局援

護企画課

外 事 室

03-5253-

1111 （ 内

線 3478） 

１件 

13 百 万

円 

資料 30 頁 

 

「24 年度ＮＰＯへ

の実績」欄には、

25 年２月末現在

の実績を記載し

ている。 



 

31313131    遺骨帰還等派遣費

補助事業 

継続 海外等で戦没した日本人の遺

骨帰還等に民間協力者が参加

する際の旅費を補助する。ま

た、民間団体等が行う慰霊友

好親善事業に対し補助を行う。 

(365の内数) (365 の内

数) 

遺 骨 帰 還

等 事 業

（10/10） 

 

慰 霊 巡 拝

事 業

（1/3） 

 

慰 霊 友 好

親 善 事 業

（定額） 

遺族及び戦

友団体、民

間団体等 

平成 25 年 2 月

22 日公示 

公募による事業計

画書の提出 

厚生労働

省 社 会 ・

援護局援

護企画課

外 事 室

03-5253-

1111 （ 内

線 4510） 

２件 

18 百 万

円 

資料 31 頁 

 

「24 年度ＮＰＯへ

の実績」欄には、

平成 25 年２月末

現在の交付決定

件数及び交付決

定額を記載して

いる。 

32323232    ひきこもり対策推進

事業 

継続 ひきこもり本人や家族等からの

相談等の支援を行う「ひきこもり

地域支援センター」を整備し、

また、ひきこもりサポーターを養

成・派遣することで、地域にお

けるひきこもり対策の総合的な

支援体制を確保する取組を推

進し、ひきこもり本人の自立の

推進、本人及び家族等の福祉

の増進を図る。 

（ 25,000 の

内数） 

（23,700 の

内数） 

定額 

(1/2) 

都道府県、

指定都市、

市 町 村 （ 市

町村はひき

こもりサポー

ター派遣事

業に限り） 

各都道府県、指

定都市、市町村

に よ っ て 異 な

る。 

各 都 道 府県 、 指

定都市によって異

なる。 

各都道府

県、指定

都市、市

町村担当

課 

－ 資料 32 頁 

 

実施主体は左記

の通りであるが、

事業をNPOに委

託している場合

がある。 

実施主体によっ

て NPO への委

託状況が異なる

ため、実態把握

は困難 

33333333    地域生活定着促進

事業 

継続 高齢又は障害により、福祉的な

支援を必要とする矯正施設退

所者の社会復帰を支援するた

め、「地域生活定着支援センタ

ー」を整備し、福祉サービスに

つなげるための準備を各都道

府県の保護観察所と協働して

進める。 

（ 25,000 の

内数） 

（23,700 の

内数） 

定額 

(10/10) 

都道府県 各都道府県によ

って異なる。 

各都道府県によっ

て異なる。 

各都道府

県担当課 

－ 資料 33 頁 

 

実施主体は左記

の通りであるが、

事業をNPOに委

託している場合

がある。 

実施主体によっ

て NPO への委

託状況が異なる

ため、実態把握

は困難 

34343434    子どもの健全育成

支援事業 

継続 子どものいる生活保護世帯の

自立支援のために、①子どもや

その親が日常的な生活習慣を

身につけるための支援、②子ど

もの進学に関する支援、③引き

こもりや不登校の子どもに関す

る支援、等を行う。 

(5,000 の内

数) 

(23,700 の

内数) 

10/10 都道府県及

び 市 （ 特 別

区及び福祉

事務所を設

置する町村

を含む。） 

※ Ｎ Ｐ Ｏ 法

人等への委

託可 

実施主体によっ

て異なる。 

実施主体によって

異なる。 

実施主体

における

生活保護

担当課 

- 資料 34 頁 

 

実施方法につい

ては、実施主体

が実施しやすい

ように、自治体の

判断にまかせて

いるため、把握し

ていない。 



35353535    就労意欲喚起等支

援事業 

継続 就労意欲や生活能力・就労能

力が低いなどの就労に向けた

課題をより多く抱える被保護者

に対して、就労意欲の喚起を

図るための支援を行う。 

※ ※ 10/10 都道府県及

び 市 （ 特 別

区及び福祉

事務所を設

置する町村

を含む。） 

※ Ｎ Ｐ Ｏ 法

人等への委

託可 

実施主体によっ

て異なる。 

実施主体によって

異なる。 

実施主体

における

生活保護

担当課 

- 資料 36 頁 

 

※各都道府県に

造成されている

基 金 に よ り 、 25

年度まで事業を

実施。 

 

実施方法につい

ては、実施主体

が実施しやすい

ように、自治体の

判断にまかせて

いるため、把握し

ていない。 

36363636    被保護者の社会的

な居場所づくり支援

事業 

継続 被保護者の自立支援を推進す

るために、「新しい公共」と言わ

れる企業、NPO、市民等と行政

との協働により、被保護者の社

会的自立を支援する取組の推

進を図る。 

(5,000 の内

数) 

(23,700 の

内数) 

10/10 都道府県及

び 市 （ 特 別

区及び福祉

事務所を設

置する町村

を含む。） 

※ Ｎ Ｐ Ｏ 法

人等への委

託可 

実施主体によっ

て異なる。 

実施主体によって

異なる。 

実施主体

における

生活保護

担当課 

- 資料 37 頁 

 

実施方法につい

ては、実施主体

が実施しやすい

ように、自治体の

判断にまかせて

いるため、把握し

ていない。 

37373737    日常・社会生活及

び就労自立総合支

援事業 

名称

変更 

生活保護受給者等のうち、通

常の就労支援では直ちに就職

には結びつきにくい方を対象

に、基本的な日常生活習慣の

改善支援、就職に結びつきや

すい基礎技能などの習得支

援、個別求人開拓等の取組を

総合的に実施 

(5,000 の内

数) 

(23,700 の

内数) 

10/10 都道府県及

び 市 （ 特 別

区及び福祉

事務所を設

置する町村

を含む。） 

※ Ｎ Ｐ Ｏ 法

人等への委

託可 

実施主体によっ

て異なる。 

実施主体によって

異なる。 

実施主体

における

生活保護

担当課 

- 資料 38 頁 

 

「福祉事務所等

におけるトランポ

リン機能の強化

（仮称）」から名

称変更。 

 

実施方法につい

ては、実施主体

が実施しやすい

ように、自治体の

判断にまかせて

いるため、把握し

ていない。 



 

38383838    居住の安定確保支

援事業（仮称） 

新規 賃貸住宅等への入居希望者や

入居者を対象に、家賃の代理

納付の活用等の入居に関する

支援や見守り等の日常生活支

援を実施する事業 

(5,000 の内

数) 

－ 10/10 都道府県及

び 市 （ 特 別

区及び福祉

事務所を設

置する町村

を含む。） 

※ Ｎ Ｐ Ｏ 法

人等への委

託可 

実施主体によっ

て異なる。 

実施主体によって

異なる。 

実施主体

における

生活保護

担当課 

- 資料 39 頁 

 

 

39393939    地域福祉等推進特

別支援事業 

継続 地域社会における今日的課題

の解決を目指す先駆的・試行

的な取組に対して支援を行う。 

（ 25,000 の

内数） 

（23,700 の

内数） 

・国 1/2、

都 道 府 県

（ 指 定 都

市 、 市 区

町村）1/2 

・国 10/10 

・各自治体 

・ 各 自 治 体

が事業実施

にあたり、適

当 と 認 め る

団体（ＮＰＯ

法人等） 

・ 国 が 公 募

す る も の に

つ い て は 、

採択された

法人（ＮＰＯ

法人等） 

 

・各自治体によ

って異なる。 

・国が公募する

ものについては

時期未定。 

・各自治体によっ

て異なる。 

・国が公募するも

のについては事

業計画書等を国

に提出。 

・ 各 自 治

体地域福

祉担当課 

・ 国 が 公

募 を 行 う

ものにつ

い て は 、

厚生労働

省 社 会 ・

援護局地

域福祉課

予算係 

03-5253-

1111 

（ 内 線

2857） 

19 件 

2.5 億円 

資料 40 頁 

 

ＮＰＯへの実績

については国か

ら直接、ＮＰＯ法

人に行ったもの

であり、自治体が

交付決定を行っ

たものについて

は把握が困難。 

40404040    安心生活創造事業 統廃

合 

一人暮らし世帯等への見守り

及び買い物支援を行うことによ

り、一人暮らし世帯等が地域で

安心して暮らせるための支援を

行う。 

－ （23,700 の

内数） 

国 定 額

（10/10 相

当） 

市町村 市町村によって

異なる 

市町村によって異

なる 

各市町村

の地域福

祉担当課 

－ 資料 41 頁 

 

ＮＰＯへの実績

については、実

施主体によって

方法が異なるた

め把握は困難。 

41414141    社会的包摂・「絆」

再生事業 

（ ホ ー ム レ ス 等 貧

困・困窮者の「絆」

再生事業分） 

継続 ホームレス又はホームレスとな

ることを余儀なくされるおそれの

ある者に対して、巡回相談、宿

所の提供、生活指導等に係る

事業を地域の実情に応じて一

体的に行うことにより、これらの

者が地域社会で自立し、安定

した生活を営めるよう支援を行

う。 

－ (12,000 の

内数) 

〔予備費〕 

国 10/10 都道府県又

は市区町村

（ 一 部 事 業

は都道府県

知事が適当

と 認 め る 団

体も含む） 

各自治体によっ

て異なる。 

各自治体によって

異なる。 

各自治体

の福祉担

当課 

－ 資料 42 頁 

 

ＮＰＯへの実績

については、実

施主体によって

方法が異なるた

め把握は困難。 



 

合計  

(内数事業を除く) 

― ― 11,775 

(増減額) 

- 

(増減率％) 

- 

12,856 ― ― ― ― ― ― ― 

 























































































復興（震災・原発事故）関連事業          平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 
省庁名 厚生労働省 

                                                                

連

番 事業名 
新・継 

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算

額 

(百万円) 

24 年度予算

額 

(百万円) 

補助率 
実地主

体 
公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24 年度

NPO への実

績 

備考 

1111    震 災 等 緊 急

雇 用 対 応 事

業 

継続 被災県に造成した基金を活用し、震

災等の影響による失業者の一時的な

雇用機会を創出する。 

－ （23 年度１次

補 正 予 算

（ 50,000 （ 被

災 地 ） ） 、 23

年 度 ３ 次 補

正 予 算

（200,000（全

国））、24 年

度補正予算

（ 50,000 （ 被

災地））の内

数） 

県及び

市町村

か ら 委

託 費 と

し て 支

給 

委 託 主

体：県及

び 市 町

村 

 

委託先：

民 間 企

業 、 Ｎ Ｐ

Ｏ等 

各県及び市町村

よって異なる 

各 県 及 び 市

町 村 に お い

て 策 定 す る

個 々 の 事 業

計画ごとに設

定。 

県 及 び 市

町 村 担 当

課 

－ 資料 1 頁 

 

 

2222    雇 用 復 興 推

進事業（生涯

現役・全員参

加・世代継承

型 雇 用 創 出

事業） 

継続 被災県に造成した基金を活用し、被

災地で安定的な雇用を創出するた

め、高齢者から若者への技能伝承、

女性・障害者等の積極的な活用、地

域に根ざした働き方など雇用面での

モデル性があり、将来的な事業の自

立による雇用創出が期待される事業

を、民間企業・ＮＰＯ等に委託して実

施する。 

－ （23 年度３次

補 正 予 算

（151,000）の

内数）） 

 

県及び

市町村

か ら 委

託 費 と

し て 支

給 

委 託 主

体：県及

び 市 町

村 

 

委託先：

民 間 企

業 、 Ｎ Ｐ

Ｏ等 

各県及び市町村

よって異なる 

各 県 及 び 市

町 村 に お い

て 策 定 す る

個 々 の 事 業

計画ごとに設

定。 

県 及 び 市

町 村 担 当

課 

－ 資料 2 頁 

 

平成 24 年度

末までに開始

した事業につ

いて３年間支

援。 

3333    地域支え合い

体制づくり事

業 

 

継続 東日本大震災の被災地の仮設住宅に

おける高齢者等の安心した日常生活

を支えるため、総合相談、居宅サービ

ス、生活支援サービス、地域交流など

総合的な機能を有する「介護等のサポ

ート拠点」の運営等、被災者の生活支

援を行う。 

2,304 ※ 10/10 岩 手 県

宮 城 県

福島県 

及 び 市

町村 

※ Ｎ Ｐ Ｏ

法 人 等

へ の 委

託可能 

実施主体により異

なる 

実 施 主 体 に

より異なる 

実 施 主 体

における高

齢 者 福 祉

担当課 

－ 資料 3 頁 

 

※23年度1次

補正予算(70

億円)、3 次補

正予算(90 億

円)を活用し、

事業を実施。 

 

24 年度ＮＰＯ

への実績につ

いては、実施

主体によって

実 施 方 法 が

異なるため、

把握は困難。 



4444    社会的包摂・

「 絆 」 再 生 事

業 

（地域コミュニ

ティ復興支援

事業分） 

継続 東日本大震災等の影響により弱体化

した地域のコミュニティを再構築し、地

域で孤立する恐れがある者に対する

生活相談や居場所づくり等の支援を

面的に行う。 

－ (120,00 の内

数) 

10/10 原 則 市

区 町 村

（市町村

による実

施 が 困

難 な 場

合、都道

府 県 又

は 都 道

府 県 知

事 が 適

当と認め

る団体も

含む） 

各自治体によって

異なる 

各 自 治 体 に

よって異なる 

各 自 治 体

担当課 

－ 資料 4 頁 

 

ＮＰＯへの実

績 に つ い て

は、実施主体

によって実施

方法が異なる

ため把握は困

難。 

5555    被 災 生 活 保

護 受 給 者 等

に対する生活

再建サポート

事業 

継続 社会福祉士会等への委託により、被

災生活保護受給者に対する巡回相談

を行い、各種の施策の活用を支援す

る「生活再建サポーター」を配置し、被

災生活保護受給者の早期の生活再

建と、被災自治体や被災者を多く受け

入れている自治体の業務負担の軽減

を図る。 

※ ※ 10/10 都 道 府

県 及 び

市（特別

区 及 び

福 祉 事

務所を設

置する町

村 を 含

む。） 

※ Ｎ Ｐ Ｏ

法 人 等

へ の 委

託可 

各自治体によって

異なる。 

各 自 治 体 に

よ っ て 異 な

る。 

各 自 治 体

担当課 

― 資料 5 頁 

 

※23 年度第 3

次 補 正 予 算

において、各

都 道 府 県 に

造成されてい

る基金に積み

増し、25 年度

まで事業を実

施。 

 

24 年度 NPO

への実績につ

いては、実施

主体が実施し

や す い よ う

に、自治体の

判断にまかせ

ているため、

把握していな

い。 

合計  

(内数事業を除く) 

― ― 2,304 

 (増減額) 

- 

 (増減率％) 

- 

 ― ― ― ― ― ― ― 

 













通常事業                   平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 

省庁名 農林水産省 

                                                                

連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

1 日本の食を広

げるプロジェ

クト 

新規 食に対する多様な関心の高まりを活用し

て国産農林水産物の消費拡大を図るた

め、国内外の市場を目指して、現場発の

自由な発想で国産農林水産物・食品とこ

れに関連する多様なモノ・サービスとを

結びつけるなどし、地産地消、国産消費

の拡大、日本食・食文化の発信による輸

出の促進等の取組を実施 

2,281 － 委託費 （公募） 

民間団体、

NPO 法人等 

公募開始:3 月下旬

公募締切:4 月下旬

選定期間:5 月中旬

応募申請書を

作成の上、照会

窓口へ提出 

(調整中) 

農林水産省

大臣官房 

政策課 

（実施内容

調整中であ

り、調整後

内容毎に照

会窓口を設

置予定） 

－ p.1 

2 日本の食を広

げるプロジェ

クト 

新規 食に対する多様な関心の高まりを活用し

て、民間団体が国産農林水産物の消費拡

大を図るため、国内外の市場を目指して、

現場発の自由な発想で国産農林水産物・

食品とこれに関連する多様なモノ・サー

ビスとを結びつけるなどし、地産地消、

国産消費の拡大、日本食・食文化の発信

による輸出の促進等の取組を支援 

1,670 － 定額、

1/2 

（公募） 

民間団体、

NPO 法人等 

公募開始:3 月下旬

公募締切:4 月下旬

選定期間:5 月中旬

応募申請書を

作成の上、照会

窓口へ提出 

(調整中) 

農林水産省

大臣官房 

政策課 

（実施内容

調整中であ

り、調整後

内容毎に照

会窓口を設

置予定） 

－ p.1 

3 農林水産政策

科学研究委託

事業 

継続 外部の研究者の幅広い知見を活用するこ

とが適切と考えられる政策研究課題につ

いて、公募により研究を実施 

83 91 委託費 （公募） 

大学、民間

団体、NPO 法

人等 

公募開始:4 月上旬

公募締切:4 月下旬

選定期間:7 月下旬

府省共通研究

開発管理シス

テム（e-Rad）

を経由して応

募。 

農林水産政

策研究所 

政策研究調

整官 

1 実施主体 

8 百万円 

交付決定済 

p.3 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

4 農場生産衛生

向上体制整備

促進事業 

継続 農場 HACCP の認証取得を促進するための

農場指導員の養成及び農場 HACCP が行わ

れている農場を中心とした加工・流通業

者等関係者が一体となった高度な衛生管

理等を行う取組の支援 

15 18 定額 （公募） 

民間団体、

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募開始:2月12日

公募締切:3 月 4日

選定期間:3 月上旬

応募申請書を

作成の上、照会

窓口へ提出 

農林水産省

消費・安全

局 

動物衛生課

1 実施主体 

7 百万円 

交付決定済 

p.4 

5 消費・安全対策

交付金のうち

地域における

日本型食生活

等の普及促進 

 

継続 地域の自主性の下、地域における食育の

取組を支援 

(2,096の内数) (2,606の内数) 定額 

(1/2) 

都道府県、

市町村、農

業者団体、

消費生活協

同組合、特

認団体（NPO

法人等） 

都道府県の定める

ところによる。 

事業実施計画

書を作成の上、

都道府県知事

に提出 

農林水産省

消費・安全

局 

消費者情報

官 

2 実施主体 

0.8 百万円 

交付決定済 

p.5 

6 食育実践活動

推進事業 

終了 「日本型食生活」の実践を推進するため、

広域的、先進的に食育に取り組む活動に

対する支援 

－ 76 定額 （公募） 

民間団体、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

消費・安全

局 

消費者情報

官 

－  

7 ６次産業化推

進支援事業 

 

名称 

変更 

農林漁業者等の６次産業化等を推進する

ため、農林漁業者等に対する新商品開発

や販路開拓等を支援 

（741 の内数） （711 の内数） 定額、

2/3 、

1/2 

（公募） 

農 林 漁 業

者、民間企

業、 

NPO 法人な

ど 

公募開始：3月下旬

公募締切：4月下旬

選定期間：4月下旬

～5 月下旬 

応募申請書作

成の上、照会窓

口、北海道農政

事務所、地方農

政局、沖縄総合

事務局へ提出 

農林水産省

食料産業局

産業連携課

3 実施主体 

1.4 百万円 

交付決定済 

p.6 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

8 知的財産の総

合的活用の推

進 

新規 知的財産を活用した地域活性化の新たな

ビジネスモデルの構築、知的財産の発

掘・保護・活用等による新事業創出、地

理的表示保護制度の導入に向けた取組、

海外における我が国地名等の第三者によ

る商標登録の防止、農産物のＤＮＡ品種

識別技術の実用化等の取組を支援 

(128 の内数) － 定額、

1/2 

（公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募開始：3月下旬

公募締切：4月下旬

選定期間： 

4月下旬～5月下旬

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

食料産業局

新事業創出

課 

－ p.7 

9 農山漁村活性

化再生可能エ

ネルギー総合

推進事業 

新規 農林漁業者等が主導して行う農山漁村の

資源を活用した再生可能エネルギー発電

事業の取組について、事業構想（入口）

から運転開始（出口）に至るまでに必要

となる様々な手続や取組を総合的に支援

165 － 定額 （公募） 

地方公共団

体、農林漁

業者の組織

する団体、

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募期間：3月下旬

公募締切：4月下旬

選定期間：4月下旬

～5 月下旬 

応募申請書作

成の上、北海道

農政事務所、地

方農政局、沖縄

総合事務局へ

提出 

農林水産省

食料産業局

再生可能エ

ネルギーグ

ループ 

－ p.9 

10 食品産業環境

対策推進事業

のうち食品廃

棄物等削減推

進事業 

新規 関係者の責任を明確にしたルールに則っ

たフードバンク活動等、食品ロスの削減

や過剰包装の削減活動の構築に必要な具

体的検討のために必要な経費を支援 

(66 の内数) － 定額 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募開始：3月下旬

公募締切：4月下旬

選定期間：4月下旬

～5 月下旬 

応募申請書作

成の上、北海道

農政事務所、地

方農政局、沖縄

総合事務所へ

提出 

農林水産省

食料産業局

バイオマス

循環資源課

－ p.10 

11 食品産業グロ

ーバル革新支

援事業のうち

食品の品質管

理体制強化対

策事業 

新規 衛生管理・品質管理の基盤となる事項（施

設・設備及び作業の衛生管理事項等につ

いて定めたもの）の整備・普及と HACCP

導入支援を一体的に実施します 

(319 の内数) － 定額、

1/2 

（公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募開始：3月下旬

公募締切：4月下旬

選定期間：4月下旬

～5 月下旬 

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

食料産業局

企画課 

－ p.12 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

12 食品産業グロ

ーバル革新支

援事業のうち

食品規格等統

一・調和事業 

新規 諸外国における食品の国内規格・基準等

について調査を行うとともに、これらの

統一・調和を図るためのワークショップ

開催を支援 

(319 の内数) － 定額 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募開始：3月下旬

公募締切：4月下旬

選定期間：4月下旬

～5 月下旬 

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

食料産業局

輸出促進グ

ループ 

－ p.13 

13 災害に強い食

品サプライチ

ェーン構築事

業 

 

新規 近い将来、首都直下地震及び南海トラフ

地震の発生が懸念される地域において、

災害時でも機能する食品のサプライチェ

ーンの構築に向けた食品産業事業者等に

よる取り決め及びこれに基づく調達や輸

送等のバックアップなどの実証の実施を

支援 

34 － 定額 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募開始：3月下旬

公募締切：4月下旬

選定期間：4月下旬

～5 月下旬 

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

食料産業局

食品小売サ

ービス課 

－ p.14 

14 緑と水の環境

技術革命プロ

ジェクト事業 

名称 

変更 

食料産業分野におけるイノベーションの

創出を促進するため、農林漁業者と異業

種との連携による市場ニーズに即した新

商品等の創出を支援するほか、機能性成

分を活用した商品化等、ＡＩ（アグリイ

ンフォマティクス）システムの実用化を

支援 

(340 の内数) (1,383の内数） 定額、

2/3 、

1/2 

（公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募開始：3月下旬

公募締切：4月下旬

選定期間：4月下旬

～5 月下旬 

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

食料産業局

新事業創出

課 

2 実施主体 

121 百万円 

交付決定済 

p.15 

15 未来を切り拓

く６次産業創

出推進事業の

うち６次産業

総合推進委託

事業 

 

終了 都道府県の６次産業化サポートセンター

において、６次産業化の先達・民間の専

門家（ボランタリー・プランナー、６次

産業化プランナー等）による、ＩＴ活用

や輸出を含めた経営の発展段階に即した

個別相談や、課題解決に向けた実践研修

会等の取組を支援 

－ (734 の内数) 委託費 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

食料産業局

産業連携課

2 実施主体  

31 百万円 

委託契約済 

 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

16 未来を切り拓

く６次産業創

出推進事業の

うち食品産業

環境対策支援

事業のうちフ

ードバンク活

動推進事業 

終了 フードチェーンでの余剰食品の廃棄削減

と有効利用を図るため、ＮＰＯ法人、食

品関連事業者及び社会福祉法人等が連携

して、商品として流通できない食品を社

会福祉法人等に提供するフードバンク活

動の実施に向けた具体的な検討のために

必要な経費を支援 

－ （95 の内数） 定額 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

食料産業局

バイオマス

循環資源課

－  

17 未来を切り拓

く６次産業創

出推進事業の

うち 

食品の品質管

理体制強化の

サポート 

終了 輸出志向の高い等の意欲的な事業者等に

対し、品質管理体制強化のための情報提

供及び人材育成の取組に対して支援 

－ （912 の内数） 定額、

1/2 

（公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

食料産業局

企画課 

－  

18 未来を切り拓

く６次産業創

出推進事業の

うち輸出拡大

サポート事業

のうちマッチ

ング対策 

統廃合

 

輸出に意欲のある国内の生産者、食品事

業者等に、海外の外食事業者団体が主催

する商談会等に出展させることにより、

具体的なビジネスにつなげる取組を支援

－ (912の内数) 定額 （公募） 

民間企業、

協同組合、

NPO法人な

ど 

－ － 農林水産省

食料産業局

食品小売サ

ービス課 

1実施主体 

19百万円 

交付決定済 

 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

19 未来を切り拓

く６次産業創

出推進事業の

うち輸出拡大

サポート事業

のうち海外外

食事業者を通

じたジャパン

ブランドの構

築・発信支援対

策 

統廃合 情報発信力の強い海外外食事業者を通じ

たジャパンブランドの構築と日本食材の

輸出拡大のための、（１）日本料理の情

報発信、（２）日本食文化と日本食材の

普及、（３）日本料理店の海外進出支援

の取組を支援 

－ (912の内数) 定額 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

食料産業局

食品小売サ

ービス課 

1実施主体 

77百万円 

交付決定済 

 

20 未来を切り拓

く６次産業創

出推進事業の

うち輸出拡大

サポート事業

のうち日本食

文化発信基盤

整備事業 

終了 ジャパンブランドの再構築に資する観点

から、我が国の農林水産物や食文化等を

海外を含めて幅広く発信する国民的祭典

を開催することで、輸出拡大につなげ、

我が国農林水産物・食品産業の発展・強

化を図る取組を支援 

－ (912の内数) 定額 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

食料産業局

食品製造卸

売課 

－  

21 未来を切り拓

く６次産業創

出推進事業の

うち東アジア

食品産業海外

展開支援事業 

終了 我が国食品産業の経営体質・国際競争力

を強化するため、東アジア地域への投資

促進・事業展開を支援   

－   （76の内数） 定額 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

食料産業局

輸出促進グ

ループ 

1 実施主体 

10 百万円 

交付決定済 

 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

22 農山漁村再生

可能エネルギ

ー導入推進事

業 

終了 農山漁村において、太陽光、風力、地熱、

バイオマス、小水力等の再生可能エネル

ギー発電事業を円滑に開始するため、関

係者による協議会の開催や地域での合意

形成のための取組を行う 

－  （532の内数） 定額 （公募） 

地方公共団

体、農林漁

業者の組織

する団体、

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

食料産業局

再生可能エ

ネルギーグ

ループ 

－  

23 産地活性化総

合対策事業の

うち 

農業生産工程

管理体制構築

事業 

継続 GAP を導入する生産者や生産者団体、GAP

の指導者等の取組を支援するため、GAP

の点検項目や取組内容等に関するデータ

ベースの構築を支援 

(2,271の内数） (5,288の内数） 定額 (公募） 

民間企業、

NPO 法人、協

議会など 

公募開始：3月中旬

公募締切：4月中旬

選定期間：4月下旬

～5 月中旬 

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

生産局農産

部技術普及

課 

1 実施主体 

8 百万円 

交付決定済 

p.16 

24 生産環境総合

対策のうち有

機農業推進分 

 

継続 地方公共団体の参入受入体制の整備を促

すための先進事例等の調査・提供、実需

者の有機農産物への理解促進のための講

習会等を実施 

35 52 定額 

 

（公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

公募開始：4月上旬

公募締切：4月下旬

選定期間：5月中旬

～6 月中旬 

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

生産局農産

部農業環境

対策課 

 

－ 

p.17 

25 女性・高齢者等

活動支援事業 

 

継続 女性や高齢者といった多様な人材が農

業・農村でいきいきと活躍できる環境作

づくりに向け、女性経営者相互のネット

ワークの形成や情報交換の場の設定、農

村高齢者が行う技術指導、障害者就労の

推進等へ取組を支援 

196 200 定額、

2/3 

（公募） 

民間団体、

NPO 法人な

ど 

公募開始：3月上旬

公募締切：3月下旬

選定期間:4 月中 

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

経営局 

就農・女性

課女性・高

齢者活動推

進室 

6 実施主体 

11 百万円 

交付決定済 

p.19 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

26 新規就農・経営

継承総合支援

事業のうち農

業者育成支援

事業 

名称 

変更 

高度な農業経営者育成教育を実施する教

育機関との連携の下、地域の中核となる

教育機関の教育の強化に向けて行う教育

の改善計画の策定及び計画に基づく教育

の実施の取組を支援 

 （595の内数）  （595の内数） 定額、

1/2 

都道府県、

市町村、NPO

法人など 

申請開始：2月下旬

申請締切：3月下旬

審査期間:4 月中 

応募申請書作

成の上、都道府

県へ提出 

農林水産省

経営局 

就農・女性

課 

 平成24年度

は新規就農

総合支援事

業のうち農

業者育成支

援事業 

p.22 

27 耕作放棄地再

生利用緊急対

策 

継続 荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生

産を再開する農業者、農業者組織、農業

参入法人等が行う再生作業や土づくり、

作付・加工・販売の試行、必要な施設の

整備等の取組を総合的に支援 

所要額 

4,517

所要額 

3,513

定額、

1/2 以

内等 

耕作放棄地

対策協議会

（都道府県

協議会、地

域協議会）

随時 地域協議会へ

交付申請(計画

策定は地域協

議会) 

農林水産省

農村振興局

農村計画課

4 取組団体 

2 百万円 

交付予定 

予算額欄に

ついては基

金所要額を

記載 

p.24 

28 都 市 農 村 共

生・対流総合対

策交付金 

新規 地域協議会やＮＰＯ等多様な主体が連携して

取り組む農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を

観光、教育、健康等に活用する地域の手づくり

活動や民間団体、ＮＰＯ等による人と情報のネ

ットワーク構築のための取組を総合的に支援 

(1,950の内数) － 定額、

定額

(1/2以

内) 

（公募） 

地域協議

会、NPO 法人

など 

公募開始:3 月 

公募締切:4 月 

選定期間:5 月 

応募申請書作

成の上、照会窓

口、地方農政局

等へ提出 

農林水産省

農村振興局

都市農村交

流課 

－ p.25 

29 「農」のある暮

らしづくり交

付金 

新規 都市及び都市近接地域において、住民・

ＮＰＯ・農業者等が取組む「農」を楽し

める暮らしづくりを推進するための多様

な取組や施設の整備を支援 

(550 の内数) － 定額、

定額

(1/2以

内) 

（公募） 

民間団体、

NPO 法人な

ど 

公募開始:3 月 

公募締切:4 月 

選定期間:5 月 

応募申請書作

成の上、照会窓

口、地方農政局

等へ提出 

農林水産省

農村振興局

都市農村交

流課 

－ p.26 

30 食と地域の交

流促進対策推

進交付金 

のうち食と地

域の交流促進

支援対策 

終了 個々の集落では対応できない専門的･技

術的課題を調査研究し、その成果を全国

各地域の都市農村交流等の取組拡大につ

なげる民間団体の活動を支援 

－ 90 定額 （公募） 

民間団体、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省

農村振興局

都市農村交

流課 

－  



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

31 食と地域の交

流促進対策整

備交付金 

 

終了 都市農業の機能や効果が十分発揮できる

よう、都市住民の理解を促進しつつ都市

農業を振興するために必要な市民農園の

整備等を支援 

－ 68 定額 （公募） 

NPO 法人な

どの民間団

体、市町村

－ － 農林水産省

農村振興局

都市農村交

流課 

－  

32 農山漁村ふる

さと応援推進

事業 

 

終了 都市住民、企業、ＮＰＯ等国民各層が農

林水産業の生産活動や農山漁村集落の共

同活動等を支援する取組を促進するため

の、ボランティア活動に係る農山漁村の

ニーズと参加希望者のマッチングを支援

－ 40 定額 （公募） 

民間団体、

ＮＰＯ法人

など 

－ － 農林水産省

農村振興局

都市農村交

流課 

－  

33 日本の森林づ

くり・木づかい

国民運動総合

対策事業 

名称 

変更 

NPO 等による森林づくり活動、木育の実

践活動等、国民が森林・林業や木材の利

用を身近に感じるための取組を支援 

 （88 の内数）  （108の内数） 定額 （公募） 

NPO 法人、民

間団体等 

公募開始:2 月中旬

公募締切:3 月下旬

選定期間:4 月下旬

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

林野庁 

研究・保全

課 

10 法人 

47 百万円 

交付決定済 

p.27 

34 （国際林業協

力関係） 

途上国持続可

能な森林経営

推進事業のう

ち途上国森づ

くり事業（旧名

称：途上国森づ

くり事業） 

名称 

変更 

ＮＧＯ等による海外森林保全活動や、貧

困問題が一因となり森林の荒廃が見られ

る地域の森林等の復旧・保全の支援、鉱

山などの開発跡地の植生回復活動をする

ための情報整備や人材育成研修を行う 

 （74 の内数）  （83 の内数） 定額 （公募） 

民間団体等

（ NPO 法 人

の事業への

参加につい

ては、公募

結果による

事業実施主

体への応募

となる） 

公募開始：2月中旬

公募締切：3月下旬

選定期間：4月下旬

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

林野庁 

計画課 

－ p.28 

35 森林資源総合

利用指針策定

事業 

 

新規 山村地域に豊富に賦存する再生可能エネ

ルギー利用を促進するために、森林資源

を適正に管理しつつ森林の多面的機能の

発揮や山村活性化を図るための森林資源

総合利用指針を策定し全国に普及する 

20 － 定額 （公募） 

民間団体、

NPO法人等 

公募開始:2 月中旬

公募締切:3 月下旬

選定期間:4 月下旬

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

林野庁 

計画課 

 

－ p.29 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

36 森林・山村多面

的機能発揮対

策交付金 

新規 森林の有する多面的機能を発揮させるた

め、地域の活動組織が実施する里山林な

ど森林の保全管理や山村活性化の取組を

支援 

2,985 － 定額 

(1/2相

当) 

地域協議会

（地域協議

会から保全

活動を行う

活 動 組 織

（NPO 法人

も構成員と

なることが

可能）に対

し、交付金

を交付） 

随時 地域住民や森

林所有者等で

活動組織を構

成し、保全活動

の採択申請書

等作成の上、地

域協議会へ提

出 

 

農林水産省

林野庁 

計画課 

－ p.30 

37 木質バイオマ

ス産業化促進

事業 

新規 木質バイオマスの利用促進に必要な調

査、全国的な相談・サポート体制の構築、

技術開発等を支援 

 （559の内数） － 定額 （公募） 

民間団体等

公募開始:2 月下旬

公募締切:4 月上旬

選定期間:4 月下旬

応募申請書を

作成の上、照会

窓口へ提出 

農林水産省

林野庁 

木材利用課

－ p.32 

38 地域材供給倍

増事業 

 

継続 地域材の供給体制の構築や、公共建築物

をはじめとした各分野での地域材の利用

拡大の取組を支援。  

 (554の内数） (1,018の内数） 定額 

1/2 

 

（公募） 

民間団体等

公募開始:2 月下旬

公募締切:4 月上旬

選定期間:4 月下旬

応募申請書を

作成の上、照会

窓口へ提出 

農林水産省

林野庁 

木材産業課

木材利用課

4 実施主体 

80 百万円 

（交付決定

済） 

p.33 

39 森林環境保全

直接支援事業 

継続 集約化を進め、利用間伐等やこれと一体

となった森林作業道の整備を支援 

23,193 51,875 3／10 

（沖縄

2／3）

都道府県、

市町村、森

林組合、NPO

法人等 

随時 補助金交付申

請書を作成し、

都道府県の出

先事務所等に

提出。 

農林水産省

林野庁 

整備課 

－ p.34 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

40 環境林整備事

業 

継続 森林所有者の自助努力によっては適切な

整備が期待できない森林について、事業

主体が森林所有者との協定に基づいて行

う、広葉樹林化や針広混交林化に向けた

施業、気象害等による被害森林における

人工造林等を支援 

4,500 5,457 3／10 

（沖縄

2／3）

都道府県、

市町村、森

林組合、NPO

法人等 

随時 補助金交付申

請書を作成し、

都道府県の出

先事務所等に

提出。 

農林水産省

林野庁 

整備課 

－ p.35 

41 漁場保全の森

づくり事業 

継続 森林の整備及び保全に係る事業であっ

て、森林による栄養塩類等の供給や濁水

の緩和等の漁場環境の保全効果を高める

ために行うものを支援 

(112,828 の内

数)

（917,555の内

数）

3／10 

（沖縄

2／3）

都道府県、

市町村、森

林組合、NPO

法人等 

随時 予定する事業

内容等をまと

め都道府県に

提出 

農林水産省

林野庁 

整備課 

－ p.36 

42 農業用水保全

の森づくり事

業 

継続 森林の整備及び保全に係る事業であっ

て、貯水池等への良質な農業用水の安定

的な供給等を図るため、農業用水の水源

地域において行うものを支援 

 

(112,828 の内

数)

（917,555の内

数）

3／10 

（沖縄

2／3）

都道府県、

市町村、森

林組合、NPO

法人等 

随時 予定する事業

内容等をまと

め都道府県に

提出 

農林水産省

林野庁 

整備課 

－ p.36 

43 絆の森整備事

業 

継続 市民グループ（特定非営利活動法人等）

等が森林所有者から受託して森林経営計

画等を作成し、又は、特定非営利活動法

人等が森林所有者等と施業実施協定を締

結し、自ら森林の管理・整備を実施する

事業を支援 

(112,828 の内

数)

（174,614の内

数）

1／3、

5／10 

 

都道府県、

市町村、森

林組合、NPO

法人等 

随時 予定する事業

内容等をまと

め都道府県に

提出 

農林水産省

林野庁 

整備課 

－ p.36 

44 森林総合利用

推進事業 

終了 － － 29 － － － － － 1 実施主体 

29 百万円の

内数を交付

決定済（共同

提案） 

 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

45 有害生物漁業

被害防止総合

対策事業 

新規 

（終期

延長）

大型クラゲ等の有害生物について、日本

近海の出現状況調査、情報提供、改良漁

具の導入促進、駆除、陸上処理、日中韓

による大型クラゲ国際共同調査、トドの

効果的な追い払い方法の実証試験、出現

実態や生態の把握等を総合的に支援 

（504 の内数） （578 の内数） 定額、

１／２

 

特定非営利

活 動 法 人

水産業・漁

村活性化推

進機構 

既存基金への造成

であり公募は実施

しない 

 

－ 農林水産省

水産庁増殖

推進部 

漁場資源課

1 実施主体 

376 百万円 

交付決定済 

p.37 

46 漁場機能維持

管理事業のう

ち漁場漂流・漂

着物対策促進

事業 

新規 漁業系資材のリサイクル技術の開発・普

及や現場での実証試験及びコンサルティ

ング、使用済漁業系資材の実態把握及び

適正な管理・処分方法の検討並びに漂流

物等の回収・処分費用を助成 

 (44 の内数)   (49の内数) 定額 （公募） 

民間団体 

公募開始:3 月上旬

公募締切:4 月上旬

選定期間:4 月中旬

課題提案書を

作成の上、照会

窓口に提出 

農林水産省

水産庁増殖

推進部 

漁場資源課

－ p.38 

47 水産業体質強

化総合対策事

業のうち再編

整備等推進支

援事業 

継続  資源水準に見合った漁業体制の構築を

推進するため、資源管理計画に基づき漁

業者が自主的に行う減船等の取組を支援

100 125 定額 特定非営利

活 動 法 人 

水産業・漁

村活性化推

進機構 

既存基金への造成

であり公募は実施

しない 

－ 農林水産省

水産庁漁政

部企画課水

産業体質強

化推進室 

1 実施主体 

125 百万円 

交付決定済 

p.39 

48 安全な漁業労

働環境確保事

業のうち安全

な漁業労働環

境確保事業 

新規 漁船の労働環境の改善や海難の未然防止

等について知識を有する「安全推進員」

を養成する講習会を支援。 

16 － 定額 （公募） 

民間団体等

未定 

 

課題提案書を

作成の上、照会

窓口へ提出 

農林水産省

水産庁企画

課 

 p.40 

49 漁場機能維持

管理事業のう

ち韓国・中国等

外国漁船操業

対策事業 

継続 

 

外国漁船の操業により影響を受けている

漁業者が、外国漁船の投棄漁具等を回

収・処分する取組等を支援 

2,917 2,252 定 額

（1/2、

以内、

2/5 以

内、1/3

以内）

（公募） 

民間団体 

公募開始:3 月上旬

公募締切:4 月上旬

選定期間:4 月中旬

課題提案書を

作成の上、照会

窓口へ提出 

農林水産省

水産庁資源

管理部漁業

調整課 

1 実施主体 

2,252 百万円 

交付決定済 

 

p.41 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

50 漁場環境・生物

多様性保全総

合対策事業の

うち木材利用

を促進する増

殖技術開発事

業 

継続 地域において産出される木材の持続的な

利用に取り組む団体を対象に、増殖礁の

技術開発及び実証試験に対する支援 

(154 の内数) (203 の内数) 定額 

 

（公募） 

民間団体等

 

公募開始：3月上旬

公募締切：4月上旬

選定期間：4月中旬

 

課題提案書等

作成の上、照会

窓口に提出 

 

農林水産省

水産庁漁港

漁場整備部

整備課 

－ p.42 

51 内水面漁業振

興対策事業 

継続  資源の造成を効果的に展開するため、

内水面の水産資源の生息環境の改善やカ

ワウ・外来魚駆除に向けた取組等を支援

352 210 定額、

1/2 

（公募） 

民間団体等

公募開始：3月上旬

公募締切：3月中旬

選定期間：3月中旬

課題提案書等

作成の上、照会

窓口に提出 

農林水産省

水産庁増殖

推進部栽培

養殖課 

－ p.43 

52 水産多面的機

能発揮対策事

業 

新規 水産業・漁村の持つ多面的機能の発揮の

ため、漁業者等が行う多面的機能の発揮

に資する活動に対し支援 

(3,360の内数） － 定額 地域協議会

（地域協議

会から保全

活動を行う

活 動 組 織

（ NPO 法 人

も構成員と

なることが

可能）に対

し、交付金

を交付） 

随時 漁業者等で活

動組織を構成

し、保全活動の

採択申請書等

作成の上、地域

協議会へ提出 

 

農林水産省

水産庁漁港

漁場整備部

計画課 

 

－ p.45 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

53 新規漁業就業

者総合支援事

業（漁業就業者

確保・育成対策

事業） 

名称 

変更 

就業希望者が経験ゼロからでも円滑に漁

業に就業できるよう、就業準備段階にお

ける資金の給付を行うとともに、就業相

談会等の開催、漁業現場での実地による

長期研修、漁業活動に必要な技術習得等

を支援 

－ (396 の内数) 定額 一般社団法

人 全国漁

業就業者確

保育成セン

ター 

既存基金への造成

であり公募は実施

しない 

－ 農林水産省

水産庁企画

課 

 24 年度予

備費から

基金化 

 

54 漁船・遊漁船等

安全対策事業

のうちサバイ

バル事業及び

漁船員のスキ

ルアップ等事

業 

終了 漁業者等の安全確保を目的とし、サバイ

バル訓練や海難防止講習等を支援 

－ 18 定額 － － － 農林水産省

水産庁企画

課 

水産業・漁船

活性化推進

機構 

12 百万円 

交付決定済 

 

55 水産業体質強

化総合対策事

業のうち漁業

構造改革総合

対策事業 

継続 高性能漁船と高度な品質管理手法の導入

等により、漁業の収益性を高める取組を

支援 

－ 3,000 定額 特定非営利

活 動 法 人

水産業・漁

村活性化推

進機構 

既存基金への造成

であり公募は実施

していない 

 

－ 農林水産省

水産庁資源

管理部漁業

調整課 

1 実施主体 

8,000 百万円 

（予定） 

 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24 年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24年度NPOへ

の実績 
備考 

56 環境・生態系保

全活動支援事

業 

 

終了 国民への水産物の安定供給と藻場・干潟

等の有する公益的機能の維持を図るた

め、漁業者や地域の住民等が行う藻場・

干潟等の保全活動を支援 

－ （361 の内数） 定額 地域協議会

（地域協議

会から保全

活動を行う

活 動 組 織

（NPO 法人

も構成員と

なることが

可能）に対

し、交付金

を交付） 

－ － 農林水産省

水産庁漁港

漁場整備部

計画課 

 

－  

合計  

(内数事業を除く) 

― ― 38,561

(増減額) 

△25,038

(増減率％)

△39.4％

63,600 ― ― ― ― ― ― ― 

（注）計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 





日本の食を広げるプロジェクト

【３，９８４（－）百万円】

対策のポイント

国内外の市場を目指して、現場発の発想で国産農林水産物・食品とこれに

関連する多様なモノ・サービスとを結びつけつつ、地産地消、国産消費の拡

大、輸出の促進等を推進します。

＜背景／課題＞

・食料自給率及び食料自給力の維持向上を実現するためには生産面の努力に加え、消費面

でも大幅な変革が必要です。

・国内外では、教育、健康・福祉、観光や文化等多様な面からも日本の「食」への関心が

高まっています。

・国内外の市場を目指して、国産農林水産物・食品の消費を拡大していくためには、現場

の発想と多様な面からの関心を捉え、様々なモノ・サービスと結びつけつつ、進めてい

く必要があります。

政策目標

○食料自給率の向上に資するよう国産農林水産物の消費拡大を促

進

○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（4,511億円（平成23年）→１兆円水準（平成32年））

＜主な内容＞

食に対する多様な関心の高まりを活用して国産農林水産物の消費拡大を図るため、国

内外の市場を目指して、現場発の自由な発想で国産農林水産物・食品とこれに関連する

多様なモノ・サービスとを結びつけるなどし、地産地消、国産消費の拡大、日本食・食

文化の発信による輸出の促進等に取り組みます。

委託費、補助率：定額、１／２

委託先、事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房政策課食ビジョン推進室(03-6738-6120(直))］

【平成25年度予算の概要】
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日本の食を広げるプロジェクト H25新規日本の食を広げるプロジェクト H25新規

１．趣旨

国内外の食に対する多様な関心の高まりを活用して国産農林水産物の消費拡大を図るため、国内外の市場を目指して、
現場発の自由な発想で国産農林水産物・食品とこれに関連する多様なモノ・サービスとを結びつけつつ、地産地消、国産
消費の拡大、日本食・食文化の発信による輸出の促進等を図り、もって食料自給率及び自給力の維持向上等に資する。消費の拡大、日本食 食文化の発信による輸出の促進等を図り、もって食料自給率及び自給力の維持向上等に資する。
（１）地産地消型：地産地消の取組により地域での消費拡大を推進
（２）全国展開型：地域での地産地消等消費拡大の取組を全国的に展開
（３）海外展開型：海外における国産農林水産物・食品の消費拡大の取組により輸出を促進

２．予算規模 ４０億円

３．事業採択

国産農林水産物の消費拡大を図る事業を事業毎に採択する。その際、以下の取組を優先して採択する。
（①生産者、消費者等からの提案に基づくなど現場発の発想が踏まえられていること、②多様な事業体、モノやサービスと
結合していること ）結合していること。）

４．事業実施主体
民間団体等（委託費、補助（定額、１／２））

（３）海外展開型（１）地産地消型 （２）全国展開型

○事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討、国内外での商談、海外見本
市への出展、人材育成、情報交換、普及ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ、
日本食の実践 等

○具体取組例

料理人 日本食と食文化を組み合わせた海外展開拡

（３）海外展開型

○事業内容：メニューコンテスト等による商品
開発、販路開拓、人材育成、情報交換、購買促
進、現地検討会 等

○具体取組例
地域における幅広い品目 ｻ ﾋﾞｽによる地産地

（１）地産地消型 （２）全国展開型

○事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討、国内での商
談、見本市への出展、人材育成、情報
交換、普及ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ 等

○具体取組例
・料理人、日本食と食文化を組み合わせた海外展開拡
大に向けた取組

・地域の事業者による生産・流通等がｾｯﾄになった海外
展開の取組

・飲食、物販、旅行、文化も含めた｢食に関する場｣の海
外展開

・地域における幅広い品目・ｻｰﾋ ｽによる地産地
消の取組

・ジビエ、伝統作物の普及促進
・消費者の購買促進のための取組への支援
・教育や観光との連携による地産地消の取組
・病院･高齢者等への配食ｻｰﾋﾞｽにおける地産地

・地産地消の全国的なﾈｯﾄﾜｰｸ化の取組
・幅広い品目について、生産者と消費者
が連携した消費拡大のための全国的な
取組

・消費者の発想に基づく米粉等の全国的
外展開

・海外展開のためのブランド確立に向けた取組 等
・病院･高齢者等への配食ｻｰﾋ ｽにおける地産地
消の取組 等

「地域」から「日本全国」、「世界」へ

な普及・啓発の取組 等
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農林水産政策研究調査委託費
【８３(９１）百万円】

対策のポイント
行政部局からの政策研究ニーズに対応していくため、公募方式により大学、

シンクタンク等の研究機関の幅広い知見を活用した研究を推進します。

＜背景／課題＞

・農林水産政策に係る研究については、政策研が行政部局との連携を図りながら、その

時々の行政上の課題に即した研究テーマ（課題）を設定し、関係部局と一体になって実

施しています。他方、現在、国内外で農林水産業、農林水産政策に大きな影響を与えう

る環境の変化が生じているところであり、新たな視点や長期的視点に立った政策研究の

充実も求められています。

政策目標
農林水産政策の推進方向に対応した政策の選択肢を行政部局に提言

＜主な内容＞

１．長期的視点から農林水産政策の企画立案・推進に必要な研究のうち、専門性

等の観点から、外部の研究者の幅広い知見を活用することが適切と考えられる

ものについて、研究課題の公募を行い、外部専門家等による審査を経て採択さ

れた課題に対し委託研究を実施します。

２．研究の実施中は、政策研の所員がプログラムオフィサーとして進行管理を

行うほか、必要に応じ助言・指導等を行います。

３．研究の実施段階(２年度目)には中間評価、研究の終了後には事後評価を行

います。

農林水産政策研究調査委託費 ８３（９１）百万円

事業実施主体：大学、民間団体等

お問い合わせ先：農林水産政策研究所 （０３－６７３７－９０４６（直））
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農場生産衛生向上体制整備促進事業費（継続）
【１５（１８）百万円】

対策のポイント
ＨＡＣＣＰの考え方を採り入れた家畜の飼養衛生管理（農場ＨＡＣＣＰ）

を推進し、我が国の畜産物の安全性の一層の向上と消費者の信頼確保を図り

ます。

＜背景／課題＞

・畜産物の安全性を向上させるためには、個々の生産農場における衛生管理を向上させ、

病原微生物等によるリスクを低減し、健康な家畜・畜産物を生産することが重要です。

・生産農場における衛生管理に、危害要因分析・必須管理点（ＨＡＣＣＰ）の考え方を採

り入れ、家畜の飼養者自らがハザードや管理点を設定し、記録し、生産農場段階での危

害要因をコントロールする飼養衛生管理（農場ＨＡＣＣＰ）の取組を推進することが必

要です。

政策目標

農場ＨＡＣＣＰに取り組む農場を全国的に拡大

（平成19年度：約2,000戸→平成25年度：約5,000戸）

＜内容＞

１．事業内容

（１）生産から消費まで一体となった高度衛生管理の取組支援

農場ＨＡＣＣＰが行われている農場を中心として加工・流通業者等関係者が一体と

なった高度な衛生管理を行う取組に対し、協議会の開催費やモニタリング経費等を支

援します。

（２）農場指導員の養成

認証取得を促進するための農場指導員を養成します。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成１９年度～２５年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２（直））］

［平成25年度予算の概要］
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地域における日本型食生活等の普及促進（拡充）
【消費・安全対策交付金２，０９６（２，６０６）百万円のうち３５２（１２）百万円】

対策のポイント
農林漁業に触れながら、食や農への理解を深める食育を実践する「教育フ

ァーム」や地域の食育関係団体のネットワーク化等、地域に根ざした食育活
動に対する支援を行います。

＜背景／課題＞
・我が国の食生活をめぐる様々な問題を踏まえ、平成17年に食育に関する国の責務や基
本的施策を定めた「食育基本法」が策定されました。

・農林水産省においては、食事バランスガイドの普及、食を支える農業体験機会の提供
等の取組を実施し、消費者の食や農業に対する関心を高める等、一定の成果を上げて
きましたが、①食の重要性についての認知は広がってきているものの、バランスの良
い日本型食生活等の実践には至っていない、②関心の低い消費者の割合も依然として
高い、という課題があり、健全な食生活の実践を促す取組、関心の低い消費者への働
きかけや気づきを促す取組が求められています。

（日本型食生活とは）

日本の気候風土に適した米を中心に水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成され、

栄養バランスが優れた食生活のことをいいます。

政策目標
日本型食生活の実践に取り組む人の割合の向上（27年度までに27％）

＜主な内容＞

１．事業内容
食育推進リーダーの育成・活動支援や地域でのネットワーク作りへの支援を行いま

す。また、食に対する感謝の念を深めていく上で必要な農林漁業に関する理解の増進
を図るため、農林水産物の生産の場における食育活動を支援します。

【支援の対象となる活動の例】
・「日本型食生活」の普及・実践等をテーマにした食育総合展示等の開催
・地域における食育ボランティアの活動をコーディネートする食育推進リーダーの育
成及び活動

・地域で食育に取り組む団体のネットワークの整備、活動事例の収集、情報提供
・農林漁業者等による食育活動

２．事業実施主体 都道府県、市町村、農業者団体等

３．交付率 定額（１/２以内）

４．事業実施期間 平成１８年度～２６年度

［お問い合わせ先：消費・安全局消費者情報官（０３－３５０２－５７２３（直））］

［平成25年度予算の概要］
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６次産業化支援事業
【１，４４３(３，６３９）百万円】

対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、農林漁業者等

が行う新商品開発や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等を支援
します。

＜背景／課題＞
・ 地域の農林水産物や資源農山漁村の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るため、

することが必要です。を活用した６次産業化、農商工連携、地産地消等の取組を推進
農林漁業者等の新商品開発・販路開拓や、農林水産物の高付加価値化等に必・このため、

します。要な機械・施設の整備等を支援

政策目標
６次産業の市場規模の拡大
（ ）約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → １０兆円(32年度)

＜主な内容＞

１．６次産業化推進支援事業 ７４１（１,４４５）百万円
（１）地域段階支援

農林漁業者等による６次産業化、農商工連携、地産地消等の取組を推進するため、
、農林漁業者等を対象地域の農林漁業者等による計画づくりや新商品開発・販路開拓

とした技術研修、異業種との交流会の開催などの取組を支援します。

（２）全国段階支援
（ ） 、 、中央６次産業化サポートセンター 仮称 において ６次産業化の専門人材の育成

し、農林漁業者等による６次産業化等の取経営の発展段階に即した個別相談等を実施
商談会・フェアの開催等への支援組を支援します。また、販路開拓の機会を創出する

や取組の推進に必要となる情報提供等を行うとともに、県域を超える広域で多様な事
業者が連携しネットワークを構築して取り組む新商品開発・販路開拓等について支援
します。

補助率：定額、１／２以内

〔六次産業化・地産地消法等の認定者へは２／３以内〕
事業実施主体：民間団体等

２．６次産業化整備支援事業 ７０２（２,１９４）百万円
、六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法により認定された農林漁業者等が
、当該事業計画を推進するために必要な農林水産物の加工・販売のための機械・施設

広域で取り組む６次産業化ネットワー生産機械・施設等の整備を支援するとともに、
します。クによる取組に必要となる大規模な加工施設等の整備を支援

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体等

（お問い合わせ先： 食料産業局産業連携課（０３－６７４４－２０６３（直 ））
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知的財産の総合的活用の推進 [新規]

【１２８(０）百万円】

対策のポイント

知的財産を活用した地域活性化の新たなビジネスモデルの構築、知的財産

の発掘・保護・活用等による新事業創出、地理的表示保護制度の導入に向け

た取組、海外における我が国地名等の第三者による商標登録の防止、農産物

のＤＮＡ品種識別技術の実用化等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農林漁業と流通、食品、観光、輸出などの新結合による新たな起業に向けたネットワ

ーク作りを通じた６次産業化の本格的な事業展開を推進するに当たっては、農山漁村

の持つ知的財産として地域ブランド産品の価値を十分に評価し、知的財産を活用した

収益性向上を目指す取組を一層強化することが重要です。

・一方、中国等において、第三者が我が国の地名を冠した商品を販売するといった問題

が生じており、我が国の農林水産業に影響を与えかねない重大な問題であるため、引

き続き、諸外国における監視等を行う必要があります。

政策目標

隠れた知的財産の発掘・活用による売上げ拡大

（３年間で５億円の売上げ増）

＜主な内容＞

１．知的財産総合活用事業

育成者権や栽培ノウハウ等の知的財産を総合的に活用し、地域ブランド産品の国

内外における価値を最大限に高め、これを活用した加工食品の開発、観光業の振興

及び輸出の促進等により地域振興を図る新たなビジネスモデルを構築する取組にお

いて、地域における協議や市場調査、専門家への相談等の取組を支援します。

２．知的財産発掘・活用推進事業

知的財産発掘・活用全国協議会を設置し、大手流通業バイヤー等へのアンケート

調査等により、知的財産の総合的なデータベースを構築するほか、地域協議会を設

置し、地域情報の調査や知的財産の活用に向けた地方相談会の開催等を行います。

さらに、地理的表示保護制度の検討の基礎とするため、必要となる地域と産品の

結びつきに係る認定スキーム等について、産地への現地調査等を行います。

［平成25年度予算の概要］
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３．知的財産活用型新産業推進モデル事業

伝統野菜などの地方の知的財産とＩＴ等の異業種との連携による新たな農業展開

や特別な燻製による保存方法など地方に埋もれた知的財産の他地域への展開といっ

た取組のほか、地球温暖化に対応した野菜の新品種の開発を支援します。

４．知的財産を活用した国際展開の推進

我が国の地名等が海外で第三者によって商標出願される問題に対し、「農林水産知

的財産保護コンソーシアム」への支援を通じ、監視強化等を実施するとともに、育

成者権や商標権等の知的財産をセットで保護することによりロイヤリティー収入を

確保し、国際展開を目指す新たなビジネスの普及を実施します。

また、海外への輸出を図る農産物のＤＮＡ品種識別技術及び産地判別技術の実用

化に取り組み、品種保護を図る取組を支援します。

＜事業実施主体＞ 民間団体等

＜補 助 率＞ １の事業：１／２以内

２の事業：定額

３、４の事業：定額、１／２以内

＜事業実施期間＞ 平成25年度～平成27年度

お問い合わせ先：食料産業局新事業創出課

１～４（ＤＮＡ品種識別技術を除く）の事業（０３－６７３８－６４４２（直））

４（ＤＮＡ品種識別技術）の事業 （０３－６７３８－６４４４（直））

［平成25年度予算の概要］
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農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業
【１６５（－）百万円】

対策のポイント
地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進し、そのメリットを

地域に還元させることを通じて、地域の農林漁業の発展を促進します。

＜背景／課題＞

・地域の資源を活用した再生可能エネルギーの導入を図ることは、そのメリットが地域

に還元されることを通じて地域活性化に寄与することが期待されます。

・農山漁村に豊富に存在する資源を活用した再生可能エネルギーを最大限活用すること

により、地域の農林漁業の発展を促進し、農山漁村の活性化につなげていくことが重

要です。

政策目標
再生可能エネルギーを活用して地域の農林漁業の発展を図る取

組を５年後に全国100地区実現

＜主な内容＞

農林漁業者等が主導して行う農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー発電事業

の取組について、事業構想（入口）から運転開始（出口）に至るまでに必要となる様々

な手続や取組を総合的に支援します。

１．地域における活動への支援 １５０（－）百万円

発電事業に意欲を有する農林漁業者等が行う事業構想の作成、導入可能性調査、地

域の合意形成、事業体の立ち上げ、資金計画の作成等の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体、地方公共団体

２．ワンストップ窓口（専門家・団体による各地域へのサポート）の設置

１５（－）百万円

発電事業の事例の収集・分析・紹介、技術・法令・制度等を習得するための研修会

の実施、資金計画や事業者等との折衝への助言など、発電事業の構想から運転開始に

至るまでに必要なサポートを行う取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

食料産業局再生可能エネルギーグループ （０３－６７４４－１５０７（直））

［平成25年度予算の概要］
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食品産業環境対策推進事業
【１０６(－）百万円】

対策のポイント
食品廃棄物対策を新たなステージへ進展させるため、高付加価値の国産肥

飼料化やバイオガス化等の地域活性化につながる新たな食品リサイクルシス

テムの構築や食品廃棄物等の発生抑制を図るとともに、民間提案を活かした

改善の取組等による中小企業にも取り組みやすい地球温暖化・省エネルギー

対策の促進を支援します。

＜背景／課題＞

震災・原発事故に伴う電力需給のひっ迫や燃料価格が高騰する中、中小企業の多い食

品関連事業者が排出する食品廃棄物の肥飼料・エネルギーへの有効利用や省エネルギー

等の促進は喫緊の課題となっています。

また、食品廃棄物等のエネルギー利用とともに食品廃棄物の発生抑制やＣＯ２排出削

減に率先して取り組むことは、原料が農産物であり他産業に比べ環境の影響を受けやす

い食品産業において重要であることから、食品産業のさらなるグリーン化を通じて循環

型社会の形成を推進します。

政策目標

○地球温暖化防止に資するため、「バイオマス活用推進基本計画」

に定めるバイオマスの利用率目標について、食品廃棄物の目標

約４０％（２０２０年度目標）の達成に寄与

＜主な内容＞

１．食品廃棄物対策新ステージ展開事業 ８６（－）百万円

（１）食品廃棄物対策環境整備（全国推進）（補助事業） １９（－）百万円

国産肥飼料やバイオガス等のリサイクルに適した分別手法の調査・普及、マッチ

ングによる新たな食品リサイクルを推進するとともに、消費者の意識の喚起や企業

の枠を超えた話し合いによる商取引慣行等の改善による食品廃棄物等の発生抑制の

調査・普及等を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（２）食品廃棄物対策実践事業（地域推進）（補助事業） ２７（－）百万円

① 新たな食品リサイクル推進事業 １５（－）百万円

農畜産物のブランド化等に資する高付加価値の肥飼料化やバイオガスのエネル

ギー利用等の地域活性化につながる新たな食品リサイクルのシステムづくりを支

援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

［平成25年度予算の概要］
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② 食品廃棄物等削減推進事業 １２（－）百万円

関係者の責任を明確にしたルールに則ったフードバンク活動等、食品ロスの削

減や過剰包装の削減活動の構築に必要な具体的検討等を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（３）食品産業リサイクル状況等調査事業（委託事業） ４０（－）百万円

食品リサイクル法、容器包装リサイクル法等に基づく点検指導等の効率化を図る

ためのデータベースの整備及びリサイクルの進捗状況に関する調査等を実施しま

す。

事業実施主体：民間団体

２．食品産業の地球温暖化・省エネルギー対策促進事業（補助事業）

２０（－）百万円

低炭素社会づくりの推進に向けた新たな地球温暖化の国内対策等を踏まえ、中小企

業が多い食品関連事業者による取組を戦略的に普及促進するとともに、震災を契機に

見直されている国民の「もったいない」意識をフードチェーンにおける民間提案を活

かした改善につなげ、中小企業にも取り組みやすい地球温暖化・省エネルギー対策を

促進する取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：食料産業局バイオマス循環資源課

１の事業 食品リサイクル班 （０３－６７４４－２０６６（直））

２の事業 環境対策班 （０３－６７４４－２０６７（直））

［平成25年度予算の概要］
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食品産業グローバル革新支援事業［新規］

【３７０(０）百万円】

対策のポイント

食品産業事業者が中小企業等の金融支援スキームの活用等により海外展開

を行う取組や、品質管理体制の強化等食品産業事業者の国内基盤強化のため

の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農業・食料関連産業は、我が国最大の産業分野の１つ（国内生産額の11％、95.3兆円）

であり、その潜在的成長力を顕在化させ、市場規模の拡大を図ることが急務となって

います。

・このため、我が国経済の急速なグローバル化の流れに、食品産業が対応し、持続的に

発展していくため、急成長する新興国等の市場への海外展開を推進するとともに、国

際的に通用する品質管理体制の強化等の国内基盤の強化を図る必要があります。

政策目標

２０２０年の食品関連産業の市場規模を１２０兆円に拡大する

＜主な内容＞

１．海外展開活動推進事業

中小企業経営力強化支援法等の金融支援スキームを活用するなど、意欲ある企業の

取組をソフト面から支援するため、情報の受発信や課題解決に向けたネットワークの

構築等を実施します。

（１）海外展開事例等情報収集・発信事業 ２６（０）百万円

潜在力を持つ食品産業事業者の海外展開につながるような成功事例等の情報収

集を行うとともに、総合的な情報サイトにおいてワンストップで情報発信を行い

ます。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（２）海外展開体制強化事業 １７（０）百万円

海外における食品産業特有の諸制度（食品安全、食品表示等）等について、中

小食品産業事業者等を対象とする研修会を開催するとともに、異業種間を含め、

フードシステムとして海外展開を推進する際のマッチング支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［平成25年度予算の概要］
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［平成25年度予算の概要］

（３）現地ネットワーク構築事業 １０（０）百万円

海外展開を行った食品産業事業者による現地ネットワーク化を行い、各企業が

抱える諸問題の共有と解決に向けての検討や関係方面への働きかけ等を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．グローバル革新条件整備事業

（１）食品の品質管理体制強化対策事業 ２８１（０）百万円

衛生管理・品質管理の基盤となる事項(施設・設備及び作業の衛生管理事項等に

ついて定めたもの)の整備・普及とHACCP導入支援を一体的に実施します。

補助率：定額、1/2額、委託費

事業実施主体：民間団体等

（２）国際標準化推進事業 ２５（０）百万円

食品に関するＩＳＯ等国際規格をめぐる諸外国の情勢等の把握とともに、関連

国際会議において諸外国と連携を図りながら、我が国の食品産業の実態に即した

国際標準の原案作成に関する検討等を行います。

補助率：委託費

事業実施主体：民間団体等

（３）食品規格等統一・調和事業 １１（０）百万円

諸外国における食品の国内規格・基準等について調査を行うとともに、これら

の統一・調和を図るためのワークショップを開催します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

1及び2(3)の事業 ０３－○○○○－○○直））

食料産業局輸出促進グループ（０３－６７４４－１５０２（直))

食料産業局食品小売サービス課 (０３－３５０２－５７４１（直））

2(1)及び(2)の事業 ０３－○○○○－○○直））

食料産業局企画課 （０３－３５９１－８６５４（直））
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緊急時におけるサプライチェーン確保対策［新規］
【５１(０）百万円】

対策のポイント
食品のサプライチェーンを構成する事業者間の協定の締結を推進するとともに、

災害に強いサプライチェーンを確保するための取組みを支援します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災では、被災地はもとより、バックアップ機能を発揮すべき関東地方にお

いても、食料供給の停滞により社会的混乱が発生したところです。

・このため、緊急時に備えて、サプライチェーンを構成する食品産業事業者間で締結さ

れた協定の実効性を確保するためには、演習を実施することにより、緊急事態における

詳細な手順の確認を行うとともに、協定の検証・見直しを恒常的に行う必要があります。

・特に、近い将来、首都直下地震及び南海トラフ地震の発生が懸念される地域において、

災害発生時にも円滑な食料供給を可能とするため、食品サプライチェーンにおける事業

者間の相互協力体制の構築が急務となっています。

政策目標

○事業終了翌年度（２６年度）に流通量の２割に当たる事業者の演

習の実施を通じて緊急時における食料の安定供給に資する

○災害時にも食品サプライチェーンを維持するための事業者間協定

の締結数の増加

＜主な内容＞

１．緊急時における食料の安定供給対策事業 １７（０）百万円

サプライチェーンを構成する食品産業事業者間で締結された協定の実効性を確保

するため、複数の事業者が共同で演習を実施するためのマニュアルを作成します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．災害に強い食品サプライチェーン構築事業 ３４（０）百万円

近い将来、首都直下地震及び南海トラフ地震の発生が懸念される地域（３箇所）

において、災害時にも消費者への円滑な食料供給ルートを確保するため、食品産

業事業者等が災害時の食品流通に関する協定を締結するとともに、同協定に基づ

く調達や輸送のバックアップなどのシミュレーションを行う取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

１の事業 大臣官房食料安全保障課 （０３－６７４４－１３９８（直））

２の事業 食料産業局食品小売サービス課（０３－３５０２－７６５９（直））

［平成25年度予算の概要］
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緑と水の環境技術革命プロジェクト事業
【３６１(１，３８７）百万円】

対策のポイント
農林漁業・農山漁村に関連する豊富な資源を活用する農林漁業者と異業種

の事業者との連携により、農山漁村地域における新産業の創出に貢献します。

＜背景／課題＞
・農林水産業・農山漁村は、人口の減少や高齢化の進行、兼業機会の減少等厳しい状況

にありますが、農林水産物をはじめ自然エネルギー等の資源が豊富に存在しています。
・これらの資源を活用した農林漁業者と異業種の事業者との新結合を推進することによ

り、平成32年度までに６次産業化の市場規模を10兆円とする目標実現に貢献し、農林
漁業者の所得を増大させ、地域に根ざした農林漁業の活性化を図ることが必要です。

政策目標
農林漁業の成長産業化に必要な政策シーズ構築による６次産業

化の市場規模拡大への貢献
（約１兆円（22年度）→３兆円（27年度）→10兆円（32年度））

＜主な内容＞
１．緑と水の環境技術革命総合戦略策定事業

食料産業分野におけるイノベーションの創出を促進するため、市場調査等に基づ
き、新たな総合戦略を策定します。

２．緑と水の環境技術革命プロジェクト事業
（１）事業化可能性調査

農林漁業者と異業種の事業者との連携により、市場ニーズに即した新商品や新た
なサービスを創出するための事業化可能性調査の実施を支援します。

（２）新技術等の開発実証
農林漁業者と異業種の事業者との連携により、市場ニーズに即し、事業化が見込

まれる新商品や新たなサービスについて、実用化に向けた新技術等の実証支援を行
います。

３．新事業創出に必要な革新的技術の導入支援
（１）新需要創造支援事業

農作物の機能性成分等を活用した新食品・新素材の商品化プランの策定や有効性
・安全性の情報発信を支援します。

（２）ＡＩシステム実証事業
ＡＩ（アグリインフォマティクス）システムを構成する要素技術のうち、実用化

段階にある技術の実証を支援します。

＜事業実施主体＞ 民間団体等

＜補 助 率＞ １の事業：定額（委託）
２（１）の事業：定額、（２）の事業：２／３、１／２
３（１）の事業：定額、１／２、（２）の事業：定額

＜事業実施期間＞ 平成22年度～平成26年度

[お問い合わせ先：食料産業局新事業創出課 （０３－６７３８－６３１７（直）)〕

［平成25年度予算の概要］
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農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及推進

【消費・安全対策交付金 ２，０９６（２，６０６）百万円の内数】
【産地活性化総合対策事業 ２，２７１（５，２８８）百万円の内数】

【東日本大震災農業生産対策交付金
１０，４２７（２，８９９）百万円の内数】

対策のポイント
食品の安全性等を向上し、需要者や消費者の信頼を確保するため、高度

な取組内容を含むＧＡＰの普及を推進します。

＜背景／課題＞

・ＧＡＰの導入産地は毎年着実に増加しており、平成23年３月末現在、2,194産地

（福島県を除く）がＧＡＰを導入しています。

・食品の安全性等を向上し、消費者の信頼を確保するためには、高度な取組内容を

含む「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン（以下、ガ

イドライン）」に則した取組を行うことが必要です。

・また、近年、農産物価格の低迷、肥料の高騰等により、食料供給力の持続性が減

退している産地が増大している中で、ＧＡＰの実践により産地の収益力を向上さ

せる取組が必要です。

・さらに、被災により生産を休止したり風評被害を受けた産地においては、需要者

や消費者の信頼の回復を目指したＧＡＰの実践が期待されています。

政策目標
平成２７年度までに
・ＧＡＰ導入産地 3,000産地
・ガイドラインに則したＧＡＰ導入産地 1,600産地

＜主な内容＞

１．ＧＡＰの普及推進
（１）都道府県等におけるＧＡＰの普及推進

ガイドラインに則したＧＡＰの導入を進めるため、都道府県における推進方針

の検討や、普及組織を対象とした指導者の育成、普及組織による産地への指導等

を支援します。また、ＧＡＰに関する情報提供により、産地の取組を支援します。

（２）産地におけるＧＡＰの導入支援
産地での研修会の開催や取組に必要な分析・実証、取組を支援するソフトウェ

アの活用を支援します。

２. 被災地における産地ブランドを再興するＧＡＰの導入支援
津波や放射性物質の影響により生産や販売が低下した地域において、震災被害

（塩害、放射性物質等）に対応した高度なＧＡＰの導入を支援します。

[お問い合わせ先：生産局農産部技術普及課（０３－６７４４－２４３５（直））］

［平成25年度予算の概要］
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２．有機農業の推進

【生産環境総合対策事業（有機農業総合支援）
４９（６７）百万円】

【産地活性化総合対策事業（有機農業推進分）
２，２７１（５，２８８）百万円の内数】

対策のポイント
有機農業への参入支援、栽培技術の体系化、有機農産物の理解促進等の

地域段階だけでは対応困難な取組を推進するとともに、有機農業に取り組

む産地の供給力拡大のための安定供給力強化等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

有機農業技術有機農業推進法に基づき、有機農業の一層の拡大を図るために、

の推進が必要であるとともに、有機ＪＡＳ認定農の確立・普及 安定供給の確保、

流通の更なる拡大 実需者の有機農産物への理解促進や供給産物の を促進するため

の取組が求められています。力拡大

政策目標
有機ＪＡＳ認定農産物の生産量を２６年度までに５０％増加

＜主な内容＞

１．全国段階での有機農業の総合的な支援

① 地方公共団体における有機農業の参入受入体制の整備を促すため、有機農業

先進事例の調査や、有機農業が地域に定着することによる経済的波及効果に

ついて収集・分析を推進します。

② 全国の有機農業の標準的栽培技術の体系化を推進します。また、有機農業等

の普及のため、優良な取組事例や技術情報を発信します。

③ 有機農産物の流通の更なる拡大を促進するため、実需者に対する有機ＪＡＳ

認定農産物の取扱促進のための講習会の開催、地域ブロック毎のマッチング

フェアの開催、生産者向けの販売戦略に関する情報提供等を推進します。

生産環境総合対策事業のうち有機農業総合支援

百万円４９（６７）

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［平成25年度予算の概要］
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［平成25年度予算の概要］

２．有機農業に取り組む産地の供給力拡大対策

有機農業に取り組む産地の供給力拡大に向け、産地が策定した産地供給力拡大

プログラムに基づく①産地販売力強化、②安定供給力強化、③有機農業者育成力

強化の取組を支援します。

産地活性化総合対策事業のうち

有機農業供給力拡大地区推進事業

２，２７１（５，２８８）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：有機農業供給力拡大協議会

３．有機農業の推進に必要な施設の導入支援

有機農業に必要な栽培技術の習得、種苗の供給等を行うための機械施設のリー

ス方式による導入を支援します。

産地活性化総合対策事業のうち

農畜産業機械等リース支援事業（産地活性化型）

２，２７１（５，２８８）百万円の内数

補助率：物件購入相当の１／２以内

事業実施主体：民間団体

［ （ ）］お問い合わせ先：生産局農産部農業環境対策課 ０３－６７４４－２１１４（直）
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女性・高齢者等活動支援事業
【１９６(２００）百万円】

対策のポイント
○地域農業の活性化や６次産業化で活躍する女性経営者の飛躍的な発展を支

援します。

○高齢者、障害者等の多様な人材が活躍できる環境づくりを支援します。

＜背景／課題＞

・女性は農業就業人口の51％（H24）を占め、地域農産物を活用した起業活動等の取組

を通じて、農業や地域の活性化において重要な役割を果たしています。

・地域農業の活性化や６次産業化の推進に当たっては、女性の能力の積極的な活用が不

可欠であり、地域で活躍する女性経営者の飛躍的な発展を支援することが重要です。

・また、農業委員（同5.7％（H23））、農協役員（同4.4％（H23））など地域の政策・方

針決定の場への女性の登用割合は依然として低く、女性の参画を一層の促進すること

が必要です。

・農業就業人口の60％（H24）が65歳以上となっている中で、農業・農村の活性化に高

齢農業者の有する豊富な技術や経験を活かすことが求められています。

・農業の持つ心身機能の回復等の多面的な機能が注目されており、これら機能を活用し

た障害者の農業・農村で活躍できる環境づくりが重要となっています。

政策目標
○地域農業の活性化や６次産業化における女性の能力の活用

○農業委員及び農協役員について、女性のいない組織の解消（H25年度まで）

農業委員会 1,793委員会のうち女性委員のいない委員会890（H20年度）

農協 818農協のうち女性役員のいない農協535（H19年度）

＜主な内容＞

１．女性経営者発展支援事業 １０５（１０５）百万円

地域で活躍する女性経営者の飛躍的な発展を支援するため、女性経営者相互のネッ

トワークの形成や異業種・民間企業との交流・情報交換の場となる地域段階でのワー

クショップの開催、全国レベルの情報交換による女性経営者の声の集約等の取組を推

進します。

２. 男女共同参画加速化事業 ５５（５８）百万円

農山漁村の男女共同参画への理解・気運醸成を図り、女性農業者等の地域への参画

を一層促進するため、意識啓発等に係る研修やシンポジウムの開催等の取組を支援し

ます。

［平成25年度予算の概要］

19



３．農村高齢者活動支援事業 ２２（２３）百万円

農業に関する豊富な知識や技術、経験を活かし、高齢者が新規就農者など地域の

農業者等の育成や技術指導を行う取組を支援します。

４．障害者就労支援事業 １３（１４）百万円

農業分野における障害者就労を推進するための仕組みや組織づくり、農業側と福祉

側とのマッチング、普及・啓発等の取組を支援します。

女性・高齢者等活動支援事業 １９６（２００）百万円

補助率：定額、２／３

事業実施主体：協議会、ＮＰＯ法人、任意団体等

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－３５０２－６６００（直））］

［平成25年度予算の概要］
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女性や高齢者、障害者といった地域の多様な人材が農業・農村で
いきいきと活躍できる環境づくりに向けた取組を支援します。

女性・高齢者等活動支援事業女性・高齢者等活動支援事業

女性経営者発展支援事業

【事業内容】

地域で活躍する女性経営者のネットワークづくりを支援します！

○ 地域段階における異業種経営者等を交えたワークショップ、交流会の開催
及び参加者を中心とした地域ネットワークの形成・発展

○ 全国段階における全国レベルのネットワークにおける取組の充実・発展

等の取組に要する経費を助成します。

女共 参 加速化事業

【事業内容】

男女共同参画加速化事業

女性農業者の経営・社会参画を進めるための取組を支援します！

○ 男女共同参画に関する理解や気運醸成を図り、女性農業者等の経営・社会

農村高齢者活動支援事業

農村高齢者の能力を地域に活かす取組を支援します！

参画を促進するためのブロックレベルの研修会開催

等の取組に要する経費を助成します。

【事業内容】

農村高齢者の能力を地域に活かす取組を支援します！

○ 技術や経験が豊富な高齢農業者による新規就農者等地域の農業者の育成や
技術指導の実施

等の取組に要する経費を助成します。

【事業内容】

障害者就労支援事業

農業分野への障害者就労を進めるための取組を支援します！

○ 農業分野での障害者就労を推進するための仕組みづくりや組織づくり 農

事業実施主体：協議会、ＮＰＯ法人、任意団体等

○ 農業分野での障害者就労を推進するための仕組みづくりや組織づくり、農
業側と福祉側とのマッチング、研修会の開催

等の取組に要する経費を助成します。
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新規就農・経営継承総合支援事業
【２３，８７７（１３，５７４）百万円】

対策のポイント
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、総合的に支援します。

＜背景／課題＞

・我が国農業は、基幹的農業従事者の平均年齢が66.1歳（平成22年）と高齢化が進展し

ています。

・持続可能な力強い農業を実現するには、２万人／年の青年新規就農者が定着すること

が必要ですが、40歳未満の若い就農者は１万４千人（平成23年）にとどまり、そのう

ち定着するのは１万人程度です。

政策目標

青年新規就農者を毎年２万人定着させ、持続可能な力強い農業

の実現を目指す

＜主な内容＞

１．新規就農者確保事業 ２３，２８２（１２，９８０）百万円

（※うち青年就農給付金事業：１７，４９０百万円）
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、青年新規就農者・経営継承者

に対して就農前の研修期間（２年以内）及び経営が不安定な就農直後（５年以内）

の所得を確保する給付金を給付します。

また、青年の農業法人への雇用就農を促進するため、法人が新規就業者に対して

実施する実践研修等に対して支援（最長２年間）します。

２．農業者育成支援事業 ５９５（５９５）百万円
今後の地域農業のリーダーとなる人材の層を厚くするため、就農希望者や経営発

展を目指す農業者等に対して、高度な経営力、地域リーダーとしての人間力等を養

成する高度な農業経営者教育機関等に対して支援します。

また、就農希望者等に対する全国的な求人情報等の提供や就農相談、就業前の短

期就業体験の実施を支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－３５０２－６４６９（直））］

［平成25年度予算の概要］
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○ 就農希望者や経営発展を目指す農業者等のレベルを向上させ、今後の地域農業のリーダーとなる人材の層を厚くす

○ 農業経営者育成教育機関に対する支援

高度な農業経営者育成教育を実施する教育機関

ることを目的として、地域の中核教育機関や高度な農業経営者育成教育を実施する教育機関へ支援を実施

地域の農業経営者育成の中核教育機関高度な農業経営者育成教育を実施する教育機関
(公募により選定)

中核教育機関の教育水準を向上させる取組

地域の農業経営者育成の中核教育機関
（県農業大学校等）

１ 教育改善計画の策定

○ 右の学生や就農希望者、農業者等を対象とした首都圏や
地域での農業経営セミナー
・国内一流経営者、先進的農業経営者等による最新経営
戦略、マーケティング等に関する実践的教育

１．教育改善計画の策定
左の教育機関との連携を前提とした、教育内容の改善に向けた計画を策
定

※策定に当たっては先進農業者や女性経営者等の意見を聴取

２．改善計画に基づく取組の実施
（１） 新たな教育の実施

○ 農業経営セミナーの講義内容等の通信配信

○ 右の講師を対象とした指導力強化等

（１） 新たな教育の実施
○ 新たな教育カリキュラムの作成
○ 新たな教育カリキュラムに基づく教育
・左のセミナーへの学生の派遣
・左の配信情報を活用した教育
その他各研修教育機関で実施する新たな取組

連 携

・指導力向上研修
・専門講師の派遣コーディネート

・その他各研修教育機関で実施する新たな取組

（２） 教育体制の強化
○ 左のセミナーへの講師の派遣
○ 農業法人等との連携による就農支援の強化

・研修受入農家等を対象としたコースの新設（県農大等）
・実践研修に座学を加えた研修の実施（農業法人等） など

○ 農業法人等との連携による就農支援の強化

中核教育機関の教育水準を向上させる取組みに
要する経費の一部を支援

計画策定及び高度な農業経営者育成教育を実施する
教育機関との連携の下 実施する取組経費の一部を支援

（補助率 ： 定額）

要する経費の 部を支援

（補助率 ： 定額、1/2）
教育施設等の整備を支援

教育機関との連携の下、実施する取組経費の 部を支援
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耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
【（所要額）４，５１７（３，５１３）百万円】

対策のポイント

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者等が行う再生

作業や土づくり、作付・加工・販売の試行等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農地は食料の安定供給にとって不可欠な資源ですが、農業者の高齢化の進行等により

耕作放棄地が年々増加しています。

・こうした中で、我が国の食料供給力を強化していくためには、農地制度の適切な運用

を行うとともに、荒廃した耕作放棄地を再生利用する取組を地方公共団体、農業団体

等が一丸となって進めていく必要があります。

政策目標

農用地区域を中心として、荒廃した耕作放棄地を解消（６千ha

の解消（25年度））

＜主な内容＞

１．耕作放棄地を再生利用する活動への支援

荒廃した耕作放棄地の再生作業（雑草・雑木の除去、土づくり等）や再生農地へ

の作物の導入、試験販売等の取組を支援します。

２．施設等の整備への支援

耕作放棄地の再生利用に必要な基盤整備（用排水施設の整備等）や農業用機械・

施設、貯蔵施設、農業体験施設等の整備を支援します。

３．附帯事業への支援

引き受け手と受け入れ地域のマッチング、農地利用調整等を支援します。

補助率：定額（再生作業５万円/10a等）、１/２以内等

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

［お問い合わせ先：農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２４４２（直））］

［平成25年度予算の概要］
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都市農村共生・対流総合対策交付金［新規］
【１，９５０（－）百万円】

対策のポイント
農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する、集

落連合体による地域の手づくり活動を支援し、都市と農山漁村の共生・対流
を推進します。

＜背景／課題＞
・農山漁村においては、人口の減少・高齢化や社会インフラの老朽化等に伴い、地域コ

ミュニティの活力が低下し、地域経済が低迷する一方、消費者・都市住民においては、
付加価値の高い観光、教育、健康づくり等に対するニーズが増大するとともに、東日
本大震災を契機に、地域の絆を重視する傾向が生じています。

・このような状況を踏まえ、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等
に活用しながら、都市と農山漁村の共生・対流を強力に推進し、農山漁村における所
得や雇用の増大により地域活性化と地域コミュニティの再生を図っていくことが重要
です。

・このため、集落が市町村、ＮＰＯ等多様な主体と連携する集落連合体を各地で立ち上
げ、関係省庁連携の下、地域の特性に応じて、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を
観光、教育、健康等に活用する地域の手づくり活動を総合的に支援していく必要があ
ります。

政策目標
全国300地域において、都市と農村の共生・対流を通じた所得・

雇用の増大を実現（平成25～29年度）

＜主な内容＞
１．集落連携推進対策

中山間地域や平場農業地域を中心に、集落連合体が取り組む「食」を活用したグ
リーン・ツーリズム、子どもから社会人までを対象とした農山漁村の体験教育、「農」
を活用した健康づくりなど、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健
康等に活用する地域の手づくり活動を支援します。

補助率：定額（１地区当たり上限800万円 等）
事業実施主体：地域協議会、農業法人、ＮＰＯ 等

２．人材活用対策
農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する地域の手づ

くり活動の推進のため、地域外の人材や意欲ある都市の若者を長期的に受け入れる
取組を支援します。

補助率：定額（１地区当たり250万円 ）
事業実施主体：地域協議会、農業法人、ＮＰＯ 等

３．施設等整備対策
農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する地域の手づ

くり活動に必要な拠点施設の確保のため、空き家、廃校等の補修等を支援します。
補助率：１／２等 （１地区当たり上限2,000万円、上限なし）

事業実施主体：地域協議会、農業法人、地域協議会の構成員(市町村等) 等

４．広域ネットワーク推進対策
都市と農山漁村の共生・対流を広域的に推進するため、全国及び都道府県単位で

人と情報のネットワークを構築し、関係省庁の連携の下、都市と農山漁村のニーズ
のマッチング、アドバイザー等の派遣、情報の受発信等の取組を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：都道府県、民間団体、ＮＰＯ等

お問い合わせ先：
農村振興局都市農村交流課 (０３－３５０２－５９４６（直））
農村振興局中山間地域振興課 (０３－３５０２－６００５（直））

［平成25年度予算概算決定の概要］
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「農」のある暮らしづくり交付金［新規］
】【５５０（－）百万円

対策のポイント
都市及び都市近接地域において､｢農｣を楽しめる暮らしづくりを推進します｡

＜背景／課題＞

・社会の高齢化・成熟化が進み、国民の意識が多様化する中、都市で暮らす人々の中で
は が高まっています。「農」のある暮らしを楽しみたいというニーズ

防災の観点からも都市とその近接地域の農地を維持・活また、東日本大震災を経て、
が広がっています。用すべきとの主張

住民が「農」にかかわる機会は十分に確保されておら・しかしながら、現状において、
、また、 ています。ず 都市農地を地震や水害への備えとして活用する取組も遅れ

・このため、都市やその近接地域において してい「農」を楽しめる暮らしづくりを推進
く必要があります。

政策目標
都市的地域における市民農園の区画数の拡大
（15万区画（23年度）→20万区画（29年度 ））

＜主な内容＞

１ 「農」のある暮らしづくり推進対策．
住民、ＮＰＯ、農業者都市の住民が「農」と触れあう機会を増やしていくため、

や を支援します。等が取り組む多様な活動 付随する簡易な施設の整備
補助率：定額（１地区当たり上限400万円）
事業実施主体：民間団体、ＮＰＯ、市町村等

２ 「農」のある暮らしづくり整備対策．
市民が多様な目的で「農」と関わるた「農」を楽しめる暮らしづくりに必要な①

めの施設 地元産農産物の生（市民農園、屋上・河川敷菜園、障害者雇用農園等 、②）
産・加工・流通を促進するための施設 「農」の持つ公益的機能を維持増進する、③

等について、その整備に要する経費を支援します。ための施設
補助率：1/2以内
事業実施主体：農園開設予定者、ＮＰＯ、特例子会社、社会福祉法人、

農業法人、認定農業者等、市町村等

３ 「農」のある暮らしづくり支援対策．
専門家の派遣 都市農業「農」を楽しめる暮らしづくりを全国で推進するため、 、

、 等の活動を支援します。関係情報の整備 効果的な情報提供手法の開発
補助率：定額(１件当たり上限1,000万円）
事業実施主体：民間団体、ＮＰＯ等

お問い合わせ先：
農村振興局都市農村交流課 (０３－３５０２－００３３（直 ））

［平成25年度予算の概要］
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日本の森林づくり・木づかい国民運動総合対策事業（継続）
も り

【平成25年度概算決定額 ８７，８５４（１０８，０００）千円】

事業のポイント

国民参加の森林づくりの推進や、木を使うことが森林の整備や林業の振興に

結びつくことへの理解の醸成を一層効果的かつ効率的に行い、森林整備の推進

や地域材等の森林資源の利用を拡大するための国民運動を展開します。

＜背景／課題＞

我が国の成熟した森林資源を活かしつつ、森林・林業・木材産業の振興を図るために

は、これまで以上に幅広い国民各層に森林づくり活動や木づかい運動への理解と参加を

促していくことが重要です。

政策目標
・企業による森林（もり）づくり活動実施箇所数が前年より増加

・森林（もり）づくり活動支援組織（森づくりコミッション）数が前年より増

加

・「木づかい運動」への参加団体数を、277団体（平成22年度末）から平成27年

度末までに400団体に増加

＜内容＞

１．森林づくり活動や木づかい運動等による総合的普及啓発

森林づくりや木材の利用促進等に対する国民の理解を醸成するための共同広報、

森林づくりと木づかいへの理解醸成のための協働イベントの開催等、様々な手法に

よる総合的普及啓発を行います。

２．国民の参加・体験・学びの促進

ＮＰＯ等による森づくり活動、木育の実践活動等、国民が森林・林業や木材の利用

を身近に感じるための取組を促進します。

＜補助率＞

定額

＜事業実施主体＞

民間団体

＜事業実施期間＞

平成２４年度～２８年度（５年間）

［担当課：林野庁研究・保全課、木材利用課］
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途上国持続可能な森林経営推進事業（新規）
【８２（０）百万円】

事業のポイント
企業、ＮＧＯ等多様な主体による海外森林保全活動を推進するために、

情報整備や人材育成、プロジェクト形成調査支援、実証活動を通じた森林
造成・保全技術の開発と普及を行います。

＜背景／課題＞
・ 持続可能な森林経営の推進は、1992年の地球サミットで「森林原則声明」が採

択されて以降、地球規模の重要な課題として認識され、その実施に向けて国連等
の場で継続的に議論が行われてきました。

・ 持続可能な森林経営の推進を阻む原因は地域ごとに異なりますが、根本的な要
因として世界人口の増加や貧困問題等の社会経済問題が背景にあるほか、森林の
農地等への転用、焼畑移動耕作、過放牧や薪炭材等の過剰採取、更新困難地にお
ける技術の不足等、地域に応じて様々な要因が複雑に絡み合っているのが実情で
あり、当該途上国政府による適切な森林・林業政策の下で、地域住民自らによる
森林保全等の取組みを促していくことが重要です。

・ こうした中、先進国の知見や経験を活かしながら、必要な技術の開発、多様な
主体による取組の推進等多様な手法を組み合わせ、効果的な支援を行っていくこ
とが課題となっています。

政策目標
１．国際的な協調の下で開発途上国における持続可能な森林経営に向けた取組

の起点となり得る企業、ＮＧＯ等による森林保全プロジェクトを事業終了ま
でに２５件以上形成する。

２．砂漠化や水資源問題が深刻化する半乾燥地域における森林造成・管理手法
の開発と普及に関し、事業対象地域周辺の農民に対して、森林造成・管理手
法等に関するワークショップを行い、その内容を理解した農民が全参加者の
８０％以上となる

＜主な内容＞
１．途上国森づくり事業
（１）海外森林保全参加支援事業

森林保全活動候補地に係る情報整備、ＮＧＯ等の活動支援、途上国における森林
保全活動事例の収集・分析、情報共有のためのワークショップ等の開催を行う。

（２）貧困削減のための森づくり支援事業
貧困問題から森林の過剰利用が見られる地域で持続的な森林の利用を図るため、

実証活動を通じて必要な技術を確立し、技術指針を作成、普及する。
（３）開発地植生回復支援事業

鉱物の採掘等によって荒廃した土地周辺の植生を回復するため、実証活動を通じ
て必要な技術を確立し、技術指針を作成し、普及する。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等
事業実施期間：平成２２年度～平成２６年度

２．森林・水環境保全のための実証活動支援事業
砂漠化や水資源問題が深刻化する半乾燥地域において、水収支バランスに配慮し

た植林地選定手法と森林造成・管理手法を開発し、その普及を図る。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等
事業実施期間：平成２１年度～平成２５年度

［お問い合わせ先：林野庁計画課（０３－３５９１－８４４９（直））］
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森林資源総合利用指針策定事業（新規）

【平成２５年度概算決定額 ２０，０００（０）千円】

事業のポイント
森林資源を適正に管理しつつ、再生可能エネルギー利用を推進し、森林の

多面的機能の発揮や山村活性化を図ります。

（背景）
・再生可能エネルギー資源が豊富に賦存する山村において、固定価格買取制度の導入を

契機として、これら資源を活用することが山村地域の活性化にとって有効な手段とな

っています。

・今後、森林資源の再生可能エネルギー利用が本格化する段階を迎えたことから、森林

資源を適正に管理しながら再生可能エネルギー利用としてのを促進し、森林の多面的

機能の維持増進や山村活性化を図ることが重要です。

政策目標
木質バイオマス等利用量を平成27年度までに300万㎥に増加

＜内容＞
１．山村における再生可能エネルギー利用に関する調査

固定価格買取制度を受けて、再生可能エネルギー利用の導入が森林の持つ多面的

機能の発揮や山村地域の活性化に与える影響を調査し、森林資源を適正に管理しつ

つ再生可能エネルギー利用を推進するための課題や適正な手法を検討します。

２．森林資源総合利用指針の作成及び普及

１の調査、検討を踏まえて、地域振興に資する森林総合利用指針を策定し、それ

を全国に普及します。

＜補助率＞
定額

＜事業実施主体＞
民間団体

＜事業実施期間＞
平成２５年度～２６年度（２年間）

［担当課：林野庁計画課］
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森林・山村多面的機能発揮対策[新規]
【３，０００（－）百万円】

対策のポイント
森林の有する多面的機能を発揮させるため、地域の活動組織が実施する里

山林など森林の保全管理や山村活性化の取組に支援します。

＜背景／課題＞
・森林・林業を支える山村において、過疎化等の進行に伴い、地域住民と森林との関わ

りが希薄化し、森林の手入れが行われなくなったことで、竹の侵入等による里山の荒
廃が進行しているため、森林の有する多面的機能の発揮が難しくなっています。

・森林の多面的機能を持続的に維持発揮させていくためには、山村地域の住民が協力し
て里山林等の保全管理や森林資源の利活用を実施していく体制を整えることが不可欠
です。

政策目標
○全国1,200地域で地域の特性に応じて里山林の保全管理や山村活
性化の取組を推進（平成25～27年度）

＜主な内容＞

１．森林・山村多面的機能発揮対策交付金 ２，９８５（－）百万円
地域住民が森林所有者、林業者、ＮＰＯ、民間団体等との合意により設置する民

間協働組織（活動組織）による里山林等の森林の保全管理や、広葉樹未利用材の利
活用活動、森林環境教育等山村の活性化に資する以下の取組に対し、一定の費用を
国が支援します。

ア．地域環境保全タイプ
・ 集落周辺の里山林と維持するための景観保全・整備活動、集落周辺での鳥獣

被害の防止活動、風倒木や枯損木の除去、集積、処理
・ 侵入竹の伐採・除去活動や利用に向けた取組

イ．森林資源利用タイプ
・ 里山林の広葉樹等未利用資源を収集し、木質バイオマス、炭焼き、しいたけ

原木等として利用する活動や伝統工芸品の原料として活用
ウ．森林空間利用タイプ

・ 地域の森林における森林環境教育や森林レクリエーション活動の実践等
エ．機材及び資材の整備

・ 上記ア及びイの実施のために必要な機材及び資材の整備

補助率：定額（１/２相当）
（１組織当たり５００万円を上限）

事業実施主体：地域協議会

２．森林・山村多面的機能発揮対策評価検証事業 １５（－）百万円
森林・山村多面的機能発揮対策による活動成果について、評価及び検証を実施し

ます。

補助率：委託
事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先： 林野庁計画課 （０３－３５０２－００４８（直））］

[平成25年度予算概算決定の概要］
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森林・山村多面的機能発揮対策（新規）

【３，０００（－）百万円】

森林・林業を支える山村において、過疎化・高齢化の進行に伴い、地域住民と森林との関わりが希薄化しつつあり、水源の涵養、
山地災害の防止、生活環境の保全、生物多様性の保全等森林の有する多面的機能の発揮が困難となっている。

地域住民が森林所有者、NPO法人、関係団体等と地域で合意した民間協働組織（活動組織）が実施する森林の保全管理や森林

資源 利活用等 森林 多面的機能 維持増進および山村 活性化に資する取組に対し 平成 年度 年度 年間 定

背
景

事

国
〔事業の仕組み〕

資源の利活用等、森林の多面的機能の維持増進および山村の活性化に資する取組に対し、平成２５年度～２７年度の３年間、一定
の費用を国が支援。

事
業

・補助率 : 定額 ・１活動組織当たりの交付上限額 : ５００万円

国

構成 ：都道府県、市町村、学識経験者、関係団体等
役割 ：交付金の管理、活動組織の持続的な体制への支援

地域協議会
【交付金】

〔事業 仕組み〕

地域住民

活動組織
【交付金】

地域住民が森林所
有者やNPO法人等

活動組織

活動組織 活動組織 活動組織 活動組織
地域住民
NPO法人

有者やNPO法人等

と合意により設置す
る民間共同組織

地域住民
森林組合

活動組織
地域住民
大学

NPO法人

地域住民
森林所有者

地域住民
NPO法人
都市住民

地域環境保全タイプ 森林資源利用タイプ

支援対象となる活動組織の活動内容

森林空間利用タイプ

森林環境教育の実践広葉樹を薪として利用集落周辺の広葉樹の
伐採・搬出

里山林景観を維持
するための活動

侵入竹の伐採・除去活動
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木質バイオマス産業化促進事業（新規）

【平成25年度概算決定額 ５５８,６２３（０）千円】

事業のポイント
木質バイオマスの産業化を促進するため、木質バイオマスの利用拡大に向

けた支援体制の構築や、技術開発等を支援します。

＜背景／課題＞

・地域資源の一つである林地残材等が、年間約2,000万ｍ 発生するとともに、森林資源3

が年々増加する中で、木質バイオマスを活用した産業化の取組により、森林整備や山

村地域の活性化等を図ることが重要です。

・このため、「森林・林業基本計画」に基づいた木質バイオマスの利用拡大に向けて、

取組上の課題解決に向けた支援体制の構築や効率的な加工・利用システムのための新

たな技術開発、木質バイオマス利活用施設等の整備を推進することが必要です。

政策目標
木質バイオマス利用量の増加（71.7万m (23年度)→300万m (27年度)）3 3

＜内容＞

１．木質バイオマスの利用促進のための支援体制構築

未利用木質バイオマスを利用した発電・熱供給・熱電併給推進のために必要な調

査を行うとともに、全国各地の木質バイオマス関連施設の円滑な導入に向けた全国的

な相談・サポート体制の確立に対し支援します。

２．新たな木質バイオマスの加工・利用システムの技術開発等
① 未利用間伐材等を原料とする熱効率が高い新たな固形燃料や発電効率の高い新

たな木質バイオマス発電システム等の開発・改良、実証プラントの整備等に対す

る支援

② 木質バイオマス利活用施設等の整備に係る資金の借入に対する利子助成

＜補助率＞

定額

＜事業実施主体＞

民間団体等

＜事業実施期間＞

平成２５年度～２７年度（３年間）

[担当課：林野庁木材利用課、研究・保全課]
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地域材供給倍増事業（継続）

【平成25年度概算決定額 ５５３，７２４（１,０１８,２０５）千円】

事業のポイント
「木材自給率50％」を目指し、地域材の供給体制の構築や、公共建築物を

はじめとした各分野での地域材の利用拡大の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・「森林・林業基本計画」に基づいて、国産材の利用拡大を図るためには、小規模・分

散的・多段階という国産材の生産・加工・流通体制の改革が必要です。

・「公共建築物等木材利用促進法」の着実な推進を通じた、公共建築物や住宅等での地

域材の一層の利用拡大、固定価格買取制度の下での木質バイオマスの利用拡大等各分

野での取組を進めていくことが必要です。

政策目標
○国産材の供給・利用量の増加（2,005万m (23年度)→2,800万m (27年度)）3 3

○公共建築物の木造率の向上（8.3％(22年度)→24％(27年度)）

＜内容＞

１．連携等を通じた地域材供給体制の構築支援
品質・性能の確かな地域材を安定的かつ効率的に供給できるようにするため、中

小製材工場等の水平連携等の構想作成、工務店と連携した建築部材の共通化、木製

ガードレールほか多様な用途への供給体制の構築等に対して直接支援します。

２．地域材利用拡大支援

地域材の利用を拡大するための取組に対して、次の支援を行います。

① 木造公共建築物の整備に係る設計段階からの技術支援

② 耐火性・耐震性を備えた地域材製品の開発支援、地域材を活用した住宅等での

健康・省エネ効果の把握への支援等

③ 大規模木造建築物用の新たな地域材製品の生産技術開発等への支援

④ 海外での地域材の品質等の実証、合法木材の普及などを通じた地域材差別化・

信頼性向上の取組への支援

＜補助率＞

定額、１／２

＜事業実施主体＞

民間団体等

＜事業実施期間＞

平成２３年度～２７年度（５年間）

[担当課：林野庁木材利用課、木材産業課]
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森林管理・環境保全直接支払制度
【２３，１９３（２８，８４６）百万円】

対策のポイント
間伐等の森林整備と、集約化施業に必要な活動に対する支援を実施します。

＜背景／課題＞

・我が国の森林は、資源が量的に充実しているものの、林業の低い採算性等から森林所

有者の林業への関心が低下して、森林の適正な整備に支障を来し、森林の有する多面

的機能が十分に発揮されなくなることが危惧されています。

・また、森林・林業を再生し、持続的な森林経営を確立するとともに、森林吸収源対策

の算入上限値3.5％（平成25年から平成32年の平均）の確保等を図る必要があります。

・このため、面的なまとまりをもった集約化や路網整備等を行う者を対象に、利用間伐

等やこれと一体となった森林作業道の整備等に対する支援を行います。

政策目標

森林吸収目標の達成に向けた間伐の実施（平成25年度から平成

32年度までの８年間の年平均：52万ヘクタール）

＜主な内容＞

森林環境保全直接支援事業 ２３，１９３（２８，８４６）百万円
集約化を進め、利用間伐等やこれと一体となった森林作業道の整備を支援します。

補助率：３／１０等

事業実施主体：地方公共団体、林業事業体等

※ 集約化施業の取組に必要となる森林情報の収集、森林の状況調査、境界確認、施業

提案書の作成・森林所有者の合意形成等の活動については、「森林整備地域活動支援

交付金」により造成された既存基金を活用して支援します。

〔お問い合わせ先：林野庁整備課（０３－３５０２－８０６５（直））〕
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環境林整備事業
【４，５００(４４７）百万円】

対策のポイント
森林の多面的機能の発揮の観点から整備が必要な森林において、地方公共

団体と森林所有者等との協定に基づいて行う広葉樹林化などを支援します。

＜背景／課題＞

・森林・林業を再生し、持続的な森林経営を確立するとともに、森林吸収源対策の算入

上限値3.5％（平成25年から平成32年の平均）の確保等を図る必要があります。

・また、所有者の自助努力等によっては適正な整備が期待できない条件不利地等におい

て、森林の多面的機能を発揮させる観点から施業が必要な森林については、公的主体

による広葉樹林化などセーフティーネット対策が必要です。

政策目標

森林吸収目標の達成に向けた間伐の実施（平成25年度から平

成32年度までの８年間の年平均：52万ヘクタール）

＜主な内容＞

１．公的森林整備への支援

面的にまとまって計画的な間伐等を実施することが困難な森林など、自助努力等

によっては適正な整備が期待できない森林について、地方公共団体と森林所有者に

よる協定等に基づいて行う広葉樹林化や針広混交林化等の施業を支援します。

２．被害森林の復旧造林等への支援

気象害等による被害森林における復旧造林や松くい虫被害を防止するための周辺

松林の樹種転換について支援します。

環境林整備事業 ４，５００（４４７）百万円

補助率：３／１０、５／１０ 等

事業実施主体：地方公共団体、ＮＰＯ等

〔お問い合わせ先：林野庁整備課（０３－３５０２－８０６５（直））〕
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農山漁村地域整備交付金（公共）
【１１２,８２８（９，６１４）百万円】

対策のポイント
自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、地域の自主性と

創意工夫による農山漁村地域の整備を推進します。

＜背景／課題＞

・農山漁村地域において、地震・津波対策はもとより、集中豪雨等の頻発化・激甚化に

対応した防災・減災対策を総合的に推進することが必要です。

・また、農山漁村地域の活性化を図るため、競争力強化につながる農林水産業の基盤整

備を進めることが重要です。

・このため、都道府県の裁量により事業を実施することが可能な交付金を措置すること

により、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を図ります。

政策目標

○基盤整備実施地区の対象農地の耕地利用率108％以上（27年度）

○森林吸収量3.5％の確保等に必要な路網の整備等

○海岸堤防等の整備率 66％（28年度）

＜主な内容＞

１．都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計

画を策定し、これに基づき事業を実施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、以下の整備のうち、農山漁村地域の防災

力の向上、競争力強化につながる農林水産業の基盤整備による地域の活性化に寄与度

の大きい事業を選択することが出来ます。

また、これと一体となって事業効果を高めるために必要な効果促進事業を実施する

ことができます。

農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備等

森 林 分 野：予防治山、路網整備等

水 産 分 野：漁港漁場整備、海岸保全施設整備等

３．国から都道府県に交付金を交付し、都道府県は自らの裁量により地区毎に配分でき

ます。また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

（水産分野の一部事業については、市町村への直接交付も可能。）

※農山漁村地域整備交付金には、東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策

617百万円）を含む。

お問い合わせ先：

農業農村分野に関すること 農村振興局農村整備官（03-6744-2200（直））

森林分野に関すること 林野庁計画課 （03-3501-3842（直））

水産分野に関すること 水産庁防災漁村課 （03-3502-5304（直））

［平成25年度予算の概要］
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有害生物漁業被害防止総合対策事業（新規）

１ 趣 旨
近年、我が国周辺海域に大量に出現する大型クラゲ、トド、ナルトビエイ、

ザラボヤ、キタミズクラゲ等の有害生物により、作業の遅延、漁獲物の鮮度低下、
漁獲量の減少、漁具の破損等、我が国の漁業に甚大な被害が発生し、顕在化して
いる。

これらの有害生物による漁業被害は、漁業者の自助努力だけでは防ぐことので
きない台風等の自然災害と同様のものであり、また、広域的に発生していること
から、漁業被害の防止・軽減対策を実施するための基金造成に対して国が助成し、
同基金を活用した機動的・総合的な対策を実施していく必要がある。

２ 事業内容
（１）大型クラゲ国際共同調査事業

日中韓の国際的枠組みの下で、東シナ海及び黄海における大型クラゲのモニ
タリング調査、出現予測シュミレーション技術の精度向上のための技術開発、
科学情報の共有等を行うことを支援する。

（２）有害生物出現調査及び情報提供事業
我が国近海域における大型クラゲ等の有害生物の出現状況を把握するととも

に、これらの有害生物の出現情報や出現予測情報を漁業関係者に提供することを
支援する。

（３）改良漁具等の導入促進事業
漁連、漁協及び漁業生産組合等が行う大型クラゲ等の有害生物の混獲及びこれ

らの有害生物による漁具の破損を回避するための改良漁具等の導入に要する経費
を助成する。

（４）有害生物駆除事業
漁連、漁協及び漁業生産組合等が行う大型クラゲ等の有害生物の駆除に要する

経費を助成する。
（５）有害生物陸上処理事業

漁連、漁協及び漁業生産組合等が行う陸揚げされた大型クラゲ等の有害生物の
処理及び有効利用に要する経費を助成する。

（６）有害生物被害軽減実証事業
トドについて、効果的な追い払い手法の実証試験、効果的な忌避手法の開発、

出現実態や生態の把握を行うことを支援する。

３ 事業実施主体 民間団体等

４ 事業実施期間 平成２５年度～平成２７年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
５０３，６９２千円（０千円）
（目）水産資源回復対策事業費補助金

６ 補助率等 定額、１／２

７ 担当班及び内線
環 境 調 査 班 内線６８１０
漁場保全調整班 内線６８０２

（担当課：水産庁漁場資源課）
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漁場機能維持管理事業のうち
漁場漂流・漂着物対策促進事業（新規）

１ 趣 旨
第171回通常国会において海岸漂着物の円滑な処理と発生の抑制を目的とした

「海岸漂着物処理推進法」が、平成21年7月15日に公布・施行され、漂流・漂着物
の問題は、本法に則した政策の実施が求められているところである。また、近年、
漁業者の生活の糧となる漁場では、無数の漂流物が流入、滞留・堆積し、漁場環
境を悪化させており、深刻な問題となっている。

そのような中、漁場に流入し滞留している漂流物については、漁業者が漁業活
動中に回収を行っているところであるが、漁場内の漂流・堆積物の回収を安全・
効率的に実施する体制の確保や漁業者負担の軽減を図る必要がある。

また、漂流・漂着物のうち、漁業系資材について削減方策やリサイクル技術の
開発を行ってきたところであるが、同技術の普及や現場での実証的な試験・技術
開発による、更なるコスト削減を図るとともに、使用済漁業系資材が漂流・漂着
物の発生源の一つと考えられることから、これらの適正な保管・処理を推進する
必要がある。

２ 事業内容
（１）漂流・漂着物発生源対策等普及事業

漁業系資材のリサイクル手法の技術開発の成果の普及、現場での実証試験や
コンサルティングを行うとともに、発生源対策の一環として使用済漁業系資材
の実態把握及び適正な管理・処理処分法の検討について支援する。

さらに、漁業系資材廃棄物を固形燃料に加工し、水産一次加工用のボイラー
や乾燥機などの燃料として活用するための技術開発を行う。

（２）漁場漂流・漂着物対策促進事業
漁場において漁業者が漁業活動中に回収した漂流物等を処理するための費用、

流木などの大型漂流物等やドラム缶など内容物が不明な容器が漂流物等である場
合に専門業者に回収、処理を依頼する費用及び災害時において漁業者が漂流物等
を回収、処理する費用について助成する。

３ 委託先及び事業実施主体
民間団体

４ 事業実施期間
平成２５年度～平成２９年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
４３，８５７千円（０千円）
（目）漁業経営安定事業費補助金

６ 補助率等
定額

７ 担当班及び内線番号
事業内容（１）について 漁場保全調整班 内線６８０２
事業内容（２）について 海洋保全班 内線６８０８

（担当課：水産庁漁場資源課）
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水産業体質強化総合対策事業のうち再編整備等推進支援事業（継続）

１ 趣 旨
資源水準に見合った漁業体制の構築を推進するため、「資源管理計画」に基づ

き漁業者が自主的に行う減船等を支援する。

２ 事業内容
（１）国は、事業実施主体が行う本事業の実施のための基金造成に対し助成し、事業

実施主体は、以下の事業について事業実施機関（漁業協同組合連合会、漁業協同
組合等）に対し助成金を支出する。
①再編整備支援事業

資源管理計画に基づき行われる減船等に対して支援を行う。
②魚種転換等支援事業

資源管理計画に基づき、対象魚種の漁獲努力量を削減するために、漁獲対象
魚種又は漁業種類の転換に必要な漁具・漁ろう設備の取得と不要漁具の処理に
対して支援を行う。

（２）事業実施機関は、事業実施主体からの助成金と都道府県、漁業者等の負担によ
り事業資金を造成し、これらの事業を実施する。

３ 事業実施主体
特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

４ 事業実施期間
平成２１年度～平成２５年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
９９，６１８千円（１２４，５２３千円）
（目）漁業経営安定対策事業費補助金

６ 補助率等
定額

事業実施機関に対する助成率
事業助成 融資助成

①再 編 整 備 支 援 事 業：大臣許可漁業 ４／９以内 １／２以内
（※２／９を加算）

知事許可漁業 １／３以内 １／２以内
（※１／６を加算）

②魚種転換等支援事業： １／２以内

※日本海及び東シナ海における暫定水域及びその周辺水域等で操業する漁業者
が取組を行う場合

７ 担当班及び内線番号
整備班 内線 ６５７４
資源管理企画担当 内線 ６６６３
指定漁業第１及び２班 内線 ６７０３・６７０４

担当課：水産庁企画課
管理課
漁業調整課
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安全な漁業労働環境確保事業（新規）

１ 趣 旨
漁船の海難及び海中転落による死者・行方不明者は、全船舶の海難及び人身事故

の中で最も多い。このため、漁船の労働環境の改善や海難の未然防止等について知

識を有する「安全推進員」を養成し、漁業労働環境の向上等を通じて海難事故の減

少を図る事業を実施し漁船安全操業対策の充実を図る。

また、遊漁船の海難事故及び漁村等の海浜における遊漁者の転落事故も多発して

いることから、遊漁船利用者等の安全の確保を図るため、遊漁船業者等に対する安

全講習会の開催を行うとともに、漁村等海浜における遊漁者への安全指導について

支援を行う。

２ 事業内容
安全な漁業労働環境確保事業

（１）安全な漁業労働環境確保事業

海難事故の分析やライフジャケット等の選定等を行う漁業労働環境カイゼン

対策会議の開催及び漁船の労働環境の改善等の知識を有する「安全推進員」を

養成する。

（２）遊漁安全確保推進事業

遊漁船事故情報の収集・分析を行うとともに、遊漁船業者等に対して安全

講習会を行う。また、漁港等海浜に指導員を派遣し、現場で遊漁の安全等指

導を行う。

３ 事業実施主体
民間団体等

４ 事業実施期間
（１）の事業 平成２５年度～平成２９年度

（２）の事業 平成２４年度～平成２６年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
２４，３４７千円（ ０千円）

（目）漁業経営安定事業費補助金

６ 補助率
定額

７．担当班及び内線番号
（１）の事業 漁業労働班 内線６５７１ (担当課：水産庁企画課)

（２）の事業 遊漁調整班 内線６７０５ （担当課：水産庁漁業調整課）
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漁場機能維持管理事業のうち
韓国・中国等外国漁船操業対策事業（拡充）

１ 趣 旨
近年、我が国水域における外国漁船の不法操業等により、漁場が荒廃し、我が

国漁業関係者に重大な影響を与えている。特に、日本海と東シナ海においては、
本来我が国が主権的権利を行使すべき水域に、広大な日韓暫定水域や日中暫定措
置水域等が設定されており、当該水域においては外国漁船による無秩序な操業に
より、多くの資源が低位水準となっていることから、水産物の安定供給を図るた
め、資源の回復を着実に実施することが必要である。

このため、関係漁業者が、漁場生産力の回復・維持及び操業機会の拡大の観点
から、外国漁船の投棄漁具等を回収・処分する取組、漁具破損等の被害の救済等
への支援を行うことにより、影響を受けている漁業者の経営安定を図るものであ
る。

２ 事業内容
（１）漁業者が漁船を用いて、洋上において外国漁船の投棄漁具等の回収を行うとと

もに、回収された漁具を処分する取組に対して当該作業に係る経費を助成する。
また、我が国漁業者が外国漁業者と民間レベルで資源管理について認識を共有す
ることを促進するために必要な取組に対して助成を行う。

（２）外国漁船の影響を受ける漁業者に対し、漁場情報を提供するとともに、外国漁
船の操業や航行に係る情報を収集する取組に対して漁業共済掛金の一部を助成す
る。また緊急避泊する外国漁船による被害を軽減するための監視活動等に対して
助成を行う。

（３）暫定措置水域による影響を受けている漁業者が資源管理計画に基づき行う種苗
放流に対する助成を行う。

（４）漁業協同組合等が漁船を用いて行う、外国漁船の操業状況調査、漁場調
査等及び外国漁船による被害漁具等の現状復帰に対して助成を行う。

３ 事業実施主体
民間団体

４ 事業実施期間
平成２２年度～平成２５年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
２，９１７，３０７千円（２，２５２，０５３千円）
（目）漁業経営安定対策事業費補助金

６ 補助率等
定額、１／２以内、２／５以内、１／３以内

７ 担当班及び内線番号
操業調整担当 内線６７０２

（担当課：水産庁漁業調整課）
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木材利用を促進する増殖技術開発事業（継続）

１ 趣 旨
水産関連事業では、木材が有する魚類の餌料効果や早期の蝟集効果といった

性質に注目し、平成15年度から間伐材を魚礁の部材に利用する「自然調和・活
用型漁港漁場づくり推進事業」を推進しているところであるが、永久構造物と
して機能を発揮するための加工に手間と費用がかかること、魚礁１基当たりに
利用できる木材の量が少ないこと等から、全国的な木材利用の拡大にはつなが
っていない。
他方、森林は河川を通して豊富な栄養塩類を漁場へ供給しており、豊かな漁

場は健全な森林保全によって育まれている。こうした森林のもつ国土の保全や
地球温暖化の防止などの公益的機能を発揮していくためには、森林を適切に整
備・保全することが必要であるが、近年、木材価格の下落等による林業採算性
の悪化等を背景に、適正な整備が行われない森林が増加しており、このような
状態が続けば、水産動植物の良好な生息環境を保全できないおそれがある。
本事業では、水産関連事業に木材を利用することによって、増殖機能の増加

による水産業への貢献及び間伐材を利用することによる循環型社会の形成を図
るため、その利用が全国的に拡がるよう、製作が簡易でかつ木材の利用率が高
い増殖用基材を開発するとともに、地域で産出される木材の継続的な利用を推
進する活動を行う団体を対象として増殖礁の技術開発及び実証試験に対する支
援を行う。

２ 事業内容
（１）木材の利用率が高い増殖礁の開発

・木材を活用した増殖礁に関し、木材の変質状況等を踏まえた耐久性を考慮し
つつ、水産生物の増殖に効果的な構造と配置手法の検討を行う。

・開発された増殖礁の試験的設置を行い、効果に関するモニタリング調査と、
それを踏まえた改良等を行う。

・検討会の開催やマニュアル・事例集の作成など、木材の水産利用の促進に向
けた情報交換及び技術普及活動を行う。

（２）地域で産出される木材を活用した増殖礁の実証等
・既に一定の知見と実績を有し、かつ漁業及び林業関係者等の意欲がある地域
において、地元で産出される木材を活用した増殖礁の開発から製作、設置及
びそのモニタリング調査の実施に対して支援を行うものである。

３ 事業実施主体
民間団体等

４ 事業実施期間
平成２２年度～平成２６年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
１５３，６４５千円（２０３，２３５千円）
（目）水産資源回復対策事業費補助金

６ 補助率等
定 額

７ 担当班及び内線番号
設計班 内線６８８０

（担当課：水産庁整備課）
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健全な内水面生態系復元等推進事業（拡充）

１ 趣 旨
内水面漁業は、四季折々の淡水魚介類の供給に加え、釣りなど自然とのふれあい

の場の提供を通じ、潤いのある国民生活にとって重要な役割を果たしている。
しかしながら、河川・湖沼は、都市化に伴う漁場環境の悪化による漁獲量の減少、

渓流魚の著しい減少による遺伝的多様性の低下、疾病の発生やカワウ・外来魚によ
る被害の増加によるウナギをはじめとする内水面魚種の漁獲の減少といった問題に
直面しており、これらを解決するための技術開発や漁業関係者の取組を促進するこ
とで、在来魚漁獲量を維持・回復し、淡水魚介類の安定供給を図る。

２ 事業内容
（１）委託事業

ア 外来魚抑制管理技術高度化事業（継続）
外来魚を抑制管理する手法について、残された課題として、深い場所等で産卵す

るオオクチバスの効果的な繁殖抑制技術及び電気ショッカー法により対象外来種を
効果的に駆除する技術を開発する。

イ 内水面資源生息環境改善手法開発事業（新規）
ウナギをはじめとした内水面魚種の棲み場所として必要な環境を維持した河川環

境の造成を行うため、内水面魚種の分布状況及び生息環境の特徴といった基礎デー
タの収集、天然水域における内水面魚種の行動を把握するための追跡調査を行う。

ウ 放流用種苗育成手法開発事業（新規）
ウナギ等の内水面資源について、放流前に天然魚に近い状況での育成方法を行う

ことにより、放流後に再生産に寄与する放流資源の開発を行う。

（２）補助事業（継続）
地域間の連携による推進体制の整備やその下での広域的なカワウの生息状況調

査、追い払い及びその捕獲、外来魚の駆除、ドライアイスを活用したカワウの繁殖
抑制や効果的な外来魚駆除、都市との交流を通じた啓蒙活動等の内水面生態系の復
元等に資する活動を集中的に実施する取組を支援する。

３ 委託先及び事業実施主体
民間団体等

４ 事業実施期間
平成１５年度～平成２９年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
１９７，３０１（１９０，９００）千円

６ 補助率等
２の（１）委託費
２の（２）定額、１／２

７ 担当班及び内線番号
事業内容(１)ウ以外について 内水面班 内線６８２５
事業内容(１)ウについて 沿岸調整班 内線６７０１

（担当課：栽培養殖課、漁業調整課沿岸・遊漁室）
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鰻供給安定化事業（拡充）

１ 趣 旨
シラスウナギについては３年連続での不漁となっており、資源状態の低下が危ぶ

まれる状況の中、シラスウナギ、親ウナギ（活鰻）ともに価格が上昇しており、消
費の落ち込みが顕著となっている。

このため、ウナギの生態や資源状況等についての調査、異種ウナギの養殖を行う
際に自然環境へ逸散しないための養殖技術の開発、ウナギの遺伝情報を活用した系
群判別等の技術開発を行うとともに、従来から行っているウナギの放流についてよ
り効果の高い放流方法の検討・実践への支援等、今後の資源回復及び安定供給を図
るために必要な対策を早急に実施することが必要となっている。

２ 事業内容
（１）委託事業

ア 鰻生息状況等緊急調査事業（新規）
ウナギ資源の増殖を図るための基礎データとするため、河川等におけるウナギの

分布域、分布量の調査及びシラスウナギの来遊時期、来遊量、来遊場所の年間を通
じた調査を行う。

イ 異種鰻育成手法緊急開発事業（新規）
ニホンウナギ以外の種を国内で養殖する場合に、自然環境への逸散を防止するた

めの技術的な検討を行うとともに、ガイドラインを作成する。
ウ 遺伝情報を活用した鰻資源管理育種等技術開発事業（新規）

ニホンウナギの系群構造・分布状況の把握、人工種苗量産化、異種ウナギの適切
な利用に資するため、遺伝情報を活用し、系群判別や養殖に適したウナギの選別、
生きているシラスウナギから異種ウナギを判別する技術を開発する。

（２）補助事業（拡充）
放流事業について、放流するウナギの多様化の検討や実践、放流数の拡充を行う

ための経費及び国際的なウナギ資源の適切な管理を確保するための民間レベルの話
し合いの促進やシラスウナギの来遊経路の変化の可能性を調査するための経費を支
援する。

３ 委託先及び事業実施主体
民間団体等

４ 事業実施期間
平成１５年度～平成２９年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
１５４，５４６（１９，５４６）千円

６ 補助率等
２の（１）委託費
２の（２）定額、１／２

７ 担当班及び内線番号
事業内容(１)ウ以外について 内水面班 内線６８２５
事業内容(１)ウについて 研究指導課 先端技術班 内線６７８０

（担当課：栽培養殖課、研究指導課）
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水産多面的機能発揮対策（新規）

１ 趣旨
水産業・漁村は、古くから、国民に安全で新鮮な水産物を安定的に提供する役割に

加え、国民に対して種々の多面的機能を提供する役割を担ってきた。
しかしながら、漁業者の高齢化、漁村人口の減少等により水産業・漁村が関わる問題が

深刻化するに従い、これらの多面的機能の発揮に支障が生じている。
そのため、多面的機能の効果的・効率的な発揮により水産業の再生・漁村の活性化を図

る事が急務であり、日本再生戦略の食と農林漁業の再生の具現化を行うものである。

２ 事業内容
（１）水産多面的機能発揮対策事業

ア 事業の仕組み
都道府県、市町村、漁協等による地域協議会を設置し、国は地域協議会に交付

金を交付する。
地域協議会は、地域活動指針の作成、交付金交付事務等を行い、国からの交付

金を受けて活動組織に交付金を交付する。
地域協議会、都道府県及び市町村が交付事務を行うために必要な経費について、

運営交付金を交付する。
イ 対象とする活動

漁業者等が行う水産の多面的機能を図るための、以下の活動項目について支援。
① 国民の生命・財産の保全： 国境監視、海難救助等
② 地球環境保全： 藻場・干潟等の維持・保全、海洋汚染対策、漂流漂着物処

理、漁場環境保全のための植樹等
③ 漁村文化の継承： 教育と啓発の場の提供、漁村の伝統文化、食文化等の伝

承機会の提供

（２）水産多面的機能発揮対策支援事業
水産業・漁村の多面的機能に資する活動を全国的に推進するため、技術的事項

についての講習会、技術サポート等を行う。

３ 事業実施主体
〔水産多面的機能発揮対策事業〕 地域協議会、都道府県、市町村
〔水産多面的機能発揮対策支援事業〕 民間団体

４ 事業実施期間 平成２５年度～平成２７年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
3,500,000千円( 0千円)
3,360,000千円( 0千円) （目）水産多面的機能発揮対策交付金

140,000千円( 0千円) （目）漁村振興対策事業費補助金

６ 補助率等
〔水産多面的機能発揮対策事業〕 定額
〔水産多面的機能発揮対策支援事業〕定額

７ 担当班及び内線番号
企画班 内線６８４４

（担当課：水産庁計画課）
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復興（震災・原発事故）関連事業          平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 

省庁名 農林水産省 

                                                                

連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24 年度 NPO

への実績 
備考 

1 農山漁村再生

可能エネルギ

ー導入推進事

業のうち農山

漁村再生可能

エネルギー供

給モデル早期

確立事業 

終了 被災地域の農山漁村において、太陽光、

風力、地熱、バイオマス、小水力等の再

生可能エネルギー発電事業を円滑に開

始するため、関係者による協議会の開催

や地域での合意形成のための取組を行

う。 

－ （237の内数） 定額 （公募） 

地方公共団

体、農林漁

業者の組織

する団体、

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省 

食料産業局 

再生可能エ

ネルギーグ

ループ 

－  

2 未来を切り拓

く６次産業創

出推進事業の

うち食料の供

給機能強化推

進事業 

終了 被災地の円滑な食料供給体制を構築す

るため、原材料調達、食料の輸送・在庫

のあり方等の検討、取りまとめを行う取

組に対して支援 

－ 25 定額 （公募） 

民間企業、

NPO 法人な

ど 

－ － 農林水産省 

食料産業局 

食品小売サ

ービス課 

－  

3 農と福祉の連

携によるシニ

ア能力活用モ

デル事業 

終了 仮設住宅入居者等が利用できる農園に

おいて、農村高齢者による技術指導の下

で被災者の農作業を通じた心身のケア

を行う取組を支援 

－ 13 定額 市町村、NPO

法人等 

－ － 農林水産省 

経営局 

就農・女性課

女性・高齢者

活動推進室 

7 実施主体 

5.8 百万円 

交付決定済 

 

 

4 被災者営農継

続支援耕作放

棄地活用事業 

 

継続 被災を免れた地域や避難先等において

荒廃した耕作放棄地を活用し営農活動

を再開する被災農家等の取組を支援 

（623 の内数） （401の内数） 定 額 、

1/2以内

等 

耕作放棄地

対策協議会

（都道府県

協議会、地

域協議会）

随時 地域協議会へ

交付申請(計画

策定は地域協

議会) 

農林水産省 

農村振興局 

農村計画課 

－ p.1 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24 年度 NPO

への実績 
備考 

5 農山漁村被災

者受入円滑化

支援事業 

 

継続 被災地からやむを得ず移転を行わざる

を得ない被災農家等に対し、受入れ情報

を提供し、受入れ地域とのマッチング等

の支援を実施。 

18 － 定額 （公募） 

民間団体等

公募開始:2 月下旬

公募締切:3 月中旬

選定期間:3 月下旬

提案書を作成

の上、照会窓口

へ提出。 

農林水産省 

農村振興局 

中山間地域

振興課 

－ 平成 23 年

度 3 次補

正予算 

p.2 

6 海岸防災林再

生等復興支援

事業 

 

新規 ・地元住民やＮＰＯ・企業への意向調査、

これらの者と地元自治体との協議会の

開催、海岸防災林の機能に関する調査

等、地元住民、ＮＰＯ、企業等が海岸防

災林再生に参画していくための仕組み

づくりを支援。 

・地域住民やＮＰＯ等が行う植樹活動が

円滑に進むよう、植樹会場の設営、安全

対策、参加者の移動等に対して支援。 

83 － 定額 （公募） 

NPO 法人等

民間団体 

公募開始:2 月中旬

公募締切:3 月中旬

選定期間:3 月下旬

応募申請書作

成の上、照会窓

口へ提出 

農林水産省

林野庁 

研究・保全課

－ p.3 

7 漁業復興担い

手確保支援事

業 

継続 被災地域における漁業関係の雇用機

会を通じた若青年漁業者の技術習得の

支援や新規就業希望者の就業支援等に

より、復興に必要な担い手の確保・育成

を支援 

700 1,068

 

定額 （公募） 

民間団体等

未定 課題提案書等

作成の上、照会

窓口へ提出 

農林水産省

水産庁漁政

部企画課 

－ p.4 

8 漁業経営体質

強化機器設備

導入支援事業 

 

継続 被害を受けた漁業者のグループ等が行

う省エネルギー性能が相当程度優れた

漁業用機器設備（ＬＥＤ集魚灯・漁船 

用エンジン）等の導入費用を支援。 

 （326の内数） （239の内数） 定額 （公募） 

民間団体等

未定 課題提案書を

作成の上、照会

窓口へ提出 

農林水産省 

水産庁漁政

部 

企画課 

1 実施主体 

（NPO 法人と

民間団体で

構成された

共同実施機

関）239 百万

円 

交付決定済 

p.5 



連

番 
事業名 

新・継

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算額

(百万円) 

24年度予算額

(百万円) 
補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24 年度 NPO

への実績 
備考 

9 漁業・養殖業復

興支援事業 

 

終了 漁業・養殖業の復興を推進するため、収

益性の高い操業体制への転換や養殖業

の共同化による経営の再建に必要な経

費を支援 

－ 10,606 定額 特定非営利

活動法人 

水産業・漁

村活性化推

進機構 

－ － 農林水産省

水産庁資源

管理部漁業

調整課 

1 実施主体 

10,606 百万

円 

 

合計  

(内数事業を除く) 

― ― 801

(増減額) 

△10,910

(増減率％) 

△93.2％

11,711 ― ― ― ― ― ― ― 

（注）計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。 





被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業
【復旧・復興対策(復興庁計上) ６２３（４０１）百万円】

対策のポイント
荒廃した耕作放棄地を再生し被災農家等が営農活動を再開するまでの一連

の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災により甚大な被害を受けた被災農家等の生活再建に向けて、避難先等に

おいて営農活動を再開できるよう、その基盤となる農地を確保することが必要となっ

ています。

・一方、荒廃した耕作放棄地の再生利用を図ることは、避難先等の地域においても喫緊

の課題となっています。

・このため、このような耕作放棄地を活用して被災農家等の営農活動の再開を支援する

きめ細かな措置が求められています。

政策目標

耕作放棄地を活用し営農活動の再開に取組む被災農家等への支

援を継続

＜主な内容＞

被災農家等が自ら農業経営を営む場合のほか、受入れ地域の「耕作放棄地対策協議会」

が運営する実証ほ場で雇用形態により営農活動を行う場合も対象とします。

１．耕作放棄地を再生利用する活動への支援

荒廃した耕作放棄地の再生作業（雑草・雑木等の除去、深耕、整地等）、土づくり、

再生農地への作物の導入、試験販売等の取組を定額（雑草・雑木等の除去５万円/

10a等）で支援します。

２．施設等の整備への支援

耕作放棄地の再生利用に必要な基盤整備（用排水施設の整備等）や農業用機械・

施設、貯蔵施設、農業体験施設等の整備を支援します（補助率1/2以内等）。

３．附帯事業への支援

引き受け手と受け入れ地域のマッチング、農地利用調整等を定額で支援します。

補助率：定額（雑草、雑木等の除去５万円/10a等）、１／２以内等

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

［お問い合わせ先：農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２４４２（直））］

「平成25年度予算の概要」
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農山漁村被災者受入円滑化支援事業
【復興・復興対策（復興庁計上）１８百万円】

対策のポイント
被災地からやむを得ず移転を行わざるを得ない被災農家等に対し、受入れ

情報の提供、受入れ地域とのマッチング等の支援を引き続き実施します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災の被災地では、津波被害や原発事故等の影響により避難生活を余儀なく

されている被災農家等においては、未だに当該地域で営農を再開することが困難な状

況が継続しています。

・こうした状況を踏まえ、避難生活を余儀なくされている被災農家等がやむを得ず移転

を行わざるを得ない場合に、受入れ可能な農山漁村地域に関する情報提供や受入れ地

域とのマッチング等、営農再開に向けたきめ細やかな支援を行うことが必要となって

います。

政策目標

本事業を活用して被災地域から移転した農家の離農率が全国平

均以下であること

＜主な内容＞

○被災農家等に対する農山漁村地域の受入れ情報の提供等

東日本大震災の影響により、避難生活を余儀なくされている被災農家等に対し、

都道府県、市町村、農業関係団体等と連携しつつ、受入れ可能な農山漁村地域にお

ける農地、雇用、住まい等に関する情報を提供するとともに、移転を希望する被災

農家等と受入れ可能地域とのマッチング等のきめ細やかな支援を引き続き実施しま

す。

農山漁村被災者受入円滑化支援事業 １８（１０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局中山間地域振興課(０３－６７４４－２４９８(直))］

[平成25年度予算の概要]
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【復興庁計上分】

海岸防災林再生等復興支援事業（新規）

【平成25年度概算決定額（復旧・復興対策）８３，０７７（０）千円】

事業のポイント
海岸防災林を再生する取組において、地元住民やＮＰＯ、企業等が参画する

仕組みづくりを支援します。

＜背景＞

東日本大震災により甚大な被害を受けた海岸防災林の再生については、大規模災害に

対する防災意識の向上や地域の復興のシンボル的な活動となるよう、地域住民の参加の

下で、ＮＰＯや企業等の協力を得つつ、植栽や保育を進めることとしています。

政策目標

被災海岸防災林１４０kmの復旧・再生

＜内容＞

・地元住民やＮＰＯ・企業への意向調査、これらの者と地元自治体との協議会の開催、海

岸防災林の機能に関する調査等、地元住民、ＮＰＯ、企業等が海岸防災林再生に参画し

ていくための仕組みづくりを支援します。

・地域住民やＮＰＯ等が行う植樹活動が円滑に進むよう、植樹会場の設営、安全対策、

参加者の移動等に対して支援します。

＜補助率＞

定 額

＜事業実施主体＞

民間団体

＜事業実施期間＞

平成２５年度～２９年度

［担当課：林野庁研究・保全課］
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漁業復興担い手確保支援事業（継続）

１ 趣 旨

東日本大震災により壊滅的な被害を受けた沿岸部の被災地では、漁業就業者が大

幅に減少する可能性があり、被災漁業者の廃業や離職が進むことが懸念されている。

このため、漁労技術の円滑な継承や次世代の担い手の定着・確保を推進する観点

から、被災した若青年漁業者が行う他の経営体における技術習得や被災地域におけ

る漁業に就業を希望する者への支援を行い、将来を見据えた中核的な漁業の担い手

の確保・育成を行う。

２ 事業内容

（１）若年漁業者等の技術習得支援

① 若青年漁業者等が漁業の再開までの期間を活用し、他の漁船や他地域等にお

いて行う新たな漁法や技術の習得を支援。

② 漁業に関する資格の取得等に係る経費を支援。

（２）新規就業者の確保

壊滅的な被害を受けた被災地では、早急に漁業就業者を確保する必要があるた

め、より確実な定着が見込まれる漁家子弟を含めた新規就業希望者の就業を支援。

３ 事業実施主体

民間団体等

４ 事業実施期間

平成２４年度～平成２７年度

５ 平成２５年度概算決定額

７００，０００千円(１，０６７，９５６千円)

(目)漁業経営安定対策事業費補助金

６ 補助率

定額

７ 担当班及び内線番号

漁業労働班 内線６５７１

(担当課：水産庁企画課)
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漁業経営体質強化機器設備導入支援事業（継続）

１ 趣 旨
東日本大震災によって、我が国の漁業生産量の5割を占める重要な水産業の拠

点である東日本太平洋沿岸の漁業・関連産業に甚大な被害が発生した。
復興の基本方針等では、復興に向け、①漁船の近代化・合理化の促進を進め

漁業の体質強化を図る、②ＬＥＤ等の省エネ製品の導入促進を行うなどの旨が
示されており、震災後の状況において、燃油コストの増加を防ぎつつ、燃油価
格の高騰による影響を受けないよう、燃油消費量そのものを根本的に削減させ
る取組の推進が引き続き不可欠である。

このため、被災地の漁業を単なる現状復旧にとどまらない「省エネに優れた
高収益・環境対応型漁業」に転換させつつ、迅速かつ効率的な漁業の再建を実
現すべく、「省エネルギー性能が相当程度優れた漁業用機器設備」の導入に着目
した支援を行う。

２ 事業内容
東日本大震災の被害を受けた漁業者のグループ等が行うＬＥＤ集魚灯・漁船用

エンジン（船外機・船内機）等の省エネルギー性能が相当程度優れた漁業用機器
設備の導入費用を支援し、被災地全体の省エネ化の推進を図る。

３ 事業実施主体
民間団体等

４ 事業実施期間
平成２３年度～平成２５年度

５ 平成２５年度概算決定額（前年度予算額）
３２５，５３４千円（２３９，３７５千円）
（目）漁業経営安定対策事業費補助金

６ 補助率等
定額（漁業者グループが行う機器設備の導入費用に対する助成率は１／２以内）

７ 担当班及び内線番号
効率化推進班 内線６５７４

（担当課：水産庁企画課）

5



平成 25年度 :NPO関連予算総括表

省庁名 1経済産業省

＼

連

　
番 事業名

新・盤

区分
施策・事業概要

25年度予算額

(百万円)

24年度予算

額

(百万円)

補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口
24年度 NP0

への実績
備考

1 企業活 力強

化貸付 (地域

活性化・雇用

促進資金)社

会貢献型事

業関連

終 了 子育て支援対策、高齢者対策をは

じめ多様な社会的課題をビジネス

の手法で解決するSB事業者が必要

とする設備資金、運転資金に対す

る融資を行う。

株 式 会

社、特定

非 営 利

活 動 人

等

随時 日本政策金

融公庫の各

店舗へ「第二

者 (中核的支

援機関)か ら

の協力・助言

を得た事業

計画」等の必

要書類等を

提出

地域経済産業グ

ループ

立地環境整備課

03-3501-0645

0件/2件

(※ 23

度実績 )

年

2 中 心市 街 地

魅力発掘・創

造支援事業

継続 中心市街地活性化法に基づき内閣

総理大臣の認定を受けた市町村等

において、まちづくり会社等が実

施する取組を支援する。具体的に

は、①まちの魅力を高めるための

事業化調査、②先導的・実証的な

取組、③専門人材の派遣に対し、

重点的支援を行う。

1,000 1,500

(補 正 予

算)

1/2

2ノ/3

※ 1

ま ち づ

く り 会

社

商 店 街

振 興 組

合

商 工 会

議所、商

工会

特 定 非

営 利 活

動 法 人

等

(24年度補正予

算)

平成 25年 2月

27日 (水 )～平

成 25年 3月 18

日 (月 )

(25年度予算)

未定

所在地 を所

轄す る経済

産業局へ 申

請書を提出

商務流通保安グ

ループ

中心市街地活性

化室

03-3501-3754

中小企業庁商業

課

03-3501-1929

各経済産業局担

当課室



Ⅲ

3 戦 略 的 中心

市 街 地 商 業

等 活 性 化 支

援事業

終了 中心市街地活性化法に基づき、内

閣総理大臣の認定を受けた市町村

の基本計画のうち、商業の活性化

や中心市街地のにぎわい創出等に

資する事業に対して支援する9

2,413 レ

″

�

まちづ

くり会

社

商店街

振興組

合

商工会

議所、商

工会

特定非

営利活

動法人

等

商務流通保安グ

ループ

中心市街地活性

化室

03-3501-3754

中小企業庁商業

課

03-3501-1929

各経済産業局担

当課室

3件/39件

12百万

円

(交付決定

領 )

4 独立型再生

可能 エネル

ギー発電 シ

ステム等対

策費補助金

新規 自家消費向けの再生可能エネルギ

ー発電システム (太陽光発電、風

力発電等)の設置補助を行う。ま

た、当該システムと併せて、その

発電量の変動を抑えるための蓄電

池を設置

3000 976 1/2

内

1/3

内

以

以

地 方 自

治体、特

定 非 営

利 活 動

法人、公

益法人

未定 公募に対 し

て申請書等

を提出

資源エネルギー

庁、新エネルギ

ー対策課

03-3501-4031

2件

Ｅ
υ 再 生 可 能 エ

ネ ル ギ ー 熱

利 用 加 速 化

支 援 対 策 事

業

継続 高いエネルギー効率を有する再生

可能エネルギーの熱利用設備を低

コス ト化し、その一層の利用拡大

を図るため、地中熱やバイオマス

熱利用を含む熱利用設備の導入に

対して補助を行う。

4000 4003 1/2

内

1/3

内

以

以

地 方 自

治体、特

定 非 営

利 活 動

法人、公

益法人

未定 公募 に対 し

て申請書等

を提出

資源エネルギー

庁、新エネルギ

ー対策課

03-3501-4031

1件

金
Ｖ 」APAN

ブ ラ ン ド育

成支援事業

新規 複数の中小企業が連携し、自らが

持つ素材や技術等の強みを踏まえ

た戦略を策定し、当該戦略に基づ

いて行う商品の開発や海外展示会

への出展等のプロジエク トに係る

経費を補助する。

3,151百万円

の内数

定領、

2/3

商工会

商 工 会

議 所 組

合

特 定 非

営 利 活

動 法 人

平成 25年 2

月 28日 ～3月 21

日 (予定)

所在地を所

轄する経済

産業局へ申

請書等を提

出

中小企業庁

経営支援部新事

業促進課

03-3501-1767

3件/59件



ψ

等

7 新 事 業 活

動・農商工連

携等促進支

援事業 (農商

工等連携対

策支援事業

(連 携体構

築支援事業 )

(支 援機関

型)))

新規 農商工等連携促進法により認定さ

れた支援事業計画に基づき一般社

団・財団法人又はNPO法人が行

う、中小商工業者と農林漁業者と

の交流機会の提供等の取り組みに

係る経費の一部を補助ずる。

1,860百 万円

の内数

一 般 社

団 ‐財団

法人

特 定 非

営 利 活

動法人

平成 25年 2月

15日 ～3月

11日

所在地 を所

轄す る経済

産業局へ 申

請書等 を提

出

中小企業庁

経営支援部新事

業促進課

03-3501-1767

1件/2件

8 地 域 中小 商

業支援事業

新規 地域の共助活動の拠点となる取組

や地域住民に求められる機能を継

続的・ 自立的に提供できるように

するための取組など、商店街を身

近で快適な場とするための意欲的

な取組を支援する。

3,869 1/3

1/2

2/3

民 間 亭

業者、

商 店 街

振 興 組

合、

商 工 会

議所、商

工会

特 定 非

営 利 活

動法人、

商 店 街

等 と 民

間 企 業

等 と の

連携体

未定 申請善等 を

提出 (提 出先

は未定 )

中小企業庁商業

課

03-3501-1929

各経済産業局担

当課室



合計

(内数事業を除く)

11,869

(増減額 )

2,977

(増 減

率 96)

33%

8,892

※ 1 中心市街地魅力発掘創造支援事業費補助金について

B中心市街地活性化法等、法律に基づく認定要件により補助率が異なる。

《記載要領≫

[対象事案]  NPOに 資する事業(NPOが手挙げ出来る事業及びNPOの ための研修等の事業)と します。これに該当する事業は全て記載し、該当しない事業は記載しないで下さ

い。なお、24年度で `終了' し25年度はやらない事業でも、前年度対比するために、漏れなく記戦して下さい。期の途中で新たに予算化された事業も記載し

て下さい。

[新・継区分欄] 当該事業の区分(`継続'、 `新規'、 `名称変更'、
4統

廃合'、 `終了'のいずれか)を記敢して下さい。

[予算額欄]  25年 度予算額欄には直近の政府案、24年度予算額には前年度の確定している政府案 (昨年のヒアリング時と変わつていても可)を記載して下さい。

■
ヽ        なお、NPOが手挙げ出来るも予算額全額に対してではなくその一部であり、額がどうしても区分できない場合は、(  )し (OOOの 内数)と 表記して下さい。

[最後の合計相]25年度予算額欄と24年度予算額桐の縦罫を合計した予算額合計を記載して下さい。ただし、内数事業 (25日 24年度のいずれかが内数事業)の場合は、合計する

ときのみ 25,24年度ともその額を除いて下さい。



中心市街地魅力発掘 。創造支援事業賓補助金
(平成24年度補正予算 :15,0億 円)

(平成25年度政府ラ算原案 :10.0億 円)

◆地域の個性や生活者のニーズに立脚した、まちの魅力を高め、生活者が安心して暮

らすために必要な商機能の維持日強化に資する取組であつて、周辺他地域の先導的

モデルとなり得る事業を支援。【補助率1/2～ 2/3】

【補助対象者】
まちづくり会社 (※ )、 商店街振興組合、商工会議所、NPO,去人等
※自治体、商工会議所や地域金融機関等の出資を受け、地域コミュニティの活性化を図るための事

業を始めまちづくりに必要で一定の公共性をもつた 業を展開する会社。

【事業イメージ】
1.中心市街地魅力発掘事業 (中心市街地活性化法による認定の有無は問わない。)

◆まちの魅力を探るための調査に対し支援。 (例 )ニーズ調査、マーケティング調査等

◆まちづくり事業に専門的な知見を有する人材の招聘等に対し支援。
(例 )経営コンサルタント、建築家、デザイナー、タウンマネージャー等

2日 中心市街地魅力創造事業(中い市街地活性化法1こよる認定が必要。)

◆①の調査やそれと同様のまちの魅力を探る調査による分析に基づいた、以下の類
型に該当する事業を支援。ただし、地域全体への波及効果や効果の持続性が弱い

事業(地元に関連のない単なるイベント等)は対象外。

○生活書の利便
(例 )子育て支援施設等を併設した複合商業施設

O地域産業
(例 )地域産品の販売所、地域の製造業者と連携して商品開発が行えるインキュベーション施設

Oまちづくりのコンセプトを具現化立登デザインコードに基づいて整備さ堕 中核施設等

(例 )町家等の歴史的建造物を活用した商空間整備

10持館的なにぎわい則出につながるイベント事業

i(例 )市民が企画日参加し、個々の商品を地域の魅力やまちのイメージにつなげるイベント事業

|

|(例 )地域公共交通機関とまちづくり会社が連携したICカードを活用した電子マネーサービス事業

※平成25年 2月 27日 から3月 18日 まで申請を受け付けています。(平成24年度補正予算 )

経済産業局
まちづくり会社

商店街振興組合 等
補助率(1/2～ 2/3)

(裏面ご参照)

お問い合わせ】経済産業省中心市街地活性化室及



【お問い合わせ先一覧】

担当課室 住所及び電話 管轄地域

北海道経済産業局

流通産業課商業振興室

担当:藤森、吉田

T060-0808
札幌市北区北8条 2

札幌第1合同庁舎
TELi011‐ 738-3236

北海道

東北経済産業局

商業 E流通サービス産業課

担当 :及川、丸山、中川

T980‐8403

仙台市青葉区本町3‐ 3‐ 1

仙台第1合同庁舎
TEL:022-221‐4914

青森、岩手、宮城

秋田、山形、福島

関東経済産業局

流通ロサービス産業課
商業振興室

担当:藤本、和田、池嶋

〒330‐ 9715

さいたま市中央区新都心1‐1

さいたま新都心合同庁舎1号館
TEL:048‐ 600‐ 0318

茨城、栃木、群馬

埼玉、千葉、東京

神奈川、新潟

長野、山梨、静岡

中部経済産業局

流通 Bサービス産業課

商業振興室

担当:箕浦、榎本、山田、片桐

T460‐8510

名 古 屋 市 中 区 三 の 丸 2-5-2

TEL:052‐ 951‐0597

愛知、岐阜、二重

宮山、石川

近畿経済産業局

流通 =サービス産業課

担当 :,II田 、石原

可
‐540-8535

大阪市中央区大手前生-5‐44

大阪合同庁舎1号館
TEL:06‐6966‐6025

福井、滋賀、京都

大阪、兵庫、奈良

和歌山

中国経済産業局

流通 Eサービス産業課
担当:腰本、森、多久田

T730‐8531

広島市中区上八丁堀6‐30

広島合同庁舎2号館
TELi082‐ 224-5653

鳥取、島根、岡山

広島、山口

四国経済産業局

商業H流通 Bサービス産業課

担当:三好、山本、向井

T760-8512
高松市サンポート3-33

高松サンポート合同庁舎
TEL:087‐ 811-8524

徳島、香川

愛媛、高知

九州経済産業局

流通 aサ_ビス産業課

商業振興室

担当 :土 田、尾花

T812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11‐ 1

福岡合同庁舎
TEL:092‐ 482-5456

福岡、佐賀、長崎

熊本、大分、宮崎

鹿児島

内閣府沖縄総合事務局

経済産業部

商務通商課

担当:大城、下地

T900-0006
那覇市おもろまち2‐ 1‐1

那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098‐ 866-1731

沖縄

経済産業省

中心市街地活性化室

担当:竹本、鴻上、梅原、本宮

T100‐8912

東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 1-3‐ 1

TEL:03-3501‐ 3754

ｒ
ｉ
ヮ



独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金
30.0億 円 (9.8億円)

資源エネルギー庁
新エネルギー対策課

-3501-4031

菊

事業の内容

事業の概要・ 目的

O再生可能エネルギーは、エネルギー起源の温室効
果ガスの排出削減に寄与すること等から、一定程
度、自家消費向けとして導入されています。

O具体的には、企業等が環境問題に積極的に取り組
むことに加え、東日本大震災以降の電力供給への
懸念等から、再生可能エネルギー発電設備を設置
し、その電力を自ら消費するニーズが高まってい
ます。

Oまた、再生可能エネルギー発電設備は、季候等の

環境条件によつて発電量が変動しますが、蓄電池
を併設することによって、再生可能エネルギーの

安定供給を図ることができます。

O本事業により、蓄電池を含めた自家消費向けの再
生可能エネルギー発電システムに対する支援を行
い、再生可能エネルギーの導入拡大を図ります。

条件 (対象者、対象行為、補助率等)

補助

け

ネ甫助  (1/2日  1/3)

民間団体等 設置者

・風力発電
・小水力発電

において設備認定を

｀

―

卜

十蓄電池の電力変動
にfOr

等

ンステム等当

Eネルギー翼
常導入に対し

ヨ等の緊急熙
:間事業者が取り組む

|して補助を行います。
府ム等事業者導入促丸

寸して補助を行いま巧

輩 0'0イ マ`0

ム等導入促進対策事業 【補助

ギー発電システム設備導入及
に対して補助を行います。
緊急時等に地域の防災拠点に

組む再生可能エネル

:光電

巡 :放電

入促進対策事業 【補

います。

叫)

Ｏ
率

一
び

　

蓄
ギ

Ｏ
助

一



再生可能エネルギー熱利用加速イヒ支援対策費補助金
40.O億 円 (40.0億 円)

事業の内容

事業の概要・ 目的

O再生可能エネルギーの中でも、太陽熱や地中熱等の熱
利用は、給湯や冷暖房等で活用が見られますが、その
導入は必ずしも進んでいません。
特に、熱利用分野の大きな課題は導入コス トが高い
ことであり、そのコス ト低減が重要な課題となつてい
ます。

Oまた、再生可能エネルギーの一層の拡大には、発電分
野だけでなく熱利用分野での導入が非常に重要です。

O本事業により、例えば地中熱や雪氷熱等を活用した
冷暖房設備を商業施設等に導入する場合や、
太陽熱給湯システムを民間事業者のチェーン店舗に

導入する等、波及効果の期待できる案件を中心に
熱利用設備等の導入に対して支援を行い、導入の拡大
を図ります。

条件 (対象者、対象行為、補助率等 )

補助

け

補助 (1/2日 1/3)

民間団体等 設置者

資源エネルギー庁

新エネルギー対策課
03-3501-4031

鴎

事業イメージ

O再生可能エネルギー熱利用の内訳
・太陽熱利用
・地中熱利用

・バイオマス熱利用
日雪氷熱利用

D温度差エネルギー利用 Bバイオマス燃料製造

太陽熱利用  バイオマス熱利用 雪氷熱利用

出典 :NEDO太 陽熱FT    出典 :NEDO新 エネ     出奥 :NEDO新 エネ

業務報告書         ガイ ドブック         ガィドブック

O地域再生可能エネルギー熱導入促進対策事業
【補助率 1/2以内】
地方自治体等による熱利用設備導入及び地方自
治体と連携して行う熱利用設備導入に対して補
助を行います。

O再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業
【補助率 1/3以内】
民間事業者による熱利用設備導入に対して補助
を行います。



※平成25年度当初予算 :中小企業海外展開総合支援事業 (31.5億 円の内数)

対

<事業の概要・目的>

O本事業では、複数の中小企業が連携し、自らが持つ素材や
技術等の強みを踏まえた戦略を策定し、当該戦略に基づ
いて行う商品の開発や海外展示会への出展等のプロジェ

ク トを支援することにより、中小企業の海外販路開拓の
実現を図ります。

日戦略策定段階への支援
自らの強みを分析し、明確なブランドコンセプ ト等と基本
戦略を固めるため、専門家の招聘、市場調査などを行う
プロジェク トに対し、 1年間に限り支援します。小規模

事業者が使いやすいものとするため、申請書類を簡素化

し、補助上限額を引き下げます。

口海外市場開拓段階への支援
具体的な海外販路開拓を行うため、専門家の招聘、新商

品開発、展示会出展等のプロジェク トに対して支援しま

す。海外販路開拓を継続的に支援するため、最大 3年間
の支援を実施します。

<支援対象>

対象者 :商工会、商工会議所、組合、NPO等

□戦略策定段階 (補助上限額 200万円 :定額補助)

・海外市場開拓段階 (補助上限額 2,000万 円 :2/3補助)

個別に事業化

(200万円上限)

0新商品開発

●展示会出展

●専門家の招へい

●ブランド
コンセブト写と墨
本戦略の策定

(実施プロジェク ト例)

【「甲州ワインIの EU輸出プロジェク ト】

【今治タオルプロジエクト】

口過去採択事業。世界的な和食ブームを背景に、日

本固有の「甲州ブドウ」から造った「甲州ワイン」を、

ワインの本場欧州市場をターゲットとして展開する
ことで、「甲州ワイン」の世界的な認知と産地確立

や市場拡大を目指す取組。
・経済産業局が、3年間にわたり継続的に海外での

プロモーション等を支援6

口過去採択事業。ブランディングプロジエクト・クリエ

イティブディレクターにアートディレクターの佐藤可
士和氏を起用。

・国内最大のタオル産地である今治から、質へのこ

だわりと使い心地を重視した、人にやさしい安心・

安全なタオルを提案している。



新事業活動・農商工連携等促進支援事業 ―農商工等連携対策支援事業一 (補助金 )

事業概要
中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、互いの経営資源を有効に活用して行う新事業活動に対して、その必要となる試作品

開発や市場調査等に対して補助金を交付し、農商工連携による中小企業者の経営の向上、農林漁業者の経営の改善を支援する。

0事茉を,市場化支援事業
農商二等連携事業計画の認定を受けた中小企業者
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i支援機関型)

ゴ「蘇ととI:;上
:  とする中小企業者・  :名
■.   農林漁業者  Ff

中小企業者、
農林漁業者の

経営の向上

農商工等連携支援事業

O連携体構築支援

O市場調査

農商二等連携支援事業計画の認定を受けた者



地域中小商業支援事業
平成25年度当初ラ算 38.7億 円 (新規 )

中小企業庁 商業課
03-3501-1929

事業の内容 |

O高齢者、女性、子どもたちを含めた地域住民が安心して生活
ができ、地域のつながりが実感できる場として、商店街を始めと

した地域の中小商業者に対ずる地域住民の期待が高まつてい

ます。

①このため、地域の共助活動の拠点となる取組や地域住民に

求められる機能を継続的 日自立的に提供できるようにする
ための取組など、商店街を身近で快適な場とするための意

欲的な取組を支援することで、中小小売商業者及び商店街
の活性化を図ります。

条件 (補助率、対象者、補助金額)

①中小商業活力向上事業

叶 回 け

②、③地域商業再生事業

回中回
2/3補助

商店街振興組合、事業協

同組合、商工会等

補助率 適 用 条 件

2/3 2以上の社会課題に対応し、地域商店街活性化法の認定取得

1/2 2以上の社会課題に対応

1/3 1の社会課題に対応

※ 社会課題 :少子化・高齢化、安全・安心、創業・人材、環境等に対応する事業

商店街等とまちづくり

会社嗚NPO法 人等との

連携体等

事業イメージ        ~~
①商店街の活性化につながる事業

商店街の活性化計画の推進を目的としてソフト・ハードー体
で取り組む活性化事業 等

②地域住民のコミュニテイニーズに応える事業

共助活動の拠点となる子育て支援、健康相談施設の整備

⑥商店街の構造改革につながる事業

環境変化に対応した店舗の集約化、次代を担う人材育成

チャレンジショップ

ゃ
。
,1評甲彎

い
　
　
　
、

集客イベント事業



興 (震災 日原発事故)関連事 平成 25年度 :NPO関連予算総括表

省庁名  1復興庁 (経済産業省)

運

　

番
事業名

新・盤

区分
施策・事業概要

25年度予算額

(百万円)

24年度予算額

(百万円)

補助率 実地主体
公募

スケジュール
申請方法 照会窓ロ

24年度 NPOへの

実績
備考

1 東 日本大羅

災復興 ソー

シャル ビジ

ネス創 出促

進事業

継統 校災地における様々な社会的課題

をビジネスの手法で解決するソー

シヤルビジネス (SB)を振興するた

め、被災地におけるSBの ノウハウ

移転や新規事業創出支援、普及啓発

等を補助。

200 200 定額、

2/3

※

株式会社、

特定非営利

活動法人等

地域経済 産 業

グループ

立地環境 整備

課

03-3501-0645

各 経済産 業 局

担当課室

7件/17件

59百万円

(交付決定額)

合計

(内数事業を除く)

(増減額)

(増減率%)

≪記載要領≫

[対象事案]  NPOに 資する事業(NPOが手挙げ出来る事業及び NPOのための研修等の事業)と します。これに該当する事業は全て記載し、該当しない事業は記載しないで下さ

い。なお、24年度で `終了' し25年度はやらない事業でも、前年度対比するために、漏れなく記載して下さい。期の途中で新たに予算化された事業も記載し

て下さい。

[新・継区分欄] 当該事業の区分 (`継続'、 `新規'、
4名

称変更'、 `統廃合'、
1終

了'のいずれか)を記載して下さい。

[予算額相]  25年 度予算額相には直近の政府案、24年度予算額には前年度の確定している政府案 (昨年のヒアリング時と変わつていても可)を記載して下さい。

なお、NPOが手挙げ出来るも予算額全額に対してではなくその一部であり、額がどうしても区分できない場合は、(  )し (OOOの内数)と 表記して下さい。

[最後の合計相]25年度予算額桐と24年度予算額相の縦罫を合計した予算額合計を記載して下さい。ただし、内数事業 (25・ 24年度のいずれかが内数事業)の場合は、合計する

ときのみ 25,24年度ともその額を除いて下さい。

※ 東日本大震災復興ソーシャルビジネス創出促進事業の補助率について

①ソーシャルビジネス企業連携支援機能強化事業も

②ツーシヤルビジネスノウハウ移転・支援事業、

③ソーシャルビジネス新事業創出事業

④ソーシャルビジネス震災フォーラム事業の4つより構成されており、上記①、②及び④の補助率が定額、上記③の補助率が2/3。



事業の内容

事業の概要・目的

O東日本大震災の被災地の復興のためには、既存の産業
の再生 B復興に加え、新たな地域産業の構築や雇用の
創出が求められています。

Oまた、被災地の住民の方々は未だに多くの社会的課題
を抱えています。復興が長期化するにつれて、ボラン
ティアを中心とする支援活動に加え、被災地の自立化
を後押 しする、持続的な復興支援も重要です。

O被災地における様々な社会的課題をビジネスの手法で

解決するソーシャルビジネス (SB)を振興するため、
被災地におけるSBの ノウハウ移転や新規事業創出支援、
普及啓発等を補助します。 '

条件 (対象者、対象行為、補助率等)

民間団体等

事業イメージ

経済産業省

(1,SBと企業等
のコーディネート

機能強化

(2)ノ ウハウ移転・

支援
(3)SB新事業

創出

先進的な
SBの創出

被災地発の新
たなSBの創出

〔4)復興フォーラムによる普及啓発

□関係者の巻き込み、
地域の支援体制強化

SBによる新しい雇用D産業の創出



通常事業

1

民間まちづくり活動促
進事業

継続 市民・企業・ＮＰＯなどの知恵・人的資
源等を引き出す先導的な都市の整備・
管理の普及を図るため、まちづくり会
社等の民間の担い手が主体となったま
ちづくり計画・協定の策定や、都市再
生特別措置法の都市利便増進協定等
に基づく施設整備を含む実証事業等
に対して、国が補助を行う。

160 182

1/3
[間接補助]

※都市再生特別
措置法に基づく
都市再生整備推
進法人に指定さ
れた場合は、
1/2[直接補助]

民間事業者等
（ＮＰＯ含む）・都
市再生整備推進
法人・
土地所有者等

3月1日締め切り 都市局に申請 都市局
まちづくり推進課

－ －

2

暮らし・にぎわい再生事
業

継続 　中心市街地の再生を図るため、内閣
総理大臣により中心市街地活性化基
本計画の認定を受けた地区において、
都市機能のまちなか立地、空きビル再
生、多目的広場等の整備等を支援す
る。
　中心市街地活性化基本計画に位置
付けられた都市機能導入施設を民間
事業者等（ＮＰＯ含む）が整備する際
に、地方公共団体が行う補助の一部を
支援する。

※1 ※1

1/3等
[間接補助]

地方公共団体・
民間事業者等
（ＮＰＯ含む）

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

都市局
まちづくり推進課
市街地整備課
住宅局
市街地建築課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

国が交付した地
区数：40地区

3

都市再開発支援事業 継続 地区再生計画作成費、コーディネート
業務に要する費用及びまちづくり ＮＰ
Ｏ等が行う街区整備計画案作成費等
に対して補助を行う。

※1 ※1

1/3以内
[間接補助]

地方公共団体、
再開発準備組
織、まちづくりＮ
ＰＯ等

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

都市局
市街地整備課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

交付先の地方公
共団体数　7件
（平成25年01月
現在）

4

都市再生整備計画事
業

継続 　市町村が作成した都市再生整備計
画に位置付けられたハード事業（道
路、公園、住宅等）からソフト事業（まち
づくり活動支援等）まで、ＮＰＯ等が行
う事業にも幅広く活用できる交付金を
交付する。 ※1 ※1

－
[交付金（NPOに
対しては間接補
助）]

市町村、ＮＰＯ等 交付先の各市町
村において決定

交付先の各市町
村において決定

都市局
市街地整備課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

国が交付した地
区数：808地区

照会窓口
備考

（Ｈ24年度予算
執行状況等）

１．ＮＰＯへの補助

平成25年 3月13日
国　土　交　通　省

公募スケジュー
ル

H25年度予算額
（百万円）

H24年度予算額
（百万円）

施策・事業の概要

平成25年度：ＮＰＯ関連予算総括表

事業名連番 実施主体 申請方法
H24年度

ＮＰＯへの実績
補助率

（国費率）
新・継
区分

※1　社会資本総合整備事業（平成25年度19,593億円、平成24年度14,395億円）の内数。
※2　間接補助の場合、国土交通省では、地方公共団体等が提出する事業計画、補助金等の額等が補助目的に該当しているかなどの必要な事項を確認している。また、交付した補助金については、地方公共団体が適正に執行していることを要綱に基づき確
認しているが、地方公共団体等が補助する団体の主体種別、及び発注先（ＮＰＯを含む）等までは報告を義務付けていない。 1



照会窓口
備考

（Ｈ24年度予算
執行状況等）

公募スケジュー
ル

H25年度予算額
（百万円）

H24年度予算額
（百万円）

施策・事業の概要事業名連番 実施主体 申請方法
H24年度

ＮＰＯへの実績
補助率

（国費率）
新・継
区分

5

都市再生総合整備事
業

継続 　都市再生のトリガーとなる地区にお
いて、先行的都市基盤施設等の整備
や都市の魅力と活力を引き出す都市
拠点の整備を実施することにより、円
滑な土地利用転換を推進する。
　地方公共団体等の計画に位置付け
られた地域生活基盤施設の整備や
コーディネート等を民間事業者等
（NPOを含む）が実施する際に、地方
公共団体が行う補助の一部を支援す
る。

※1 ※1

1/3以内または
1/2以内
[間接補助]

地方公共団体等 交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

都市局
市街地整備課
住宅局
市街地建築課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

国が交付した地
区数：13

6

宅地耐震化推進事業 継続 　大地震時等に滑動崩落の危険性が
特に高く、一定の要件（相当数の居住
者、公共施設等への被害をもたらすお
それ等）を満たす大規模盛土造成地に
おいて、防災性の向上を図るため、滑
動崩落防止対策を推進する。
　国土交通省は、地方公共団体が、大
規模盛土造成地滑動崩落防止事業を
行うＮＰＯ等の事業主体に対して補助
する場合に、当該地方公共団体に対し
て補助を行う。
　地方公共団体は、ＮＰＯ等の事業主
体が、大規模盛土造成地滑動崩落防
止計画に基づき滑動崩落防止のため
の設計・工事を行う際に要する費用に
対して補助を行う。

※1 ※1

１／４以内
［間接補助］

地方公共団体等 交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

都市局
都市安全課
都市防災対策推
進室

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

国が交付した地
方公共団体数：
40件

7

都市防災総合推進事
業

継続 　密集市街地や津波発生時に大規模
な災害が想定される等の防災上危険
な市街地の総合的な防災性の向上を
図ることを目的に、都市の防災構造化
や住民の防災に対する意識向上を推
進する。
　国土交通省は、地方公共団体等が
都市防災事業計画に基づき実施する
調査・工事等に要する費用に対して補
助を行う。
地方公共団体は、防災街区整備推進
機構等（NPOを含む場合がある）が実
施する調査・工事等に要する費用に対
し補助を行う

※1 ※1

1/3以内または
1/2以内
[間接補助]

地方公共団体等 交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

都市局
都市安全課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

国が交付した地
方公共団体数：
100件

8

市民緑地等整備事業 継続 　NPO等の緑地管理機構が市民緑地
契約又は緑地保全地域等の土地に係
る管理協定に基づき行う既存緑地の
公開のために必要な施設を整備する
際に、地方公共団体が行う補助の一
部を支援する。

※1 ※1

1/3以内
[間接補助]

地方公共団体、
緑地管理機構

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

都市局
公園緑地・景観
課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

－

※1　社会資本総合整備事業（平成25年度19,593億円、平成24年度14,395億円）の内数。
※2　間接補助の場合、国土交通省では、地方公共団体等が提出する事業計画、補助金等の額等が補助目的に該当しているかなどの必要な事項を確認している。また、交付した補助金については、地方公共団体が適正に執行していることを要綱に基づき確
認しているが、地方公共団体等が補助する団体の主体種別、及び発注先（ＮＰＯを含む）等までは報告を義務付けていない。 2



照会窓口
備考

（Ｈ24年度予算
執行状況等）

公募スケジュー
ル

H25年度予算額
（百万円）

H24年度予算額
（百万円）

施策・事業の概要事業名連番 実施主体 申請方法
H24年度

ＮＰＯへの実績
補助率

（国費率）
新・継
区分

9

都市公園事業 継続 　市町村が作成し、国の認定を受けた
「歴史的風致維持向上計画」に基づい
て実施する都市公園事業について、Ｎ
ＰＯ等の歴史的風致維持向上支援法
人が地域活性化の核となる貴重な歴
史的資産の保全・活用に資する都市
公園の整備を行う際に、地方公共団体
が行う補助の一部を支援する。

※1 ※1

1/3以内
[間接補助]

地方公共団体、
歴史的風致維持
向上支援法人

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

都市局
公園緑地・景観
課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

－

10

都市・地域交通戦略推
進事業

継続 　徒歩、自転車、自動車、公共交通な
ど多様なモードの連携が図られた、自
由通路、地下街、駐車場等の公共的
空間などからなる都市の交通システム
を明確な政策目的に基づいて、総合的
に整備しようとする地方公共団体、ＮＰ
Ｏ等に対して支援を行い、都市交通の
円滑化を図るとともに、都市施設整備
や土地利用の再編により、都市再生を
推進する。

※1 ※1

1/3以内（自転車
関連経費で環境
モデル都市等に
ついては1/2以
内）
[間接補助]

地方公共団体、
都市再生機構、
協議会、ＮＰＯ等

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

都市局
街路交通施設課
整備室

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

NPOによる予算
執行なし

11

マンション再生環境整
備事業

終了 　適正かつ持続可能なマンションの維
持管理を行う環境を整備するため、専
門的な知識やノウハウをもってマンショ
ン管理組合の活動を支援する法人等
（NPOを含む）の立ち上げ等を支援し、
総合的なマンション再生に関する相談
体制等を構築する。

- (100の内数）

10/10
（定額補助）
[直接補助]

マンション管理
組合の活動を支
援する法人等

公募手続中
（近々採択予定）

国土交通省ＨＰ
にて手続きを公
表し、市街地建
築課マンション
政策室にて受付

住宅局市街地建
築課マンション
政策室

応募者の中から
２～３のＮＰＯ法
人を支援。

-

12

マンション管理適正化・
再生推進事業

新規 　新たな管理適正化方式や東日本大
震災を踏まえた新たな防災対策等マン
ションの課題解決に向けた合意形成等
の成功事例の蓄積を通じ、今後増大
することが予想されている老朽化した
マンションの管理適正化・再生推進に
向けた環境整備を図る。

（151の内数） -

10/10
（定額補助）
[直接補助]

マンション管理
組合の活動を支
援する法人等

検討中 検討中（国土交
通省ＨＰにて手
続きを公表し、市
街地建築課マン
ション政策室に
て受付を予定し
ている）

住宅局市街地建
築課マンション
政策室

- -

13

長期優良住宅等推進
環境整備事業

終了 　国土交通省は、長期優良住宅等に
ふさわしい良好な街なみの維持・形成
に資する地域マネジメントや、住み替
え等の推進に資する空き住宅の再生・
活用等を行うNPO等に対して補助を行
う。

－ （200の内数）

10/10
（定額補助）
[直接補助]

地権者組織、ＮＰ
Ｏ法人等

補助事業者にお
いて公募を実施

補助事業者にお
いて募集を実施

国土交通省住宅
局
市街地建築課
住環境整備室

補助事業者にお
いて平成２４年に
応募を実施、４８
のＮＰＯ法人等を
支援。

－

※1　社会資本総合整備事業（平成25年度19,593億円、平成24年度14,395億円）の内数。
※2　間接補助の場合、国土交通省では、地方公共団体等が提出する事業計画、補助金等の額等が補助目的に該当しているかなどの必要な事項を確認している。また、交付した補助金については、地方公共団体が適正に執行していることを要綱に基づき確
認しているが、地方公共団体等が補助する団体の主体種別、及び発注先（ＮＰＯを含む）等までは報告を義務付けていない。 3



照会窓口
備考

（Ｈ24年度予算
執行状況等）

公募スケジュー
ル

H25年度予算額
（百万円）

H24年度予算額
（百万円）

施策・事業の概要事業名連番 実施主体 申請方法
H24年度

ＮＰＯへの実績
補助率

（国費率）
新・継
区分

14

基本計画等作成等事
業

継続 　国土交通省は、市街地再開発事業
に関連する計画策定等を推進し、市街
地再開発事業等の計画的かつ総合的
な実施を図る事業に対し補助を行う地
方公共団体に対して補助を行う。
　地方公共団体は基本計画等作成等
事業を行う、市町村協議会等（NPO法
人を含む場合がある）に対して補助を
行う。

※1 ※1

1/3
[間接補助]

地方公共団体、
協議会組織、再
開発準備組織等

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

住宅局市街地建
築課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

地区数：13

15

住宅市街地総合整備
事業

継続 　国土交通省は、関係機関・地域住民
との調整業務、まちづくり協議会等
（NPOを含む場合がある）の運営・活動
(勉強会、資料収集等)、協議会が委託
するコンサルタント派遣等に要する費
用に対し補助を行う地方公共団体等に
対して補助を行う。
　地方公共団体等は民間事業者等
(NPOを含む)が行う上記事業に対して
補助を行う。

(12,760の内数）
※1

(15,130の内数）
※1

2/3、1/2、1/3等
[間接補助]

地方公共団体、
都市再生機構、
地方住宅供給公
社、民間事業者
等

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

住宅局
市街地住宅整備
室

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

－

16

地域住宅計画に基づく
事業

継続 　地方公共団体が主体となって行う公
営住宅の建設や面的な居住環境整備
など地域の自主性と創意工夫を活かし
た取組みを総合的かつ計画的に推進
する。
　国土交通省は、地方公共団体の作
成した地域住宅計画に位置づけられ
た、民間事業者やＮＰＯ法人等への支
援事業を含む幅広い事業（ハード事
業・ソフト事業）に要する費用に対して
助成を行う。

※１ ※1

１/２
[交付金（NPOに
対しては間接補
助）]

地方公共団体等 交付先の各地方
公共団体におい
て決定

交付先の各地方
公共団体におい
て決定

住宅局住宅総合
整備課

※2（地方公共団
体等が補助する
団体の主体種
別、及び発注先
等の報告を義務
付けていない）

事業実施主体
数：
１，６０６主体

17

住宅セーフティネット基
盤強化推進事業

継続 　賃貸住宅に係る家賃債務保証業等
の適正化、賃貸住宅関連紛争に係る
処理の円滑化、居住支援協議会の活
用の促進等を図ることにより、民間賃
貸住宅を活用した住宅セーフティネット
の基盤強化を図る。
　国土交通省は、実施主体が行う賃貸
住宅関連紛争処理を円滑化する取組
みの実施等に対して補助を行う。

（450の内数） （515の内数）

10/10
（定額補助）
[直接補助]

民間事業者、ＮＰ
Ｏ法人等

検討中 検討中 国土交通省住宅
局
住宅総合整備課
安心居住推進課

事業件数：30件 -

※1　社会資本総合整備事業（平成25年度19,593億円、平成24年度14,395億円）の内数。
※2　間接補助の場合、国土交通省では、地方公共団体等が提出する事業計画、補助金等の額等が補助目的に該当しているかなどの必要な事項を確認している。また、交付した補助金については、地方公共団体が適正に執行していることを要綱に基づき確
認しているが、地方公共団体等が補助する団体の主体種別、及び発注先（ＮＰＯを含む）等までは報告を義務付けていない。 4



照会窓口
備考

（Ｈ24年度予算
執行状況等）

公募スケジュー
ル

H25年度予算額
（百万円）

H24年度予算額
（百万円）

施策・事業の概要事業名連番 実施主体 申請方法
H24年度

ＮＰＯへの実績
補助率

（国費率）
新・継
区分

18

高齢者等居住安定化
推進事業

継続 　高齢者、障害者、子育て世帯向けの
先導的な住まいづくり・まちづくりに関
する取組み、サービス付き高齢者向け
住宅の整備を行う事業などを支援し、
高齢者、障害者、子育て世帯の居住の
安定確保を図る。
　国土交通省は、評価委員会において
選定した公募による提案者（NPOを含
む）、サービス付き高齢者向け住宅の
整備を行う事業者（NPOを含む）が行う
住宅の整備等に要する費用に対して
補助を行う。

（34,000の内数） （35,500の内数）

1/10,1/3等
[直接補助]

民間事業者、ＮＰ
Ｏ法人等

補助事業者にお
いて公募を実施

補助事業者にお
いて募集を実施

住宅局安心居住
推進課

ＮＰＯへの補助：
22件
（評価委員会に
よる選定事業
分）

事業件数：79件
（評価委員会に
よる選定事業
分）

19

観光地域づくりプラット
フォーム支援事業

終了 様々な滞在型観光の取組みを推進し、
市場との窓口機能等を担う「観光地域
づくりプラットフォーム」の形成を促進し
つつ、着地型旅行商品の企画・販売、
人材育成等を行う取組を支援。（NPO
を含む）

- 246

①設立準備段階
10/10
（定額補助）

②運営初期段階
2/5
[直接補助]

民間組織

-

観光庁ＨＰにて
手続きを公表し、
地方運輸局また
は沖縄総合事務
局にて受付

総合政策局事業
統括調整官室
観光庁観光地域
振興課

ＮＰＯへの補助：
１件

支援地域数：２３
地域

20

観光地域づくりブランド
確立支援事業

新規 国内外から選好される国際競争力の
高い魅力ある観光地域づくりを促進す
るため、国土交通省は、地域の取組段
階に応じ、地域のマネジメントを中心的
に担う民間団体等が行う地域独自の
「ブランド」の確立を通じた日本の顔と
なる観光地域の創出に向けた取組を
支援する。

343 -

①
観光地域ブラン
ド化基盤づくり支
援10/10
（上限500万円）

②
観光地域ブラン
ド化確立支援
2/5
[直接補助]

地域のマネジメ
ントを中心的に
担う民間団体等

検討中 検討中 観光庁観光地域
振興課

- -

－ －

503
(＋75)

(＋17.5%)
428

－ － － － － － －合計

※1　社会資本総合整備事業（平成25年度19,593億円、平成24年度14,395億円）の内数。
※2　間接補助の場合、国土交通省では、地方公共団体等が提出する事業計画、補助金等の額等が補助目的に該当しているかなどの必要な事項を確認している。また、交付した補助金については、地方公共団体が適正に執行していることを要綱に基づき確
認しているが、地方公共団体等が補助する団体の主体種別、及び発注先（ＮＰＯを含む）等までは報告を義務付けていない。 5



1

「子どもの水辺」再発見
プロジェクト

継続 河川における身近な水辺での環境学
習・自然体験活動の推進を図るため、
地域の市民団体、NPO等が中心と
なって協議会を設置し、活動する場所
を登録。
　国土交通省及び地方公共団体は、
この登録された「子どもの水辺」にお
けるソフト・ハード面の様々な支援を実
施。例えば、協議会に対し、子どもの
水辺サポートセンターから資機材の貸
出、情報提供等を支援。

（652,917の内数） （625,409の内数）

国、地方公共団
体

通年 市区町村教育委員会や河
川管理者、市民団体等で構
成される「子どもの水辺」協
議会において、「子どもの水
辺」を選定し、「子どもの水
辺サポートセンター」へ登
録。また、「子どもの水辺」と
するため河川整備が必要な
場合には、「子どもの水辺」
協議会において、「水辺の
楽校構想」を作成の上、各
市区町村長から当該市区
町村の存する都道府県知
事を通じて国土交通省水管
理・国土保全局長に対して
申請書を提出

各河川管理者
（国土交通省の
各河川事務所
や、地方公共団
体の河川担当部
局）

- 「子どもの水辺」
再発見プロジェ
クト登録箇所数
290箇所（平成23
年3月末）

「水辺の楽校」プ
ロジェクト登録箇
所数279箇所（平
成23年3月末）

2

自然再生事業 継続 　国土交通省及び地方公共団体は、
蛇行河川の復元や湿地・干潟の再生
等の河川における良好な自然環境を
保全・復元する自然再生事業を市民
団体、NPO等との協働により推進す
る。 （652,917の内数） （625,409の内数）

国、地方公共団
体

通年 右記問い合わせ先に直接
連絡

各河川管理者
（国土交通省の
各河川事務所
や、地方公共団
体の河川担当部
局）

- 36水系で実施

3

海辺の環境教育の推
進

継続 市民による港の良好な自然環境の利
活用を促進し、自然環境の大切さを学
ぶ機会の充実を図るため、自治体や
ＮＰＯなどが行う自然体験・環境教育
活動等の場ともなる海浜等の整備を
行う。

(173,192の内数）
※１

（181,834の内数）
※１

国、地方公共団
体等

【参考：「海辺の
自然学校」関係】
通年

【参考：「海辺の自然学校」
関係】
地方整備局等に対して連絡

港湾局海洋・環
境課

- 【参考：「海辺の
自然学校」関係】
人工干潟での生
物観察等を行う
「海辺の自然学
校」を全国16箇
所で実施

4

｢新しい公共｣による地
域づくり活動に係るコン
テスト・助言指導事業

継続 　「新しい公共」による地域づくり活動
に対して、中間支援組織を中心とした
関係機関が連携して、自立的・持続的
な活動に向けてコーディネート支援を
行う取組を募集・選定し、その取組の
効果や課題等を検証するとともに、取
組に対する助言指導を公開形式で行
い、共有可能なコンテンツとして整理。

(67の内数) (107の内数)

ＮＰＯ等の中間
支援組織

検討中 検討中 国土政策局地方
振興課

実施主体全１０団
体のうちＮＰＯ法
人は４団体

-

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業の概要
H25年度予算額

（百万円）
H24年度予算額

（百万円）

 ２．ＮＰＯとの連携

備考
（Ｈ24年度予算
執行状況等）

※1　社会資本総合整備事業（平成25年度19,593億円、平成24年度14,395億円）の内数。

実施主体
公募スケジュー

ル
申請方法 照会窓口

H24年度
ＮＰＯへの実績

6



民間まちづくり活動促進事業

○民間主導のまちづくり活動に対する支援の○民間主導のまちづくり活動に対する支援の○民間主導のまちづくり活動に対する支援の○民間主導のまちづくり活動に対する支援の強化強化強化強化

・民間主導によるまちの賑わいや快適な都市空間を創

出するため、法定のまちづくり計画や協定案の作成

に対して民間への直接補助を実施

・民間の創意工夫を活かした施設整備等を推進するた

め、都市再生整備推進法人による協定に基づく施設

整備等（実証事業）に対して直接補助を実施

市民・企業・ＮＰＯなどの知恵・人的資源等を引き出す先導的な都市施設の整備・管理の普及を図るため、まちづくり会社等
の民間の担い手が主体となったまちづくり計画・協定の策定や、都市再生特別措置法の都市利便増進協定等に基づく施設
整備等を含む実証実験等に対し補助する。

自立的な事業展開自立的な事業展開自立的な事業展開自立的な事業展開

まちづくり計画等の策定・コーディネートまちづくり計画等の策定・コーディネートまちづくり計画等の策定・コーディネートまちづくり計画等の策定・コーディネート

法定のまちづくり計画等法定のまちづくり計画等法定のまちづくり計画等法定のまちづくり計画等 任意のまちづくり計画等任意のまちづくり計画等任意のまちづくり計画等任意のまちづくり計画等

法定の計画提案素案、協定の案を含
むまちづくり計画の策定及びコー
ディネート

・都市再生整備計画の提案素案

・都市利便増進協定、歩行者経路協定
の案

・これらに関連するコーディネート

エリアマネジメントに係る計画の策
定及びコーディネート

・地区の土地利用、整備又は管理運営
に関する計画の作成及びこれに関す
る立案・調整

・まちづくり組織の立ち上げ、まちづ
くりに係る多様な主体への意識啓発
活動等のまちづくり活動 等

社会実験・実証事業等社会実験・実証事業等社会実験・実証事業等社会実験・実証事業等

�民間のまちづくり活動に対する支援の全体像民間のまちづくり活動に対する支援の全体像民間のまちづくり活動に対する支援の全体像民間のまちづくり活動に対する支援の全体像

まちの賑わい、交流の場の創出や都
市施設の管理・活用等に資する社会
実験等

・地域のプロモートイベント（オープン
カフェ等）

・屋外広告物事業

・空き地・空き店舗等の活用

・地域のＰＲ・広報 等

都市利便増進協定又は歩行者経路協
定に基づく施設の整備・活用

・広場の整備、通路の舗装の高質化、街
灯や街路樹の整備、駐輪場の整備等

・広場等の公共空間を活用したイベント、
オープンカフェ等の実施 等

�協定制度に基づく、民間による
まちの賑わい、交流の場の創出

�民間の担い手による公共空間
の整備・管理の高質化

補助No.1



暮らし・にぎわい再生事業の概要暮らし・にぎわい再生事業の概要暮らし・にぎわい再生事業の概要暮らし・にぎわい再生事業の概要

○○○○対象地域対象地域対象地域対象地域
認定中心市街地活性化基本計画の区域
（平成２４年度末までは、改正前の中活法に基づく基本計画の見直し方針が明確になっている区
域または改正中活法に基づく基本計画の骨子が存在している区域をもって、「中心市街地の活
性化に関する法律」に基づく認定基本計画区域と見なして、支援を実施。）

○○○○施行者及び補助率施行者及び補助率施行者及び補助率施行者及び補助率

・地方公共団体、都市再生機構、中心市街地活性化協議会

（直接補助；事業費の１／３以内）

・民間事業者等（ＮＰＯを含む。）

（間接補助；事業費の１／３以内、かつ、市町村の補助に要する

費用の１／２以内）

公益施設の割合が高い（１／１０以上）等一定の要件を満たす

場合は、補助率加算（１／３ → ２／５）

○○○○補助対象メニュー補助対象メニュー補助対象メニュー補助対象メニュー

【【【【コア事業コア事業コア事業コア事業】】】】
１．都市機能まちなか立地支援（公益施設の新築に対する支援）
＜メニュー＞
・設計費 ・土地の整備費
・共用通行部分整備費 ・立体駐車場整備費
・賑わい交流施設※整備費 等

※公益施設のうち、住民が随時利用でき、
交流の場となる施設：図書館、多目的ホール等

２．空きビル再生支援（既存ストックを活用した公益施設の導入
に対する支援）
＜メニュー＞
・設計費 ・改修工事費
・共用通行部分整備費 ・立体駐車場整備費
・賑わい交流施設※整備費 等

※公益施設のうち、住民が随時利用でき、
交流の場となる施設：図書館、多目的ホール等

３．賑わい空間施設整備（広場の整備に対する支援）
＜メニュー＞
・設計費 ・建築物除却費 ・公開空地整備費 等

【【【【附帯事業附帯事業附帯事業附帯事業】】】】
１．計画コーディネート支援（計画作成等のソフト活動の支援）

２．関連空間施設整備（コア事業とあわせて行う駐車場、緑化施
設の整備に対する支援）

ホール階階階階
段段段段
・・・・
廊廊廊廊
下下下下
土地整備土地整備土地整備土地整備

図書館

専用部分
改修費

階階階階
段段段段
・・・・
廊廊廊廊
下下下下

立立立立
体体体体
駐駐駐駐
車車車車
場場場場

旧施設

駐車場
広場

コンパクトなまちづくりのコンパクトなまちづくりのコンパクトなまちづくりのコンパクトなまちづくりの
拠点（中心市街地など）拠点（中心市街地など）拠点（中心市街地など）拠点（中心市街地など）

空きビル

移移移移
転転転転

新築新築新築新築

郊外の病院を
まちなかに移転

空きビル再生空きビル再生空きビル再生空きビル再生

空きビル化した百
貨店を、公益施設
を含む複合施設と
して再生

≪≪≪≪制度活用イメージ制度活用イメージ制度活用イメージ制度活用イメージ≫≫≫≫

平成22年度より社会資本整備総合交付金として支援

注）中活協議会施行、ＵＲ施行分については従来どおり補助金として支援。

衰退し、利便性の低下した中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地において、公益施設（医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、地域公益施設（医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、地域公益施設（医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、地域公益施設（医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、地域
交流施設等）を含む建築物の整備等を支援交流施設等）を含む建築物の整備等を支援交流施設等）を含む建築物の整備等を支援交流施設等）を含む建築物の整備等を支援することにより、中心市街地をいきいきと生活できるまちなかと
して再生する。

補助No.2



都市再開発支援事業 

 

◇ 目的 

地域の拠点となる中心市街地の商業地等の活性化を図る観点から、総合的な整備計画に基づき、市街地

再開発事業など各種の事業により、都市計画道路と一体となった総合的な再開発を推進することを目的と

する。 

 

◇ 事業のしくみ 

（１）ソフト支援措置（国費率１／３） 

 ① 地区再生計画※１の作成に要する費用に対する助成 

   事業主体：市町村（必要に応じて都道府県） 

※１ 地区の整備のマスタープラン 

 ② 街区整備計画※２の作成に要する費用に対する助成 

   事業主体：市町村（必要に応じて都道府県）、法定の市町村都市再生整備協議会（以下「市町村協議

会」）、再開発準備組織、再開発会社、まちづくり NPO、まちづくり公益法人及びまちづ

くり協議会 

※２ 地区の具体的な整備プログラム 

 ③ コーディネート業務に要する費用に対する助成 

  1) 計画コーディネート 

    市町村、都市再生機構、市町村協議会、タウン・マネジメント・センター（第３セクター）、再開

発準備組織及び再開発会社が行う以下に掲げるコーディネート 

・計画立案に係る調査（施設需要予測、整備地区の課題抽出、居住・営業調査、税収増効果算定等） 

・整備手法及び整備手順の検討（計画立案に向けて基礎となる各種検討、B/C算定等） 

・関係機関等との調整（地方公共団体、金融機関、保留床取得者等） 

・まちづくり活動支援（まちづくり組織の立上げ、人材育成、住民の意見調整等） 

  2) 事業コーディネート 

5,000 ㎡以上の保留床を賃貸運営する保留床管理法人が、施設建築物工事着工までの間に行う以下

に掲げるコーディネート 

   ・施設詳細設計・計画に関する調整（テナントミックス案の作成、施設詳細設計・計画に関する施行

者との調整等） 

   ・保留床価格設定に関する調整（長期収支計画シミュレーション、保留床価格設定に関する施行者と

の調整等） 

  

（２）ハード支援措置（国費率１／３） 

 ○対象施設 

街区整備計画に定められた施設等定められた要件を満たす公開空地、立体的遊歩道、人工地盤等、駐

車場及び用途適正配置の観点から建設される住宅等の整備に要する費用に対する助成 

○事業主体及び助成対象 

・地方公共団体、市町村協議会：公開空地、立体的遊歩道、人工地盤等、駐車場及び用途適正配置の観

点から建設される住宅等 

・地方公共団体の出資又は拠出に係る法人その他公益を目的とする者：公開空地、駐車場及び用途適正

配置の観点から建設される住宅等 

・市街地再開発組合の要請を受けて市街地再開発組合の組合員又は当該組合員の出資する法人：用途適

正配置の観点から建設される住宅等 







○宅地耐震化推進事業

【目的・概要】

東日本大震災や新潟県中越地震等の大地震時に、大規模盛土造成地の崩壊に

より住宅が流出するなどの被害が出ているが、このように大地震が発生した場

合に大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地は全国に数多く存在す

る。

このような大規模盛土造成地の被害を軽減するため、変動予測調査（大規模

盛土造成地マップ作成）を行い住民への情報提供等を図るとともに、滑動崩落

防止工事の実施により耐震性を向上させることに要する費用について補助す

る。

○ 大規模盛土造成地の変動予測

地方公共団体が、大地震時等に変動、崩落する危険性のある大規模盛土造

成地について調査を行い、「大規模盛土造成地マップ」として情報提供する

場合、調査等に要する費用の一部を補助する。

事業主体：地方公共団体

交 付 率：１／３

交付対象：大規模盛土造成地の変動予測に関する調査に要する費用

【大規模盛土造成地マップ作成イメージ】

○ 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業

大地震時等に滑動崩落の危険性が特に高い、一定の要件（相当数の居住者、

公共施設等へ被害をもたらすおそれ等）を満たす大規模盛土造成地について

滑動崩落防止工事が行われる場合、工事に要する費用の一部を補助する。

事業主体：地方公共団体がその費用の一部を助成する場合又は自ら実施す

る場合に当該地方公共団体に補助

交 付 率：１／４

交付対象：大規模盛土造成地の滑動崩落防止工事に要する設計費及び工事

費（対象区域面積１haあたり国費４千万円を限度とする）

①現地形データの収集

②旧地形データの収集 ③谷地形の把握

④重ね合わせ作業 ⑤大規模盛土造成地の位置の把握

①現地形データの収集

②旧地形データの収集 ③谷地形の把握

④重ね合わせ作業 ⑤大規模盛土造成地の位置の把握



地下水排除工の例 過剰間隙水圧消散工の例

【大規模盛土造成地滑動崩落防止工事イメージ】【大規模盛土造成地滑動崩落防止工事イメージ】



 

１．背景・目的１．背景・目的１．背景・目的１．背景・目的    

阪神・淡路大震災においての教訓をみるまでもなく、我が国の都市は、都市基盤施設の

整備を伴わないまま人口、産業等の集中による都市化が急速に進展したため、地震災害等

の各種災害に対して構造的に脆弱である。このため、密集市街地や津波発生時に大規模な

災害が想定される等の防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上を図ることを目的に、

都市の防災構造化や住民の防災に対する意識向上を推進する都市防災総合推進事業を実施

している。 

 

２．事業の概要２．事業の概要２．事業の概要２．事業の概要        

地方公共団体等が行う次の事業メニューに対する支援を実施する。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

補助補助補助補助 No.No.No.No.7777    

    

都市防災都市防災都市防災都市防災総合総合総合総合推進事業の概要推進事業の概要推進事業の概要推進事業の概要    



①災害危険度判定調査①災害危険度判定調査①災害危険度判定調査①災害危険度判定調査    

目目目目    的：的：的：的：地震等による都市災害に対して、防災上
重点的かつ緊急に整備を要する地域を明確にす
ることにより、住民が自らが住んでいる地域の災
害に対する危険性への認識を深め、住民主体の防
災まちづくり活動の気運を高める。 
交付交付交付交付対象：対象：対象：対象：延焼危険性、消防・避難の困難性など
市街地の災害危険度判定に関する調査 

    

②住民等のまちづくり活動支援②住民等のまちづくり活動支援②住民等のまちづくり活動支援②住民等のまちづくり活動支援    

目目目目    的的的的：市民の協力と参画を得てまちづくりを推進するため、防災上対策が必要な地
区や活性化すべき中心市街地等を対象として、都市整備の事業着手以前の段階を含め
住民等の主体的なまちづくり活動を醸成する。 
交付交付交付交付対象対象対象対象 
・住民等のまちづくり活動を活性化するための地区住民等に対する啓発活動 
・まちづくり協議会の活動に対する助成 
・地区のまちづくり方針の作成 

    

③地区公共施設等整備③地区公共施設等整備③地区公共施設等整備③地区公共施設等整備    

目目目目    的：的：的：的：都市の骨格となる避難地等の整備に加え、地区レベルのきめ細かい防災対策と
して、防災上危険な密集市街地等における道路、公園等の地区公共施設や防災まちづくり
拠点施設の整備により、災害時の初期段階での避難活動、消防活動等の円滑化を図る。 
交付交付交付交付対象対象対象対象    
・道路又は公園、広場等の地区公共施設 
・避難所、津波避難タワー等の防災まちづくり拠点施設（耐震性貯水槽、備蓄倉庫、非

常時通信システム等の整備、災害時協定を締結した民間施設の所有者等に対する間接
補助含む） 

    
④都市防災不燃化促進④都市防災不燃化促進④都市防災不燃化促進④都市防災不燃化促進    

目目目目    的：的：的：的：避難地、避難路、延焼遮断帯等の周辺において建築物の不燃化・難燃化を促進
することにより、大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確
保と市街地における大規模な延焼の遮断・遅延を図る。 
交付交付交付交付対象対象対象対象    
・避難地、避難路、延焼遮断帯周辺等で指定する区域（不燃化促進区域）における耐火・
準耐火建築物の建築に対する助成等 
・現況調査、住民意向調査、地区整備の基本方針作成、事業計画の作成・推進等 
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⑤密集市街地緊急リノベーション事業⑤密集市街地緊急リノベーション事業⑤密集市街地緊急リノベーション事業⑤密集市街地緊急リノベーション事業    

目目目目    的：的：的：的： 重点密集市街地において、複数の事業を組み合わせた整備計画作成・コーディ

ネートに対する支援と、整備計画に位置付けられた事業について、面積の合計が一定規

模以上である場合に、面積要件の緩和を実施することにより、各種事業の総力を結集し

て防災環境軸の整備を推進する。 

交付交付交付交付対象：対象：対象：対象： 整備計画作成・コーディネート 

    

⑥⑥⑥⑥地震に強い都市づくり緊急整備事業地震に強い都市づくり緊急整備事業地震に強い都市づくり緊急整備事業地震に強い都市づくり緊急整備事業    

目目目目    的：的：的：的：避難地・避難路・ライフライン等総合的な地震防災対策を推進するため「地震

に強い都市づくり推進５箇年計画」を策定した市町村に対し、計画に位置付けられた事

業について、交付対象施設に特例を設ける。 

交付交付交付交付対象施設の特例対象施設の特例対象施設の特例対象施設の特例    

・防災情報通信ネットワークの整備（都市防災総合推進事業（地区公共施設等整備）） 

・都市公園施設の耐震診断（都市公園事業） 

・防災関連施設の整備（都市再生区画整理事業、被災市街地復興土地区画整理事業） 

・災害時に活用可能な集会所等の整備（市街地再開発事業、防災街区整備事業） 

    

⑦被災地における復興まちづくり総合支援事業⑦被災地における復興まちづくり総合支援事業⑦被災地における復興まちづくり総合支援事業⑦被災地における復興まちづくり総合支援事業    

目目目目    的：的：的：的：大規模な災害により被災した被災地を災害に強いまちへ再生するとともに、地域

活力の早期復興のため、復興まちづくり計画の策定から公共施設や共同施設・修景施設等

の施設整備まで、一体的に支援する。 

交付交付交付交付対象対象対象対象        

○復興まちづくり計画策定支援（「復興まちづくり事業計画」の策定、住民合意形成） 

○復興に向けた公共施設等整備 

・災害に強いまちに復興するための公共施設等整備 

・まちの活性化につながる公共施設の高質化等 

○復興まちづくり施設整備助成 

・共同施設整備、修景施設整備等 

 

○ ○ ○ ○ × ○ ×

○ ○ ○ ○ × ○ ×

○ ○ ○ ○ × ○ ×

○ ○ ○ ○ × ○ ×

× ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ × ○ ×

× × × × × × ○

都道府県、市

町村、防災街

区整備推進機

構

市町村、防災街

区整備推進機

構

都道府県、市町

村、防災街区整

備推進機構　等

都道府県、市 都道府県、市区

町村、防災街区

整備推進機構
※２

市町村　等

1/3 1/3 1/2,1/3
1/2(調査は

1/3）
1/2 ※２ 1/2、1/3

交付対象要件等（都市防災総合推進事業）

※３：住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日閣議決定）に基づく地震時に著しく危険な密集市街地

都市防災

不燃化促進

密集市街地緊急

リノベーション

事業

地震に強い

都市づくり

緊急整備事業

被災地における

復興まちづくり

総合支援事業

大規模地震発生の可能性の高い

地域
※１

三大都市圏の既成市街地等

災害危険度

判定調査

住民等のまちづ

くり活動支援

地区公共施設

等整備

交付率

※１：地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域、観測強化地域、特定観測地域

※２：地震に強い都市づくり緊急整備事業は、各種事業における重点実施及び交付対象施設の特例を内容とするため、事業主体及び交付率は各種事業の

　　　　事業主体及び交付率となる。

※４：激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定に基づき激甚災害に指定された災害により被災し、同法第3条の規定

　　　　に基づく措置が適用された市町村

指定都市

道府県庁所在都市

重点密集市街地
※3
を含む市町村

DID地区

大規模な災害による被災地
※4

事業主体
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○市民緑地等整備事業

【概 要】
地方公共団体または緑地管理機構等が、市民緑地契約（都市緑地法第55条に規定

する市民緑地契約をいう。）又は緑地保全地域等の土地に係る管理協定（都市緑地
法第24条に規定する管理協定をいう。）に基づき行う既存緑地の公開のために必要
な施設整備、及び借地公園の整備を実施する。

【対象事業要件】
○対象事業

①地方公共団体又は緑地管理機構が、市民緑地契約に基づき行う緑地の利用又は
管理のために必要な施設整備。

②地方公共団体又は緑地管理機構が、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土
地に係る管理協定に基づき行う緑地の利用又は管理のために必要な施設整備。
等

○対象都市
以下の①及び②に掲げる要件を満たす都市を対象とする。
①緑の基本計画が策定済み若しくは策定中の都市、又は景観計画が策定済み若し

くは策定中の都市
②以下のいずれかの要件を満たす都市

1)環境モデル都市（候補都市を含む。）及び緑化地域、緑化率の最低限度を定
めた地区計画、歴史的風土特別保存地区、近郊緑地特別保全地区、特別緑地
保全地区又は緑地保全地域の指定により緑の保全・創出を積極的に行ってい
る都市（以下、「重点都市」という。）

2)人口10万人以上の都市
3)大都市圏における以下の政策区域に含まれる都市

・首都圏整備法に規定する既成市街地及び近郊整備地帯
・中部圏開発整備法に規定する都市整備区域
・近畿圏整備法に規定する既成都市区域及び近郊整備区域

【交付対象施設】
本事業の交付の対象となる事業は、以下に掲げるとおり。
(1)市民緑地契約に基づく施設整備

園路又は広場、修景施設、休憩所、ベンチその他の休養施設、便所、水飲場
その他の便益施設、門、さく、照明施設、水道その他の管理施設、備蓄倉庫そ
の他の災害応急対策施設

(2)緑地保全地域における管理協定に基づく施設整備
防火施設、土砂崩壊防止施設、景観保全のための植栽、防火・病虫害防除維

持管理上の道路、立入防止柵・標識等の管理施設、散策路、ベンチ、休憩所、
公衆便所、解説板、駐輪場、水質保全のための水辺周辺施設 等

【国 費 率】
・地方公共団体の場合 施設費１／２
・緑地管理機構の場合 地方公共団体が緑地管理機構の補助に要する費用の

１／２以内で、かつ当該緑地の整備に要する全体事業費の１／３以内



○都市公園事業

【事業目的】
安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の実現を図る

ため、都市公園の整備を行う。

【事業主体】
地方公共団体（歴史まちづくり法第5条第8項に位置づけられた都市公園におい

ては、都市公園法第5条に規定する設置管理許可又は管理許可を受けた施設（許
可期間終了後も継続して公園管理者に財産が帰属するもの）を整備する公園管理
者以外の地方公共団体及び歴史まちづくり法第25条に基づき認定歴史的風致維持
向上計画に記載した同法第5条第3項第2号に規定する公園施設を整備する認定市
町村を含む。）

【交付対象事業要件】
①面積要件

原則として2ha以上とする。ただし、以下の公園を除く。
1)街区公園、近隣公園
ⅰ) 防災公園
ⅱ) 住宅宅地関連公共施設整備及び面的整備事業における公共施設管理者負

担金にかかる都市公園
2)都市緑地

ⅰ) 都市の自然的環境の保全及び改善並びに都市景観の向上のために設けら
れる面積0.05ha以上の緑地

ⅱ) 都市計画区域内の山林、農地、宅地等で遊休となっている面積0.05ha以
上の私的空閑地で土地所有者と地方公共団体との間で概ね10年以上の賃
貸借契約を結び都市公園として整備するもの

②総事業費要件
市区町村事業は2.5億円以上、都道府県事業は5億円以上

【国費率】
・地方公共団体の場合 用地費１／３、施設費１／２
・歴史的風致維持向上支援法人の場合 地方公共団体が歴史的風致維持向上支

援法人の補助に要する費用の１／２以内で、かつ当該施設の整備に要する全
体事業費の１／３以内



人口減少、少子超高齢化への備えが必要となり、また、中心市街地の衰退、都市の維持コストの増大、など
都市構造に関する課題認識が高まっている。そこで、モータリゼーションの進展に併せて、市街地が全面的
に拡がる拡散型都市構造を見直し、環境負荷低減型の集約型都市構造への展開を図る。

都市・地域交通戦略推進事業の概要都市・地域交通戦略推進事業の概要都市・地域交通戦略推進事業の概要都市・地域交通戦略推進事業の概要

目的

○補助対象者：地方公共団体等
○補 助 率：１／３（自転車関連経費で環境モデル都市等については１／２）

○徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通など
からなる都市の交通システムを明確な政策目的に基づいて、パッケージ施策として総合的に整備

自由通路ペデストリアンデッキ 交通広場

バリアフリー交通施設

自転車駐車場

荷捌き駐車場

駐車場

都市情報提供システム

公共交通の施設
（車両を除く）

補助対象

補助
No.10



マンション管理適正化・再生推進事業（新規） 

 

１．目 的 

新たな管理適正化方式や、東日本大震災を踏まえた新たな防災対策等マンションにおける

課題の解決に向けた合意形成等の成功事例の蓄積を通じ、今後増大することが予想されてい

る老朽化したマンションの管理適正化・再生推進に向けた環境整備を図る。 

 

 

２．事業概要 

（１）事業内容   マンション管理適正化・再生推進に当たっての課題解決に向けて管理 

組合における合意形成をサポートする取組み等を公募・支援し、成功事 

例の収集・分析等を行う。 

① 専門家の活用も含めた新たなマンション維持管理の適正化 

② 被災時のマンション生活維持のための環境整備 

③ 持続可能社会に対応したマンション再生の促進 

 

（２）事業主体   マンション管理組合の活動を支援する法人等 

 

（３）補 助 率  定額補助 

 

（４）限 度 額  １，０００万円 

 

（５）事業期間    平成 25 年度～平成 27 年度 

 

 

３．平成２５年度予算額（国費） １．５１億円 
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基本計画等作成等事業

１．目的

市街地再開発事業に関連する計画策定等を推進し、市街地再開発事業等の計画的

かつ総合的な実施を図る。

２．制度の概要

(1) 基本計画及び推進計画

○基本計画：市街地再開発事業の事業化が見込まれる区域において、都市計画、

施設建築物・敷地等の計画、資金計画等について検討を行う。

○推進計画：所有者等の2/3以上が加入する再開発準備組織が結成されているも

のについて、組合定款等の検討、事業の計画内容、権利調整の詳細

の検討等を行う。

○国費率：１/３

(2) 市街地総合再生計画

○対象地区

土地の合理的かつ健全な高度利用又は市街地環境の整備が必要な既成市街地

のうち、地区面積が概ね１ha以上であり、かつ再開発事業の実施が確実な区域

の面積が概ね5,000㎡以上であるもの等。

○事業内容等

ｱ)市街地総合再生計画の策定

現況調査、地区整備の基本方針、再開発が必要な地区及び整備手法の選定

等の検討を実施。

・国費率：１/３

ｲ)市街地総合再生計画に基づく事業の実施

ａ 市街地再開発事業 ：地域要件適合、施行面積要件5,000㎡→1,000㎡

ｂ 優良建築物等整備事業：地域要件適合、施行面積要件1,000㎡→ 500㎡

ｃ 市街地総合再生施設整備：公開空地、立体的遊歩道、駐車場、住宅等の

整備

・国費率：１/３

(3) コーディネート業務

○業務内容

ｱ)計画コーディネート業務

・まちづくり活動支援事業

まちづくり組織の立ち上げ及び活動支援、住民に対するまちづくりの啓

蒙、人材育成並びに住民の意見の調整

・計画立案・調整業務

土地利用計画並びに建築物、建築敷地及び公共施設の整備計画の作成の

ための調査、整備手法及び整備手順の検討並びに関係機関等との調整

ｲ)事業コーディネート

保留床管理法人が施設建築物工事着工までの間に行う施設詳細設計・計



画に関する調整及び保留床価格算定に関する調整

○国費率：１/３

(4) まちなみデザイン推進事業（まちなみ形成の推進）

○対象地区

市街地再開発事業等市街地における建築活動等の適切な誘導を図ることによ

り、良好なまちなみの形成を促進すべき地区

○事業内容等

地区内地権者等からなる協議会組織による良好なまちなみ形成の推進方策等

の検討

・国費率：１/３





住宅市街地総合整備事業

Ⅰ 目的

既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、密集市街地の整備

改善、街なか居住の推進など都市再生の推進に必要な政策課題に、より機動的に対応

するため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う。

Ⅱ 事業の概要

（１）整備地区の要件

① 重点整備地区を一つ以上含む地区であること。

② 整備地区の面積が概ね５ha以上（重点供給地域は概ね２ha以上）であること。

③ 原則として住宅戸数密度が30戸/ha以上の地区（連坦して土地利用転換が見込まれ

る地区を除く。）であること。（街なか居住再生型を除く。）

（２）重点整備地区の要件

① 重点整備地区の面積が概ね１ha以上（重点供給地域は概ね0.5ha以上）であること。

② 次のいずれかの要件に適合すること。

ａ．拠点開発型（三大都市圏の既成市街地等において、原則として概ね１ha以上

かつ面積20％以上の拠点的開発を行う区域を含むこと）

ｂ．密集住宅市街地整備型（換算老朽住宅戸数50戸以上（重点供給地域は25戸以

上）で、住宅戸数密度と老朽住宅の割合が一定以上であること）

ｃ．街なか居住再生型（中心市街地において、概ね50戸以上かつ10戸/ha以上の住

宅整備が見込まれること（ただし面積は概ね30ha以下））

（３）事業主体

地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等

（４）交付・補助内容［交付率・補助率］

①整備計画策定（整備計画､事業計画策定等）〔1/3,1/2,2/3,3/4〕

②市街地住宅等整備（調査設計計画､共同施設整備、公共空間整備等）〔1/3,1/2〕

③居住環境形成施設整備（老朽建築物除却､地区公共施設整備等）〔1/3,1/2〕

④耐震改修促進（耐震改修等）〔通常事業に準ずる〕

⑤延焼遮断帯形成事業（調査設計計画、土地整備、延焼遮断機能整備）〔1/3〕

⑥防災街区整備事業（調査設計計画､土地整備､共同施設整備）〔1/3 等〕

⑦関連公共施設整備（道路､都市公園､下水道､河川等）〔通常事業に準ずる〕

⑧都市再生住宅等整備（調査設計計画､従前居住者用賃貸住宅整備等）〔1/3,1/2,2/3〕

⑨公営住宅等整備（公営住宅､地域優良賃貸住宅の整備等）

⑩住宅地区改良事業等（住宅地区改良事業､改良住宅等改善事業等）

⑪街なみ環境整備（地区施設､修景施設等の整備等）〔⑨～⑪：通常事業に準ずる〕

密 集 住 宅 市 街

地 整 備 型 に 限

る 。



地
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に
支
援

安心して利用できる
住宅相談・住情報提供

広場の整備
生活道路の整備
（密集住宅市街地等）

民間住宅の
耐震改修

公営住宅の建替え

デイサービスセンター・
保育所等の整備

地域優良賃貸住宅の整備

緑地の整備

筋交い

構造用
合板

地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫
を活かしながら総合的かつ計画的に推進するための事業制度

社会資本整備総合交付金社会資本整備総合交付金社会資本整備総合交付金社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）（地域住宅計画に基づく事業）（地域住宅計画に基づく事業）（地域住宅計画に基づく事業）の概要の概要の概要の概要

【交付対象事業】
○○○○基幹基幹基幹基幹事業事業事業事業 公営公営公営公営住宅･地域優良賃貸住宅の整備、既設公営住宅の改善、不良住宅地区の改良住宅･地域優良賃貸住宅の整備、既設公営住宅の改善、不良住宅地区の改良住宅･地域優良賃貸住宅の整備、既設公営住宅の改善、不良住宅地区の改良住宅･地域優良賃貸住宅の整備、既設公営住宅の改善、不良住宅地区の改良、、、、

密集密集密集密集住宅市街地住宅市街地住宅市街地住宅市街地のののの整備、関連整備、関連整備、関連整備、関連公共施設の公共施設の公共施設の公共施設の整備、住宅・建築物の耐震診断・耐震改修整備、住宅・建築物の耐震診断・耐震改修整備、住宅・建築物の耐震診断・耐震改修整備、住宅・建築物の耐震診断・耐震改修 等等等等

○○○○提案提案提案提案事業事業事業事業 地方地方地方地方公共団体独自の提案による地域の住宅政策実施に必要な事業等公共団体独自の提案による地域の住宅政策実施に必要な事業等公共団体独自の提案による地域の住宅政策実施に必要な事業等公共団体独自の提案による地域の住宅政策実施に必要な事業等
(例)民間住宅のバリアフリー改修、公営住宅等と社会福祉施設等の一体的整備、
住宅相談･住情報提供
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整
備
総
合
交
付
金

社
会
資
本
整
備
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備
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金
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備
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補助
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１． 目 的 

賃貸住宅に係る家賃債務保証業等の適正化、賃貸住宅関連紛争に係る処理の円

滑化、居住支援協議会の活用の促進等を図ることにより、民間賃貸住宅を活用した

住宅セーフティネットの基盤強化を図る。 

 

２．施策の概要等 

（1）補助内容 

① 既存賃貸住宅活用に係る地域ネットワークの形成・活用促進事業 

・補助内容：地方公共団体と宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者等との連

携・協力により、物件情報の収集や管理面での効率化・円滑化の

仕組みを構築する取組みを支援し、既存賃貸住宅の一部の借上げ

による公営住宅の供給促進に係る取組みに要する経費 

・事業主体：地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者等により

構成される協議会等 

 

② 家賃債務保証業等の適正化支援 

・補助内容：家賃債務保証業務の適正化を図るため、事業者等に対する過去

の判例等をまとめた事例集等の情報提供、当該業務のあり方等に

ついての講習会・説明会の実施等に要する経費 

・事業主体：民間事業者等 

 
 

③ 賃貸住宅関連紛争に係る紛争処理円滑化支援 

・補助内容：裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制

の整備等に要する経費 

・事業主体：民間事業者等 

 
 

④ 居住支援協議会等活動支援 

・補助内容：住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第 10 条第１項に規定する居住支援協議会等が行う民間賃貸住宅

等への入居の円滑化に関する活動に要する経費 

・事業主体：居住支援協議会等（ただし、災害害時における民間賃貸住宅の

有効活用に係る体制整備に係る事業を実施する場合については、

民間事業者等を含む。） 
 

⑤ 改正高齢者住まい法の普及促進事業 

・補助内容：サービス付き高齢者向け住宅に関する登録制度の円滑な運用及

び普及促進向けた、登録情報の調査・分析、情報提供方法の修正・

改善に係る取組みに要する経費 

・事業主体：民間事業者等 
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住宅セーフティネット基盤強化推進事業 



サービス付き高齢者向け住宅制度の概要

サービスサービスサービスサービス付付付付きききき高齢者向高齢者向高齢者向高齢者向けけけけ住宅制度住宅制度住宅制度住宅制度のののの創設創設創設創設

○○○○ 高齢者等居住安定化推進事業高齢者等居住安定化推進事業高齢者等居住安定化推進事業高齢者等居住安定化推進事業 平成24年度当初予算 355億円
25年度予算案 340億円

・新たに創設される「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、建設・改修費に対して、国が
民間事業者・医療法人・社会福祉法人・NPO等に直接補助を行う。

＜対象＞＜対象＞＜対象＞＜対象＞ 登録されたサービス付き高齢者向け住宅等

＜補助額＞＜補助額＞＜補助額＞＜補助額＞ 建築費の1/10 改修費の1/3 （国費上限 100万円/戸）

補助制度補助制度補助制度補助制度

【【【【登録基準登録基準登録基準登録基準】】】】 ※有料老人ホームも登録可
《《《《住宅住宅住宅住宅》》》》
・床面積（原則25㎡以上）、便所、洗面設備等の設置、バリアフリー

《《《《サービスサービスサービスサービス》》》》
・サービスを提供すること。（少なくとも安否確認・生活相談サービス）

《《《《契約契約契約契約》》》》
・高齢者の居住の安定が図られた契約であること、前払家賃等の
返還ルール及び保全措置が講じられていること

制度概要

「高齢者住まい法」を改正し＊、国土交通省・厚生労働省共管の制度として、都道府県知事等への
登録制度である「サービス付き高齢者向け住宅制度」を創設

【【【【事業者の義務事業者の義務事業者の義務事業者の義務】】】】

・入居契約に係る措置（提供するサービス等の登録事
項の情報開示、入居者に対する契約前の説明）
・誇大広告の禁止

【【【【指導監督指導監督指導監督指導監督】】】】

・住宅管理やサービスに関する行政の指導監督（報告
徴収・立入検査・指示等）

＊平成23年4月28日公布、10月月月月20日施行日施行日施行日施行

補助No.18



বਗऊै৭औोるব଼ଥৡのৈःྟৡँる௴地域づくりを促進するため、地域の取組段階に応じ、
地域独自の「ঈছথॻُのનয়をৢじた日本の顔となる௴地域の創出に向けた取組を支援する。

H25ফ২પ343؟百万円（新規）

具体的には、地域の取組段階に応じて、以下の取組を支援。
。ॸॕথॢのৰಉをৢじたঈছথॻਅറの構築ॣش৯すसऌ地域のలਟ൸のੁ、ঐ（ڭ）
（２）ঈছথॻਅറに੦づऌ、ਟ௰の௹ऊなষを支इる応ம୭のତ、取組のເଞৰ؞ఒをৢじたঈছ

থॻଵ৶、地域ৱ౺のகをਈপにણऊखた૬のਛಉのৰ。
また、ৌ地域ಉにउःथ、ۈۅڼਃચಉにेりऔोる「ਜ਼઼ੲਾُಉをણ৷खた௴のষ؞ଙಉの৹

ਪ؞ীෲをৰख、০の取組षのણ৷্১のਫ਼ୈをষअ。

実施概要

観光地域ブランド化基盤づくり支援 観光地域ブランド化નয়支援

ブランド観光地域

観光地域づくりプラットフォームを有する観光圏

※ ௴ତ১に੦づく੦本্ଉのৄઉखをৰするととुに、「ঈছথॻ৲ُにબる௬をৢじた登録২ुશಥ創ਝ

○ 観光圏の取組みが一定程度地域に浸透し、かつ、地域
独自の価値を戦略的に創出・提供することにより「ブランド」
の評価の確立を目指す地域

補助対象事業：ブランド戦略の策定 （マーケティング調査、
満足度調査、ターゲット・ポジショニングの設定、
ブランドイメージの設定等）

補助対象者：地域のマネジメントを中心的に担う民間団体等

補助額：上限500万円

○ ブランド戦略を策定の上、ブランドの維持・向上に向けたアク
ションプランに基づき事業を実施する地域

補助対象事業：
①来訪者と地域の交流を支える応接環境の整備
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ受入環境整備、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞを支える滞在ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ造成等

②取組の恒常的実施・改善を通じたブランド管理
品質管理・保証ｼｽﾃﾑの構築、満足度調査、戦略的ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ等

③地域らしさを演出する地域独自の空間の形成
滞在プログラム等と連動した修景、移動の利便性向上の取組等

補助対象者：地域のマネジメントを中心的に担う民間団体等
補助額：事業費の４割

支援
地域独自のகをણऊखた「ঈছথॻُऋનয়औो
た日本の顔となる地域を登録

観光地域ブランド確立支援事業

補助No.20



「子どもの水辺」再発見プロジェクト
文部科学省・国土交通省・環境省連携プロジェクト Ｈ１１年度創設・Ｈ１４年度改訂

■ 地域の市民団体、教育関係者、河川管理者等が一
体となって、子どもの水辺協議会を設置。

■ 「子どもの水辺サポートセンター」が活動を支援（資■ 子どもの水辺サポ トセンタ 」が活動を支援（資
機材の貸出，活動のコーディネート等）。

■ 必要に応じて「水辺の楽校プロジェクト」により施設
整備を実施。

文部科学省 国土交通省 環境省連携

整備を実施。

■ 平成２２年度末現在、全国で２９０箇所が登録され
ている。

「子どもの水辺」での活動の様子（漁川（北海道））

350

「子どもの水辺」再発見プロジェクト登録箇所数の推移

年度毎登録数
H12 制度のスタ ト

水辺の楽校

文部科学省・国土交通省・環境省連携

子どもの水辺
連絡会

水辺の登
録を報告

＜都道府県レベル＞

＜水辺ごと＞

子どもの水辺」での活動の様子（漁川（北海道））
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H12 制度のスタート

子どもの水辺協議会

・市民団体
・市区町村教育委員会
河川管理者 等

プロジェクト

登録申請

水辺整備
が必要な
場合 水管理・国

土保全局長プロジェクトの支援

・都道府県教育
委員会

・河川管理者 等

＜水辺ごと＞
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・河川管理者 等 河川管理者水辺整備

水辺の登録
・資機材の貸出
・各種情報提供
・市民団体等の
コ ディネ ト 等

活動
支援

子どもの水辺
推進会議

・文部科学省
・国土交通省

＜国レベル＞

登録年度

子どもの水辺
サポートセンター

コーディネート 等・環境省



水辺の楽校プロジェクト
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「水辺の楽校」プロジェクト登録箇所数の推移

H8･制度のスタート

■ 「子どもの水辺」における環境学習や自然体験活
動を進めるにあたって河川の整備が必要な場合に、自
然の状態を極力残しながら瀬や淵、せせらぎ、ワンド等
の自然環境を保全 復元するとともに 子どもたちが安
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の自然環境を保全・復元するとともに、子どもたちが安
全に自然に出会えるよう河岸等へのアクセス性の改善
（堤防の緩傾斜化、水辺に近づける河岸整備）、遊歩
道の整備等を行う。 0 0

0
H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

登録年度

備 う。

■ 平成２２年度末現在、全国で２７９箇所が登録され
ており、各地域の特色を活かした様々な取組みが展開
されている。

小学校小学校

ワンド

水辺に近づける河岸整備

水辺の楽校のイメージ図

河川管理者、地方公共団体、
教育関係者、市民団体等の体制整備 桐生川水辺の楽校

（栃木県桐生市）



ＮＰＯや住民団体と連携した自然再生の取組み 

ＮＰＯ、地域の住民団体、関係行政機関が連携、協力して、地域における自然の再生を目的に、湿
潟 生 水 生など自然 生を推進地・干潟の再生や、水辺の再生など自然再生を推進している。

 実施事例  ・円山川（兵庫県）・・・・・・・・・・コウノトリと共生できる環境の復元 
         ・国府川・天王川（新潟県）・・・湿地の創出、河川の自然再生（トキの生息環境の復元） 
 
 ・ＮＰＯや地域住民の参画により、現地の状況が的確に把握され事業実施に反映されている。 
 ・また、自然再生がより多くの住民の協力により進められている。 

コウノトリ野生復帰推進協議会円山川の事例
と 連携

○円山川は昭和３０年頃まで、コウノトリ 
 が多数生息する河川。 
○周辺の開発、農薬の影響等により、 

コウノトリは絶滅 （日本で最後の野生
コウノトリの採餌環境の創出 
・管理者・・川の掘削を行う際に水深が浅い

コウノトリ野生復帰推進協議会円山川の事例
ＮＰＯとの連携

○自然再生の計画段階から協議 
 会にメンバーとして参画。 
○治水工事における環境への配 コウノトリは絶滅。（日本で最後の野生

 生息地となった） 
・管理者・・川の掘削を行う際に水深が浅い
  湿地帯を創出、用水路との連続性の確保等 
・地域住民・・無農薬農業の実施等 

管理者の取組 

○治水工事における環境 の配 
 慮事項について助言。 
○モニタリング調査への助言や 
 現地調査を市民も参加して協同  
 で実施。 

コウノトリの野生復帰 
湿地の創出（地元住民もコウノトリの生息
環境に配慮した高水敷切下げに理解） 地元農家等の取組 

地元では、極力、農薬を使わな
い営農を実施。コウノトリの餌と

湿地化 

掘削範囲 

環境負荷の

い営農を実施。 ウノトリの餌と
なる小魚やドジョウ等の生息環
境を確保。 

写真提供：兵庫県立コウノトリの郷公園 

改修直後（2007年6月） 
環境負荷の
小さいアイ
ガモ農法の
実施 



将来を担う子供達の自然体験活動や環境教育の場を提供するとともに、これら活動を積極的に支援する

ため、地方整備局等港湾関係事務所とNPO、教育機関、自治体が連携して、海辺の自然学校を開催。

展開スキーム展開スキーム展開スキーム展開スキーム

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省

●海辺の環境教育等を行う
場となる海浜等の整備

●多様な主体との連携

自然環境を活かした地域づ自然環境を活かした地域づ自然環境を活かした地域づ自然環境を活かした地域づ
くりを目指す自治体・ＮＰＯなくりを目指す自治体・ＮＰＯなくりを目指す自治体・ＮＰＯなくりを目指す自治体・ＮＰＯな
どどどど

●市民参加の促進

●総合学習(地域性のある)

●地域の活性化

●NPOのネットワーク化

●指導者養成

連携

●企画立案
●運営体制整備
●広報・参加募集

自然体験活動（神奈川県、横浜港）

自然体験学習（新潟県、新潟西港）

生物観察（山口県、徳山下松港
大島干潟）

生物観察（広島県、尾道糸崎港
海老干潟）

地域の主体に運営ノウハウ等の蓄積地域の主体に運営ノウハウ等の蓄積地域の主体に運営ノウハウ等の蓄積地域の主体に運営ノウハウ等の蓄積
●ＮＰＯ、教育機関、自治体等が主体的に
実施する体制を整備

「「「「海辺の自然学校 」開校」開校」開校」開校

海辺の環境教育の推進

連携No.3



人々の支え合いと活気のある地域づくりに向けた様々な当事者の自発的な「協働の場」、すなわち「新しい公共」
を実現するため 地元企業 地縁組織 ＮＰＯ等の多様な主体による地域経営や地域課題解決のシステム構築に

「新しい公共」の担い手による地域づくり推進経費

を実現するため、地元企業、地縁組織、ＮＰＯ等の多様な主体による地域経営や地域課題解決のシステム構築に
向けた活動環境の整備を推進する。

①「新しい公共」活動環境整備等検討調査

○全国での個別地域金融機関と○全国での個別地域金融機関と
活動主体の情報交換の場の設定

○各地方整備局等による現地調査、
ヒアリング等の実施

活動の担い手の視点
から活動環境整備のた
めの課題を抽出

活動環境整備に向けた
国の施策のあり方等に
ついて検討

「新しい公共」による地域づくり活動に対して、中間支援組織を中心とした関係機関が連携
して 自立的 持続的な活動に向けて デ ネ ト支援を行う取組を募集 選定し その取

②地域内資金循環を支える仕組みに
関する基本的枠組みの検討調査

③｢新しい公共｣による地域づくり活動に係るコンテスト・助言指導事業

して、自立的・持続的な活動に向けてコーディネート支援を行う取組を募集・選定し、その取
組の効果や課題等を検証するとともに、取組に対する助言指導を公開形式で行い、共有可
能なコンテンツとして整理

活動主体に対する資金的
支援や非資金的支援のあ
り方に関する検討

H23

連携体制の構築と地域内
資金循環を支える仕組み

「新しい公
共」の担い
手による地
域づくり活

協力機関

中間支援組織

H24

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー協力機関

における各主体の連携の
あり方に関する検討

域づくり活
動

機
（企業、行政、市民・住
民、地域金融機関等）

H24
ト
支
援

機
（企業、行政、市民・住
民、地域金融機関等）

地域内資金循環を支える
仕組みに関する基本的枠
組みの検討

「新しい公共」の担い手による自立的・持続的な地域づくり活動の推進
H25



1

観光地域づくりプラット
フォーム支援事業
（復旧・復興枠）

終了 様々な滞在型観光の取組みを推進
し、市場との窓口機能等を担う「観光
地域づくりプラットフォーム」の形成を
促進しつつ、着地型旅行商品の企画・
販売、人材育成等を行う取組を支援。
（NPOを含む）
※被災３県（岩手県、宮城県、福島
県）が対象

- 54

①設立準備段
階10/10
（定額補助）

②運営初期段
階2/5
[直接補助]

民間組織 － 観光庁ＨＰにて
手続きを公表
し、地方運輸局
にて受付

総合政策局事業
統括調整官室
観光庁観光地域
振興課

－

支援地域数：４
地域

－ － － － － － － － －

照会窓口
備考

（Ｈ24年度予算
執行状況等）

合計

１．ＮＰＯへの補助

復興（震災・原発事故）関連事業

H24年度
ＮＰＯへの実績

補助率
（国費率）

新・継
区分

平成25年 3月13日
国　土　交　通　省

公募スケジュー
ル

H25年度予算額
（百万円）

H24年度予算額
（百万円）

.

平成25年度：ＮＰＯ関連予算総括表

事業名連番 実施主体 申請方法

1



1

｢新しい公共｣による地
域づくり活動に係るコン
テスト・助言指導事業

継続 　「新しい公共」による地域づくり活動
に対して、中間支援組織を中心とした
関係機関が連携して、自立的・持続的
な活動に向けてコーディネート支援を
行う取組を募集・選定し、その取組の
効果や課題等を検証するとともに、取
組に対する助言指導を公開形式で行
い、共有可能なコンテンツとして整理。

(67の内数) (107の内数)

ＮＰＯ等の中間
支援組織

検討中 検討中 国土政策局地方
振興課

実施主体全１０団
体のうちＮＰＯ法
人は４団体

-

２．ＮＰＯとの連携

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業の概要
H25年度予算額
（百万円）

H24年度予算額
（百万円）

備考
（Ｈ24年度予算
執行状況等）

実施主体
公募スケジュー

ル
申請方法 照会窓口

H24年度
ＮＰＯへの実績

2



人々の支え合いと活気のある地域づくりに向けた様々な当事者の自発的な「協働の場」、すなわち「新しい公共」
を実現するため 地元企業 地縁組織 ＮＰＯ等の多様な主体による地域経営や地域課題解決のシステム構築に

「新しい公共」の担い手による地域づくり推進経費

を実現するため、地元企業、地縁組織、ＮＰＯ等の多様な主体による地域経営や地域課題解決のシステム構築に
向けた活動環境の整備を推進する。

①「新しい公共」活動環境整備等検討調査

○全国での個別地域金融機関と○全国での個別地域金融機関と
活動主体の情報交換の場の設定

○各地方整備局等による現地調査、
ヒアリング等の実施

活動の担い手の視点
から活動環境整備のた
めの課題を抽出

活動環境整備に向けた
国の施策のあり方等に
ついて検討

「新しい公共」による地域づくり活動に対して、中間支援組織を中心とした関係機関が連携
して 自立的 持続的な活動に向けて デ ネ ト支援を行う取組を募集 選定し その取

②地域内資金循環を支える仕組みに
関する基本的枠組みの検討調査

③｢新しい公共｣による地域づくり活動に係るコンテスト・助言指導事業

して、自立的・持続的な活動に向けてコーディネート支援を行う取組を募集・選定し、その取
組の効果や課題等を検証するとともに、取組に対する助言指導を公開形式で行い、共有可
能なコンテンツとして整理

活動主体に対する資金的
支援や非資金的支援のあ
り方に関する検討

H23

連携体制の構築と地域内
資金循環を支える仕組み

「新しい公
共」の担い
手による地
域づくり活

協力機関

中間支援組織

H24

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー協力機関

における各主体の連携の
あり方に関する検討

域づくり活
動

機
（企業、行政、市民・住
民、地域金融機関等）

H24
ト
支
援

機
（企業、行政、市民・住
民、地域金融機関等）

地域内資金循環を支える
仕組みに関する基本的枠
組みの検討

「新しい公共」の担い手による自立的・持続的な地域づくり活動の推進
H25



通常事業

平成25年度 :NPO関連予算総括表

省庁名 1 環境省

連

番 事業名
親
携

新
盤 施漿・事業概要

25年度予算額
(百万円)

24年度予算額
(百万円).

補助率 実地主体 公募スケジュール 申請方法 照会憲ロ
24年度NPO
への奥績

備考

1
地球翠境バートナー
シツププラザ運営受

経 視

市民・NPO・ 事業者‐行政等の各主体間のパートナー
シツプ形成促進を回るため、国連大学と共同で東京青
山に設置している「地球環境パートナーシッププラザ」に
おいて、環境情報の収集・提供、交流の用の提供、ネッ
トワークの形成支援等を実施する。

7 環境雀 公募中

感募書類を
作成の上、
大臣官房会
計課に提出

総合環境政策局
民間活動支援

=
14牛

HL方環境パートナー
ンップ推進費

継続

地域における環境保全活動等にBける情報提供や
NPoと自治体、企業、市民等のパートナーシップ促造α
拠点として設置している「地方環境パートナーシップオ
フィ入」において、対話の場づくり、地域での活動の紹
介、環境情報の提供・普及等を案施する。

環境省

果約更新予定の東北
地方環境,く―トナー
ンップオフィスは、公事
■

応募書類を
作成の上、
東北地方環
境事務所へ

提出

鴛合環境政策局
民間活動支援室

2件

環境政策提音事業 終 了 総合環境政策局
民間活動支援室

1

事業型環境NPo・社会
催続

貯続可能な社会形成に必要不可欠な新しい経済セク
ターとしての事業型環境NPO・社会的企菜の普及、確
率を通咀 照境NPOの経済的自立化を進めるとともに、
環境と経済の好循環を実現する新しいまちづくりを全国
約に拡げ、もつて持続可佗な社会を地域レベルから構
棄する。

環境省 胸申
３

ヽ

心募書類を
作成の上、

総合環境政策局
民間活動支援室

3件中
業 東地方環境

事務所へ郵
とにて提出

地球環境基金助成金 終続

復立行政法人環境再生保全機構に設置した基金の運
昭益などにより、環境保全を目的とする民間団体(NG0
/NPO等 )を対象とし、活動に対する女性を行うととも
こ、環境保全活動に関する情報提供、神座背成のため
の研修等を待 。      .

(711

独立行政法人
環境再生保全

機構

1/4´呻1/23

(24年度実績)

1/4-1/25
(25年度実績 )

要望春年を
案施主体ヘ

郵送提出

総合環境政策局
環境教育推進室

190件

(見込み)

予算額の一部
を地球瑕境基
金事業費として

支出

環境教育等人材認定等
事業登録事業

盤続

「環境教育等による環境保全の取組の4足輩に関する法
律Jにとづく人材認定等事業の登保制度(※ )の運用。
(X)環境保全に関する知識や指導を行う能力を有する
人材を育成・認定する民間団体の事業を登録する制度

環境省(文科
科学省、農林
水産省、経済
遊素省、回土

交通省)

随 時

申請各を作
成の上、担
当省庁に郵
進又は電子
中請にて提
出

総合環境政策局
環境教育推進室

合計
(内 数事業を除く)

(増減額)

(増減車%)

97つ

-17

-1.7嘉



地珂にI景好:ハ
°
―トナーシッフ

°
フ
°
ラサ1里連!:義

平成25年度予算案 77百万円(平成24年度予算 77百万円)

0目 的

様々な環境問題を解決し、持続可能な社会を実現するため、市民DNGO/N
PO、 企業、行政といった各社会主体が、考え方の違いを越え、それぞれの特性
を活かしつつ相互に連携する対等・平等な関係 (パートナーシップロ協働)による
取組の推進を図る。

● 設立年月及び場所
平成8年 (1996年 )10月 、東京・青山に「地球環境パートナーシッププラザ

(GEOC)/環境パートナーシップオフィス(EPO)」 を開設。

●運営形態

GEOCは環境省と国際連合大学との共同事業で、運営の基本方針については
両者により組織される共同運営委員会により決定。

GEOCDEPOともに、環境パートナーシップの推進拠点であることから、運営には、

行政以外の社会主体 (市民・NGO/NPO、 企業)の参画を得ることとしており、
実際に事業にあたるスタッフは、
の混成チーム。



地方環境パiトナーシップ推進費
平成25年度予算 (案 )額 148百万円(平成24年度予算額91百万円)

平成14年 12月 中央環境審議会の「環境保全活動の
活性化方策について(中 間答申)」 及び平成15年に成
立した環境教育推進法を踏まえ、地域での環境パート
ナーシップづくりの支援拠点として、全国各ブロック(フ

カ所)ごとに地方環境パートナーシップオフィス(地方E
PO)を設置。

地方EPOでは、パートナーシップづくりの支援拠点
として、環境関連情報の収集と発信、各主体の協働の
場づくリセミナーやワークショップ等を実施しているとこ
ろ。

平成24年 10月 の環境教育等促進法の施行を踏まえ

地方EPOでの情報収集、情報発信、相談対応などの

機能を充実・強化。また新たに、地方EPOに協働取組
に関する相談対応やコーディネートを行うプロセスマ
ネージャーを配置し、法第21条の4にもとづく協働取組

の実施を円滑に進めるほか、地域における協働取組
の一層の促進を図る。

☆  H16設置

☆  H17設置

☆  H18設置

☆  H19設置



事業型環境NPO・社会的企業支援活動実証事業
平成25年度予算案 31百万円(平成24年度 45百万円)

環境NPO等の経済的自立化を進めるとともに、環境と経済の好循環を実現する活動を全国
的に拡げ、もって持続可能な社会を地域レベルから構築する。

環境 NPOの現状
資金:行政、企業等からの助成

金・寄付に依存しがち
活動:ボランティアによる普及啓発

活動が主

必要な施策
R環境NPOへの経営・マネジメント

能力の向上支援と、それを支え
る支援ネットワークの構築

・地域個別の課題解決に取り組む
体制と、全国でネットワークする
体制を同時に整備

課題解決の糸口
地域における課題解決には、地域
主体の連携と、外部専門家による

専門知の融合力`必要。また地域
の課題を他の地域へ展開させて
いくネットワークが求められる。

地域資源を活かした事業計画の策定

地域支援事務局(地方EPO)

情報
データベース

地域の専門家
ネットワーク化

環境NPOと

専門家マッチング

事業化に向けた課題
社会性と事業性のバランスが課
題。経営ノウハウ不足、資金調達、
ネットワークが課題。またそれを支
援できる中間支援組織も少ない。



地球環境基金事業の仕組み
国からの出資金と広く国民からの寄付金により基金を造成し、この運用益と国からの運営費交付金により、

内外の民間団体 (NGO/NPO)の 活動を支援

出資 )|

【助政の対象になる分野】:II II● I ll i■ |^■●Ili l■ ∴i

・運用益 : |

・運営費
交付金
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２
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1国内外つ民FHR印体:(NGO)の環境保今i石勲を振果するため〔調査研井
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成研修(1情報提供等を行,(山 23実績

“

う件tらo百頂円え| :

|■.1訊査研究●■|:i■ |十 ■ ■ i : |● : ‐  I il l
lⅢ II国内外の環境保全団体の活動状況や11NGO活 動を進める上で |

|■1必要な基礎情報t:共通課題等に関する調査研究の実施 |●■ |
2.:研修 1講座 r i l  ~   i● i l
l NGOスタウフ、|ボランテイア等べ各種研修機会を提供     |
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■ホ‐ムヘ■ジ、各種報告害、二
=■

スレタ■等による環境保全
1渚勤支援めための情報を発信
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隠鏡報膏の指郵琶を撮もてblる 南、婚朝脅になつたりヽ南のため0ベージ

環境教育の指導者を育成・認定している
事業を紹介もます。登録人材認定等事業
や都道府県`政府の事業を掲載していま

す6

人翻認震等塞業とは 0

「環境保全のための意欲の増進及び環境
教育の推進に関する法律 (改正後:環境教
育等による環境保全の取組の促進に関す
る法律 )」 に基づき設けられました

Ⅲ 法律についてのε撃ネほへ[環境省打P]

(■ 人,韮空豊土塞ω登螢m理 とっ蛍ェ
[環境 省 HP PDF]
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[環境省(環境省HP)]

孝雲立教育リーダニ弘逆基盤誰鍵

[文部科学省/環境省]

6事 業

登録入朝認定事業一と,ヘ

≪eン環境省

環境省総合環境政策局環境教育推進室 03-552卜823,(直通 )

http://www.env.gojp/policノ eduなeg/ 2013/03/08



復興 (震災・原発事故)関連事業

平成25年度:NPO関連予算総括表

省庁名 1 環境省

連

番 事業名
規
続

新
継 施策・事業概要

25年度予算額
(百万円)

24年度予算額
(百万円)

補助卒 実地主体
公募

スケジュール
申請方法 照会窓ロ

24年度NPO
への実績

備考

1
地域生物多様性保全
活動支援事業

継続

地域における生物多様性の保全・再生を推進するため
には、当該地域における生物多様性の危機の要因等を
明らかにしつつ、地域の多様な主体により、希少野生助
植物種の保全、野生鳥獣の保談管理、外来生物による
生娘系への影響等の軽減・防止、生物多様性の保全上
重要な地域における保全活動等を効果的・効率的かつ
計画的に実施する必要がある。
このため、このような生物多様性保全の取組を公募に

より選定し、当該地域において必要な調査・検討や、そ
れぞれの対策に関する法律に基づく計画等の作成を支
援する。さらに、様々な対策を集中的かつ総合的に取り
入れ、先進的かつ効果的な取組みを実証事業として実
施し、各地における生物多様性の保全活動を推進する。

環境省 2月 中旬～下旬

応募書類を
作成の上、
各地方環境
事務所へ郵
送にて提出
するととも
に、本省へ

メール送付

自然環境局自然
環境計画課生物
多様性施策推進

室

3件

地域活性化を担う環境
保全活動の協働取組
促進事業

納

平成23年6月 に全会一致て改正された「環境教育等促進
法」が、平成25年 4月 から本格実施されることを受け、協
働取組の充実が必要とされている。
特に環境課題の解決と地域活性化を推進するために
は、多様な主体が、環境保全に関して担うべき役割及び
行動に有する竜議を理解し、それぞれの立場に応した公
平な役割分担の下でゃ相互に協力・連携した協働取組を
行うことが重要である。
このため、環境NPO、 地域住民、行政機関等の協働によ
る環境保全活動の実証に係る費用の一部を支援する。

10C 環境省
3月 下旬～
4月 下旬

応募書類を
作成の上、
各地方環境
事務所へ郵
送にて提出

総合環境政策局
民間活動支援室

合計
(内数事業を除く)

(増減額)

(増減率%)



希少野生動植物種の保存

国上レベルの生物多様性の課題

重要地域の保全 L再生

地域の多様な主体による生物多様性の保全活動の推進

地域生物多様性保全実証事業
(委託費 )

生物多様性保全に関する法律に基
づく法定計画等の策定

生物多様性保全に関する法律に基
づく法定計画等に位置づけられた

活動

地方公共団体、NGO・ NPO、 事業

者、協議会など、法定計画等に位

置づけられた実施主体

地域の多様な主体の連携口協働に

よる地域の生物多様性保全・再生

活動

生物多様性保全計画策定事業
(委託費 )

地方公共団体、NGO・ NPO、 事業

者、協議会など、法定計画等の策
定主体

地域生物多様性保全補助事業

(交付金 :国費1/2以内 )

地域住民、NPO・ NGO、 事業者、地

方公共団体などにより構成される
地域生物多様性協議会



地域活性化を担う環境保全活動の協働取組推進事業
平成25年度予算 (案)額100百万円 【新規】

O平成23年 6月 に全会一致で改正された「環境教育等促進法」が、平成25年4月 から本格実施されることを受け、
協働取組の充実が必要とされている。

O地域の活性化を図るためには、NPO、 企業、行政等の協働による取組を活発化させることが必要である。

地域を活性化させるためには、
多様な主体が公平な役割分担の下で、相互に協力・連携した

協働取組等が必要不可欠

事業の概要 期待される成果

①環境NPO、 地域住民、行政機関等の協働による
環境保全活動を先導的に実施

②ブロック単位で採択事業の指導日助言を実施

・抽象的で共通イメージを描きにくい環境保全に

係る協働取組について、具体的なモデル事業を
実施することにより、ノウハウが共有され周辺地
域に波及

ロブロック単位で支援体制を強化することにより、
取組の活発化


